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本書で用いた法令名の略称とその正式名称は、次のとおりです。 
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係 

液石法 → 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

規則 → 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 

認定販売事業者告示 → 
液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目

を定める告示 

保安業務告示 → 保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示 

供給・消費・特定供給設備

告示 
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供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を

定める告示 

バルク供給・充てん設備

告示 
→ 

バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める

件 

 
高圧ガス保安法関係 

保安法 → 高圧ガス保安法 

保安法液石則 → 高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則 
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第１編 

１．液化石油ガス法と高圧ガス保安法との関係一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液化石油ガス法 高圧ガス保安法 

 

登録事業者 販売事業者 

－ 貯蔵施設の技術上の基準 
（法第 16 条） 

－ 特定供給設備の技術上の基準 
（法第 37 条） 

－ 供給設備の技術上の基準 
（法第 16 条の 2） 

充てん所 

保安業務委託（法第 28条） 
保安業務を行なう義務 
（法第 27 条） 

認定保安機関 
（法第 29 条） 

消 費 

法第 41 条 
第 44 条～第 54 条 
第 56 条～第 56 条の 2 

移動の基準 
（法第 23 条） 

一般消費者 供給設備・消費設備 

点検   調査 

周知、調査結果の通知 

移動 

工業用、 
農業用等 

消費の基準 法第 24 条の 2 
～第 24 条の 5 

認定販売事業者 
  （法第 35 条の 6） 
認定販売事業者の特例 
   法第 35 条の 8 
    第 35 条の 9 基準適合義務 

（法第 38 条の 2） 

特定液化石油ガス設備工事事業者 高圧ガス保安協会 

液化石油ガス設備士（法第 2 条第 6 項） 

特定液化石油ガス設備工事事業届 
       （法第 38 条の 10）→知事・静岡市長 

・浜松市消防長 

液化石油ガス設備工事届 
（法第 38 条の 3）→各消防本部 

（地方自治法第 252 条の 17 の 2） 

高圧ガスの保安 
に関する自主的 
な活動の促進 

業務の範囲 
（法第 59 条の 28） 
－ 調査、研究、指導等 
 

販売事業者登録（法第 3 条） 

液化石油ガス法で規制 

販売事業届出 (法第 20 条の 4) 

高圧ガス保安法で規制 

バルク貯槽 

容
器 

1
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２．供給設備と消費設備の規制関係一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準適合命令 
（液石法第 35 条の 5） 

特定液化石油ガス設備工事事業者 都道府県知事 
静岡市長 
浜松市消防長 

届 出（液石法第 38 条の 10） 

基準適合者 

工 事 
液化石油ガス設備工事届 
（液石法第 38 条の 3） 

 
各消防本部 届 出 

一般消費者等 

容
器 

Ｒ Ｍ 

供給設備 消費設備 

点検 
（液石法 

第 27 条） 

調査 
（液石法第 27 条） 

販売事業者 

移動の基準 
（保安法第 23 条） 

基準適合義務 
（液石法第 16 条の 2） 

販売事業の登録 
（液石法第 3 条） 

－ 業務主任者及び代理者 
（液石法第 19 条、21 条） 

－ 液化石油ガス設備士 
  （液石法第 2 条第 6 項） 

資格者 

都道府県知事 
静岡市長 
浜松市消防長 

（地方自治法第 252 条の 17 の 2） 

2
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３．液化石油ガスの販売に係る登録申請の手続き順序 

 

（１）一般消費者等に販売する場合      液化石油ガス法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一般消費者以外に販売する場合（工業用、農業用等に販売する場合）  高圧ガス保安法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

販売所等変更届（液石法第 8 条） 
 販売所の新設・変更 
 氏名、名称及び住所の変更 
 貯蔵施設の位置・構造の変更他 

販売事業の登録申請 
（液石法第 3 条） 

登録証交付

 

業務主任者及び代理者の選任届 
（液石法第 19 条、第 21 条） 

販売事業廃止届 
（液石法第 23）

 

販売事業を廃止したとき 

販売事業届 
(保安法第 20 条の 4） 

販売主任者選任届 
（保安法第 28 条） 

販売事業廃止届 
(保安法第 21 条） 

販売事業を廃止したとき 

3
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４．書類提出先 

【液 石 法】 
区分 提出先（宛先） 該  当 担当部局（窓口） 

販
売
事
業 

県知事 ①県内（静岡市・浜松市を除く）に販売

所を設置する事業者 
②県内の静岡市とそれ以外の市町、ま

たは浜松市とそれ以外の市町に販売所

を設置する事業者 

静岡県 危機管理部 
消防保安課 

静岡市長 静岡市内にのみ販売所を設置する事業

者 
静岡市消防局 消防部 
予防課 

浜松市消防長 浜松市内にのみ販売所を設置する事業

者 
浜松市消防局 予防課 

経済産業局長 
産業保安監督部長 

1 の経済産業局所管区域内で、2 以上の

都道府県内に販売所を設置する事業者 
経済産業省 
産業保安監督部 保安課 

経済産業大臣 2 以上の経済産業局所管区域内に販売

所を設置する事業者 
経済産業省 
産業保安グループ 
ガス安全室 

保
安
機
関 

県知事 ①県内（静岡市・浜松市を除く）に設置

された販売所の保安業務を行う事業者 
②県内の静岡市とそれ以外の市町、ま

たは浜松市とそれ以外の市町に設置さ

れた販売所の保安業務を行う事業者 

静岡県 危機管理部 
消防保安課 

静岡市長 静岡市内に設置された販売所の保安業

務を行う事業者 
静岡市消防局 消防部 
予防課 

浜松市消防長 浜松市内に設置された販売所の保安業

務を行う事業者 
浜松市消防局 予防課 

経済産業局長 
産業保安監督部長 

1 の経済産業局所管区域内で、2 以上の

都道府県内に設置された販売所の保安

業務を行う事業者 

経済産業省 
産業保安監督部 保安課 

経済産業大臣 2 以上の経済産業局所管区域内に設置

された販売所の保安業務を行う事業者 
経済産業省 
産業保安グループ 
ガス安全室 

警察官 自ら行っている保安業務の範囲内で、

当該一般消費者等の供給設備または消

費設備に災害が発生した事業者 

警察官 

設
備
工
事 

県知事 県内（静岡市・浜松市を除く）に事業所

を設置し、特定液化石油ガス設備工事

事業を行う事業者 

静岡県 危機管理部 
消防保安課 

静岡市長 静岡市内に事業所を設置し、特定液化

石油ガス設備工事事業を行う事業者 
静岡市消防局 消防部 
予防課 

浜松市消防長 浜松市内に事業所を設置し、特定液化

石油ガス設備工事事業を行う事業者 
浜松市消防局 予防課 

県知事 
消防長 

規則第 86 条に定める施設に、特定供給

設備を除き、貯蔵能力 500kg を超える

供給設備の設置または変更の工事をし

た事業者 

各消防本部 
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区分 提出先（宛先） 該  当 担当部局（窓口） 

充
て
ん
設
備 

県知事 県内（静岡市・浜松市を除く）を使用の

本拠の所在地とする充てん設備を設置

する事業者 

静岡県 危機管理部 
消防保安課 

静岡市長 静岡市を使用の本拠の所在地とする充

てん設備を設置する事業者 
静岡市消防局 消防部 
予防課 

浜松市消防長 浜松市を使用の本拠の所在地とする充

てん設備を設置する事業者 
浜松市消防局 予防課 

特
定
供
給
設
備 

貯
蔵
施
設
（
３
ｔ
以
上
） 

県知事 県内（静岡市・浜松市を除く）に特定供

給設備等を設置する事業者 
静岡県 危機管理部 
消防保安課 

静岡市長 静岡市に特定供給設備等を設置する事

業者 
静岡市消防局 消防部 
予防課 

浜松市消防長 浜松市に特定供給設備等を設置する事

業者 
浜松市消防局 予防課 

消防長 
消防署長 

特定供給設備等の許可申請に添付する

意見書の交付申請を行う事業者 
各消防本部 
各消防署 

免 

状 

県知事 液化石油ガス設備士免状の交付、書換

え、再交付を行う者 
高圧ガス保安協会 
試験センター 

 

【保 安 法】 
区分 提出先（宛先） 該  当 担当部局（窓口） 

販
売
事
業 

県知事 県内（静岡市・浜松市を除く）に販売所

を設置する事業者 
静岡県 危機管理部 
消防保安課 

静岡市長 静岡市内に販売所を設置する事業者 静岡市消防局 消防部 
予防課 

浜松市消防長 浜松市内に販売所を設置する事業者 浜松市消防局 予防課 

事 

故 

県知事 県内（静岡市・浜松市を除く）で発生し

た事故の報告をする事業者 
静岡県 危機管理部 
消防保安課 

静岡市長 静岡市内で発生した事故の報告をする

事業者 
静岡市消防局 消防部 
予防課 

浜松市消防長 浜松市内で発生した事故の報告をする

事業者 
浜松市消防局 予防課 

関東東北産業保安 
監督部 保安課 

県内の特定消費設備で、死亡、中毒、酸

欠、漏えい引火による負傷または物損

を伴う事故の報告する事業者 

関東東北産業保安 
監督部 保安課 

免 

状 

経済産業大臣 甲種化学、甲種機械免状の交付、書換

え、再交付を行う者 
高圧ガス保安協会 
試験センター 

県知事 乙種化学、乙種機械、丙種化学（液石）、

丙種化学（特別）、第二種販売免状の交

付、書換え、再交付を行う者 

高圧ガス保安協会 
試験センター 
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【そ の 他】 
区分 提出先（宛先） 該  当 担当部局（窓口） 

消
防
法 

消防長 
消防署長 

特定供給設備及び液化石油ガス設備工

事の届出に係る設備以外で、貯蔵量

300kg 以上の液化石油ガスを貯蔵する

事業者 

各消防本部 
各消防署 

消防長 
消防署長 

炉、かまど、ボイラー、乾燥設備、火花

を生ずる設備設置の届出を行う事業者 
各消防本部 
各消防署 

 

【担当部局等住所・連絡先】 
名  称 住  所 連 絡 先 

経済産業省 

産業保安グループ 

ガス安全室 

〒100-8901 

東京都千代田区霞が関1-3-1 

TEL:03-3501-1672 

FAX:03-3501-6544 

経済産業省 関東東北産業

保安監督部 保安課 

〒330-9715 

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 

TEL:048-600-0418 

FAX:048-601-1317 

静岡県 危機管理部 

消防保安課 

〒420-8601 

静岡市葵区追手町9-6 

TEL:054-221-2076 

FAX:054-221-3327 

e-mail:shoubo 

@pref.shizuoka.lg.jp 

静岡市消防局 消防部 

予防課 

〒422-8074 

静岡市駿河区南八幡町10-30 

TEL:054-280-0194 

FAX:054-280-0182 

e-mail:shobou-yobo 

@city.shizuoka.lg.jp 

浜松市消防局 予防課 〒430-0905 

浜松市中央区下池川町19-1 

TEL:053-475-7542 

FAX:050-3537-8956 

e-mail:hfdyobo@city. 

hamamatsu.shizuoka.jp 

高圧ガス保安協会 

試験センター 

〒105-8447 

東京都港区虎ノ門4-3-13 

ヒューリック神谷町ビル 

TEL:03-3436-6106 

FAX:03-3436-5746 

フリーダイヤル: 

0120-66-7966 

(一社)静岡県ＬＰガス協会 

本部・中部支部 

〒420-0064 

静岡市葵区本通6-1-10 

TEL:054-255-2451 

FAX:054-255-2474 

(一社)静岡県ＬＰガス協会 

東部支部 

〒410-0055 

沼津市高島本町4-1 

TEL:055-923-1070 

FAX:055-923-1069 

(一社)静岡県ＬＰガス協会 

西部支部 

〒430-0912 

浜松市中央区茄子町351-2 

TEL:053-465-1178 

FAX:053-465-7626 
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【消防本部一覧】 

消防本部名 住  所 連 絡 先 備  考（管轄） 

静岡市消防局 〒422-8074 

静岡市駿河区南八幡町 10-30 

TEL:054-280-0132 

FAX:054-280-0138 

静岡市、島田市、 
牧之原市、吉田町、 
川根本町 

浜松市消防局 〒430-0905 

浜松市中央区下池川町 19-1 

TEL:053-475-0119 

FAX:050-3537-8956 

 

熱海市消防本部 〒413-0015 

熱海市中央町 1-1 

TEL:0557-81-2988 

FAX:0557-85-0119 

 

富士宮市消防本部 〒418-8601 

富士宮市弓沢町 150 

TEL:0544-22-1198 

FAX:0544-22-1244 

 

富士市消防本部 〒417-8601 

富士市永田町 1-100 

TEL:0545-51-0123 

FAX:0545-53-4633 

 

磐田市消防本部 〒437-1292 

磐田市福田 400 

TEL:0538-59-1119 

FAX:0538-59-1777 

 

掛川市消防本部 〒436-0079 

掛川市掛川 1102-2 

TEL:0537-21-6101 

FAX:0537-21-6130 

 

湖西市消防本部 〒431-0442 

湖西市古見 1076 

TEL:053-574-0119 

FAX:053-576-3679 

 

御前崎市消防本部 〒437-1612 

御前崎市池新田 5151-1 

TEL:0537-85-2119 

FAX:0537-85-2658 

 

菊川市消防本部 〒439-0022 

菊川市東横地 385 

TEL:0537-35-0119 

FAX:0537-36-4996 

 

御殿場市・小山町 

広域行政組合 

消防本部 

〒412-0026 

御殿場市東田中 1-19-1 

TEL:0550-82-4628 

FAX:0550-82-7153 

御殿場市、小山町 

袋井市森町 

広域行政組合 

袋井消防本部 

〒437-0012 

袋井市国本 2907 

TEL:0538-42-0119 

FAX:0538-44-5113 

袋井市、森町 

駿東伊豆消防本部 〒410-0053 

沼津市寿町 2-10 

TEL:055-920-0119 

FAX:055-923-9911 

沼津市、伊東市、 
伊豆市、伊豆の国市、 
東伊豆町、函南町、 
清水町 

志太広域事務組合 

志太消防本部 

〒426-0022 

藤枝市稲川 200-1 

TEL:054-641-5000 

FAX:054-646-1000 

焼津市、藤枝市 

下田消防本部 〒415-0026 

下田市 6-1-14 

TEL:0558-22-1829 

FAX:0558-23-1107 

下田市、河津町、 
南伊豆町、西伊豆町、 
松崎町 

富士山南東 

消防本部 

〒411-0837 

三島市南田町 4-40 

TEL:055-972-5801 

FAX:055-973-0125 

三島市、裾野市、 
長泉町 
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第 2 編第 1 章 

１．登録申請及び届出等 
（１）登録申請届出 

区  分 備   考 頁 様式 

販

売

事

業

関

係 

販売事業登録申請書 
▸ 販売事業を始めるとき 

▸ 個人商店から法人に組織変更するとき 
P 9 P19 

販売所等変更届書 

▸ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ
の代表者の氏名を変更したとき 

▸ 販売所を新設(所管行政庁の変更を生じないも
の)したとき 

▸ 一部の販売所を廃止したとき 
▸ 既存の販売所の名称を変更したとき 
▸ 貯蔵施設の位置及び構造を変更したとき(3,000
㎏未満) 

▸ 貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した
とき(委託先の変更を含む) 

▸ 保安機関を変更したとき 
▸ 損害賠償責任保険の内容を変更したとき 

P11 P30 

販売事業廃止届書 ▸ 販売事業を廃止したとき P17 P31 

業務主任者等選任

(解任)届書 

▸ 業務主任者又は業務主任者代理者を選任又は解
任したとき 

P17 P32 

販売事業承継届書 

▸ 法人間において、合併があったとき 
▸ 法人において分割(事業の全部承継)があったと

き 
▸ 個人において、相続があったとき 
▸ 事業の全部の譲渡があったとき 
▸ 個人事業主が事業を譲渡して法人へ組織変更す
るとき 

P13 P34 

登録行政庁変更届書 
▸ 登録を受けた後、販売所の新設又は廃止があった
ため所管行政庁が変更されるとき 

P18 P41 

（注）提出部数は、事業所控を含む 2 部とする。 

 

（２）報告書 

区  分 備   考 頁 様式 

販売事業報告 ▸ 毎事業年度経過後 3ヶ月以内に報告 P18 P42 

※ 静岡県においては毎年 3 月 31日時点の状況を報告する。（1部） 

 

（３）書類の作成 

① 様式等、本書をコピーして使用する場合は下記のページの数字を削除する。 

② 日付は提出日を記入する。 
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２．販売事業登録申請（液石法第 3条） 
（１）登録申請に必要な書類等 

 書  類 

区 分 

備  考 頁 様式 法
人 

個
人 

1 販売事業登録申請書 ○ ○  － P19 

2 貯蔵施設の明細書 ○ ○  P46 P20 

3 認定保安機関一覧表 ○ ○ 
保安業務委託契約書の写しを添えて

提出すること。 
－ P24 

4 
貯蔵施設を所有又は占有し

ない理由 
○ ○  － P25 

5 
貯蔵施設の位置及び付近の

状況を示す図面 
○ ○ 

1 種 2 種施設距離 

火気との距離 

販売所との位置 

※ 3 トン未満に限る 

－ － 

6 貯蔵施設の構造図 ○ ○ 

平面、正面、側面図、縮尺の明記 

配筋、扉、扉と壁の重なり及び換気口

の明示と寸法の記入 

－ － 

7 販売予定地域等 ○ ○ 販売所ごと － P26 

8 損害賠償支払能力証明書 ○ ○ 

事業団保険の場合付保証明書 

その他保険の場合(損害賠償責任保険

証券、普通保険約款及び特別約款〈そ

の他これに類するもの〉並びに保険料

領収証の写し 

－ P27 

9 定款及び登記事項証明書 ○   － － 

10 
登録の拒否要件に該当しな

いことの誓約書 
○ ○  － P29 

11 事業所案内図 ○ ○ 設置場所から半径 2 ㎞程度の図 － － 

12 申請料※ ○ ○  － － 

備考 1．以上の書類の大きさは、日本産業規格Ａ4 とする。（図面等を除く） 

2．3 トン未満の貯蔵施設については登録完了後、｢圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱の開始届出書｣の届出

を消防本部に届出ること。 

3．3 トン以上 10 トン未満の貯蔵施設については、新規登録申請前に貯蔵施設等設置の許可を受け貯蔵施設

を完成させていなければならない。 

 

※ 支払い方法：静岡県危機管理部消防保安課  静岡県収入証紙 

静岡市消防局 消防部 予防課 現金・納付書・キャッシュレス決済 

浜松市消防局 予防課     オンライン申請（ペイジー） 
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（２）申請上の注意事項 

① 登録申請時と同時に添付書類として下記書類を用意すること。 

１）書面の交付（液石法第 14条） 

２）容器管理台帳（消費先の容器明細の様式〈電算処理可〉） 

３）消費者保安管理台帳（規則第 131条関係〈電算処理可〉） 

４）消費先保安台帳（液石法第 16条関係〈電算処理可〉） 

 

② 登録の申請と同時に保安機関認定申請（液石法第 29条第 2項）、並びに業務主任者・

同代理者の選任届（液石法第 19条第 1項・液石法第 21条第 1項）を提出する。 
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３．液化石油ガス販売所等変更届（液石法第 8 条、規則第 9 条） 

（１）届出が必要な者 

（２）の変更の内容に該当する液化石油ガス販売事業者 

 

（２）届出書類 

① 液化石油ガス販売所等変更届書（様式 P30） 

② 添付書類 

 変更の内容 添付書類 様式 

1 
販売事業者の氏名又は名称の変更 

(本社・本店) 

法人 登記事項証明書及び定款 
個人 戸籍謄本 

－ 

2 
販売事業者の住所の変更 

(本社・本店) 

法人 登記事項証明書及び定款 
個人 住民票 

－ 

3 

法人の組織変更 

(合名←→合資、有限←→株式の場合に

限る)※ 

登記事項証明書 － 

4 代表者変更 
登記事項証明書 － 

登録の拒否要件に該当しないことの誓約書 P29 

5 販売所の新設(静岡県内に限る) 
P 9の項目 2、3、4、5、6、7、8、11を参照

し添付する 
－ 

6 販売所の所在地変更 上記項目 5．販売所の新設に同じ － 

7 販売所所在地の住居表示変更 市町の発行する証明書 － 

8 
販売所の一部を廃止 

(支店・営業所) 
なし － 

9 販売所の名称変更 なし － 

10 
貯蔵施設の新設又は位置、構造の変

更(3トン未満に限る) 

貯蔵施設等の明細書、貯蔵施設の位置及び

構造並びに付近の状況を示す図面 
P20 

11 
貯蔵施設を所有又は占有しない理由

が新たに適合する場合 

適合内容を証明する書類 

(委託契約書の写し) 
－ 

12 
貯蔵施設を所有又は占有しない理由

に変更があった場合 

適合内容を証明する書類 

(委託契約書の写し) 
－ 
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 変更の内容 添付書類 様式 

13 保安業務を行う者を変更する場合 
保安業務委託契約書の写し 

認定保安機関一覧表 
P24 

14 
保安業務を行う者の氏名、所在地に

変更があった場合 
保安業務委託契約書の写し － 

15 損害賠償措置に変更があった場合 
損害賠償支払能力の証明となる書類 

事業団保険の場合付保証明書 
P27 

※ 個人商店から法人に組織変更する場合には、新たに登録と個人事業の廃止届が必要となる。 

 

（３）届出上の注意事項 

① 3ｔ以上の貯蔵施設の位置及び構造の変更は、変更許可申請が必要となる。 

② 貯蔵施設の変更工事については構造明細、図面等を作成し、関係機関と事前協議を行

い、工事を施工すること。 

③ 販売事業者とは本店又は本社、販売所とは支店又は営業所をいう。 

 

（４）提出先 

登録を受けている行政庁 

12



第 2 編第 1 章 

４．液化石油ガス販売事業承継届(液石法第 10 条、規則第 10条) 
（１）届出が必要な者 

液化石油ガス販売事業者の地位を下記の理由により承継した者 

① 相続 

② 合併、分割（事業の全部承継） 

③ 事業の全部譲渡 

④ 個人事業主が事業を譲渡して法人へ組織変更するとき（加えて、P12 表の※のと

おり、新たに登録と個人事業の廃止届が必要） 

（２）届出書類 

項

目 
書 類 等 

法人 個人 

備  考 様式 合

併 

譲

渡 

相

続 

譲

渡 

1 液化石油ガス販売事業承継届(甲) ○ ○ ○ ○ P14～16参照 P34 

2 液化石油ガス販売事業承継届(乙) ○ ○ ○ ○ P14～16参照 P35 

3 
液化石油ガス販売事業者事業譲渡

証明書 
 ○  ○  P36 

4 
液化石油ガス販売事業者相続同意 

証明書 
  ○  

2 人以上の相続人全員の同

意による相続の場合 
P37 

5 
液化石油ガス販売事業者相続証明

書 
  ○  相続人が 1人である場合 P38 

6 
液化石油ガス販売事業者事業承継

証明書 

（
分
割
） 

   分割による全部承継の場合 P39 

7 戸籍謄本   ○  相続の権利を有する者全員 － 

8 損害支払能力の証明となる書類 ○ ○ ○ ○ 付保証明書等 P27 

9 定  款 ○ ○    － 

10 登記事項証明書 ○ ○   地位を承継した法人 － 

11 
登録の拒否要件に該当しないこと

の誓約書 
○ ○ ○ ○  P29 

12 保安業務委託契約書の写し ○ ○ ○ ○  － 

13 合併、分割、譲渡を証する書面 ○ ○  ○ 
総会議事録、 

売買契約書の写し等 
－ 

14 承継後の状況表 ○ ○ ○ ○  P40 
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（３）承継について 

液化石油ガス販売事業者について、事業の全部譲渡、相続、合併若しくは分割（事業の

全部承継）があった場合は新規登録の特例として、事業の全部譲渡を受けた者、相続人、

合併後存続する法人、合併により設立した法人、若しくは分割により事業の全部承継をし

た法人は、新たに登録を受けることなく販売事業者の地位を承継する。この場合、地位を

承継した者は遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。 

承継する者が本法第 4条の規定による欠格条項に該当する場合は、承継は認められない。 

① 個人の場合 

 

 

 

 

 

 

 

※ 相続は相続開始で相続人はその地位を承継するが、相続人が 2 人以上ある場合は全員の同意

により選定された者が販売事業に係る地位を承継する。 

相続とは、その事業の包括承継のみを意味し、分割承継は含まれない。 

※ 登録事業者証等の登録番号欄には当初の登録番号を記入すること。 

② 法人（会社、組合等）の場合 

１）Ｘ会社  

Ｙ会社(販売事業者）  

 

２）Ｘ会社  

Ｙ会社(販売事業者）  

 

３）Ｘ会社(販売事業者）  

Ｙ会社(販売事業者）  

 

４）Ⅹ会社(販売事業者）  

Ｙ会社(販売事業者）  

 
 

５）Ⅹ会社(販売事業者）  

 

③ 承継に伴って販売所の名称等に変更があった場合は、届書にその旨を付記すること。

又、販売施設を変更しようとする場合は、別途変更許可申請をすること。 

地位を承継 

合併 

地位を承継 

合併 

 一般的には被相続人の配偶者及びその子が相続

人となる(民法第 882 条～第 959 条参照) 

相
続
人 

承継届 

(合併により設立した法人） 
Ｚ会社‥‥‥承継届 
 

地位を承継 

合併 

(合併後存続する法人） 
Ⅹ会社‥‥‥承継届 
 

地位を承継 

合併 

(合併により設立した法人） 
Ｚ会社‥‥‥承継届 
 
(合併後存続する法人） 
Ｘ会社‥‥‥承継届 
 

相
続
開
始 

遅滞なく 

A 
B 
C 
D 

相続 

分割 ガスの事業 

その他の事業 

(分割により設立した法人） 
Ｙ会社‥‥‥承継届 
 

14



第 2 編第 1 章 

④ （甲)（乙）の様式について 

譲り受ける者と譲り渡す者の登録行政庁毎に、甲乙を提出する。 

 譲り受ける者の登録 譲り渡す者の登録 （甲）の提出先 （乙）の提出先 

１ 経済産業大臣 経済産業大臣 経済産業大臣 － 

２ 経済産業大臣 経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業大臣 経済産業局長 

産業保安監督部長 

３ 経済産業大臣 県知事 

 

経済産業大臣 県知事 

４ 経済産業大臣 静岡市長 

 

経済産業大臣 静岡市長 

５ 経済産業大臣 浜松市消防長 

 

経済産業大臣 浜松市消防長 

６ 経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業大臣 経済産業大臣 経済産業局長 

産業保安監督部長 

７ 経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業局長 

産業保安監督部長 

－ 

８ 経済産業局長 

産業保安監督部長 

県知事 経済産業局長 

産業保安監督部長 

県知事 

９ 経済産業局長 

産業保安監督部長 

静岡市長 経済産業局長 

産業保安監督部長 

静岡市長 

10 経済産業局長 

産業保安監督部長 

浜松市消防長 経済産業局長 

産業保安監督部長 

浜松市消防長 

11 県知事 経済産業大臣 経済産業大臣 県知事 

12 県知事 経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業局長 

産業保安監督部長 

県知事 

13 県知事 県知事 県知事 － 

14 県知事 静岡市長 

 

県知事 静岡市長 

15 県知事 浜松市消防長 

 

県知事 浜松市消防長 

16 静岡市長 経済産業大臣 経済産業大臣 静岡市長 

17 静岡市長 経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業局長 

産業保安監督部長 

静岡市長 

18 静岡市長 県知事 県知事 静岡市長 

19 静岡市長 静岡市長 

 

静岡市長 － 

20 静岡市長 浜松市消防長 

 

県知事 静岡市長 

浜松市消防長 

21 浜松市消防長 経済産業大臣 経済産業大臣 浜松市消防長 

22 浜松市消防長 経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業局長 

産業保安監督部長 

浜松市消防長 

23 浜松市消防長 県知事 県知事 浜松市消防長 

24 浜松市消防長 静岡市長 県知事 静岡市長 

浜松市消防長 

25 浜松市消防長 浜松市消防長 浜松市消防長 － 

26 未登録 経済産業大臣 経済産業大臣 － 

 

15



第 2 編第 1 章 

 譲り受ける者の登録 譲り渡す者の登録 （甲）の提出先 （乙）の提出先 

27 未登録 経済産業局長 

産業保安監督部長 

経済産業局長 

産業保安監督部長 

－ 

28 未登録 県知事 県知事 － 

29 未登録 静岡市長 静岡市長 － 

30 未登録 浜松市消防長 浜松市消防長 － 

 

（４）承継の届出上の注意事項 

液石法第 10 条（承継）関係 

本条は、事業の全部の譲渡し、又は相続、合併若しくは分割（その事業の全部を承

継させるものに限る）があった場合を新規の登録の特例として認めているものであり、

例えば、一部の販売所に係る事業を譲渡した場合は、液石法第 3条第 1項の登録又は

液石法第 8 条の販売所等の変更の届出(必要に応じて液石法第 36 条第 1 項の許可)が

必要である。 

事業の全部の譲渡しとは、被承継者の液化石油ガスの販売に係るすべての事業につ

いて譲り渡すことであり、すべての販売所についての営業権、店舗及び貯蔵施設、従

業員、帳簿等を譲り渡すことをいう。 

 

〈添付書類〉 

① 液石法第 10 条第 1 項の規定により、液化石油ガス販売事業者の地位を承継した

相続人 

１）2以上の相続人の全員の同意により選定された者 

▸ 液化石油ガス販売事業者相続同意証明書(全員の同意)(Ｐ37参照) 

▸ 被承継者の戸籍謄本 

▸ 承継者の登録の拒否要件に該当しないことの誓約書（Ｐ29参照） 

２）１）以外の相続人の場合 

▸ 液化石油ガス販売事業者相続証明書（Ｐ38参照） 

▸ 被承継者の戸籍謄本 

▸ 承継者の登録の拒否要件に該当しないことの誓約書（Ｐ29参照） 

② 液石法第 10 条第 1 項の規定により、事業の全部譲渡、合併(分割)によって液化

石油ガス販売事業者の地位を承継した法人 

▸ 法人の登記事項証明書 

▸ 定款 

▸ 代表者、新役員の登録の拒否要件に該当しないことの誓約書（Ｐ29参照） 

▸ 合併(分割)時の総会決議録 
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５．その他の届出 
（１）販売事業廃止届書 

① 全ての販売所を廃止する場合は、販売事業廃止届書を提出する。 

〈添付書類〉 

なし 

 

② 個人商店から法人に組織変更する場合には新たな登録と個人事業の廃止届が必要と

なる。 

 

（２）業務主任者等選任（解任）届書 

① 従業員の中から販売所ごとに、第二種販売主任者免状所持者であって、6 ヶ月以上の

液化石油ガス販売の実務経験を有する者のうちから業務主任者及び同代理者を選任す

ること。ただし、代理者にあっては、高圧ガス保安協会の行う講習の課程を修了し、液

化石油ガスの販売の実務に 6ヶ月以上従事した経験を有し、かつ 18歳以上の者でも可。 

（液石法第 19条、第 21条） 

 

② 業務主任者代理者は、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行う

ことができない場合、（相当長期にわたる職務遂行不可能な場合をいい、一時的な不在等

の場合は含まれない。）その職務を代行できる体制になっていること。 

又、業務主任者の代理者は、販売所ごとに１人以上選任しなければならない。 

（規則第 25条） 

 

③ 消費者数の合計が 1,000 戸未満で、通常において自動車等を利用して 60 分以内に到

達可能な範囲に販売所があれば、業務主任者の選任にあたっては、3 販売所まで兼任が

認められる。また、同一の販売所において保安法第 28 条第 1 項の販売主任者と兼務す

ることは認めるが、その職務が過大になって実行できない場合には認められない。 

（通達(規則関係)第 22条） 

 

④ 選解任を同時に行う場合は同一届書に記載のこと。 

 

⑤ 業務主任者の選任については販売主任者との兼務を可とする。 

 

〈添付書類〉 

第二種販売主任者免状の写し 

ただし、代理者は業務主任者代理者講習修了証の写しでもよい。 
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業務主任者の選任数(規則第 22条） 

消費者数 業務主任者 

1～999 1人 

1,000～2,999 2人 

3,000戸以上 2,000戸を超えるごとに 1名追加 

 

（３）登録行政庁変更届（承継の場合を除く） 

販売所の増減、移転等により所管行政庁が変更になったときは、新行政庁の登録を受け、

旧行政庁に登録行政庁変更届を提出する。 

 

〈添付書類〉 

なし 

 

６．液化石油ガス販売事業報告（規則第 132条） 

液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後 3ヶ月以内に、その事業年度末における

販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況を所管行政庁に報告し

なければならない。 ※ 報告先の詳細は４ページ～「第１編 ４．書類提出先」を参照 

（静岡県においては毎年 3 月 31日時点の状況を報告する。1部）
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様式第 1（第 4条関係） 

 

 

 

 

液化石油ガス販売事業登録申請書 

 

   年   月   日 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 3条第２項の規定により同条第１

項の登録を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 販売所の名称及び所在地 

 

 

 

2 貯蔵施設の位置 

 

 

 

3 保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地 

「保安機関一覧表」のとおり 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 登 録 番 号  
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貯 蔵 施 設 の 明 細 書 

 

種  別 登録 ・ 販売所の新設 ・ 貯蔵施設の変更 

※変更の内容、理由 従前の許可番号 

販

売

所 

名 称  

所 在 地 
 

ＴＥＬ 

業務主任者の氏名  

販 売 所 か ら の 距 離 

(到着時間) 
同一敷地内 ・外 (直線距離    ㎞ ・     分  ) 

所 有 形 態 自己所有 ・ 占有（所有者名              ） 

＊変更前の販売業者名 

及 び 所 在 地 

(名称) 

(住所) 

ＴＥＬ 

貯 蔵 能 力 ㎏ ×       本 ＝         ㎏ 

＊変更前の貯蔵能力 ㎏ ×       本 ＝         ㎏ 

施

設

距

離 

保 安 距 離 

第 1 種保安物件名 第 2 種保安物件名 

  

法定距離   ｍ 水平距離   ｍ 法定距離   ｍ 水平距離   ｍ 

保安物件に対する緩和措置 不要・必要（障壁・構造壁） 

仰角内対象物  有 ・ 無 緩和措置の方法(         ) 

火 気 と の 距 離 

(施設名) 

法定距離           ｍ 水平距離           ｍ 

緩和措置    有 ・ 無 

緩和措置の方法（        ） 

迂回距離           ｍ 

 

 

20



第 2 編第 1 章 

貯

蔵

施

設 

面 積 

(芯・芯)     ｍ ×     ｍ ＝       ｍ2 

(内・内)     ｍ ×     ｍ ＝       ｍ2  

構 造 

屋 根  

床  

壁 

造り 

 

高 さ   ㎝  厚 さ     ㎝ 

 

補強筋    ㎜φ (間隔 )縦   ㎝  横     ㎝ 

扉 

型 式 片引戸 ・ 両引戸 

寸 法 高さ  ㎝ 幅   ㎝ 厚さ   ㎜ 

補強間隔 
縦    ㎝  

横    ㎝  

滞 留 防 止 措 置 

高さ  ㎝ 幅   ㎝ 設置場所   箇所 位置・方向  方 

全換気口面積      ㎝ 2（必要面積       ㎝ 2） 

転倒、転落防止措

置 
 

消 火 設 備 

消火器能力 Ａ－     Ｂ－     Ｃ 

法 定 本 数 本 設置本数 本 

警 戒 標 有 ・ 無 電気設備 有(     )・無 

備  考：登録・設置・変更のいずれかを○で囲む。 

なお、登録・設置の場合は※印欄は記入しない。 

施設距離：床面積は「芯・芯」とする。(小数点以下第 3 位を四捨五入) 

貯蔵能力：50㎏容器の最大貯蔵本数として次の計算式を用いる。 

計算式 

50㎏容器本数＝内法面積×80％÷0.16(50㎏容器設置面積) 
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【記載例】 

貯 蔵 施 設 の 明 細 書 

 

   種  別  A 登録 ・ 販売所の新設 ・ 貯蔵施設の変更 

※変更の内容、理由 従前の許可番号 

販

売

所 

 

B 

名 称 山川液化ガス㈱ 

所 在 地 
静岡市清水区谷田○○ - ○ 

TEL ０５４３－○○―○○○○ 

業務主任者の氏名  静岡 一郎   浜松 二郎 

販 売 所 か ら の 距 離 

  (到着時間)   C 
同一敷地内 ・外 (直線距離    ㎞ ・     分  ) 

所 有 形 態 D 自己所有 ・ 占有（所有者名              ） 

＊変更前の販売業者名 

及 び 所 在 地 

(名称) 

(住所) 

ＴＥＬ 

貯 蔵 能 力 E ５０   ㎏ ×  １８８  本 ＝  ９，４００  ㎏ 

＊変更前の貯蔵能力 ㎏ ×       本 ＝         ㎏ 

施

設

距

離 

保 安 距 離 F 

第 1 種保安物件名 第 2 種保安物件名 

若葉小学校 「山田 一郎宅」 

法定距離２２．５ｍ 水平距離６０ｍ 法定距離１５ｍ 水平距離 ８ ｍ 

保安物件に対する緩和措置 不要・必要（障壁・構造壁） 

仰角内対象物  有 ・ 無 緩和措置の方法(         ) 

火気との距離 G 

(施設名)   焼却炉 

法定距離     ２     ｍ 水平距離      １０   ｍ 

 

緩和措置    有 ・ 無 

緩和措置の方法（        ） 

迂回距離           ｍ 
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貯

蔵

施

設 

面 積 H 

(芯・芯)  ５．５０ｍ × ７．２０ｍ ＝３９．６０ｍ2 

(内・内)  ５．３５ｍ × ７．０５ｍ ＝３７．７２ｍ2 

構 造 I 

屋 根 繊維強化セメント板 

床 コンクリート 

壁 

コンクリートブ 

ロック（モルタ

ルを充てん) 造

り 

高 さ ２ ０ ０ ㎝  厚 さ １ ５ ㎝ 

補 強 筋 １ ０ ㎜ φ ( 間 隔 ) 縦 ４ ０ ㎝  横 ４ ０ ㎝ 

扉 

型 式 片引戸 ・ 両引戸 

寸 法 高さ１９０㎝ 幅１０５㎝ 厚さ３．２㎜ 

補強間隔 
縦 ３８ ㎝   ３０×３０㎜以上の 

横 ３５ ㎝   等辺山形鋼 

滞 留 防 止 措 置 J 

高さ２０㎝ 幅４０㎝ 設置場所１５箇所 位置・方向４方 

全換気口面積 １２，０００㎝2（必要面積１１，３１６㎝2 ） 

転倒、転落防止措置K 壁にフックを取付け鎖がけを行う 

消 火 設 備 L 

消火器能力 Ａ－ ６ Ｂ－ １２  Ｃ 

法 定 本 数 ２  本 設置本数 ２   本 

警 戒 標 M 有 ・ 無 電気設備 N 有(防爆電灯)・無 

備  考：登録・設置・変更のいずれかを○で囲む。 

なお、登録・設置の場合は※印欄は記入しない。 

施設距離：床面積は「芯・芯」とする。（小数点以下第 3 位を四捨五入） 

貯蔵能力：50㎏容器の最大貯蔵本数として次の計算式を用いる。 

計算式 

50㎏容器本数＝内法面積×80％÷0.16(50㎏容器設置面積) 

基  準：A～Nの詳細は、P46「貯蔵施設の基準」を参照 

  

23



第 2 編第 1 章 

認 定 保 安 機 関 一 覧 表 

販売所名                 

 

液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について液石法第 27 条第 1 項に掲げる

業務を行う液石法第 29 条第 1 項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在

地 

 

保安業務区分 
保安機関の氏名又は 

名称及び認定番号 
所 在 地 

1 供 給 開 始 時 

点 検 ・ 調 査 

  

  

2 容器交換時等 

供給設備点検 

  

  

3 定期供給設備 

点 検 

  

  

4 定期消費設備 

調 査 

  

  

5 周     知 

  

  

6 緊 急 時 対 応 

  

  

7 緊 急 時 連 絡 
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貯蔵施設を所有又は占有しない理由 

 
 販売所名                         

１．第１種製造者で貯蔵施設を所有し、又は占有している場合 

２．第 1種貯蔵所を所有し、又は占有している場合 

３．充てん容器及び残ガス容器の保管、引渡し及び引取りを次の者に全量委託している場合 

イ 貯蔵施設を所有し、又は占有している第 1種製造者 

名称 

事業所所在地 

ロ 第 1種貯蔵所を所有し、又は占有している者 

名称 

事業所所在地 

４．全量をバルク供給している場合 

イ 自ら全量をバルク供給している場合 

ロ バルク供給事業者に全量を委託している場合 

充てん事業所の名称 

充てん設備の車庫の所在地 

ハ 自らバルク供給・バルク供給事業者に委託して全量を供給している場合 

５．登録を受けた協同組合等が貯蔵施設を所有しており、常時仕入れが可能な場合 

協同組合等の名称 

貯蔵施設の所在地 

６．第 1種製造者の貯蔵施設に販売所が近接していると共に資本的結合があり、常時仕入れが可

能な場合 

第一種製造者の名称 

事業所所在地 

 

添付書類     １     保安法第 5 条第 1 項の許可書の写し 

２     保安法第 16 条第 1 項の許可書の写し 

３     委託契約書の写し 

４－イ   液石法第 37 条の 4 第 1 項の許可書の写し 

４－ロ   委託契約書の写し 

４－ハ   許可書の写しと委託契約書の写し 

５     組合員であることを証する書面の写し 

６     資本的結合があることを証する書面の写し 

なお、１、３のイ、６の貯蔵施設とは保安法第 8 条第 1 号の技術上の基準に適合するものであり、５

については液石法の貯蔵施設である。 
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販 売 予 定 地 域 等 
 

 

 販売所名                        

 

規則第 4条第 2項第 3号による販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量は下記による。 

 

 

１ 販売予定地域 

 

 

県  市・郡   町 の区域   

 

２ 販売予定戸数 

 

 

戸 

 

３ 販売予定数量 

 

 

トン／年間 
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（事業団保険で販売事業者の場合） 

 

付 保 証 明 依 頼 書 

 

     年   月   日 

 

（一財）全国ＬＰガス保安共済事業団 静岡県支部 御中 

 

 

保険 自    年  月  日     住  所 

期間 至    年  月  日     商  号                  

 

下記の保険契約の証明を依頼します。 

販売所名 住所 
家庭・業務用 

販売トン数 
消費者戸数 

保険金額 

の種類 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

保険金額の種類 

タイプ 
対人賠償補償限度額 対物賠償補償限度額 

１名あたり １事故あたり １事故あたり 

Ａ １億円 ８億円 ８億円 

Ｂ ２億円 ２０億円 ２０億円 

Ｃ ５０億円 
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（事業団保険によらない場合） 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

     液化石油ガス販売事業者賠償責任保険契約について 

 

 下記のとおり、規則第 6条各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約が締結されているので

届け出ます。 

 

記 

 

1 被保険者の氏名又は名称及び事業所の所在地 

 

 

2 保険契約者の氏名又は名称及び住所 

 

 

3 保険者の氏名又は名称及び住所 

 

 

4 被保険者別の次の事項 

 

（1）てん補限度額 

 

（2）家庭・業務用液化石油ガスの販売見込量及び消費者戸数 

 

（3）保険料の負担者 

 

（4）保険期間 
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登録の拒否要件に該当しないことの誓約書 

 
     年   月   日 

 

       様 
 

 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

 

 

 

当社及び当社の業務を行う役員 

私               は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律 第 4条第 1項に規定する登録の拒否要件に該当いたしません。 
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様式第 5（第 9条関係） 

 

液化石油ガス販売所等変更届書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

登 録 番 号 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 8条の規定により、次のとおり届

け出ます。 

 

1 変更の内容 

変更前 

 

 

変更後 

 

 

2 変更の年月日 

        年      月      日 

 

3 変更の理由 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

  

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 11（第 26 条関係） 

 

 

液化石油ガス販売事業廃止届書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 23 条の規定により、次のとおり

届け出ます。 

 

1 登録の年月日及び登録番号 

 

     年   月   日  登録番号 

 

 

2 事業を廃止した年月日 

 

     年   月   日 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 10（第 22 条関係） 

 

 業 務 主 任 者 
選任（解任）届書 

業務主任者代理者 
 

     年   月   日 

       様 
        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

登 録 番 号 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

1 販売所の名称及び所在地並びに一般消費者等の数 

 

名 称 

所在地 

一般消費者等の数          

 

2 業務主任者又は業務主任者の代理者の氏名及び液化石油ガスの販売に関する経験 

  選任者(フリガナ)        解任者 

 ○ 氏 名   

 

 ○ 経 験  別紙添付           

3 選任（解任）の年月日 

      年     月     日 

4 解任の理由 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 業務主任者又は業務主任者の代理者が液石法第 19 条第 1 項又は液石法第 21 条第 1 項の規定に該当

することを証明(液化石油ガスの販売に関する経験に係るものを除く。)した書面を添付すること。 

3 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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業務主任者・同代理者・販売主任者・選任届添付書 
 

１．業務主任者等に選任された者の経歴に関すること。 

現住所                                     

氏 名                        年   月    日 生 

 

２．職歴（具体的に記入すること。） 

(1) 現在勤務先                                 

(2) 液化石油ガスの販売の実務に関する作業経歴並びに従事期間   年  ヶ月 

年    月自                           

年    月至                           

年    月自                           

年    月至                           

(3) 賞罰 

年    月                            

(4) 免状等の取得 

年   月   日 第二種販売主任者免状取得            

年   月   日                         

年   月   日                         

(5) 最終受講年月日 

年   月   日 業務主任者講習（液石法第 19条） 受講      

上記は、このたび液石法第 19条第 1項又は第 21条第 1項の規定により業務主任者、業務主任

者の代理者、又は保安法第 28 条の第 1 項の規定により販売主任者に選任されたことにつき、そ

の添付書として私が記載したものに相違ありません。 

 

     年   月   日 

氏名                   

 

 

※ 免状の写しを添付すること。 

33



第 2 編第 1 章 

様式第 6（第 10 条関係） 

 

 

液化石油ガス販売事業承継届書(甲) 

 

     年   月   日 

       様 
        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 10 条第 3 項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

 

承 継 の 原 因  

被承継者に

関する事項 

氏 名 又 は 名 称  

法人にあってはその

代 表 者 の 氏 名 
 

住 所  

登 録 の 年 月 日 

及 び 登 録 番 号 
 

販 売 所 の 名 称 

及 び 所 在 地 
 

貯 蔵 施 設 の 位 置  

保安業務を行う者の氏名 

又は名称及び事業所の所在地 
 

承継者に関

する事項 

登 録 の 年 月 日 

及 び 登 録 番 号 
 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 7（第 10 条関係） 

 

 

液化石油ガス販売事業承継届書(乙) 

     年   月   日 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 10 条第 3 項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

 

承 継 の 原 因  

被 承 継 者 の 登 録 の 

年 月 日 及 び 登 録 番 号 
 

承 継 者の登 録の 年 月日 

及 び 登 録 番 号 
 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

 

 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 7の２（第 10 条関係） 

 

 

液化石油ガス販売事業者事業譲渡証明書 

 

     年   月   日 

       様 
 

 

譲り渡した者 氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

 譲り受けた者 氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 次のとおり液化石油ガス販売事業者の事業の全部の譲渡しがありましたことを証明します。 

 

1 登録の年月日 

 

 

2 登録番号 

 

 

3 譲渡しの年月日 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 8（第 10 条関係） 

 

 

液化石油ガス販売事業者相続同意証明書 

 

     年   月   日 

       様 
 

 証明者 

氏  名                           

住  所 〒 

 

 次のとおり液化石油ガス販売事業者について相続がありましたことを証明します。 

 

1 被相続人の氏名及び住所 

 

 

 

2 登録の年月日 

 

 

3 登録番号 

 

 

4 液化石油ガス販売事業者の地位を承継する者として選定された者の氏名及び住所 

 

 

 

5 相続開始の年月日 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

    2 証明書は、液化石油ガス販売事業者の地位を承継する者として選定された者以外の相続人全員が

記名押印すること。 

3 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 9（第 10 条関係） 

 

 

液化石油ガス販売事業者相続証明書 

     年   月   日 

       様 
 

 証明者  氏名又は名称及び法人に                     

    あってはその代表者の氏名 

住          所 〒 

 

氏名又は名称及び法人に                     

    あってはその代表者の氏名 

住          所 〒 

 

 次のとおり液化石油ガス販売事業者について相続がありましたことを証明します。 

1 被相続人の氏名及び住所 

 

 

2 登録の年月日 

 

3 登録番号 

 

4 液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者の氏名及び住所 

 

 

5 相続開始の年月日 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 証明者は、2 人以上とすること。 

3 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 9の 2（第 10 条関係） 

 

 

液化石油ガス販売事業者事業承継証明書 

     年   月   日 

       様 
 

 被承継者 氏名又は名称及び法人に                     

    あってはその代表者の氏名 

住          所 〒 

 

承継者  氏名又は名称及び法人に                     

    あってはその代表者の氏名 

住          所 〒 

 

 次のとおり分割によって液化石油ガス販売事業者の事業の全部の承継がありましたことを証

明します。 

 

1 登録の年月日 

 

 

2 登録番号 

 

 

3 承継の年月日 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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承 継 後 の 状 況 表 

承 継 者 の 氏 名 又 は 

名称及び法人にあっては 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

住 所 又 は 所 在 地 

〒 

 

 

TEL 

登 録 年 月 日       年    月    日 

販 売 事 業 所 登 録 番 号  

販 売 所 名 称 及 び 所 在 地 

TEL 

貯 蔵 施 設 の 所 在 地  

特 定 供 給 設 備 の 名 称 

及 び 所 在 地 
 

業 務 主 任 者 及 び 

業務主任者の代理者の氏名 
 

認 定 保 安 機 関 の 名 称  

認定保安機関の認定番号  

 備考 １．承継届書（甲）・（乙）及び必要書類に添付して提出すること。 
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様式第 3（第 7条関係） 

 

 

登録行政庁変更届書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 6条の規定により、次のとおり届

け出ます。 

 

1 従前の法第 3条第 1項の登録の年月日及び登録番号 

 

 

 

2 新たな法第 3条第 1項の登録をした者、登録の年月日及び登録番号 

 

 

 

3 登録行政庁の変更の理由 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

  

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式１ 
    年  月  日 

液化石油ガス販売事業報告 
 
       様 

 
氏 名 又 は 事 業 者 名 
（法人にあっては、その代表

者名も記入してください。） 
 

住 所 
〒 

登 録 年 月 日  

登 録 番 号  

連 絡 担 当 者 名 
及 び 電 話 番 号 

 
☎ 

メ ー ル ア ド レ ス  
 
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第１３２条の規定により

報告します。 
 
１ 報告する事業年度の期間       年 ４月 １日から    年 ３月３１日まで 
 
２ 販売する一般消費者等の数及び保安業務の委託状況 
 

販 売 す る 一 般 消 費 者 等 の 数                   戸 

※ 未入居等で閉栓されている場合も、メーターが設置されていれば戸数に含めてください。 
 
 ＜※ ｢保安業務の委託状況｣＞  別 紙 の と お り。  
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（別 紙） 事 業 所 名                            

保安業務の 
委託状況 

保安業務区分 

委 託 先 の 保 安 機 関 の 
名 称 及 び 認 定 番 号 
（支店又は営業所まで記入） 

委託している一般消費者等の数 

１ 供 給 開 始 時 
点 検 ・ 調 査 

 
戸 

 
戸 

２ 容器交換時等 
供給設備点検 

 
戸 

 
戸 

３ 定期供給設備 
点 検 

 
戸 

 
戸 

４ 定期消費設備 
調 査 

 
戸 

 
戸 

５ 周 知 

 
戸 

 
戸 

６ 緊 急 時 対 応 

 
戸 

 
戸 

７ 緊 急 時 連 絡 

 
戸 

 
戸 

(備考)１ 液化石油ガス販売事業者が保安業務の全部又は一部について自らが行っている場合に

は、｢委託先の保安機関の名称及び認定番号｣及び｢委託している一般消費者等の数｣の

欄に自社の名称及び認定番号、一般消費者等の数を記載すること。 
   ２ 複数委託している事業所にあっては、用紙をコピーのうえ全委託先を明記すること。 
   ３ 保安機関の認定番号は、機関事業所ごと(取得区分)の記号を記入すること。  
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様式１【記入例】 

○○××年××月 ×日 

液化石油ガス販売事業報告 
 
       様 

 
氏 名 又 は 事 業 者 名 
（法人にあっては、その代表

者名も記入してください。） 

静岡プロパン株式会社 

代表取締役 静岡 一郎 

住 所 
〒420-0064 

静岡市葵区本通６－１－１０ 

登 録 年 月 日 ○○××年××月 ×日 

登 録 番 号 ２２Ａ１２×× 

連 絡 担 当 者 名 
及 び 電 話 番 号 

清水 太郎 

☎ ０５４－２５５－２４×× 

メ ー ル ア ド レ ス XX@XX.ne.jp 

 
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第１３２条の規定により

報告します。 
 
１ 報告する事業年度の期間   ○○××年 ４月 １日から○○××年 ３月３１日まで 
 
２ 販売する一般消費者等の数及び保安業務の委託状況 
 

販 売 す る 一 般 消 費 者 等 の 数            １，０００  戸 

※ 未入居等で閉栓されている場合も、メーターが設置されていれば戸数に含めてください。 
 
 ＜※ ｢保安業務の委託状況｣＞  別 紙 の と お り。  

提出先別に記入。第１編４．書類提出先（P4～）参照 
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（別 紙） 事 業 所 名 静岡プロパン株式会社               

保安業務の 
委託状況 

保安業務区分 

委 託 先 の 保 安 機 関 の 
名 称 及 び 認 定 番 号 
（支店又は営業所まで記入） 

委託している一般消費者等の数 

１ 供 給 開 始 時 
点 検 ・ 調 査 

自  社 

22A7234RA-(1) 
１,０００ 戸 

 戸 

２ 容器交換時等 
供給設備点検 

静岡エルピー㈱ 藤枝営業所 

22A0000AB-(1) 
７００ 戸 

自  社 

22A7234RA-(1) 
３００ 戸 

３ 定期供給設備 
点 検 

静岡エルピー㈱ 

22A0000RA-(1) 
１,０００ 戸 

 戸 

４ 定期消費設備 
調 査 

静岡エルピー㈱ 

22A0000RA-(1) 
１,０００ 戸 

 戸 

５ 周 知 

自  社 

22A7234RA-(1) 
１,０００ 戸 

 戸 

６ 緊 急 時 対 応 

自  社 

22A7234RA-(1) 
１,０００ 戸 

 戸 

７ 緊 急 時 連 絡 

自  社 

22A7234RA-(1) 
１,０００ 戸 

 戸 

(備考)１ 液化石油ガス販売事業者が保安業務の全部又は一部について自らが行っている場合に

は、｢委託先の保安機関の名称及び認定番号｣及び｢委託している一般消費者等の数｣の

欄に自社の名称及び認定番号、一般消費者等の数を記載すること。 
   ２ 複数委託している事業所にあっては、用紙をコピーのうえ全委託先を明記すること。 
   ３ 保安機関の認定番号は、機関事業所ごと(取得区分)の記号を記入すること。 
  

45





第 2 編第 1 章 

 貯蔵施設の基準 

項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

種別 

販売所 

販売所からの距離 

 

P22参照 

P22参照 

（１）販売所に属する貯蔵施設とは、販売所と同

一敷地内にあること、又は敷地を異にする

場合には次に掲げる要件に適合する販売所

から 5 ㎞以内に設置されるものであること

をいう。 

（２）通常の状態において 10分以内に到着でき

る車両を有していること。 

（３）貯蔵施設には、貯蔵施設の所有者若しくは

占有者の従業員であって規則第 36条第 2項

に定める要件に適合する者が管理人として

貯蔵施設に常駐していること、又は貯蔵施

設にさく、へいを設けた施錠等を行うこと

により関係者以外の者が容易に立ち入れな

いようにしていること 

Ｄ 

 

貯蔵施設の所有形態 （１）共同の貯蔵施設にあっては、販売事業者ご

とに当該販売事業者がその貯蔵施設として

占有する範囲を明確に不燃材（さく、くさり

等）で区分するとともに、貯蔵施設ごとに必

要な器具類は専用のものを備えているこ

と。 

（２）共同の貯蔵施設にあっては、賃貸借契約等

により管理責任が明確にされていること。 

（３）高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安

の確保及び取引の適正化に関する法律の一

部を改正する法律(平成 8年法律第 14号)に

よる改正前の法第11条ただし書の許可を受

けた販売所で、以下の要件により許可を受

けた貯蔵施設については、なお、従前どおり

とする。 

通達（規則関係）第 11条 
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施 設 基 準 備 考 

 

 

貯蔵施設は原則として販売所と同一敷地内に平屋建

てで専用の建物とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 やむを得ず同一敷地内に貯蔵施

設を分散させる場合は、それぞれ

の面積が 3 ㎡以上であり、又、そ

れぞれの外壁から合計面積に対応

する施設距離を確保すること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

 

（要件） 

貯蔵所から 50ｍ以内の場所に面積 3 ㎡未満の

貯蔵施設を所有又は占有する場合であって、

次に掲げるすべての条件に適合する場合 

① 顧客である消費者数が100戸以下であっ

て、都市ガスの普及している都心部又は人

口減少の続いている山間部のように、今後

消費者数が増加する可能性がない地域に

販売所があること。（「顧客である消費者数

が増加する場合には、貯蔵施設の面積はＳ

＝0.02Ａの式で算出した面積以上に拡大

すること。」の旨の念書がとられているこ

と。） 

② 容器置場の面積が 1.5㎡以上であって、

かつ、次の式で算出した面積以上であるこ

と。 

Ｓ＝0.02Ａ 

（Ｓ：面積（単位㎡） Ａ：消費者数） 

 

（４） 2以上の販売所で一つの貯蔵施設を共有

することは差しつかえない。 

ただし、Ｐ49の（１）の①②の要件に適

合することが必要なことは当然であり、2以

上の販売所が別々の企業の場合には、この

点の審査をとくに十分に行い、また、それ

ぞれの使用部分を明確にさせること。 

なお、面積は 3 ㎡に販売所の数を乗じた

ものを下回ってはならない。 

（通達（規則関係）第 11条） 
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施 設 基 準 

 

（１）共同置場による場合 

① 共同の貯蔵施設にあっては、賃貸借契約等により管理責任者が明確であること。

又、出し入れの決定権は販売所にあること。 

② 製造事業所敷地内の共同置場は製造事業所に受入能力があること。 

（２）貯蔵施設への専用通路の幅員は自己所有の液化石油ガスの運搬車両が通行できるも

のでなければならない。 

 

（３）貯蔵施設には施錠すること。ただし、販売所と同一敷地内にあって門扉、へい、さく

等により、管理できる場合はこの限りでない。 

警戒標の設置場所は、販売所にあっては、貯蔵施設の出入口とし、特定供給設備で、

さく、へいのある場合は、さく、へい、貯蔵施設等外部から見やすい場所の出入口付近

とする。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

Ｅ 

 

Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵能力 

 

貯蔵施設の施設距離 

貯蔵施設であって、その外

面から、第 1種保安物件に対

し第 1 種施設距離以上、第 2

種保安物件に対し第 2種施設

距離以上の距離を有するこ

と。 

規則第 14条第 2号 

 

説明省略 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

貯蔵施設の区分 
貯蔵施設の外面から最も近

い第 1種保安物件までの距離 

貯蔵施設の外面から最も近

い第 2種保安物件までの距離 

（イ） ℓ1以上 ℓ4以上 ℓ2未満 

（ロ） ℓ3以上  ℓ1未満 ℓ4以上 

備考 ℓ1、ℓ2、ℓ3及びℓ4は、それぞれ下記の（２）表に規定するℓ1、ℓ2、ℓ3及び 

ℓ4を表すものとする。 

（イ）（ロ）は、P51の表 2を参照 

 （２）                           

 Ｘ＜8 8≦Ｘ＜25 25≦Ｘ 備    考 

ℓ1 9√2 (12.73) 4.5 √Ⅹ 22.5  第 1種施設距離 

ℓ2 6√2 (8.49) 3  √Ⅹ 15  第 2種施設距離 

ℓ3 0 2.25 √Ⅹ 11.25 障壁構造時の第 1種施設距離 

ℓ4 0 1.5 √Ⅹ 7.5 障壁構造時の第 2種施設距離 

Ⅹは、貯蔵施設の面積(㎡)を表すものとする。 

ℓは、貯蔵施設の施設距離(ｍ)を表すものとする。 
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施 設 基 準 

 
 
 

施設距離の基準 

（１）面積 8㎡未満のもの 

表 1           (単位：ｍ) 

第 1種・第 2種 

保安物件 

敷 地 

境界線 

他 の 

構造物 

障 壁 

(防火壁) 

０．５ ０．５ ０．５ ０．５ 

（２）面積 8 ㎡以上のものは、法に示された距離を確保するほか、表１の規定に準ずるこ

と。自社敷地内で第 2種施設距離は確保すること。 

（３）施設距離の算定は（芯・芯）の床面積を基準とすること。 

表 2 

 

           

 

 

 

 

 

 

既設貯蔵施設について 

他人の家屋の新築等により、置場距離がとれなくなった場合は、貯蔵施設等変更許可申請

（又は貯蔵施設等変更届）により、貯蔵施設の移転又は、貯蔵施設面積の縮小等を行い施設

距離を確保すること。 

  

ℓ2 

ℓ4 

第
２
種
施
設
距
離 

ℓ１ 

第 1 種施設距離 

設置不可 

設置不可 

設置不可 設置不可 設置不可 

(ロ) 

ℓ3 

障壁なし

で設置可 

(イ) 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

Ｇ 

 

貯蔵施設の火気距離 

貯蔵施設の周囲 2ｍ以内に

は、火気又は引火性若しくは

発火性の物を置かないこと。

ただし、貯蔵施設に厚さ 9 ㎝

以上の鉄筋コンクリート造り

又はこれと同等以上の強度を

有する障壁を設けた場合は、

この限りでない。 

規則第 16条第 7号 

 

 

防火上有効な障壁とは次の各号に掲げるもの

とする。 

（１）鉄筋コンクリート 

厚さ 9 ㎝以上の鉄筋コンクリート造り

で、直径 9㎜以上の鉄筋を縦横 40㎝以下

の間隔に配筋したものであり、高さ 1.8ｍ

以上で火気又は引火性若しくは発火性の

物を隔離できるものとする。 

（２）コンクリートブロック造り 

厚さ12㎝以上のコンクリートブロック

造りで、直径 9㎜以上の鉄筋を縦横 40㎝

以下の間隔に配筋し、特に隅部は確実に

結束し、高さ 1.8ｍ以上のもので、火気又

は引火性若しくは発火性の物を隔離でき

るものであること。 

例示基準 2  

 充てん容器等は、常に温度 40

度以下に保つこと。 

規則第 16条第 8号 

 

 

貯蔵施設には、携帯電灯以外

の灯火を携えて立ち入らないこ

と。 

 

規則第 16条第 10号 
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施設基準 運用及び解釈 

 

貯蔵施設の換気口と当該火気との間の迂回水平距離

は 2ｍを超えること。 

電気設備を設ける場合は防爆構造の器具を用い、電

動機等必要な箇所には 100Ω以下のアースをとるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火気とは一般に火をいい、ライ

ター・マッチの火、煙草の火、焚火、

ストーブの火、ボイラーの火、自動

車のエンジンの火花等も含まれ

る。 

又、電灯類（防爆構造を除く）ス

イッチ、浄化槽用モーター（密閉式

地下埋設型を除く）、空調設備のモ

ーター等も含む。 

貯蔵施設の換気口から 2ｍ以内

に火気又は引火性若しくは発火性

の物を置かないこと。 

 

温度計を内部に設置すること。  
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提出書類及び関係法令 基準・通達等 

保安物件に対する距離の緩和措

置の方法 

P50（１）の表に掲げる貯蔵施

設には、第 1 種施設距離内にあ

る第 1 種保安物件又は第 2 種施

設距離内にある第 2 種保安物件

に対し厚さ 12 ㎝以上の鉄筋コ

ンクリート造り又はこれと同等

以上の鉄筋コンクリート障壁等

を設けること。 

規則第 14条第 3号 

障壁構造とは次の各号に掲げるものであって、

高さ 1.8ｍ以上で堅固な基礎の上に構築された対

象物を有効に保護できるものであること。 

（１）鉄筋コンクリート造り 

厚さ 12㎝以上のコンクリート造りで、直

径 9㎜以上の鉄筋を縦横 40㎝以下の間隔に

配筋したものであること。 

（２）コンクリートブロック造り 

厚さ 15cm以上のコンクリートブロック造

りで、直径 9㎜以上の鉄筋を縦横 40㎝以下

の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋を確実に

結束し、かつ、ブロック空洞部にコンクリー

トモルタルを充てんしたものであること。 

（３）鋼板製障壁 

（イ）厚さ 3.2㎜以上の鋼板に、縦横 40㎝以

下の間隔に 30×30㎜以上の等辺山形鋼を

溶接で取り付けて補強したものであるこ

と。 

（ロ）厚さ 6㎜以上の鋼板に、縦横 1.8ｍ以下

の間隔に 30×30㎜以上の等辺山形鋼を溶

接で取り付けて補強したものであるこ

と。 

例示基準 2 
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施 設 基 準 運 用 及 び 解 釈 

 

保安物件に対する障壁は仰角を考慮すること。 

 

「対象物を有効に保護できるもの」

とは、障壁の先端を曲げる方法とエ

キスパンドメタルの設置による方法

がある。 

28商ガ安第 11号 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

Ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵施設の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積の算定は、柱、壁の中心線から行う。 

同一敷地内の貯蔵施設については合算して 3

㎡以上であればよい。また、一般消費者等以外の

者に販売する液化石油ガスの貯蔵の用にも供す

るものであっても、面積は販売所ごとに 3 ㎡以

上でよい。この場合一般消費者等に販売するも

のとその他のものとを区分する必要はない。 

また、一般消費者等に販売する液化石油ガス

以外の高圧ガスの貯蔵をあわせて行う場合に

は、一般高圧ガスの貯蔵に供される部分を除い

て 3 ㎡以上が必要である。一般高圧ガス保安規

則第 6条第 1項第 42号により、液化石油ガスと

区分して貯蔵しなければならない。 

通達(規則関係)第 11条 

Ｉ 構造 

充てん容器(断熱材で被覆

してあるものを除く。)に係る

貯蔵施設には、不燃性又は難

燃性の材料を使用した軽量な

屋根を設けること。 

規則第 14条第 4号 

 

 

 

不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋

根は、次の各号の基準による。 

（１）屋根組の構造は、形鋼又は軽量形鋼を使用

し、柱または障壁に堅固に取り付けられた

ものであること。 

（２）軽量な屋根材は、繊維強化セメント板が最

も望ましく、屋根総面積の 1/4 以下の面積

に限り、明り採り用としてのみ繊維入り補

強プラスチック(ポリエチレンを除く。)を

使用してもよい。 

例示基準 3  

Ｊ 滞留防止措置 

貯蔵施設は、当該ガスが漏

えいしたとき滞留しないよう

な構造とすること。 

規則第 14条第 5号 

 

漏えいした液化石油ガスが滞留しないような

構造又は措置は、次の基準のいずれかに適合す

るものとする。 
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施 設 基 準 

 

 

 

 

構造の基準 

（１）壁は、保安物件との距離により必要に応じて障壁構造とする（充てん所プラットホー

ムと同一の場合は除く。） 

（２）漏えいしたガスが滞留しない構造とするため有効な換気のための措置を講ずる。 

（３）屋根の骨組は不燃性又は難燃性の軽量な屋根を設けること。 

（４）扉は鋼板製障壁構造として次の各号の基準を満たすこと。 

① 建物内側の引戸又は内開き戸とし、各扉の左右は建物出入口と 4 ㎝を超、上下

は建物出入口と 5 ㎝以上重なること、又は各扉の四辺すべてが建物出入口と 3 ㎝

以上重なることとする。ただし、二枚扉の場合は各扉の三辺が 3 ㎝以上重なれば

よい。 

② 開閉の容易な構造とする。 

③ 扉の高さは 1.8ｍ以上とする。 

 

（５）床面は平らなコンクリート造り等で、地盤面以上の高さとし、プラットホームを設け

る場合はその出入口側に設け、奥行きは 1.8ｍ以下とすること。プラットホームは公道

から 0.5ｍ以上の距離をとること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）床面に接し、かつ、外気に面して設けられ

た換気口の通風可能面積の合計が床面積１

㎡につき 300㎝2 (金網等を取り付けた場合

は、その太さによって減少する面積を差引

いた面積とする。)の割合で計算した面積以

上（1 箇所の換気口の面積は 2,400 ㎝2以下

とする。）であること。この場合、四方を障

壁等で囲まれている場合にあっては、換気

口は 2方向以上に分散して設けること。 

（２）次の基準に適合した強制換気装置を設け

ること。 

① 通風能力が床面積１㎡につき 0.5 ㎥

/min以上であること。 

② 吸入口を床面近くに設けること。 

③ 排気ガス放出口を地盤面上より 5ｍ

以上高い位置に設けること。 

例示基準 4  

Ｋ 

 

転倒、転落防止措置 

充てん容器等（内容積が 5

リットル以下のものを除く）

には、転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止す

る措置を講じ、かつ、粗暴な

取扱いをしないこと。 

規則第 16条第 9号 

 

 

充てん容器等に講ずべき転落、転倒等による

衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置は、次

に定めるところによるものとする。 

（１）水平で、かつ、上から物が落ちるおそれの

ない場所に置くこと。 

（２）固定プロテクターのない容器にあっては、

キャップを施すこと。 

（３）10kg容器にあっては、原則として 2段積

以下とすること。 

例示基準 9  
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施 設 基 準 運 用 及 び 解 釈 

 

換気口面積の算定は内法面積を基準とすること。 

 

 

津波・高潮・洪水・河川決壊により、想定浸水深が外

壁の高さを超えるなど、浸水や容器流出リスクが高い

高リスク容器置場では、恒久的な壁構造等の設置が難

しい場合、浸水時に容器全体を網ネットなどで覆い、

フック等に固定して浮上を防止する等の措置を講じ、

平時に準備を行う。 

また、浸水リスクはあるが、敷地外への流出が想定

されにくい中リスク容器置場では、容器を固定するた

めのロープ、鎖、ラッシングベルト、角リング等の準備

を行う。 

日団協技術指針 G高－002-2023 

 

  

59



第 2 編第 1 章 

 

項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

 

 

充てん容器等は、充てん容器及び残ガ

ス容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に

置くこと。 

充てん容器等であって、供給管若しく

は、配管又は集合装置に接続されていな

いものは充てん容器及び残ガス容器に

それぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。 

規則第 16条第 5号 

 

貯蔵施設には、計量器等作業に必要な

物以外の物を置かないこと。 

規則第 16条第 6号 

 

 

 

Ｌ 消火設備 

貯蔵施設には、消火設備を設けるこ

と。 

規則第 14条第 6号 

 

 

消火設備は消火器とする。 

消火器の設置数量は能力Ａ-4及びＢ-

10以上(粉末ＡＢＣ消火器 15型以上)の

粉末消火器を、貯蔵施設の床面積 50 ㎡

で除して得た数値以上とし、最低 2個と

する。消火器の設置場所は販売所と同一

敷地内の場合は貯蔵施設から 15ｍ以内

で、緊急の場合直ちに使用できる位置に

常置し、貯蔵施設が販売所と同一の敷地

内でない場合は、当該貯蔵施設の入口付

近に設置するものとし、容器の出し入れ

を行う場合に当該作業を妨げず、かつ、

容易に操作できる位置に置くものとす

る。 

例示基準 5  
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施 設 基 準 運 用 及 び 解 釈 

 

貯蔵施設内に「充てん容器」と「残ガス容器」の標示

を掲げて容器を区分して置き、作業に必要な物以外は

置かないこと。 

 

  

61



第 2 編第 1 章 

 

項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

Ｍ 

 

警戒標 

貯蔵施設は、明示され、かつ、その

外部から見やすいように警戒標を掲

げたものであること。 

規則第 14条第 1号 

 

 

 

警戒標は次の基準による。 

（１）警戒標を掲げる場所は、販売施設

の出入口又は販売施設等に近接又

は、立ち入ることができる場所の周

辺の外部から見やすい場所とする。

この場合近接又は立ち入ることが

できる方向が数方向ある場合には、

それぞれの方向に掲げること。 

（２）警戒標の表示は次のとおりとす

る。（いずれもたて型でもよい。） 

① ＬＰガス貯蔵施設 

② ○燃（赤色文字とする） 

③ 火気厳禁（赤色文字とする） 

例示基準１ 

Ｎ 電気設備 
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施 設 基 準 運 用 及 び 解 釈 

 

 

販売所から 50m 以上離れた貯蔵施設等には下記の標

識を追加すること 

－ 無断立入禁止 

－ 販売所の名称及び所在地 

－ 貯蔵施設等の管理者の氏名 

－ 貯蔵施設等の管理者の電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ53参照 
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付 近 状 況 図（例示） 
保安距離（ℓ3、ℓ4 等）を図示 
仰角内に保安物件があれば（ℓ1、ℓ2 等）を図示 
敷地境界を図示 
火気に当たるものがあれば図示 
 
 
約 1／200（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

民 家 

事 
 

務 
 

所 

道 
 
 
 
 
 

路 

火気 2ｍ 
敷 

 
地 

 

境 
 

界 

○○小学校 

民 家 

ℓ4（    ｍ） 

ℓ3（    ｍ） 

（    ｍ） 

 

（    ｍ） 

（    ｍ） 

給
湯
器 

 貯
蔵
施
設 
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仰角内に保安物件がある場合（例示） 
 

貯蔵施設等は、保安物件に対し規則１４条第２号等に規定する距離を有しなければならない。

（Ｐ50・Ｐ51参照） 

下記は、販売所に属する 8㎡未満の貯蔵施設で、ℓ2 以内に第二種保安物件がある場合の例。 

下記のように保安物件に対しℓ2以上距離をとるべき貯蔵施設のℓ2以内に保安物件がある場合、

障壁を高くする措置（屋根は障壁とならないため）等を講じ、保安物件に対し、容器の頂部と障

壁の頂部を結ぶ線が保安物件にかからないようにすること。 

（ℓ2が確保できる場合は、仰角内に保安物件があっても措置を講ずる必要はない。） 
 

1．仰角に対する措置が必要な場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．仰角内にあるがℓ2外にあるので仰角に対する措置不要 

 

①措置をとった場合 
②措置をとらない場合 
 
②の場合、仰角内に保安物件がかかるので 
措置を取ることにより、容器の頂部と障壁 
の頂部を結ぶ線が保安物件にかからないよ 
うにする（①の状態） 

▸ 障壁板の構造は鋼板製障壁とする。 
▸ 障壁板は鉄筋に緊結することにより固定 
すること。 
▸ 複数の障壁板を設ける場合、それぞれの 
障壁板が重ならないこと。（上図参照） 

▸ その他、対象物を有効に保護する具体例と

して、障壁の先端を曲げる方法や、エキスパン

ドメタルを障壁の天井部全面に強固に取り付

ける方法が考えられる。 
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貯蔵施設の構造を示す図面（例示） 
 
 
平 面 図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
側 面 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4 ㎝超 

転倒防止用フック 

換気口 
換気口 

U15 ㎝厚さコンクリートブロック 
(モルタル充てん) 

U鉄板 1 枚張厚さ 3.2 ㎜又は 6 ㎜ 

繊維強化セメント板等 

φ9 ㎜の鉄筋 
縦横 40 ㎝間隔に配筋 

4 ㎝超 

※            ≧3％ 
換気口(通風可能面積) 

床面積(内 法 面 積) 
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正 面 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：㎝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立
入
禁
止 燃 

Ｌ
Ｐ
ガ
ス 

火
気
厳
禁 

消
火
器 

換気口 換気口 

1 
20 扉の構造 

火気厳禁、立入禁止は赤色文字とする。 燃 

18
0
以
上

 

40 以下 

40
以
下

 

(1
80

以
下
：

6
㎜
の
鋼
板
を

 
使
用
す
る
場
合

) 

鉄板 3.2 ㎜(6 ㎜) 
  ※6 ㎜の場合は補強は 180 以下 
   で行うこと。 

30×30 ㎜の 
等辺山形鋼 

(溶接取り付け) 

30 ㎜ 

30 ㎜ 

3.2 ㎜ 
(6 ㎜) 

溶接 

(例) 
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保安機関に係る認定等 

  



保
安
機
関
に
係
る
認
定
等
の
手
続
き
一
覧
表
 

          

【
注
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表
中
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続
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に
は
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加
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保
安
業
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程
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更
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る
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１．保安機関認定申請の手続き順序等 

 

（１）手続きの流れ 

 

 

 

 

※手続き（随時） 

▸ 一般消費者等の数の増加が生じた場合、［一般消費者等の数の増加認可申請書］により申

請する。 

▸ 一般消費者等の数の減少が生じた場合、［一般消費者等の数の減少届書］により届出をす

る。 

▸ 保安業務規程の変更の場合、［保安業務規程変更認可申請書］により申請する。 

▸ 保安機関認定の際の氏名、名称、住所、法人代表者氏名、保安業務を行う事業所の所在

地が変更した場合、［保安機関変更届書］により届出をする。 

▸ 承継した場合、［保安機関承継届書］により届出をする。 

▸ 廃止した場合、［保安業務廃止届書］により届出をする。 

▸ 認定行政庁に変更が生じた場合は［認定行政庁変更届書］により届出をする。 

 

（２）書類提出先 

所管行政庁 

 

（３）提出部数・手数料・支払い方法 

２部（1部は事業者控） 

審査して不備があったときに是正する場合がある。 

手 数 料：（6,900 円×更新する保安業務区分数）＋34,000円 

 支払い方法：静岡県危機管理部消防保安課  静岡県収入証紙 

静岡市消防局 消防部 予防課 現金・納付書・キャッシュレス決済 

浜松市消防局 予防課     オンライン申請（ペイジー） 

 

（４）立入検査（液石法第 83条第 4項） 

認定を受けた保安機関には、次の事項の実態を調査するため、担当部局による立入検

査を行うことがある。 

 

① 保安業務資格者及び調査員の在職 

（保安機関業務） 
▸ ［保安業務規程の認可申請］→ 認可書交付 

 

▸ ［保 安 機 関 認 定 申 請］→ 認定証交付 

 
→ 5 年間年次報告 → ※ 

※→［保安機関認定更新申請］→ 認定証交付 
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② 保安業務資格者及び調査員の資格（免状等の原本） 

③ 保安業務用機器の種類及び数 

④ 保安業務区分ごとの点検（調査）票類 

⑤ 帳簿について、使用する様式等（ＯＡ化の場合は画面） 

⑥ 緊急時対応（連絡）は、通報通信体制（人員配置）及び集中監視システム 

⑦ その他認定申請に記載されている事項 
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２．保安機関認定申請（液石法第 29条第 2 項） 

   液石法に基づき、液化石油ガス保安機関になる場合の手続きは次のとおりである。 

項目 書    類 

新規 
更 

新 

備   考 様式 法

人 

個

人 

１ 認定申請書 ○ ○   P78 

２ 認定更新申請書   ○   

３ 保安業務計画書 ○ ○ ○ 
認定申請と同時に保安業務規程の

認可申請も行うこと 
P79 

４ 保安業務資格者数一覧表 ○ ○ ○  P80 

５ 保安業務資格者等一覧表 ○ ○ ○  P81 

６ 
保安業務用機器保有状況

一覧表 
○ ○ ○  P82 

７ 事業所案内図 ○ ○ ○ 
最寄りの鉄道の駅等からの道順が

わかるもの 
－ 

８ 
事業所の位置及び一般消

費者等の範囲の図面 
○ ○ ○ 

緊急時対応を行おうとする事業所

のみ縮尺を明記する 
－ 

９ 損害賠償支払能力証明書 ○ ○ ○ 付保証明書等 P83 

10 役員又は構成員の構成 ○  △ 役員名簿、株主のリスト等 P87 

11 保安業務以外の業務 ○ ○ ○ 会社概要書の添付でも可 P89 

12 定款及び登記事項証明書 ○  △  － 

13 
欠格事由非該当 

証明書・誓約書 
○ ○ ○  P90 

14 認定証の写し ○ ○ ○ 区分の追加又は更新の場合 － 

15 
保安業務に係る事業所 

名称・所在地の一覧表 
○ ○ ○ 

申請に係る事業所が複数の場合は 

別紙に事業所の名称・所在地を一覧

表にする 

－ 

16 申請料 ○ ○ ○  P68 

○：必要 △：法人の場合 

※ 保安業務区分追加の場合は新規と同じ申請となる（この場合、保安業務規定変更認可申請も行うこと） 

保安業務規程については液石法通達を参照。 
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① 認定申請の保安業務区分は、一つの区分でも、複数の区分でもできる。 

② 保安業務区分の追加は、新たな認定申請が必要となる。 

この場合、一つの保安機関において複数の有効期限が存在することとなるが一つの保安機

関で有効期限を統一すること。 

また複数の事業所を有する事業者で、既にいずれかの事業所で認定を受けている場合は、

一般消費者数の増加で対応できる。 

③ 申請先の判断は、受託販売所の所在地で決定する。（保安機関の事業所の所在地ではない） 

④ 申請先は、保安業務区分ごとに経済産業大臣、産業保安監督部長、県知事、静岡市長、

浜松市消防長の複数の所管行政庁に申請をするのではなく、保安業務を行う者ごとに「一

つの行政庁」で行う。 

このため、県知事の認定を受けた後、保安業務を行う販売所の所在地が複数の県にまた

がった場合等、所管行政庁が変更になったときは、新行政庁の認定を受け、旧行政庁に「認

定行政庁変更届書」を提出する。（承継の場合は除く） 

⑤ 「保安業務にかかる一般消費者等の数」は実際の一般消費者等の数とは異なった数でも

良い。この場合、一般消費者の数は、認定を受けようとする事務所の保安業務の技術的力

からみて受託可能な範囲内の数である必要がある。 

⑥ 法人の役員のうち欠格条項の対象者は、株式会社の取締役、合名会社の業務執行役員、

公益法人の理事等で、監査に当たる者は含まれない。 

⑦ 役員又は構成員 3分の 1を超える者が次に該当しないこと。（緊急時連絡のみ行う保安機

関を除く） 

▸ 液化石油ガス供給機器又は消費機器の製造を主たる事業とする者並びにその役職員 

▸ 液化石油ガス供給機器又は消費機器の販売を主たる事業とする者並びにその役職員 

▸ 液化石油ガス設備工事を主たる事業とする者並びにその役職員 

なお、構成員とは、株式会社にあっては株主、有限会社にあっては社員をいう。 

⑧ 保安業務以外の業務を合わせて行う場合には、保安業務部門を設け、保安業務資格者並

びに調査員を保安業務に専従させる等の措置を講じなければならない。 

⑨ 緊急時対応および緊急時連絡においては、消費者等からの連絡に確実に対応できる連絡

体制の構築が求められる。（固定電話から携帯電話への転送措置も可。） 

⑩ 事業団保険によらない場合は、次の書類を添付する。 

１）届出書（様式については P85のとおり） 

２）損害賠償責任保険証券、普通保険約款及び特別約款（その他これに類するもの）並び

に保険領収書の写し 

⑪ 保安機関認定更新申請は認定の満了する 30日前までに手続きをとること。 
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３．保安業務規程の認可申請・変更認可申請（液石法第 35条第 1項） 

項目 書    類 
新

規 

変

更 
備  考 様式 

1 保安業務規程認可申請書 ○   P91 

2 保安業務規程変更認可申請書  ○  P93 

3 保安業務規程 ○ ○ 
事業所の実態に合った内容として

作成する 
－ 

4 保安業務計画書 ○ ○ 変更の場合は変更前・変更後を提出 P79 

※ 保安業務規程については液石法通達を参照。 

４．一般消費者等の数の増加認可申請（液石法第 33 条第 1 項） 

項目 書   類 備     考 様式 

1 一般消費者等の数の増加認可申請書  P94 

2 保安業務計画書  P79 

3 保安業務資格者数一覧表 変更部分を明確にする P80 

4 保安業務資格者等一覧表 変更部分を明確にする P81 

5 保安業務用機器保有状況一覧表 変更部分を明確にする P82 

6 
事業所の位置及び一般消費者等の

範囲の図面 

緊急時対応を行おうとする事業所のみ縮

尺を明記する 
－ 

7 損害賠償支払能力証明書 
増加件数を明確にする 

付保証明書等 
P83 

8 認定証の写し  － 

9 申請料  － 

※ 保安業務規程変更認可申請をすること 
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５．一般消費者等の数の減少届（液石法 33 条第 2 項） 

項目 書    類  備     考 様式 

1 一般消費者等の数の減少届書  P95 

2 保安業務計画書 当該減少に係る事業所のものに限る P79 

3 保安業務資格者数一覧表 
変更部分を明確にする 

（当該減少に係る事業所のものに限る） 
P80 

4 保安業務資格者等一覧表 変更部分を明確にする（ 〃 ） P81 

5 保安業務用機器保有状況一覧表 変更部分を明確にする（ 〃 ）    P82 

6 認定証の写し  － 

※ 保安業務規程変更認可申請をすること。 

６．保安機関変更届（液石法規則第 41 条） 

項目 書    類  備     考 様式 

1 保安機関変更届書  P98 

2 
事業所の位置及び一般消費者等の

範囲の図面 

緊急時対応を行う事業所の所在地を変更

した場合は縮尺を明記して添付する。 
－ 

3 登記事項証明書  － 

７．保安機関承継届 

項目 書    類 備     考 様式 

1 保安機関承継届書（甲） 提出先は Ｐ１７ ４．（３） 

④（甲）（乙）の様式について と同様 

P99 

2 保安機関承継届書（乙） P100 

3 保安機関事業譲渡証明書 事業譲渡の場合に添付 P101 

4 保安機関相続同意証明書 相続の場合に添付 P102 

5 保安機関相続証明書 相続の場合に添付 P103 

6 戸籍謄本 相続の場合に添付 － 

7 法人の登記事項証明書 事業合併・事業の分割承継の場合に添付 － 

8 保安機関事業承継証明書 事業の分割承継の場合に添付 P104 
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８．その他の届出 

項目 書    類  備     考 様式 

1 認定行政庁変更届書 
新たな所管行政庁に保安機関の認定申請

をすること。 
P96 

2 保安業務廃止届書  P97 

3 事故届書 第 2編 第 7章参照 ― 

 

９．保安業務実施状況報告（規則第 132 条） 

項目 書    類  備     考 様式 

1 保安業務実施状況報告 毎事業年度経過後３ヶ月以内に報告 P105 

※ 保安機関は、毎事業年度経過後 3 ヶ月以内に、その事業年度末における保安業務の実施状況等を所管行

政庁に報告しなければならない。 

※ 報告先の詳細は４ページ～「第１編 ４．書類提出先」を参照 

 （静岡県においては毎年 3月 31日時点での状況を報告する。１部）  
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１０．保安機関の認定更新（液石法第 32条） 

保安機関の認定更新にあたり、「申請先・申請書式・申請時期・申請事項・申請書類等」は、

以下のとおり。 

 

（１）認定更新申請先 

所管行政庁 

 

（２）申請書式 

更新申請は、保安機関認定更新申請書（P92）と認定申請と同じ添付書類（P70 参照）

により申請する。（液石法第 32条第 1項、規則第 34条第１項） 

 

（３）申請時期 

保安機関認定更新は、認定した各行政庁に対し、「認定の満了する 30 日前まで」に受

理されるよう、事前相談すること。（規則第 34条第 1項） 

 

（注）各行政庁への更新申請は、3ヶ月前位に申請書の事前相談を行うこと。 

また、認定有効期間満了 30日前の申請は、大変混雑することが予想されるので、

早めに申請すること。 

万一、認定有効期間満了までに間に合わない場合は、その間の空白期間は保安業

務を実施できません。 

 

（４）申請部数・手数料・支払い方法 

２部（1部は事業者控） 

手 数 料：（6,900 円×更新する保安業務区分数）＋14,000円 

支払い方法：静岡県危機管理部消防保安課  静岡県収入証紙 

静岡市消防局 消防部 予防課 現金・納付書・キャッシュレス決済 

浜松市消防局 予防課     オンライン申請（ペイジー） 
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（５）更新申請する更新事項 

① 保安業務区分の追加認定を受けた場合の更新時期は下記のとおり。 

１）認定時に受けた保安業務区分は、認定取得時から 5年。 

２）追加認定を受けた保安業務区分は、追加認定取得時から最長 5年。 

 

「認定時に受けた保安業務区分」「追加認定を受けた保安業務区分」の何れにおいても、

保安業務区分ごとに更新することは可能だが、「追加認定を受けた保安業務区分」も「認

定時に受けた保安業務区分」の更新に合わせ更新すること。 

 

【例 1】認定時の保安業務区分が（「容器交換時等供給設備点検」・「定期供給設備点検」

「定期消費設備調査」・「周知」の場合 

 

 

    認定の満了する   

30 日前までに受理 

 

 

【例２】認定時の有効期間に追加認定の有効期間を合わせる場合 

 

認定の満了する   

30 日前までに受理 

 

  

2034 年 3 月 31 日 
認定有効期間 
満了迄に認定更新 

2029 年 4 月 
 
認定更新 

2034 年 3 月 31 日 
認定有効期間 
満了迄に認定更新 

2031 年 4 月 1 日 
追加認定取得 
(緊急時対応のみ) 

2029 年 4 月 
 
認定更新 

2024 年 4 月 1 日 
 
認定取得 
 

2034 年 2 月 28 日 
認定更新申請書類 
受理 

2024 年 4 月 1 日 
 
認定取得 
 

2034 年 1 月 
 
事前申請(相談) 

2034 年 2 月 28 日 
認定更新申請書類 
受理 
 

2034 年 1 月 
 
事前申請(相談) 
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② 保安業務区分を取り消す場合 

保安業務区分のいずれかを実施しない場合においては、一般消費者等の数の減少届

書及び保安業務規程変更認可申請書を提出する。 

 

③ 一般消費者等の数の増加による変更認可及び一般消費者等の数の減少による減少届を

した場合 

１）直近の認定更新認定後、一般消費者等の数を増加申請した場合【例えば(容器交換時

等供給設備点検)保安業務の一般消費者等の数を 1万件から 2万件に増やした場合】の

認定更新起算日は、直近の更新認定を受けた日。 

２）直近の認定更新認定後、一般消費者等の数の増加認可で新規事業所を追加した場合

の認定更新起算日は、直近の更新認定を受けた日。 

３）直近の認定更新認定後、一般消費者等の数を減少して減少届を出している場合の認

定更新起算日は、直近の認定更新認定を受けた日。 

※ 一般消費者等の数については変更後の数となる。 

変更時前に実際の受託消費者の数が、認定時の一般消費者等の数を超えている場合

違法状態にあるので、至急行政担当者と相談すること。 

④ 承継する場合 

行政庁へ承継の手続きを行う。 

（更新日については以下のとおりとし、承継された日からでないことに注意すること。） 

１）保安機関Ａ社・保安機関Ｂ社が合併した場合 

Ａ社・Ｂ社それぞれの認定取得時より 5 年だが、最も古い認定に合わせてすべて

の保安業務区分の認定日を統一するよう更新すること。 

２）保安機関Ａ社が保安機関Ｂ社を譲り受けた場合 

Ａ社・Ｂ社それぞれの認定取得時より 5 年だが、最も古い認定に合わせて全ての

保安業務区分の認定日を統一するよう更新すること。 

３）相続の場合 

認定取得時より 5年。（相続後ではない。） 

 

⑤ 事業所を新設した場合 

【例】2024 年 10 月に認定を取得後、2025 年 5 月に事業所を新設した場合の認定起算日

は、2024年 10月を起算日とすること。 

 

※ 認定更新にあたり、保安業務規程の変更認可の必要がある場合は、保安機関の更

新とは別に変更認可申請をすること。 
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様式第 12（第 30 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 認 定 番 号  

 
保 安 機 関 認 定 申 請 書 

     年   月   日 

       様 
        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 29 条第 2項の規定により同条第 1

項の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 
 

1 保安業務に係る事業所の名称及び所在地（事業所が 2以上ある場合は別紙とすること。） 
（ フ リ ガ ナ ） 

名    称                          電話番号               

所  在  地                          郵便番号               

2 認定を受けようとする保安業務区分及び保安業務区分ごとの一般消費者の数（事業所が 2以上

ある場合は別紙とすること。） 

保 安 業 務 区 分 一般消費者等の数 備      考 

 ①供 給 開 始 時 点 検 ・ 調 査 戸 

 

 ②容器交換時等供給設備点検 戸 

 ③定 期 供 給 設 備 点 検 戸 

 ④定 期 消 費 設 備 調 査 戸 

 ⑤周 知 戸 

 ⑥緊 急 時 対 応 戸 

 ⑦緊 急 時 連 絡 戸 

※ 新たに認定を受けようとする保安業務区分については○印を、すでに認定を受けている保安業務区分につい

ては、△印をつけること。 

 

3 当該保安業務に係る液化石油ガス販売事業を行う販売所の所在する都道府県名 

静岡県 
 
（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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保 安 業 務 計 画 書 

事業所の名称 

事業所の所在地 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 事業所ごとに記載すること。 

3 保安業務資格者の“その他”は、保安業務員・充てん作業者をいう。 

4 ※ 補助員のことをいう。 

保安業務区分 

点
検

・
調

査 

供
給

開
始

時 

供
給
設
備
点
検 

容
器
交
換
時
等 

設

備

点

検 

定

期

供

給 

設

備

調

査 

定

期

消

費 

周

知 
緊
急

時
対

応 

緊
急

時
連

絡 

一 般 消 費 者 の 数        

保安業務資格者の数 
液化石油ガス設備士又は第二種販売主任者      人 

製造保安責任者      人   その他     人 

調 査 員 の 数        

保安業務資格者及び 

調査員以外の者であって  

保安業務に従事する者 

  ※    

年間実働日数又は 

平均月間実働日数 

 

日／月 日／年 日／年 

   

保

安

業

務

用

機

器 

自記 圧力計  

マノメーター  

ガス 検知器  

漏えい検知液  

緊急 工具類  

一酸化炭素測定器  

ボーリングバー  

  

緊急時対応を行う場

合にあってはその方

法 

・出動のための手段：自動車   台 

・連絡の方法：電話等 

・集中監視システム：有・無 
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保安業務資格者数一覧表 

事業所名                

表 1 基本算定の算定式（小数点以下第 4 位を四捨五入し、第 3 位まで求めること。） 

保安業務区分 算     定     式 保安業務資格者数 

イ【供給開始時 

点検・調査】 
消費者戸数〔       〕÷20,000  

ロ【容器交換時等 

    供給設備点

検】 

消費者戸数〔       〕÷（100×月間実働日数〔   〕） 

－調査員数－充てん作業者数 

〔 〕（ただし、0 未満となる場合にあっては 0とする） 

 

ハ【定期供給設備点検】 

消費者戸数〔       〕÷（30×年間実働日数〔   〕） 

÷4－充てん作業者数 

（補助員を伴う場合には、30を 3 分の 4 倍することができる） 

 

ニ【定期消費設備調査】 
消費者戸数〔       〕÷（25×年間実働日数〔   〕） 

÷4（補助員を伴う場合には、25を 3 分の 4 倍することができる） 
 

ホ【周      知】 消費者戸数〔       〕÷20,000  

へ【緊 急 時 対 応】 消費者戸数〔       〕÷20,000  

ト【緊 急 時 連 絡】 

事業所ごと消費者戸数が 2 万戸以下の場合： 

消費者戸数〔       〕÷20,000 

事業所ごと消費者戸数が 2 万戸を超える場合： 

1＋（消費者戸数〔       〕－20,000）÷80,000 

 

小    計   

 

表 2 基本算定にかかわらない算定式（小数点以下第 4 位を四捨五入し、第 3 位まで求めること。） 

保安業務区分 算     定     式 保安業務資格者数 

イ【定期供給設備点検】 

＋ 

 【定期消費設備調査】 

消費者戸数〔       〕÷（20×年間実働日数〔   〕） 

÷4（補助員を伴う場合には、20を 3 分の 4 倍することができる） 
 

ロ【容器交換時等供給設   

 備点検、定期供給設備  

 点検、定期消費設備調 

 査】の 1 又は 2 以上の

保安業務＋【周知】 

周知に係る保安業務資格者の数は 

消費者戸数〔       〕÷40,000 
 

小    計   

 

合    計 表 1 の小計＋表 2 の小計 ＝ 〔    〕 ≦ 〔    〕 

 
※ 緊急時対応の社内体制がわかる図面を添付（フロー図またはチャート図等） 

【備考】１．事業所ごとに少なくとも一人は、第二種販売主任者免状又は液化石油ガス設備士免状の交付を受けた

者が必要 

２．保安業務資格者となるには、業務主任者代理者講習修了者及び保安業務員・調査員にあっては、6 ヶ

月以上の実務経験を有すること。 
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保安業務資格者等一覧表 
事業所名                

 

保安業務資格者等の氏名 免状・資格（該当するものを○で囲む） 

 

第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 

第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 

第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 
第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 
第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 
第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 
第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 
第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

 
第二種販売 設備士 業務主任者代理者 保安業務員 

丙種化学（液石） 調査員 充てん作業者 
その他 

（     ） 

※ 免状の写しを添付 
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保安業務用機器保有状況一覧表 

事業所名                
 

保安業務区分 

 

 

 

算    定    式 
 

小数点以下第 4 位を四捨五入し、 

第 3 位まで求めること。 

自

記

圧

力

計 

マ

ノ

メ

ー

タ

ー 

ガ

ス

検

知

器 
漏

え

い

検

知

液 

緊

急

工

具

類 

一
酸
化
炭
素
測
定
器 

ボ
ー
リ
ン
グ
バ
ー 

イ【供給開始時 

点検・調査】 

消費者戸数 

〔       〕÷20,000 

 

 

 

     

ロ【容器交換時等 

供給設備点検】 

消費者戸数〔       〕÷ 

（100×月間実働日数〔    〕） 

 

 

 

     

ハ【定期供給 

設備点検】 

消費者戸数〔       〕÷ 

（30×年間実働日数〔    〕）÷4 

（補助員を伴う場合には、30 を 3 分の 4 倍することができる） 

 

 

 

     

ニ【定期消費 

設備調査】 

消費者戸数〔       〕÷ 

（25×年間実働日数〔    〕）÷4 

（補助員を伴う場合には、25 を 3 分の 4 倍することができる） 

 

 

 

     

ホ【緊急時対応】 
消費者戸数 

〔       〕÷20,000 

 

 

 

     

小  計（a）  

 

 

 

     

 
※【定期供給設備点検】【定期消費設備調査】双方とも実施する場合には下記の式による。 

【定期供給設備点検】 

＋ 

【定期消費設備調査】 

消費者戸数〔       〕÷ 

（20×年間実働日数〔    〕）÷4 

（補助員を伴う場合には、20 を 3 分の 4 倍することができる） 

 

 

 

     

消費者戸数〔       〕÷ 

（25×年間実働日数〔    〕）÷4 

（補助員を伴う場合には、25 を 3 分の 4 倍することができる） 

 

 

 

     

小  計（b）  

 

 

 

     

 

合    計 

（a）＋（b） 
 

 

 

 

     

保 有 個 数  
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（事業団保険で販売事業者の場合） 

 

付 保 証 明 依 頼 書 

 

     年   月   日 

 

（一財）全国ＬＰガス保安共済事業団 静岡県支部 御中 

 

 

保険 自    年  月  日     住  所 

期間 至    年  月  日     商  号                  

 

下記の保険契約の証明を依頼します。 

販売所名 住所 
家庭・業務用 

販売トン数 
消費者戸数 

保険金額 

の種類 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

    Ａ・Ｂ・Ｃ 

保険金額の種類 

タイプ 
対人賠償補償限度額 対物賠償補償限度額 

１名あたり １事故あたり １事故あたり 

Ａ １億円 ８億円 ８億円 

Ｂ ２億円 ２０億円 ２０億円 

Ｃ ５０億円 
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（事業団保険で受託用の場合） 

 

付 保 証 明 依 頼 書 

 

     年   月   日 

 

（一財）全国ＬＰガス保安共済事業団 静岡県支部 御中 

 

 

保険 自    年  月  日     住  所 

期間 至    年  月  日     商  号                  

 

下記の保険契約の証明を依頼します。 

 保険金額の種類 Ⅰ型 ・ Ⅱ型 

事業所名 住   所 
保安業務 
内  容 

保 安 業 務 
受託販売所数 

保安業務対象
消費者戸数 

備考 

  

イ   

 
ロ   

ハ   

ニ   

  

イ   

 
ロ   

ハ   

ニ   

  

イ   

 
ロ   

ハ   

ニ   
１．保険金額の種類は加入した型に○印をつけて下さい。 

２．保険金額の種類区分等 

タイプ 

補償限度額 保安業務内容 

対人賠償 対物賠償 イ 供給開始時点検調査、周知、緊急時対応 

1 人あたり １事故あたり １事故あたり ロ 定期点検、定期調査 

Ⅰ型 １億円 ８億円 ８億円 ハ 容器交換時点検 

Ⅱ型 ２億円 ２０億円 ２０億円 ニ 緊急時連絡 
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（事業団保険によらない場合……受託用） 

 

     年   月   日 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

 

 

液化石油ガス保安機関（受託用）賠償責任保険契約について 

 

 下記のとおり、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第 32条各号

の要件に適合する損害賠償責任保険契約が締結されているので届け出ます。 

 

記 

 

1 被保険者の氏名又は名称及び事務所の所在地 

 

2 保険契約者の氏名又は名称及び住所 

 

3 保険者の氏名又は名称及び住所 

 

4 被保険者別の次の事項 

 

 (1) てん補限度額 

 

(2) 付保した保安業務、保安業務受託販売所数及び保安業務対象消費者戸数 

 

 (3) 保険料の負担者 

 

(4) 保険期間 
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（事業団保険によらない場合……販売事業者用） 

 

     年   月   日 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

 

 

液化石油ガス販売事業者賠償責任保険契約について 

 

 下記のとおり、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第 6 条各号

の要件に適合する損害賠償責任保険契約が締結されているので届け出ます。 

 

記 

 

1 被保険者の氏名又は名称及び事務所の所在地 

 

2 保険契約者の氏名又は名称及び住所 

 

3 保険者の氏名又は名称及び住所 

 

4 被保険者別の次の事項 

 

 (1) てん補限度額 

 

(2) 家庭・業務用液化石油ガスの販売見込量及び消費者戸数 

 

 (3) 保険料の負担者 

 

(4) 保険期間 
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（法人のみ） 

役  員  名  簿 
 

 

 

 

役 職 名 氏     名 
備考欄①②③の 

該 当 の 有 無 

1 
 

 
 有 ・ 無 

2 
 

 
 有 ・ 無 

3 
 

 
 有 ・ 無 

4 
 

 
 有 ・ 無 

5 
 

 
 有 ・ 無 

6 
 

 
 有 ・ 無 

7 
 

 
 有 ・ 無 

8 
 

 
 有 ・ 無 

9 
 

 
 有 ・ 無 

10 
 

 
 有 ・ 無 

11 
 

 
 有 ・ 無 

12 
 

 
 有 ・ 無 

13 
 

 
 有 ・ 無 

14 
 

 
 有 ・ 無 

15 
 

 
 有 ・ 無 

 

【備考】 

 1 業務を行う役員の職名には、代表取締役、取締役、理事等を記載する。 

 2 役員又は構成員 3 分の 1 を超える者が下記①②③に該当しないこと。（緊急時連絡のみを行う保安機関を除

く） 

① 液化石油ガス供給機器又は消費機器を製造する事業を主たる事業としている者並びにその役職員 

② 液化石油ガス供給機器又は消費機器を販売する事業を主たる事業としている者並びにその役職員 

③ 液化石油ガス設備工事の事業を主たる事業としている者並びにその役職員 
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構成員の構成に関する説明書 

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 備考欄①、②、③の 
該 当 の 有 無 

１  有  ・  無 

２  有  ・  無 

３  有  ・  無 

４  有  ・  無 

５  有  ・  無 

６  有  ・  無 

７  有  ・  無 

８  有  ・  無 

９  有  ・  無 

10  有  ・  無 

11  有  ・  無 

12  有  ・  無 

13  有  ・  無 

14  有  ・  無 

15  有  ・  無 

 

＜備 考＞ 
１ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を製造する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
２ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を販売する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
３ 液化石油ガス工事の事業を主たる事業としている者並びにその役職員 
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保安業務以外の業務の種類の説明書（会社概要でも可） 
 

業 務 の 種 類 業 務 の 内 容 

ＬＰガスに関する業務 

 

 

 １．一般消費者用ＬＰガス販売 

 

 

 ２．工業用ＬＰガス販売 

 

 

 ３．ＬＰガス製造（充てん等） 

 

 

 ４．ＬＰガス配送 

 

 

 ５．ＬＰガス器具販売 

 

 

 ６．ＬＰガス設備工事 

 

 

 ７．その他（         ） 

 

 

  その他の業務 

 

 

 

【備考】1 ＬＰガスに関する業務については、現在行っている業務内容に該当する番号に○印を付ける。 

    2 法人にあっては、定款に記載の業務のうち、現在行っている業務を記載する。 
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欠格事由非該当 
証明書 

誓約書 
 

     年   月   日 

       様 

 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                          

        住          所 〒 

 

 

 

 

当社及び当社の業務を行う役員 

私                    

 

は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

 

る法律第 30条各号に定める欠格事項に該当いたしません。 

 

 

 

 

 

（備考） 

「当社及び当社の業務を行う役員」（Ａ）又は「私」（Ｂ）のいずれかを消して下さい。 

Ａの場合は証明書、Ｂの場合は誓約書を残し、該当しない部分を消してください。 
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様式第 17（第 39 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 認 可 番 号  

 

保安業務規程認可申請書 

     年   月   日 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 

 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条第 1 項前段の規定により保

安業務規程の認可を受けたいので、申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 14（第 34 条関係） 

 

 

 

 

保安機関認定更新申請書 

     年   月   日 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 32 条第 1 項の更新の認定を受け

たいので、次のとおり申請します。 

１ 保安業務に係る事業所の名称及び所在地（事業所が 2以上ある場合は別紙とすること。） 

（ フ リ ガ ナ ） 

名    称                          電話番号             

所  在  地                          郵便番号             

2 認定更新を受けようとする保安業務区分及び保安業務区分ごとの一般消費者の数（事業所が 2

以上ある場合は別紙とすること。） 

保 安 業 務 区 分 一般消費者の数 備      考 

 ①供 給 開 始 時 点 検 ・ 調 査 戸 

 

 ②容器交換時等供給設備点検 戸 

 ③定 期 供 給 設 備 点 検 戸 

 ④定 期 消 費 設 備 調 査 戸 

 ⑤周 知 戸 

 ⑥緊 急 時 対 応 戸 

 ⑦緊 急 時 連 絡 戸 
※ 新たに認定を受けようとする保安業務区分については○印を、すでに認定を受けている保安業務区分につい

ては、△印をつけること。 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 認 定 番 号  
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様式第 18（第 39 条関係） 

 

 

 

 

保安業務規程変更認可申請書 

     年   月   日 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条第 1 項後段の規定により保

安業務規程の変更の認可を受けたいので、申請します。 

 

1 変更の内容 

 

 

 

 

 

2 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 変更後の保安業務規程を添付すること。 

3 ×印の項は記載しないこと。 

 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 認 可 番 号  
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様式第 15（第 35 条関係） 

 

 

 

 

一般消費者等の数の増加認可申請書 

     年   月   日 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 33 条第 1 項の規定により認可を

受けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 認定の年月日及び認定番号 

 

 

2 一般消費者等の数を増加しようとする保安業務区分 

 

 

3 増加しようとする一般消費者等の数 

 

 

 

4 一般消費者等の数の増加に係る事業所の名称及び所在地 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

 

 

 

 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 認可番号  
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様式第 16（第 35 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

一般消費者等の数の減少届書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 33条第 2項の規定により、次のと

おり届け出ます。 

 

1 認定の年月日及び認定番号 

 

 

2 一般消費者等の数を減少しようとする保安業務区分 

 

 

 

3 減少した一般消費者等の数 

 

 

4 一般消費者等の数の減少に係る事業所の名称及び所在地 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 19（第 40 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

認 定 行 政 庁 変 更 届 書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条の 4 において準用する同法

第 6条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

1 従前の法第 29条第 1項の認定の年月日及び認定番号 

 

 

 

2 新たな法第 29条第 1項の認定をした者、認定の年月日及び認定番号 

 

 

 

3 認定行政庁の変更の理由 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 25（第 43 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保 安 業 務 廃 止 届 書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条の 4 において準用する同法

第 23条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

1 認定の年月日及び認定番号 

 

 

 

2 保安業務を廃止した年月日 

 

 

 

3 保安業務を廃止した理由 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 20（第 41 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保 安 機 関 変 更 届 書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条の 4 において準用する同法

第 8条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

1 変更の内容 

変更前 

 

 

変更後 

 

 

2 変更の年月日 

 

 

3 変更の理由 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 21（第 42 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保安機関承継届書（甲） 

 

     年   月   日 

 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条の 4 において準用する同法

第 10条第 3項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

承 継 の 原 因  

被 承 継 者 に 

関 す る 事 項 

氏 名 又 は 名 称  

法 人 に あ っ て は 

そ の 代 表 者 の 氏 名 
 

住 所  

認定の年月日及び認定番号  

事業所の名称及び所在地  

承 継 者 に 

関 す る 事 項 
認定の年月日及び認定番号  

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 22（第 42 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保安機関承継届書（乙） 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条の 4 において準用する同法

第 10条第 3項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

承 継 の 原 因  

被承継者の認定の年月日及び認定番号  

承継者の認定の年月日及び認定番号  

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 22の 2（第 42 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保安機関事業譲渡証明書 

 

     年   月   日 

 

       様 
 

譲り渡した者 氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                       

            住          所 〒 

     譲り受けた者 氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                       

            住          所 〒 

 

 次のとおり保安機関の事業の全部の譲渡しがありましたことを証明します。 

 

1 認定の年月日 

 

 

 

2 認定番号 

 

 

 

3 譲渡しの年月日 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 23（第 42 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保安機関相続同意証明書 

     年   月   日 

 

       様 
 

  証 明 者 氏 名 

                       

            住       所 〒 

 

 次のとおり保安機関について相続がありましたことを証明します。 

1 被相続人の氏名及び住所 

 

 

 

 

2 認定の年月日 

 

 

3 認定番号 

 

 

4 保安機関の地位を承継する者として選定された者の氏名及び住所 

 

 

 

5 相続開始の年月日 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

    2 証明書は、保安機関の地位を承継する者として選定された者意外の相続人全員が記名押印すること。 

3 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 24（第 42 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保 安 機 関 相 続 証 明 書 

     年   月   日 

 

       様 
 

    証明者 氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                       

            住          所 〒 

            氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                       

            住          所 〒 

 

 次のとおり保安機関について相続がありましたことを証明します。 

1 被相続人の氏名及び住所 

 

 

 

2 認定の年月日 

 

 

3 認定番号 

 

 

4 保安機関の地位を承継した者の氏名及び住所 

 

 

 

5 相続開始の年月日 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 証明者は、2 名以上とすること。 

3 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 24の 2（第 42 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

保安機関事業承継証明書 

     年   月   日 

 

       様 
 

   被承継者 氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                       

            住          所 〒 

       承継者  氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                       

            住          所 〒 

 

 次のとおり分割によって保安機関の事業の全部の承継がありましたことを証明します。 

 

1 認定の年月日 

 

 

 

2 認定番号 

 

 

 

3 承継の年月日 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式２ 
    年  月  日 

保安業務実施状況報告 
       様 
 

氏名又は名称及び法人に 

 あってはその代表者の氏名 

住 所 〒 

認 定 番 号  

連 絡 担 当 者 名  

電           話      －     － 

メ ー ル ア ド レ ス  
 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第 132 条の規定により報告します。 
 

１．報告する事業年度の期間      年 ４月 １日から    年 ３月３１日 

２．保安業務実施状況（事業所毎） 
 

 事業所の名称 
 

 事業所の所在地 
 

 保安業務資格者の数        人（うち、保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示

（平成９年通商産業省告示第 122 号）第 2 条第 1 号または第 2 号

に規定する数         人） 
 

保安業務の区分 

保安業務に係る一般消費者等の数 

保安業務計画書

に記載した数 

保安業務を行う

べき数 
当該事業年度に保安業務を実施した数 

１．供給開始時点検・調査 戸 
戸  

(    戸) 

戸(    戸) 

うち再調査    戸(    戸) 

２．容器交換時等供給設備点検 戸 
戸  

(    戸) 
戸(    戸) 

３．定期供給設備点検 戸 
戸  

(    戸) 

戸(    戸) 

うち拒否数    戸(    戸) 

４．定期消費設備調査 戸 
戸  

(    戸) 

当年調査      戸(    戸) 

うち完了数    戸(    戸) 

拒否数    戸(    戸) 

不在数    戸(    戸) 

当年再調査     戸(    戸) 

うち完了数    戸(    戸) 

拒否数    戸(    戸) 

不在数    戸(    戸) 

５．周知 戸 
戸  

(    戸) 

戸(    戸) 

うち書面配布    戸(    戸) 

電子メール    戸(    戸) 

ファイル記録    戸(    戸) 

記録媒体    戸(    戸) 

６．緊急時対応 戸 
戸  

(    戸) 
戸(    戸) 

７．緊急時連絡 戸 
戸  

(    戸) 
戸(    戸) 

 

３．役員又は構成員の変更の内容（法人のみ） 

変更の内容（いずれかを○でかこむ） 無 ・ 有 （別紙のとおり） 
 

（備 考）１ 定期消費設備調査の「当該事業年度に保安業務を実施した数」の欄における「不在数」には、調査

又は再調査のために３回以上訪問したが、不在で調査又は再調査が実施できない一般消費者等の数

を記載すること。 
２ 「保安業務を行うべき数」の欄及び「当該事業年度に保安業務を実施した数」の欄における括弧内

には、他の液化石油ガス販売事業者から受託した保安業務に係る一般消費者等の数を記載すること。  
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（別添１） 

役 員 の 変 更 
＜新 任＞ 

役  職  名 氏   名 備考欄①、②、③の 
該 当 の 有 無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

 

＜退 任＞ 

役  職  名 氏   名 備考欄①、②、③の 
該 当 の 有 無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 
 

 

＜備 考＞ 
 １ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を製造する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
 ２ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を販売する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
 ３ 液化石油ガス工事の事業を主たる事業としている者並びにその役職員 
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（別添２） 

構成員の構成に関する説明書 

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 備考欄①、②、③の 
該 当 の 有 無 

１  有  ・  無 

２  有  ・  無 

３  有  ・  無 

４  有  ・  無 

５  有  ・  無 

６  有  ・  無 

７  有  ・  無 

８  有  ・  無 

９  有  ・  無 

10  有  ・  無 

11  有  ・  無 

12  有  ・  無 

13  有  ・  無 

14  有  ・  無 

15  有  ・  無 

 

＜備 考＞ 
１ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を製造する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
２ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を販売する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
３ 液化石油ガス工事の事業を主たる事業としている者並びにその役職員 

 
 

  

107



第 2 編 第 2 章 

様式２【記入例】 
○○××年 ５月２０日 

保安業務実施状況報告 
     様 
 

氏名又は名称及び法人に 静岡プロパン株式会社 

代表取締役 静岡 一郎               あってはその代表者の氏名 

住 所 〒420－0064 静岡市葵区本通 6-1-10 

認 定 番 号 22A73XXRA-(1) 

連 絡 担 当 者 名 清水 太郎 

電           話  ０５４ － ２５５ － ２４ＸＸ 

メ ー ル ア ド レ ス aaaa＠xxx.xx.jp 
 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第 132 条の規定により報告します。 
 

１．報告する事業年度の期間  ○○××年 ４月 １日から○○××年 ３月３１日 

２．保安業務実施状況（事業所毎） 
 

 事業所の名称 静岡プロパン株式会社 
 

 事業所の所在地 静岡市葵区本通 6-1-10 
 

 保安業務資格者の数      ２ 人（うち、保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示

（平成９年通商産業省告示第 122 号）第 2 条第 1 号または第 2 号

に規定する数       １ 人） 
 

保安業務の区分 

保安業務に係る一般消費者等の数 

保安業務計画書

に記載した数 

保安業務を行う

べき数 
当該事業年度に保安業務を実施した数 

１．供給開始時点検・調査 戸 
５ 戸  

(    戸) 

５ 戸(    戸) 

うち再調査    戸(    戸) 

２．容器交換時等供給設備点検 １，５００ 戸 
１，０００ 戸  

(    戸) 
１，０００ 戸(    戸) 

３．定期供給設備点検 １，５００ 戸 
２５０ 戸  

(    戸) 

２５０ 戸(    戸) 

うち拒否数    戸(    戸) 

４．定期消費設備調査 １，５００ 戸 
２５０ 戸  

(    戸) 

当年調査  ２５０ 戸(    戸) 

うち完了数２５０ 戸(    戸) 

拒否数    戸(    戸) 

不在数    戸(    戸) 

当年再調査   ５ 戸(    戸) 

うち完了数  ５ 戸(    戸) 

拒否数    戸(    戸) 

不在数    戸(    戸) 

５．周知 １，５００ 戸 
５００ 戸  

(    戸) 

５００ 戸(    戸) 

うち書面配布５００ 戸(    戸) 

電子メール    戸(    戸) 

ファイル記録    戸(    戸) 

記録媒体    戸(    戸) 

６．緊急時対応 １，５００ 戸 
５ 戸  

(    戸) 
５ 戸(    戸) 

７．緊急時連絡 戸 
１０ 戸  

(    戸) 
１０ 戸(    戸) 

 

３．役員又は構成員の変更の内容（法人のみ） 

変更の内容（いずれかを○でかこむ） 無 ・ 有 （別紙のとおり） 
 

（備 考）１ 定期消費設備調査の「当該事業年度に保安業務を実施した数」の欄における「不在数」には、調査

又は再調査のために３回以上訪問したが、不在で調査又は再調査が実施できない一般消費者等の数

を記載すること。 
２ 「保安業務を行うべき数」の欄及び「当該事業年度に保安業務を実施した数」の欄における括弧内

には、他の液化石油ガス販売事業者から受託した保安業務に係る一般消費者等の数を記載すること。  

報告する事業年度の末日（３月３１日）現在に

おける、他の保安機関への委託分を除いた、当

該年度内に、自社で保安業務を実施しなければ

ならない数（メーター数）と、実際に実施した

数をそれぞれ記入する。 

再調査のみ実施した件数も含めて、当該年度内に

行ったすべての再調査について記入する。 

当該年度内に「行うべき数」と「実施した数」を

記入するので、原則として同じ数になる。 

【例の前提】 

▸ 計画書に記載した一般消費者数１，５００戸 

▸ 実際の一般消費者数１，３００戸のうち、 

３００戸を委託、１，０００戸を自社で対応する。 

▸ 委託分も再調査については自社で対応する。 

▸ 点検・調査は、４年毎均等に２５０戸ずつ、 

周知は２年毎均等に５００戸ずつ行う。 

▸ 供給開始・緊急時対応連絡は、それぞれ実施 

した数とする。 

提出先別に記入。第１編４．書類提出先（P4～）参照 
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（別添１） 

役 員 の 変 更 
＜新 任＞ 

役  職  名 氏   名 備考欄①、②、③の 
該 当 の 有 無 

取 締 役 清 水  太 郎 有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

 

＜退 任＞ 

役  職  名 氏   名 備考欄①、②、③の 
該 当 の 有 無 

取 締 役 静 岡  三 郎 有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 

  有  ・  無 
 

 

＜備 考＞ 
 １ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を製造する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
 ２ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を販売する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
 ３ 液化石油ガス工事の事業を主たる事業としている者並びにその役職員 
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（別添２） 

構成員の構成に関する説明書 

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 備考欄①、②、③の 
該 当 の 有 無 

１ 静 岡  一 郎 有  ・  無 

２ 静 岡  花 子 有  ・  無 

３ 清 水  太 郎 有  ・  無 

４  有  ・  無 

５  有  ・  無 

６  有  ・  無 

７  有  ・  無 

８  有  ・  無 

９  有  ・  無 

10  有  ・  無 

11  有  ・  無 

12  有  ・  無 

13  有  ・  無 

14  有  ・  無 

15  有  ・  無 

 

＜備 考＞ 
１ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を製造する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
２ 液化石油ガス供給機器又は消費機器を販売する事業を主たる事業としている者並びにそ

の役職員 
３ 液化石油ガス工事の事業を主たる事業としている者並びにその役職員 
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第２編 第３章 

 

液化石油ガス販売事業者の認定(インセンティブ) 

  



液化石油ガス販売事業者の認定（インセンティブ）の手続き一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
定期事業報告 

液化石油ガス販売

事業者の認定 

報 告 報 告 

Ｐ111 

【様式】Ｐ122 

Ｐ116 

認定申請 Ｐ116 

認定後の保安確保機器の設置割合が、

事業承継により一時的に要件を下回る

場合 → １年間の猶予期間 

Ｐ114 
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１．認定制度の概要 

 
液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するため、集中監視シ

ステム導入の方法等が規則で定める基準に適合していることについての液化石油ガス販売事

業者に対する認定、また当該認定を受けた液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任

等に係る特例制度が設けられた。（液石法第 35 条の 6 第 1 項） 
また、平成 28 年 4 月施行の省令の一部改正により、認定要件が緩和・細分化され、現行要

件を第 1 号認定液化石油ガス販売事業者（ゴールド保安認定事業者）とし、新しく第 2 号認

定液化石油ガス販売事業者（保安認定事業者）が加えられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

液化石油ガス販売事業者の登録 
（液石法第 3 条） 

保安確保機器の設置及び  
管 理 の 方 法 の 基 準 適 合  
（液石法第 35 条の 6 第 1 項） 

 
液化石油ガス販売事業者の認定 
（液石法第 35 条の 6 第 1 項） 
（規則第 45 条、第 46 条） 
（認 定 販 売 事 業 者 告 示  

第 1 条～第 6 条） 

認定液化石油ガス販売事業者の 
官 報 に よ る 公 示 

（液石法第 88 条） 

業 務 主 任 者 の 特 例 
【第 1 号認定】  

（液石法第 35 条の 8） 
（規 則 第 4 9 条） 

保 安 業 務 の 特 例 
【第 1 号認定】  

（液石法第 35 条の 9） 
（規 則 第 5 0 条） 
（認定販売事業者告示 

第 7 条） 
【第２号認定】  

（規則第 50 条の 2） 
 

保安確保機器の設置及び 
管理の方法の基準適合義務 

（液石法第 35 条の 6 第 1 項） 
（規則第 45 条、第 46 条） 
（認定販売事業者告示 

第 1 条～第 6 条） 

液化石油ガス販売事業者の報告義務 
（液石法第 35 条の 7） 
（規則第 48 条） 

液化石油ガス販売事業者の認定の取消 
（液石法第 35 条の 10） 

特例措置 

インセンティブ 

義 務 
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２．認定液化石油ガス販売事業者の認定基準 

 
（１）保安確保機器の種類（規則第 45条） 

① 異常流量、上流監視機能付きの遮断弁内蔵の S 型マイコンメーター（SB 型）ほか 
② ①の機器のよりガス供給を停止したこととその他の一般消費者等の保安に係る情報

（特定保安情報）を受送信できる伝送装置（NCU） 
③ ②の機器から伝達された特定保安情報を直ちに示し、①の機器によりガスの供給を停

止させることができる機器（集中監視センターに設置されるコンピュータ等） 
④ 液化石油ガス用ガス漏れ警報器（設置義務施設に限る）・液化石油ガス用継手金具付低

圧ホース（調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る）・調整器・液化石油ガス

用継手金具付高圧ホース 
 

（２）保安確保機器の設置及び管理の方法（規則第 46 条） 
① S 型マイコンメーター（SB 型）、集中監視システム 
１）S 型マイコンメーター（SB 型）は個々の一般消費者等の供給設備に設置すること。 
２）流量検知式切換型漏えい検知装置等を設置する場合は、貯蔵設備に近接して設置す

ること。 
※ 集合住宅等で上流監視ができない場合にあっては、流量検知式切替型漏えい検知

装置等によりマイコンメーターの機能を補完する必要がある。 
３）（１）①、②、③、の機器は、特定保安情報を電話回線等を用いて相互に伝達するこ

とができるよう設置すること。 
４）集中監視センターからマイコンメーターの遮断弁を閉止することができること。 

 
② 認定対象消費者の割合 
１）【第 1 号認定】  70％以上 
２）【第 2 号認定】  50％以上 

 
保安確保機器の設置割合（全ての販売所の一般消費者等及び認定対象消費者を合計） 

 
 
 
 

認定を受けた後の設置割合は常に【第 1 号認定】が 70％以上、【第 2 号認定】が 50％以上

でなければならない。ただし、合併などの事業承継により、一時的に消費者数が要件を下回

る場合は、当該承継の日から 1 年間の猶予期間を設ける（遅滞なく認定行政庁へ報告するこ

と）。 
③ 特定保安情報監視のため 24 時間監視者を配置する。 
※ 一般消費者等に保安上の指示、助言を行う場合には、保安機関として「緊急時連絡」

設置割合（％）＝            × 100 
認定対象消費者数 
全一般消費者数  
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の認定を受ける必要がある。 
④ 保安確保機器の期限管理等 

保安確保機器を技術上の基準に適合させ、かつ次の表の期限内のものを定期交換す

ること。 
保 安 確 保 機 器 期    間 

液化石油ガス用ガス漏れ警報器 5 年  

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース      （Ⅰ類） 
                  （Ⅱ類） 

10 年  
7 年  

調整器                    （Ⅰ類） 
                       （Ⅱ類） 

10 年  
7 年  

液化石油ガス用継手金具付高圧ホース      （Ⅰ類） 
                       （Ⅱ類） 

10 年  
7 年  

Ｓ型マイコンメーター（SB 型） 検定満了年月 

※（Ⅰ類・Ⅱ類の説明：認定販売事業者告示別表参照） 
⑤ 運営管理規程を作成し、これにより管理を行うこと。 

 

３．認定液化石油ガス販売事業者の特例措置 

 
 （１）業務主任者選任数の緩和（規則第 49条）【第 1 号認定】 

登録販売業者に義務づけられている業務主任者の選任数について、認定対象消費者数

を 1/3 倍（小数点以下切り上げ）として計算することができる。 
 
 
   
 
 

 
 

業務主任者選任消費者数 ＝            ＋ その他の消費者数 
認定対象消費者数 

3 
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（２）保安業務についての特例 

<<注意点>> 

保安業務の特例が受けられるのは、認定を受けた者の認定対象消費者に係る

もののみであり、保安確保機器が規則第 46 条で定める方法で設置されていな

いものは、特例の対象とならない。 

 
① 緊急時対応の範囲の拡大（規則第 50 条 認定販売事業者告示第 7 条） 

【第 1 号認定】【第 2 号認定】 
緊急時対応については「原則として 30 分以内に到着」の項目については、「保安機

関の事業所から半径 40 ㎞以内の認定対象消費者も対応できる」に緩和。 
 

 
 
② 供給設備点検・消費設備調査の延長（規則第 50 条）【第 1 号認定】 

集中監視システムにより点検・調査を実施しているとみなされる項目について、4 年

に 1 回以上から 10 年に 1 回以上に緩和。（供給設備の点検項目の一部、消費設備のう

ち配管の腐食防止措置、配管の漏えい試験、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧

力保持）ただし、目視によらなければ確認できない点検・調査項目及び消費設備のう

ち燃焼器関係の調査については集中監視システムによってもその異常の有無を確認す

ることができないので、緩和措置に含まれない。 
③ 追加特例（規則第 50 条 認定販売事業者告示第 7 条）【第 1 号認定】 
１）追加条件 

▸ 一般消費者等の設置する燃焼器の全て（飲食店以外の場合には、湯沸器、ふろが

ま、ストーブの燃焼器）が以下のいずれかの要件を満たした場合には、追加特例を

受けられる。 

ａ．ＣＯ警報器を設置し、ガスメーターと連動して遮断できること 

ｂ．不完全燃焼防止装置が付けられていること 

ｃ．燃焼器が屋外式であること 
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２）追加特例 

ａ．緊急時対応の要件の更なる緩和 

→ 60km以内を同要件に適合しているとみなす。 

ｂ．１０年に１回以上の頻度の緩和対処を除いた４年に１回以上とされる定期供給

設備点検及び定期消費設備調査の頻度の緩和 

→ ５年に１回以上とする。 
 

※ 点検サイクル 
認定を受けた際、現に液化石油ガスの供給を受けているものにおける確認後の第 1

回点検・調査は 10 年までの間に行うものとされており、図解すれば次のようになる。 
 

【例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 年間 

改正省令施行 
2016.4 第 1 号認定 

2019.1 
認定対象消費者 
となった時期 

2020.1 

点検 
2028.11 

点検実施 
2018.11 
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４．液化石油ガス販売事業者の認定申請（液石法第 35条の 6 第 1 項） 

 

項目 書   類 備   考 様式 
1 液化石油ガス販売事業者認定申請  P117 
2 運営管理規程 例示参照 P119 
3 案内図 液化石油ガス販売事業者の位置 － 
4 認定保安機関一覧表  P 24 
5 申請料※  － 

※ 支払い方法：静岡県危機管理部消防保安課  静岡県収入証紙 
静岡市消防局 消防部 予防課 現金・納付書・キャッシュレス決済 
浜松市消防局 予防課     オンライン申請（ペイジー） 

 
（１）一般消費者等の数及び認定対象者の数 

認定を受けようとする販売事業者の全ての一般消費者等の数及び認定対象消費者（販

売契約済みの一般消費者における、保安確保機器が設置されている一般消費者等）の数

を記載すること。（設置割合は 70％以上） 
（２）規則第 45 条第 3 号に定める保安確保機器を設置している者の氏名又は名称及び住所 

－ 保安確保機器を設置している者の氏名又は名称及び住所 
－ 自ら設置している場合は、販売事業者の氏名又は名称及び住所 
－ 他の者に委託している場合は、委託先の氏名又は名称及び住所 

（３）運営管理規程 
運営管理規程を作成のうえ添付すること（別添作成例を参考に販売事業者の実態に合

わせて作成する。） 
（４）書式等 

上記の書類正・副 2 部を作成し、所管行政庁に提出する。 
 

５．認定液化石油ガス販売事業者状況報告（液石法第 35 条の 7） 

認定販売事業者は、毎事業年度経過後 3 ヶ月以内にその事業年度末における販売所ごと

の販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を認定した行政庁

に報告しなければならない。 
※ 報告先の詳細は４ページ～「第１編 ４．書類提出先」を参照 

（静岡県においては毎年 3 月 31 日時点での状況を報告する。） 
 

６．認定の取消し（液石法第 35 条の 10） 

5 の報告、立入検査等により取消しに該当する事実が明確になった時は認定が取消され
る。 
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様式第 26（第 47 条関係） 

× 整 理 番 号  
× 審 査 結 果  
× 受理年月日     年  月  日 
× 認 定 番 号  

 

液化石油ガス販売事業者認定申請書 
 

     年   月   日 
 

       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 
        あってはその代表者の氏名                          
        法人にあってはその法人番号 
        住           所 〒 
        連 絡 担 当 者 名 
        電           話        －       － 
 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条の 6 第 1 項の規定により認

定を受けたいので、申請します。 
 

1 保安確保機器の設置及び管理の方法の別 

 

 

 

2 一般消費者等の数及び認定対象消費者の数 

 

   別紙のとおり 

 

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第 45 条第 3 号に定める保

安確保機器を設置している者の氏名又は名称及び住所 

 

   別紙のとおり 

 

4 合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者が、申請の日前１

年以内に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第４６条第１号ロ

（同条第２号ロ）に掲げる割合を下回った場合にあっては当該承継の事由及び年月日 

 

 

 

 
 
（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。  
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別紙 
 
1 液化石油ガス販売事業登録番号及び登録年月日 
 
 
 
2 販売所ごとの一般消費者等の数 

販 売 所 の 名 称  一般消費者の数 認定対象消費者の数 設置割合(％) 

   

 

   

   

   

   

計    

 
3 集中監視業務を行う者の氏名又は名称及び住所等 
 
  自社 ・ 委託（該当を○でかこむ） 
 

 (1) 氏名又は名称及び住所 
 
 
 
 (2) 集中監視機器の設置されている場所 
 

 
 

 ※委託の場合は、委託契約書の写しを添付する。 
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別添 

運 営 管 理 規 程（例） 

 
（目   的） 
第１条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」

という。）第 35 条の 6 の規定に基づき、保安確保機器の設置及び管理の方法について定

め、もって管理業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 
 
（保安確保機器の種類） 
第 2 条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「規則」とい

う。）第 45 条第 1 号及び第 4 号に定める機器のうち、認定対象消費者の供給設備及び消

費設備に設置する機器は次の各号に定めるものとする（実際に設置するものを適宜記載

すること。）。 
    一 Ｓ型マイコンメーター、ＳＢ型マイコンメーター、Ｅ型マイコンメーター又はＥＢ

型マイコンメーター（雰囲気空気中の一酸化炭素濃度を検知し警報する装置と連動し、

当該装置が検知した一酸化炭素濃度が 0.03 パーセントに達する以前に自動的にガス

の供給を停止する機能を有するマイコンメーターにあっては、当該装置と併せてその

旨を記載すること。） 

    二 流量検知式切替型漏えい検知装置又は流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 
      （ただし、   戸以上の集合住宅に設置するものとする。） 
    三 液化石油ガス用ガス漏れ警報器 
    四 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース（Ⅰ類又はⅡ類） 
    五 調整器（Ⅰ類又はⅡ類） 
    六 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース（Ⅰ類又はⅡ類） 
   2 規則第 45 条第 3 号の機器の設置場所（以下「集中監視センター」という。）は自社（他

社）の集中監視センターであって次に揚げる所在地に設置するものとする。 
     名 称： 
     所 在 地： 
     電 話 番 号： 
 
（特定保安情報の種類） 
第 3 条 液化石油ガス販売業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示（以下「告

示」という。）第 6 条第 2 号に定める特定保安情報の種類は次の各号に揚げるものとす

る。 
    一 合計・増加流量遮断 
    二 継続使用時間超過 
    三 微少漏えい警告 
    四 圧力監視異常（調整圧力・閉そく圧力） 
    五 感震遮断 
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    六 ガス漏れ警報連動遮断 
    七 不完全燃焼警報連動遮断 

八 集中監視センターからのガスメーター遮断 

 

（監視する者の業務内容） 

第 4 条 規則第 46 条第 1 号ハの監視する者（以下「監視員」という。）の業務内容は次の各号に

定めるとおりとする。 
    一 集中監視センター内の機器の作動状況を確認し、異常があった場合に必要な措置を

講ずること。 
    二 特定保安情報を液化石油ガス販売事業者（保安機関）に連絡すること。 
    三 伝達された特定保安情報について、認定対象消費者等に対し、適確な対応（指示、

助言）を行うこと。 
    四 緊急を要するものについては、緊急時対応を行なう保安機関、液化石油ガス販売事

業者及び集中監視センター責任者に連絡すること。 
    五 受信票（例えば受信日時、顧客名、特定保安情報の内容、原因、処置事項、担当者

等）に必要事項を記載すること。 
 
（監視員の配置場所及びその体制） 
第 5 条 監視員は、第 2 条第 2 項の集中監視センターに常時配置するものとする。 
   2 当該集中監視センターの監視員は当直により対応するものとし、（   ）人での交代制

とする。 
 
（保安確保機器の期限管理） 
第 6 条 規則第 45 条第 1 号及び第 4 号の保安確保機器は、告示第 5 条の基準に適合するよう設

置するものとし、当該年度に設置期限が満了となる機器、交換を要する一般消費者等の

氏名及び住所を取りまとめ、期限満了までに適宜交換を行うものとする。 
 
（附 則） 
この運営管理規程は     年  月  日から施行する。 
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様式第 27（第 48 条関係） 

× 整 理 番 号  
× 受理年月日     年  月  日 

 

認定液化石油ガス販売事業者状況報告書 
 

    年   月   日 

 
       様 
 

        氏名又は名称及び法人に 
        あってはその代表者の氏名                          
        法人にあってはその法人番号 
        住           所 〒 
        連 絡 担 当 者 名 
        電           話        －       － 
 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35 条の 7 の規定により、次のとお

り報告します。 
 

①保安確保機器の設置及び管理の方法の別 

設置及び管理の方法の別  

 

②一般消費者等及び認定対象消費者の数 

販 売 所 の 名 称 一般消費者等の数 認定対象消費者の数 設置割合(％) 

   

 

   

   

   

   

計    

 
（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 
    2 一般消費者等の数及び認定対象消費者の数は、毎年 3 月 31 日における数を記入すること。 

3 ×印の項は記載しないこと。 
  

121



第 2 編 第 3 章 

様式第 27の 2（第 48 条関係） 

× 整 理 番 号  
× 受理年月日     年  月  日 

 

認定液化石油ガス販売事業者承継状況報告書 
 

     年   月   日 
 

静岡県知事 様 
 

        氏名又は名称及び法人に 
        あってはその代表者の氏名                          
        法人にあってはその法人番号 
        住           所 〒 
        連 絡 担 当 者 名 
        電           話        －       － 
 

合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、液化石油

ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第４６条第１号ロ（同条第２号ロ）に

掲げる割合を下回ったので、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

第４８条第２項及び第３項の規定により、次のとおり報告します。 
 

①保安確保機器の設置及び管理の方法の別 

設置及び管理の方法の別  
 

②一般消費者等及び認定対象消費者の数 
販 売 所 の 名 称  一般消費者等の数 認定対象消費者の数 設置割合(％) 

   

 

   

   

   

   

計    
 

③承継の原因及び年月日 
承 継 の 原 因  

承 継 の 年 月 日   
（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 
    2 ×印の項は記載しないこと。 
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特定供給設備・貯蔵施設に係る許可申請等 

（液石法第３６条による） 

  



特定供給設備・製造施設に係る許可申請等の手続き一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵施設所在地 

の消防長又は消 

防署長の意見書 

 

特定供給設備 

貯 蔵 施 設 

意見交付申請 

変更許可申請 

▸ 貯蔵施設の撤去 

▸ 消火設備の変更 

▸ 換気孔の増設 

▸ 特定供給設備の廃止 

▸ 特定供給設備の名称変更 

Ｐ186 

Ｐ128 

Ｐ166 

Ｐ182 

変  更 設  置 

軽微な変更 

変更届 

設置許可申請 

完成検査申請 

完成検査 

使用開始 

Ｐ128 
Ｐ166 
Ｐ182 

消防長等の意見書正本を添付 

Ｐ128 
Ｐ166 
Ｐ182 

完成検査証受領後使用開始 



第 2 編 第 4 章 

１．特定供給設備（1 トン以上 10 トン未満） 

 

（１）特定供給設備の概要 

① 特定供給設備の規定 

特定供給設備とは、容   器：３，０００㎏以上、 

バルク容器：３，０００㎏以上、 

貯   槽：１，０００㎏以上、１０，０００㎏未満 

バルク貯槽：１，０００㎏以上、１０，０００㎏未満の供給設備 

をいう。 

（２）特定供給設備となる組合せ 

 

① バルク容器             × １基 ≧  ３，０００㎏ 

              ３，０００㎏以上 

          

② 

 

 

  容器(又はバルク容器)（５０㎏入）×６０本以上 ≧  ３，０００㎏ 

 

③  

 

  バルク貯槽(又は貯槽)      × １基 

   １，０００㎏以上、１０，０００㎏未満    ≧  １，０００㎏ 

 

④  

 

 

 

 

  容器(又はバルク容器) ＋バルク貯槽（又は貯槽）   ≧  １，０００㎏(合算) 

   ５０㎏入× １１本     ４８０㎏以上 
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⑤         気相ライン連結 

         ９８０㎏ 

 

                         ≧  １，０００㎏(合算) 

 

         ９８０㎏ 

バルク貯槽（又は貯槽） 

並  列 

 

 

         液相ライン連結 

         ９８０㎏ 

 

                         ≧  １，０００㎏(合算) 

 

         ９８０㎏ 

バルク貯槽（又は貯槽） 

並  列 

 

留意事項 

 

バルク貯槽はできるだけ単独設置とする。 

併設してバルク貯槽を複数設置し、気相または液相ラインを 

連結する場合には、液移動の起こらない設備にすること。 

 

ＶＲ 
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２．貯蔵施設の概要（貯蔵量 3 トン以上 10 トン未満） 

 

（１）販売所の貯蔵施設（販売用容器置場）であって、貯蔵量が 3トン以上 10トン未満の貯蔵施

設にあっては、貯蔵施設の設置許可又は変更の許可等が必要である。 

（２）販売事業の新規登録にあたっては貯蔵施設の所有又は占有する場合にあって、貯蔵量が 3

トン以上 10 トン未満となる時は、新規の登録申請前に貯蔵施設を完成させていかなければな

らない。 

※ 仮に内法面積 12 ㎡として貯蔵能力を計算する場合、容器の貯蔵本数は、 

12㎡×80%÷0.16〈50ｋ容器設置面積〉の計算式となり 

60本で貯蔵能力は 3,000㎏となる。 

（３）販売所の貯蔵施設（販売用容器置場）であって、貯蔵量が 3トン以上 10トン未満の貯蔵施

設の施設距離は貯蔵施設の面積により第 1種保安物件に対して ℓ1以上、第 2種保安物件に対

しては、ℓ2以上の距離を有すること。（但し、緩和措置あり） 

（液石法第 16条第 1項、規則第 52条、規則第 14条第 2号） 

 

※ 製造事業所を廃止して、貯蔵施設にする場合は、担当部局に相談すること。 
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３．申請手続きの手順 

 

（１）貯蔵施設等設置許可（液石法第 36条 規則第 51条） 

（下線が引いてあるものは、申請者がするもの） 

 
 

 

※ 許可を受ける必要がある者 

① 静岡県内に 3,000 ㎏以上の貯蔵施設を設置しようとする者 

② 静岡県内に特定供給設備を設置しようとする者 

（特定供給とは、容器：3,000㎏以上、バルク容器：3,000 ㎏以上、 

貯槽：1,000 ㎏以上、バルク貯槽：1,000 ㎏以上の供給設備） 

  

貯蔵施設等設置許可申請書

申 請 受 理 

審 査 

工  事  着  工 

許 可 （所管行政庁による許可証の交付） 

工  事  完  成 

貯蔵施設等完成検査申請書 

完 成 検 査 

貯蔵施設等完成検査証交付 

貯蔵施設（特定供給設備）使用開始 

技術基準に適合しない場合は不合格となり、 
工事のやり直し後もう一度検査を受けなけれ

ばならない 

意 見 書 交 付 申 請 書 
貯蔵施設(特定供給設備)の所在地を所轄

する消防長又は消防署長へ提出 
意見書 
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（２）貯蔵施設等変更許可 （液石法第 37条の 2 規則第 56条） 

（下線が引いてあるものは、申請者がするもの） 

 

※ 変更許可を受ける必要がある者 

所管行政庁の貯蔵施設等の許可を受けている者で、貯蔵施設等の位置、構造、設備装

置を変更しようとする者 

 

（３）申請料の支払い方法 

静岡県危機管理部消防保安課  静岡県収入証紙 

静岡市消防局 消防部 予防課 現金・納付書・キャッシュレス決済 

浜松市消防局 予防課     オンライン申請（ペイジー） 

  

貯蔵施設等設置変更許可申請書 

申 請 受 理 

審    査 

工  事  着  工 

変 更 許 可 （所管行政庁による変更許可証の交付） 

工 事 完 成 

貯蔵施設等完成検査申請書 

完 成 検 査 

貯蔵施設等完成検査証交付 

貯蔵施設(特定供給設備)使用開始 

技術基準に適合しない場合は不合格となり、 
工事のやり直し後もう一度検査を受けなけれ

ばならない 

意 見 書 交 付 申 請 書 

意見書 
貯蔵施設(特定供給設備)の所在地を所轄する

消防長または消防署長へ提出 
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４．貯蔵施設等設置許可申請書 

（１）バルク供給による特定供給設備（1トン以上 3トン未満） 

許可申請に必要な書類 

項
目 

書   類 

新規 
変
更 

備   考 頁 様式 法
人 

個
人 

１ 
貯蔵施設等設置許可 
申請書 

○ ○   P134 P187 

２ 
貯蔵施設等変更許可 
申請書 

  ○  P134 P188 

３ 委任状 △  △ 
代理人（支店長等）が申請する場合
に限る 

P134 ― 

４ 特定供給設備の明細書 ○ ○ ○  P134 P130 

5-1 消防の意見書交付申請書    
貯蔵施設等の所在地を所管する消
防長等へ申請 

― P189 

5-2 消防の意見書 ○ ○ ○ 消防長が交付する書類 ― ― 

5-3 防火管理の計画書    消防の意見書交付申請に必要な書類 ― P190 

６ 貯蔵施設の設計書 ○ ○ ○  P148 P162 

７ 案内図 ○ ○ ○ 設置場所より半径２㎞程度の図 P148 ― 

８ 緊急時対応地図 ○ ○ ○ 
保安機関、販売店との距離がわか
る図面 

P148 ― 

９ 付近状況図 ○ ○ ○ 

１種２種施設距離、火気距離、ロー
リー停車位置、ローリー停車位置
からの保安距離、火気距離、  障
壁等の配置図 

P150 ― 

10 貯槽・機器等配置配管図 ○ ○ ○  P150 ― 

11 貯槽・機器等配管系統図 ○ ○ ○  P150 ― 

12 機器一覧表     ― ― 

13 消費配管図 ○ ○ △ 
消費機器、警報器、警報盤も明示 
（静岡県指導） 

P150 ― 

14 
緊急時連絡の 
フロ－シ－ト 

○ ○ ○ （静岡県指導） P150 P164 
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項目 書   類 

新規 
変
更 

備   考 頁 様式 法
人 

個
人 

15 基礎図 ○ ○ △  P150 ― 

16 地盤の支持力の証明 ○ ○ △ （静岡県指導） P152 P153 

17 構造壁、障壁の構造図 ○ ○ △ ある場合のみ P154 ― 

18 
ガス検知管、標識杭、 
腐食防止措置の明示図 

○ ○ △ 地下バルクの場合 P156 ― 

19 
浮上りを防止する措置の
検討 

○ ○ △ 地下バルクの場合 P156 P157 

20 
貯槽の仕様書 
及び強度計算書 

○ ○ △  P158 ― 

21 
アンカーボルトの 
強度検討書 

○ ○ △ 地上設置の場合（静岡県指導） P158 P160 

22 
ベーパーライザーの 
仕様書及び強度計算書 

○ ○ △ 
ある場合のみ 
KHK の消費型認定ならば強度計算
書は不要 

P158 ― 

23 
調整器の仕様書 
及び強度計算書 

○ ○ △  P158 ― 

24 
配管・弁類の仕様書 
及び強度計算書 

○ ○ △ 認定品であれば強度計算書は不要 P158 ― 

25 
対震遮断装置の仕様書 
及び組立図 

○ ○ △  P158 ― 

26 
ガス漏れ警報器等の 
仕様書、組立図 

○ ○ △  P158 ― 

27 消火器カタログ ○ ○ △  P158 ― 

28 申請料 ○ ○ ○  P158 ― 

○：必要 △：必要あれば 

申請書の作成は、上記提出書類の順序に従って行うこと。 
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特定供給設備の［設置・変更］明細書（１ｔ以上３ｔ未満のバルク貯槽） 

※ 変更の内容,理由 

 

従前の許可番号 

 

特定供給設備の名称 
 
 

℡ 

   －   － 

特定供給設備の 
設置場所 

〒 

 

販 売 所 及 び 所 在 地  

(名称) 

〒 
 

℡ 

－   － 

販 売 所 か ら の 距 離 
( 到 着 時 間 ) 

直線距離     ｋｍ（    分） 
供給メーター

個数 
個 

※変更前の販売業者名 
及 び 所 在 地 

(名称) 

(住所)  
 

℡ 

－   － 

保 安 機 関 名 
( 緊 急 時 対 応 ) 

(名称)              (認定番号) 

(住所) 
 

℡ 

   －   － 

距離・到着時間 （        km）・（        分） 

ガ ス の 種 類 プロパン（Ｐ） ・ ブタンミックス（ＰＢ） ・ ブタン（ＢＢ） 

貯 蔵 能 力  ｋg×    基＝      ｋg 

※変更前の貯蔵能力 ｋg×    基＝      ｋg 

施 
 
設 
 
距 
 
離 

保 安 距 離 

第１種保安物件名 第２種保安物件名 

  

法定距離  ｍ 水平距離   ｍ 法定距離  ｍ 水平距離   ｍ 

保安物件に対する緩和措置 不要・必要 (障壁・埋設・構造壁） 

仰角内対象物 有・無 緩和措置の方法（          ） 

火 気 を 取 り 扱 う 
施 設 と の 距 離 

(施設名) 

法定距離 ５ ｍ 水平距離     ｍ 

緩 和 措 置 有・無 

緩和措置の方法（           ） 

迂 回 距 離           ｍ 
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バ

ル

ク

貯

槽

及

び

周

辺

の

状

況 

バ ル ク 貯 槽   

設 置 方 法 地上設置式 ・ 地下設置式 

合 格 証 等 の 種 類 特定設備検査合格証・特定設備基準適合証 

プロテクター内ガス漏れ検知器 有・無（理由            ） 

漏 え い 情 報 常 時 監 視 
有（監視先             ） 

無（理由              ） 

地 上 設 置 式   

ア ー ス （ 方 法 ）   アース線  ・  その他  

車 両 接 触 防 止 措 置 
有（         ）高さ     ㎝ 

無（                 ） 

放出管の設置・雨水浸入防止措置 有（キャップ･その他     ） 

基礎     ㎝ 〔地盤面より 5 ㎝以上〕  アンカー直径      ㎜ 

地 下 設 置 式   

貯槽頂部と地盤面 

ま で の 距 離 
㎝ 

貯 槽 の 位 置 標 識  

（ 四 隅 ） 
有・無 

設 置 の 方 法 
埋設・水没・ 

貯槽室 
車 両 乗 入 防 止  有・無 

ガス検知用 

孔あき管の設置 
有 

プロテクターのふたの

断熱(5 ㎝) 
有 

マグネシウム陽極の

質量及び数量 
     Kg×      本 

浮 上 り 防 止 措 置 

材 料 コンクリート・その他（       ） 

形 状 縦   ㎝×横   ㎝×高さ   ㎝ 

浮力計算は別途書類による 

貯 槽 の 絶 縁 

貯槽本体 方法及び材料  

配  管 方法及び材料  

ガ ス 放 出 防 止 器   液側閉止流量    kg/ｈ ガス側閉止流量     kg/ｈ 

消 火 設 備  
消火器能力  

法定本数       本 設置本数         本 

表 示 ・ 警 戒 標  バルブ開閉表示 有 
流れ方向

表示 
有 警 戒 標 有 

対震自動ガス遮断装置 形 式  遮断部設置位置  

ガ

ス

発

生

設

備 

切 替 装 置    有 ・ 無 系 統 液 相 ・ 気 相 

調 整 器     
供給圧力 ｋPa 減圧方式 単段式 ・ ニ段式 

調整能力 ｋg/h 

集 合 装 置    集合管（口径）   A（材料）     （接合） 

気 化 装 置    
型 式  認定番号  

能 力 ㎏/h×  基 気化方式  

備  考：設置・変更のいずれかを○で囲む。なお設置の場合は、※印欄は記入しない。 
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【記載例】 

特定供給設備の［設置・変更］明細書（１ｔ以上３ｔ未満のバルク貯槽） 

※ 変更の内容、理由 A 

 

従前の許可番号 

 

特定供給設備の名称 B ○ ○ ○ 健康センター ℡ 

０５４-２２１-２２６９ 

特定供給設備の 
設置場所      C 

〒４２０－０００１ 

     ○○市○○３５－１ 

販売所及び所在地 D 

(名称)   

    △△ガス株式会社△△営業所 

〒430-0002 

  △△市△△１１２ 

℡ 

０５４-２２１-１１１１ 

販 売 所 か ら の 距 離 
( 到 着 時 間 )  E 

直線距離  ２０ ｋｍ（ ４０ 分） 
供給メーター個

数 
２ 個 

※変更前の販売業者名 
及 び 所 在 地 F 

(名称)  

(住所)  
    

℡ 

 

保 安 機 関 名 
( 緊 急 時 対 応 ) G 

(名称) 

   ○○保安センター㈱○○営業所 

(認定番号)  

22A4321VA-(1) 

(住所) 
○○市○○９－６ 

℡ 

０５４-２２２-９９９９ 

距離・到着時間 （    ７  km）・（     １５   分） 

ガ ス の 種 類 H プロパン（Ｐ） ・ ブタンミックス（ＰＢ） ・ ブタン（ＢＢ） 

貯 蔵 能 力  I ２，９５０ ｋg× １ 基＝  ２，９５０ ｋg 

※変更前の貯蔵能力 J      ｋg×   基＝        ｋg 

施 
 
設 
 
距 
 
離 

保 安 距 離 K 

第１種保安物件名 第２種保安物件名 

○ ○ ○ 健康センター  鈴木 次郎宅 

法定距離 ７ ｍ 水平距離 １１ｍ 法定距離 ７ ｍ 水平距離 ２５ ｍ 

保安物件に対する緩和措置 不要・必要 (障壁・埋設・構造壁） 

仰角内対象物 有・無 緩和措置の方法（          ） 

火気を取り扱う 
施設との距離  L 

(施設名)  厨房用給湯器 

法 定 距 離 ５ ｍ 水平距離    ４ ｍ 

緩 和 措 置 有・無 
緩和措置の方法（  構 造 壁   ） 

迂 回 距 離        ６  ｍ 
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バ

ル

ク

貯

槽

及

び

周

辺

の

状

況 

バルク貯槽   M 

設 置 方 法 地上設置式(例１) ・ 地下設置式(例 2) 

合 格 証 等 の 種 類 特定設備検査合格証・特定設備基準適合証 

プロテクター内ガス漏れ検知器 有・無（理由             ） 

漏 え い 情 報 常 時 監 視 
有（監視先 ○ ○㈱○○情報センター ） 

無（理由               ） 

地上設置式   N 

(例 1) 

ア ー ス （ 方 法 ） アース線  ・  その他 

車 両 接 触 防 止 措 置 
有（   ガード  ）高さ ８０ ㎝ 

無（                 ） 

放 出 管 の 設 置 ・ 雨 水 浸 入 防 止 措 置 有（キャップ･その他     ） 

基礎  ３０ ㎝ 〔地盤面より５㎝以上〕  アンカー直径  ２０  ㎜ 

地下設置式  O 

（例２） 

貯槽頂部と地盤面 

ま で の 距 離 

 
３０ ㎝ 

貯 槽 の 位 置 標 識  

（ 四 隅 ） 
有・無 

設置の方法 
埋設・水没・ 

貯槽室 
車 両 乗 入 防 止  有・無 

ガス検知用 

孔あき管の設置 
有 

プロテクターのふたの

断熱(5 ㎝) 
有 

マグネシウム陽極 

の質量及び数量 
      ５ Kg×     ６ 本 

浮上り防止措置 

材 料 コンクリート・その他（       ） 

形 状 縦１７０㎝×横３８０㎝×高さ２５㎝ 

浮力計算は別途書類による 

貯 槽 の 絶 縁 

貯槽本体 方法及び材料 絶縁ボルトにて固定 

配  管 方法及び材料 絶縁ソケットにて接続 

ガス放出防止器 P 液側閉止流量 ３００kg/ｈ ガス側閉止流量  １００kg/ｈ 

消 火 設 備 Q 
消火器能力   Ａ－４   Ｂ－１０   Ｃ 

法定本数     ３ 本 設置本数       ３ 本 

表 示 ・ 警 戒 標 R バルブ開閉表示 有 流れ方向表示 有 警 戒 標 有 

対震自動ガス遮断装置

S 
形 式 落 球 式 遮断部設置位置 

一次調整器出口 

ガ

ス

発

生

設

備 

切替装置   T 有 ・ 無 系 統 液 相 ・ 気 相 

調整器    U 
供給圧力 ２．８ ｋPa 減圧方式 単段式 ・ ニ段式 

調整能力 １００  ｋg/h 

集合装置   V 集合管（口径）   A（材料）     （接合） 

気化装置   W 
型 式 ＶＰ－Ｓ１００ＥＣ 認定番号 ５-１１１ 

能 力 １００ ㎏/h×１ 基 気化方式 電熱温水式 

備  考： 設置・変更のいずれかを○で囲む。なお設置の場合は、※印欄は記入しない。 
基  準： A～Wの詳細は、P134「特定供給設備の基準（バルク貯槽）」を参照  
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特定供給設備の基準（バルク貯槽） 

項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵施設等設置許可申請書 

特定供給設備を設置して液化石油

ガスを供給しようとする者は、その所

在地を管轄する都道府県知事の許可

を受けなければならない。 

 

液石法第 36 条 1項規則第 51条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

貯蔵施設等変更許可申請書 

 液石法第 37条の 2 

 詳細は下記 4の A参照 

 

 

 

 

 

3 

 

委任状 

 

申請者が社長ではなく代理者(支店長

等)の時、委任状を添付すること。 

様式は問わない。 

 

4 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定供給設備の明細書 

変更の内容、理由および許可番号 

貯蔵施設の位置、構造若しくは設備

を変更しようとするとき、又は特定供

給設備の位置、構造、設備若しくは装

置を変更しようとするときは、その許

可をした都道府県知事の許可を受け

なければならない。ただし、貯蔵施設

の撤去その他経済産業省令で定める

軽微な変更をしようとするときは、こ

の限りではない。 

液石法第 37 条の 2規則第 56条 

 

 

 

 

旧特定供給設備（容器で 1t 以上 3t 未

満）からバルク貯槽へ切替えるときは新

設扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

B～D 

 

E 

 

F 

 

名称、設置場所、所在地 

 

販売所からの距離 

 

変更前の販売所の名称、所在地 

説明省略 

 

直線距離は、地図上の直線距離 

 

説明省略 
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施設基準 備考 

 

 

 

 

許可申請書は 2部提出すること。（1部返却） 

 

 変更許可申請書は 2部提出すること。 

（1部返却） 

 明細書    P130 

明細書記載例 P132 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

G 

 

 

 

 

 

 

H 

 

I 

J 

 

 

K 

 

 

 

 

 

保安機関 

 

 

 

 

 

 

ガスの種類 

 

貯蔵能力 

変更前の貯蔵能力 

 

 

保安距離 

▸ 貯蔵能力が 1000㎏以上 3000kg未満の

バルク貯槽は、次に定める基準に適合

するものであること。 

▸ バルク貯槽は、その外面から第 1種保

安物件又は第 2 種保安物件に対し 7ｍ

以上の距離を有すること。ただし、次

のいずれかに該当する場合は、この限

りではない。 

 

（イ）告示で定めるところにより、第１

種保安物件又は第 2種保安物件に対

し、加熱試験に合格する構造壁又は

これと同様以上の性能を有する壁

を設けた場合。 

（ロ）第１種保安物件又は第 2種保安物

件に対し鉄筋コンクリート障壁等

を設けた場合。 

（ハ）バルク貯槽を地盤面下に埋設した

場合。 

 

規則第 54条第 2号ロ(1)(ⅰ) 

 

 

保安業務に係る一般消費者等の供給設備

及び消費設備には原則として 30分以内に到

着し、所要の措置を行うことができる体制

を確保すること。 

 

保安業務告示第 2条第 3号ロ 

 

説明省略 

 

 

PB の貯蔵能力については、プロパン、ブ

タンの混合比により算出のこと。 

 

第 1 種及び第 2 種保安物件に対する保安

距離は原則として所有地、または借地権等

により確保すること。なお、距離の測定は水

平距離によって行う。 

 

通達（規則関係）第 54条 

 

 

 

 

第 1種保安物件 

▸ 学校、病院等に対しては、敷地からの距離

となる。 

▸ 学校、病院等の施設内で特定供給設備を

おく場合は、建物からの距離となる。 

 

通達（規則関係）第 1条の 3 

 

▸ P138に構造壁で保安距離の短縮例、P139

に障壁で保安距離の短縮例を記載。 

▸ 構造壁、障壁の構造については、P154 を

参照すること。 
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施設基準 解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安距離の緩和のために設ける障壁等は、他

の区分より下記の距離以上をとること。 

 

 

 

 

 

 

 

敷地の 

境界線 

他の 

構造物 

障壁 

（防火壁） 

0.5ｍ 0.5ｍ 0.5ｍ 

 

委託・受託契約書の添付は不要。 

緊急時対応 

災害の発生など一般消費者等からの通知

又は自らその事実を知った時、すみやかに措

置を講ずる業務。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省問答例 

 

問１．解答日 平成 16年 9月 28日 

 

ホテルの1階部分が駐車場となっており（2

方向が外壁に囲まれているが、他の方向は開

放されている）、その一部分の駐車場として

利用しているスペースの地下にバルク貯槽

を設置できるか？ 

答 

保安物件内での設置であるため原則認め

られない。 

 

問２．解答日 平成 16年 9月 28日 

 

ホテルの外壁の近くにバルク貯槽が設置

されている所で、ローリーを 1階部分の駐車

場に停車し、充てん作業は可能か？ 

答 

保安物件内での充てん作業は原則認めら

れない。 
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施設基準 

 

 構造壁で保安距離の短縮例  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ１＋Ｌ２≧７ｍ 

L１：構造壁端部から保安物件までの最短距離 

L２：貯槽外面と構造壁端部までの最短距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ３＋Ｌ４≧７ｍ 

Ｌ３：構造壁端部から保安物件までの最短距離 

Ｌ４：貯槽外面と構造壁端部までの最短距離 

 

バルク供給・充てん設備告示第２条  

 

  

Ｌ２ 

Ｌ１ 
保 

安 

物 

件 

構 

造 

壁 

バルク貯槽 

構 

造 

壁 

Ｌ４ Ｌ３ 

保 

安 

物 

件 

バルク貯槽 
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施設基準 

 

 障壁で保安距離の短縮例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例示基準 ２．障壁  

 

仰角も考慮すること 

  

障 
 

壁 

保 

安 

物 

件 

バ
ル
ク
貯
槽 

７ ｍ 未 満 

障 
 

壁 

保 

安 

物 

件 

７ ｍ 未 満 

バルク貯槽 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火気を取扱う施設との距離 

 

バルク貯槽は、その外面から火気（当

該バルク貯槽に附属する気化装置内の

ものを除く。）を取扱う施設に対し、貯

蔵能力が 3000kg 未満のものにあって

は、5ｍ以上（3000 ㎏以上のものにあっ

ては 8ｍ以上）の距離を有し、又は当該

バルク貯槽と火気を取扱う施設との間

に当該バルク貯槽から漏えいした液化

石油ガスが当該火気を取扱う施設に流

動することを防止するための措置を講

ずること。 

 

規則第 54条第 2号ハ 

 

 

 

「火気を取扱う施設」とは、ボイラー、ス

トーブ等通常定置されて使用されるもの

をいい、煙草の火、自動車のエンジンの

火花は含まれない。 

 

通達（規則関係）第 18条 2． 

 

 

 

 

 

 

 

漏えいした液化石油ガスが火気を取り

扱う施設に流動することを防止するため

の措置は、高さ 2ｍ以上の耐火性の壁類

を貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間

の迂回水平距離が、貯蔵能力 3000kg未満

の場合は 5ｍ以上、貯蔵能力が 3000㎏以

上の場合は 8ｍ以上となるように設ける

こととする。 

 

例示基準 16． 
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施設基準 運用及び解釈 

 

電気設備（蛍光灯等）を 5ｍ未満に設置する

場合には、防爆型電気設備を用いること。 

地盤面下のバルク貯槽は、プロテクターより 

5ｍ以上の火気距離をとること。 

 

防爆構造でない電気設備（コンセント、エア

コン等含む）は、火気取り扱う施設となる。 

 

 流動防止措置例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ｌ５＋Ｌ６≧５ｍ（水平迂回距離） 

 

Ｌ５：耐火性の隔壁からバルク貯槽外面までの最短距離 

Ｌ６：耐火性の隔壁から火気取扱施設の開放される可能性のある扉、窓等までの 

最短距離 

 

 

  

ボイラー室 
（火気取扱施設） 

耐
火
性
の
隔
壁 

バ
ル
ク
貯
槽 

Ｌ５ Ｌ６ 

ボ
イ
ラ
ー 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルク貯槽 

バルク貯槽のプロテクター内のガス漏

れ検知器 

バルク容器及びバルク貯槽のプロ

テクター内に、告示で定めるところに

より、ガス漏れ検知器を設け、液化石

油ガスの漏えい情報等を常時監視す

るシステムと接続すること。ただし、

告示の定める場合にあっては、この限

りではない。 

 

規則第 19条第 1項第 5号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地上設置式 

バルク貯槽の接地 

バルク貯槽と大地とが絶縁されて

いる場合、告示で定めるところによ

り、大地と電気的に接続すること。 

 

 規則第 19 条第１項第 3号ニ（4） 

 

 

車両接触防止措置 

自動車等車両が接触しない措置を

講ずること。 

 

規則第 19条第 1項第 1号ワ 

 

 

 

常時監視するシステムは、出力信号を

電話回線等により自動的に伝達する機

能を有すること。 

 

バルク供給･充てん設備告示第15条第1項第2号  

 

地上設置の場合、漏えいの有無の確認

を 3ヶ月に 1回以上実施したときは、ガ

ス漏えい検知器を設置しなくてもよい

場合がある。 

 

バルク供給･充てん設備告示第15条第2項第2号 

 

ガス漏れ検知器を設置しなくてもよ

い場合の例は、P163を参照。 

 

バルク供給･充てん設備告示第15条第2項第1号 

 

 

 

 

▸ 接地接続線は、断面積 5.5㎜２以上（単

線を除く）とする。 

▸ 接地棒は直径７㎜以上、長さ 30 ㎝以

上の銅製のものとする。 

 

バルク供給・充てん設備告示第 11条 
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施設基準 運用及び解釈 

 

地下バルクはプロテクター内に、必ずガス

漏れ検知器が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェンスまたは柵もしくはガードを設ける

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地上設置の場合、漏えいの有無の確認を 3ヶ

月に 1 回以上実施する場合は、ガス漏えい検

知器を設置しなくてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さは GLより 60㎝以上とする。 

車の通行する場所に面してバルク貯槽を設

置する場合は、原則としてフェンスのほかに

ガードも設けること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

O 

 

 

地下設置式 

▸ バルク貯槽の頂部は、30㎝以上地盤面

から下にあること。 

▸ バルク貯槽を埋設した場所に自動車

等車両が乗り入れることのないよう

な措置を講ずること。 

▸ バルク貯槽は、腐食を防止する措置を

講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腐食を防止するためマグネシウムを

下記の表の数量以上取付けること。 

バルク貯槽
の貯蔵能力 

マグネシウム 1本

当りの正味質量 

マグネシウ

ムの数量 

1000kg 以上

2000kg 未満 
5㎏以上 4本 

2000kg 以上

3000kg 未満 
5㎏以上 6本 

 

バルク供給・充てん設備告示第 10条 

第 1項第３号ハ 

 

 ▸ 地下水による浮上りを防止する措置

を講ずること。 

 

バルク供給･充てん設備告示第 13 条 

 

 ▸ バルク貯槽の周囲には、ガス検知用の

孔あき管を設置すること。 

 

 

 

▸ バルク貯槽の水平投影面の四隅に、埋

設後の貯槽の位置を示すための標識

杭を設置すること。 

▸ プロテクターのふたは、厚さ 5㎝以上

の不燃性の断熱材を裏当てすること。 

 

規則第 19条第１項第３号ホ 

  

貯槽の絶縁 

ガス検知用孔あき管は、バルク貯槽の

周囲 10cm以内に１本以上埋設すること。 

 

バルク供給･充てん設備告示第 14 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルク貯槽とガス取出配管及び液取

出配管は、絶縁継手等で取り付けること

により電気的に絶縁すること。 

バルク供給･充てん設備告示 

第 10条 3号へ 
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施設基準 運用及び解釈 

 

 

 

 

フェンスまたは柵もしくはガードを設け

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さは、GLより 60㎝以上とする。縁石、車

止めのみの措置だけでは、認められない。 

 

浮上り防止措置の計算例 P157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶縁ソケット、絶縁フランジパッキン等 

を使い、プロテクター内で絶縁すること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

ガス放出防止器 

告示で定めるところにより、ガス

放出防止器又は緊急遮断装置を取り

付けたガス取出バルブを設けるこ

と。 

 

規則第 19条第１号ロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備 

バルク貯槽には、その貯蔵能力が

3000kg 未満のものにあっては、消火

設備を（3000kg 以上のものにあって

は、防消火設備）を設けること。 

規則第 54条第 2号ニ 

 

取付位置 

▸ ガス取出バルブ等の内部若しくは、出口

又は中圧部に設けること。 

▸ 液取出バルブ又は液取出弁の内部又は出

口に設けること。 

 

ガス放出防止器 
調整器の開放流量

以下で閉止 

液放出防止器 
調整器の表示容量

の 3倍以下で閉止 

 

バルク供給･充てん設備告示第 7条 

 
 

 

消火設備は消火器とする。 

消火器は、能力単位 A-4及び B-10以上

のもので、バルク貯槽にあっては、貯蔵能

力が 2000kg以下の場合 2個以上、2000kg

を超える場合3個以上の粉末消火器等を、

その周囲の安全な場所に設置すること。 

例示基準 5．防消火設備 

R 表示・警戒標 

 

説明省略 

S 対震自動ガス遮断装置 

イ又はロに掲げるもの及びハを設

置すること。 

 

イ．S型マイコンメーター（SB型） 

ロ．ガス漏れを検知したとき自動的に

ガスの供給を停止するもの 

ハ．対震遮断器 

 

規則第 18条第 22号 

 

説明省略 

 

T～W ガス発生設備 

 

説明省略 
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施設基準 運用及び解釈 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
センサー型式 

遮 断 部 

設置位置 

イ 
Ｓ型マイコンメ

ーター(SB型) 
ボール接点方式 低圧部 

ロ 
コントローラー

と遮断弁 
ボール接点方式 低圧部 

ハ 
対震センサーと

対震遮断弁 

落球式 

重錘磁石式 

倒立振子式 

中圧部 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

5-1 

 

 

 

5-2 

 

 

 

 

 

 

5-3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

消防の意見書交付申請書 

 

 

 

消防の意見書 

許可の申請は、貯蔵施設又は特定供

給設備の所在地を管轄する消防長又

は消防署長の意見書を添えて行わな

ければならない。 

液石法第 36 条 2項 

 

防火管理の計画書 

 

 

 

貯蔵設備の設計書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内図 

 

 

 

緊急時対応地図 

 

 

 

１から 26 の書類を揃え、この特定供

給設備の所在地を所管する消防長又は

消防署長へ申請すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例示基準 27． 
最大消費数量を供給しうる調

整器及び消費する液化石油ガス

に適合した調整器 
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施設基準 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ 調整器の容量は、最大ガス消費量の 1.5倍

を標準とする。 

▸ 気化器の容量は、最大ガス消費量の 1.2倍

を標準とする。 

▸ ガスメーターの容量は、最大ガス消費量の

1.2 倍を標準とする。ただし、マイコンメ

ーターは、1.0倍以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ 申請書は、2部提出すること。（1部返却） 

▸ 申請料は、無料。 

▸ 申請書様式は P189を参照 

 

意見書は、およそ１週間の返却期間を見る

こと。 

 

 

 

 

 

▸ 防火管理の計画書の書式は P190を参照 

 

 

 

設計書の例は、P162を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所より半径 2㎞程度の図面で、最寄

の交通機関等からの道順がわかるもの。 

 

 

緊急時対応の保安機関、販売店との距離及

び到着時間を明示すること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

付近状況図 

 

 

 

 

 

貯槽・機器等配置配管図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯槽・機器等配管系統図 

 

 

機器一覧表 

 

 

消費配管図 

 

 

緊急時連絡のフローシート 

 

 

基礎図 

基礎は、平坦なコンクリート盤等に

よる水平かつ地盤面から5㎝以上高い

ものとする。 

規則第 19条第１号ヲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該

バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、

液化石油ガス又はＬＰガス及び火気

厳禁と朱書きすること。 

▸ バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該

バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、

緊急連絡先を表示すること。 

 

 規則第 19条第 3号ハ（9）（10） 
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施設基準 運用及び解釈 

 

第 1種保安物件、第 2種保安物件それぞれ

の物件名と水平距離及び火気又は火気取扱

施設名との距離を明示すること。 

障壁がある場合は配置を明示すること。 

 

 

 

 

ローリー停車位置を図面上に記入し、火気

距離（2ｍ）を明示すること。 

 

 

 

 

車両の接触防止措置を明示すること。 

フェンス、柵、ガードの高さは、GLより 60

㎝以上とすること。 

警戒標の位置を明示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費機器、ガス漏れ警報器、警報盤の位置 

を明示すること。 

 

緊急時連絡のフローシート P164を参照 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤の支持力の証明 

P153の例を参照し、各自、計算書を

添付すること。 
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施設基準 

 

地盤の支持力の証明の計算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

コンクリート厚さ 300 
 
ベーパーライザー 運転時の荷重   280kg ① 
バルク貯槽 風袋 2,310kg＋LP ガス 2,830kg＝5,140kg ② 
コンクリート 10ｍ×3.5ｍ×0.3ｍ×2,350kg/ｍ３＝24,675kg ③ 

（密度 2,350kg/ｍ３）  
①+②+③ 合計 30,095kg 

コンクリート面積 10ｍ×3.5ｍ＝35 ㎡ 
したがってコンクリート１㎡には、30,095／35＝860kg/㎡の荷重がかかる。 
例示基準 20 より 
粘土質地盤の許容支持力度 20kN/㎡（この数字を使用すること） 

１㎏ｆ＝9.8N １N＝0.102kgｆ 
20×1,000×0.102＝2,040 ㎏ｆ/㎡の支持力があります。 
よって、  2,040 ㎏ｆ/㎡ ＞ 860kg/㎡ 
      地盤支持力  ＞ ＬＰガス設備の全体荷重 

沈下はおこりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ベーパーライザー 

バ ル ク 貯

10,000 

3,500 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造壁、障壁の構造図 

（ある場合のみ） 

 

規則第 54条第 2号ロ(1)イロハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障壁構造とは次の各号に掲げるもの

であって、高さ 1.8ｍ以上、(鉄筋コンク

リートの場合は 2m)で堅固な基礎の上に

構築され対象物を有効に保護できるも

のであること。 

 

（１）鉄筋コンクリート造り 

厚さ 12 ㎝以上のコンクリート

造りで、直径９㎜以上の鉄筋を縦

横 40 ㎝以下の間隔に配筋したも

のであること。 

（２）コンクリートブロック造り 

直径 9 ㎜以上の鉄筋を縦横 40

㎝以下の間隔に配筋し、特に隅部

の鉄筋を確実に結束し、かつ、ブ

ロック空洞部にコンクリートモ

ルタルを充てんしたものである

こと。 

（３）鋼板製障壁 

（イ） 厚さ 3.2㎜以上の鋼板に、

縦横 40 ㎝以下の間隔に

30×30 ㎜以上の等辺山形鋼

を溶接で取り付けて補強し

たものであること。 

（ロ） 厚さ 6 ㎜以上の鋼板に、

縦・横 1.8ｍ以下の間隔に

30×30 ㎜以下の等辺山形鋼

を溶接で取り付けて補強し

たものであること。 

 

例示基準２． 
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施設基準 運用及び解釈 

 

▸ 構造壁等の設置は、最大２方向までとする

こと。 

▸ 構造壁等の下部は、地盤面に接するように

設置すること。 

▸ 火気を迂回するために設置した構造壁等

には、開口部がないこと。 

▸ 構造壁等は、当該構造壁等に投影されたバ

ルク貯槽の縦及び横より 7ｍ以上の長さを

有していること。ただし、当該バルク貯槽

の外面から構造壁等の端部までの距離と

当該構造壁等の端部から第1種保安物件ま

たは第2種保安物件との距離の和のうち最

短の距離が 7ｍ以上の長さを有するように

構造壁等を設けた場合、並びに当該バルク

貯槽に係る他の構造壁等及び地盤面と接

する部分については、この限りでない。 

 

バルク供給・充てん設備告示第 2条第 3項 

 

 

 

 

 

 

構造壁 

JIS/A1304 規定の 30 分加熱試験に合格

する構造の壁若しくは、同等以上の性能を

有する壁。保安物件の外壁がこの規格の壁

であればこの外壁を構造壁とみなすこと

ができる。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ガス検知管、標識杭、腐食を防止する

措置の明示図 

（地下バルクの場合） 

 

標識杭は、バルク貯槽の水平投影面の

四隅に設置すること。 

 

規則第 19条第 3号ホ(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮上りを防止する措置の検討 

（地下バルクの場合） 

  

 

 

▸ ガス検知用孔あき管はバルクの周囲

10㎝以内に１本以上埋設すること。 

▸ ガス検知用孔あき管は上方は地盤面

上に開口させ、土砂が入らないように

ふたを取付け、下方の先端はバルク貯

槽の底部より深い位置に埋設するこ

と。 

 

バルク供給･充てん設備告示第 14条 

 

▸ 防食電位を測定するための端子箱の

位置を明示すること。 

 

バルク供給･充てん設備告示第 10条 

 

 

コンクリート板の質量は、次頁の式を

用いて計算し、バルク貯槽及びコンクリ

ート板の質量の合計値が、その浮力の合

計値以上となるような質量とすること。 

 

バルク供給・充てん設備告示第 13条 

 

浮上り防止措置の計算例は P157参照。 
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例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

浮上がり防止措置の設計（浮力計算） 
計算式 

W１＋V２×ρ２＝W１＋W２≧（V１＋V２）ρ１ 

        W２＝V２×ρ２ 

W１：バルク貯槽の空体総質量（kg）＜バルク貯槽仕様書による＞ 

W２：コンクリート板の質量（kg） 

V１：バルク貯槽の全容量（L）   ＜   同    上  ＞ 

V２：コンクリート板容積（L） 

ρ１：水の密度（kg／L） 

ρ２：コンクリートの密度（kg／L） 
 

１．浮力の計算 
（１）V１：バルク貯槽の全容量（L）  イ＜4,680＞（L） 
（２）V２：コンクリート板容積（L）  ロ＜1,615＞（L） 

タテ ㎝× ヨコ ㎝× 高さ㎝／10３ 

〈170〉㎝×〈380〉㎝×〈25〉㎝／10３ 

（３）ρ１：水の密度（kg／L）     ハ＜1.0＞ 
（４）浮力の計算 
  （イ＋ロ）×ハ          ①＜6,295＞（kg） 
 

２．質量の計算 
（１）W１：バルク貯槽の空体総質量（kg） ニ＜2,510＞（kg） 
（２）ρ２：コンクリートの密度（kg／L） ホ＜2.35＞ 
（３）W２：コンクリート板の質量（kg）  ヘ＜3,795＞（kg） 

ヘ＝ロ×ホ 
（４）質量の合計 

ニ＋ヘ             ②＜6,305＞（kg） 
 

   質量 ② ≧ 浮力 ①      
   ＜6,305＞（kg） ≧ ＜6,295＞（kg） 
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20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

 

貯槽の仕様書及び強度計算書 

 

 

アンカーボルトの強度検討書 

地上設置の場合 

 

ベーパーライザーの仕様書及び強度計

算書 

 

 

調整器の仕様書及び強度計算書 

 

 

 

 

 

配管・弁類の仕様書及び強度計算書 

 

 

 

対震遮断装置の仕様書及び組立図 

 

 

 ガス漏れ警報器等の仕様書及び組立図 

 

 

 消火器カタログ 

 

 

 申請料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例示基準 27． 
最大消費数量を供給しうる調整器及

び消費する液化石油ガスに適合した

調整器 

158



第 2 編 第 4 章 

 

施設基準 運用及び解釈 

 

 

 

 

 

 

 

ベーパーライザーのガス発生能力は、最大

ガス消費量の 1.2 倍を標準とする。 

 

 

調整器の容量は、最大ガス消費量の 1.5倍

を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考計算例は P160と P161を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 規 

申  請  料：１件につき 21,000円 

完成検査申請料：１件につき 31,000円 

変 更 

申  請  料：１件につき 15,000 円 

完成検査申請料：１件につき 24,000 円 

支払い方法 

静岡県危機管理部消防保安課 

静岡県収入証紙 

静岡市消防局 消防部 予防課 

現金・納付書・キャッシュレス決済 

浜松市消防局 予防課 

オンライン申請（ペイジー） 
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アンカーボルト強度検討書（地上設置のみ） 

－ 7,000リットル横型バルク貯槽の検討書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. アンカーボルトサイズ検討 
１．アンカー引抜きモーメント 

M＝FSHH―WL 
β１：重要度係数＝0.8（I） 
β２：地域係数＝1.0（特 A） 
β３：表層地盤増幅係数＝2.0（第四種地盤） 
KH：水平震度＝0.150β１β２β３＝0.24 
KSH：設計水平震度＝2.0 KH =0.48 
W1：貯蔵能力＝2830kg 
W2：貯槽重量＝2310kg 
W：総重量＝W1＋W2＝5140kg 
FSH：設計水平地震力＝KSHW＝2468kg 
H：貯槽重心位置（脚底部より）＝1000 ㎜ 
L：貯槽中心よりアンカーまでの最短距離＝横＝750 ㎜ 
                   正面＝650 ㎜ 
以上より 
M=横＝2468×1000－5140×750＝－1387000kg・㎜ 
  正面＝2468×1000－5140×650＝－873000kg・㎜ 
従って、貯槽重量が重いので、引抜き力はかからない。 
 

２．アンカーボルトせん断力 
ｆ＝FSH／４＝2468／４＝617kg 
ボルト断面積：M20＝234 ㎜２ 
σ＝617／234＝2.64kg／㎜２ 
2.64kg／㎜２≦10.25kg／㎜２（SS400 許容せん断応力） 
従って、本貯槽のアンカーボルトは M２０で十分である。 

 

FSH=2468kg 

1000 

Ｌ＝650 Ｌ＝750 

W=5140 
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アンカーボルト強度検討書（地上設置のみ） 

－ 7,000リットル縦型バルク貯槽の検討書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A．アンカーボルトサイズ検討 

１．アンカー引抜きモーメント 

M＝FSHH―WL 

β１：重要度係数＝0.8（I） 

β２：地域係数＝1.0（特 A） 

β３：表層地盤増幅係数＝2.0（第四種地盤） 

KH：水平震度＝0.150β１β２β３＝0.24 

KSH：設計水平震度＝2.0 KH =0.48 

W1：貯蔵能力＝2830kg 

W2：貯槽重量＝2350kg 

W：総重量＝W1＋W2＝5180kg 

FSH：設計水平地震力＝KSHW＝2487kg 

H：貯槽重心位置（脚底部より）＝1920 ㎜ 

L：貯槽中心よりアンカーまでの最短距離＝475 ㎜ 

以上より 

M＝2487×1920－5180×475＝2,314,540kg・㎜ 

  アンカー引抜き力（引張り力） 

F=M/Lo 

Lo:ｱﾝｶｰ同士の最短距離＝1425 ㎜ 

F=2314540／1425＝1624kg 

アンカー引張り応力 

σ１＝F／A  A:アンカーボルトの断面積（M24）＝338 ㎜２ 

σ１＝1624／338＝4.80 kg／㎜２     4.80 kg／㎜２≦10.25 kg／㎜２（SS400 引張り応力） 

２．アンカーボルトせん断力 

ｆ＝ＦＳＨ／３＝2487／３＝829kg 

ボルト断面積（M２４）＝338㎜２ 

σ＝829／338＝2.45kg／㎜２ 

2.45kg／㎜２≦10.25kg／㎜２（SS400 許容せん断応力） 

従って、本貯槽のアンカーボルトは、M24 で十分である。 

 

 

FSH=2487kg 

LO=1425 
L=475 

H=1920 
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貯蔵設備の設計書の例 

 

１．設計条件 

（１）使用貯槽(容器)の種類・・・・・・7,231㍑（2,907kg）バルク貯槽 

（２）液化石油ガスの規格・・・・・・・・・・・・い号（PP95％以上） 

（３）最大消費数量・・・・・・・・・・・・・・・127.0kg/ｈ 

【最大消費数量算定根拠】 

① 温水ボイラー 

給湯時消費数量 465ｋW＝33.21 kg/ｈ（14kW=1 kg/ｈ） 

   ※同時使用率 100％ 

② 厨房 

総消費数量 274ｋW＝19.57kg/ｈ 

※同時使用率 70％（13.70kg/ｈ） 

③ GHP 
＜GH-１＞2.27ｍ３/ｈ÷0.482×１台＝4.71 kg/ｈ（ｍ３から kg への変換は 0.482 を使用） 

＜GH-２＞1.91ｍ３/ｈ÷0.482×２台＝7.93 kg/ｈ 

＜GH-３＞1.49ｍ３/ｈ÷0.482×２台＝6.18 kg/ｈ 

＜GH-４＞2.27ｍ３/ｈ÷0.482×13台＝61.22 kg/ｈ 

80.04 kg/ｈ 

※同時使用率 100％    （80.04 kg/ｈ） 

 

最大消費数量＝①＋②＋③＝33.21＋13.70＋80.04＝127.０ kg/ｈ 

 

２．ローリー充てん周期 

貯槽貯蔵量×2／3       2,907×2／3 

＝         ＝3.05日 

最大消費数量×平均稼動時間    127.0×5 

 

３．気化装置の選定 

最大消費数量×1.2＝127.0×1.2＝152.4→200 kg/ｈ採用 

 

４．調整器の選定 

最大消費数量×1.5＝127.0×1.5＝190.5 →１次側 200 kg/ｈ  

→２次側 200 kg/ｈ  
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ガス漏れ検知器を設置しなくてもよい場合（バルク供給・充てん設備告示第１５条第２項） 

地盤面上に設置したバルク貯槽及びバルク容器で、以下の場合にはガス漏れ検知器を設けなく

てもよい。 

① 貯蔵能力 150 ㎏未満のバルク貯槽及びバルク容器の場合 

バルク貯槽及びバルク容器の外面から水平３方向の周囲 1.3ｍ以内に高さ 1.5ｍ以上の構

築物がない場合 

② 貯蔵能力 150 ㎏～300 ㎏未満のバルク貯槽及びバルク容器の場合 

バルク貯槽及びバルク容器の外面から水平３方向の周囲２ｍ以内に高さ 1.5ｍ以上の 

構築物がない場合 

③ 貯蔵能力 300 ㎏～1,000㎏未満の 

バルク貯槽及びバルク容器の場合 

バルク貯槽及びバルク容器の外面 

から水平３方向の周囲 4ｍ以内に高 

さ 1.5ｍ以上の構築物がない場合 

④ 貯蔵能力 1,000㎏以上のバルク貯槽 

及びバルク容器の場合 

バルク貯槽及びバルク容器の外面 

から幅 3m以内かつ対面する２方向 

において 10m 以内に高さ 1.5m以 

上の構築物がない場合 

 

                          ④の説明 

   ④の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3m 3m 

10m 

10m 

3m 

10m 10m 

3m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構築物（高さ 1.5ｍ以上）がない 

構  築 

 

4m 
1.3m 

2m 
300 ㎏未満 

150 ㎏未満 

1,000 ㎏未満 
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① 平日昼間  

－  健康センター内での異常時  

 

 

 

 

 

 

－  特定供給設備での異常時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電
話
連
絡 

緊急時連絡のフローシートの例 ① ②  

○ ○健康センター 
ガス漏れ警報器作動 
ガス臭い 等 

○ ○ ガス会社 
（緊急時対応保安機関） 
保安機関認定番号 

 

バルクのガス漏

れ検知器作動 
 

NCU 
NTT 
自動通報 

△ △ 情報センター 
（緊急時連絡保安機関） 

保安機関認定番号 

 
○ ○ ガス会社 
（緊急時対応保安機関） 

 
○ ○ 健康センター 

出動 

電話確認 

FAX 

電話連絡 

出動 

164



第 2 編 第 4 章 

 

② 休日・祝日・平日夜間  

－  健康センター内での異常時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  特定供給設備での異常時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電
話
連
絡 

○○健康センター 
ガス漏れ警報器作動 
ガス臭い 等 

○ ○ 保安センター 
（緊急時対応保安機関） 
保安機関認定番号 

 

バルクのガス漏

れ検知器作動 
 

NCU 
NTT 
自動通報 

△ △ 情報センター 
（緊急時連絡保安機関） 
保安機関認定番号 

○ ○ 保安センター 
(緊急時対応保安機関) 

 
○ ○ 健康センター 

出動 

電話確認 

FAX 

電話連絡 

出動 

○○保安センター 
緊急要員 

○○保安センター 
緊急要員 

電
話
連
絡 

電
話
連
絡 
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（２）容器による特定供給設備（3トン以上 10トン未満） 

許可申請に必要な書類 

項目 書   類 

新規 
変
更 

備   考 頁 様式 法
人 

個
人 

1 貯蔵施設等設置許可申請書 ○ ○   P134 P187 

2 貯蔵施設等変更許可申請書   ○  P134 P188 

3 委任状 △  △ 
代理人（支店長等）が申請する場合に
限る 

P134 ― 

4 特定供給設備の明細書 ○ ○ ○  P134 P168 

5-1 消防の意見書交付申請書    
貯蔵施設等の所在地を所管する消防
長等へ申請 

― P189 

5-2 消防の意見書 ○ ○ ○ 消防長が交付する書類 ― ― 

5-3 防火管理の計画書    消防の意見書交付申請に必要な書類 ― P190 

6 貯蔵施設の設計書 ○ ○ ○  P148 P162 

7 案内図 ○ ○ ○ 設置場所より半径２㎞程度の図 P148 ― 

8 緊急時対応地図 ○ ○ ○ 
保安機関、販売店との距離がわかる図
面 

P148 ― 

9 付近状況図 ○ ○ ○ 
１種２種施設距離、火気距離、ローリ
ー停車位置、ローリー停車位置からの
施設距離、火気距離、障壁等の配置図 

P150 ― 

10 容器・機器等配置配管図 ○ ○ ○  P150 ― 

11 容器・機器等配管系統図 ○ ○ ○  P150 ― 

12 機器一覧表 ○ ○ ○  ― ― 

13 消費配管図 ○ ○ △ 
消費機器、警報器、警報盤も明示 
（静岡県指導） 

P150 ― 
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項目 書   類 

新規 
変
更 

備   考 頁 様式 法
人 

個
人 

14 
緊急時連絡の 
フローシート 

○ ○ ○ （静岡県指導） P150 P164 

15 貯蔵施設の構造図 ○ ○ △  P174 ― 

16 
ベーパーライザーの 
仕様書及び強度計算書 

○ ○ △ 
KHKの消費型認定ならば強度計算書は
不要 

P158 ― 

17 
調整器の仕様書 
及び強度計算書 

○ ○ △  P158 ― 

18 
配管・弁類の仕様書 
及び強度計算書 

○ ○ △ 認定品であれば強度計算書は不要 P158 ― 

19 
対震遮断装置の仕様書 
及び組立図 

○ ○ △  P158 ― 

20 
ガス漏れ警報器等の 
仕様書、組立図 

○ ○ △  P158 ― 

21 消火器カタログ ○ ○ △  P158 ― 

22 申請料 ○ ○ △  P158 ― 

        

        

        

        

        

 ○：必要 △：必要あれば 

申請書の作成は、上記提出書類の順序に従って行うこと。 
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特定供給設備の［設置・変更］明細書（容器 3トン以上 10トン未満） 

※ 変更の内容,理由 

 

従前の許可番号 

 

特定供給設備の名称 
 
 

℡ 

   －   － 

特定供給設備の設置場所 
〒 

 

販 売 所 及 び 所 在 地 

(名称) 

〒 
 

℡ 

－   － 

販 売 所 か ら の 距 離 
( 到 着 時 間 ) 

直線距離     ｋｍ（    分） 供給メーター個数    個 

※変更前の販売業者名 
及 び 所 在 地 

(名称) 

(住所)  
 

℡ 

－   － 

保 安 機 関 名 
( 緊 急 時 対 応 ) 

(名称)              (認定番号) 

(住所) 
 

℡ 

   －   － 

距離・到着時間 （        km）・（        分） 

ガ ス の 種 類 プロパン（Ｐ） ・ ブタンミックス（ＰＢ） ・ ブタン（ＢＢ） 

貯 蔵 能 力 ㎏×    本＝     ㎏ 

※変更前の貯蔵能力 ㎏×    本＝     ㎏ 

施 
 
設 
 
距 
 
離 

保 安 距 離 

第１種保安物件名 第２種保安物件名 

  

法定距離  ｍ 水平距離   ｍ 法定距離  ｍ 水平距離   ｍ 

保安物件に対する緩和措置 不要・必要 (障壁・埋設・構造壁） 

仰角内対象物 有・無 緩和措置の方法（          ） 

火 気を取り扱う 
施 設 と の 距 離 

(施設名) 

法定距離 ８ ｍ 水平距離     ｍ 

緩 和 措 置 有・無 
緩和措置の方法（           ） 

迂 回 距 離           ｍ 
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容

器

収

納

施

設 

面 積 

（ 芯・芯 ）     ｍ ×    ｍ ＝      ㎡ 

（ 内・内 ）     ｍ ×    ｍ ＝      ㎡ 

構 造 

屋根  

床  

壁 

 造 高さ    ㎝ 厚さ     ㎝ 

（補強筋）      mmφ （間隔）縦   ㎝ 横   ㎝ 

扉 

型  式 片引戸 ・ 両引戸 

寸  法 高さ   ㎝ 幅   ㎝ 厚さ   ㎜ 

補強間隔 縦   ㎝ 横   ㎝ 
30×30㎜以上の
等辺山形鋼 

滞 留 防 止 措 置 

高さ   ㎝ 幅   ㎝ 設置場所   箇所 位置･方向   方 

全換気口面積      ㎝2 (必要面積      ㎝2 ) 

転落、転倒防止 
措 置 

 

消 火 設 備 
消火器能力   Ａ－     Ｂ－     Ｃ 

法定本数       本 設置本数         本 

表 示 ・ 警 戒 標 バルブ開閉表示 有 流れ方向表示 有 警 戒 標 有 

対震自動ガス遮断装置 形 式  遮断部設置位置  

ガ

ス

発

生

設

備 

切 替 装 置 有 ・ 無 系 統 液 相 ・ 気 相 

調 整 器 
供給圧力 ｋPa 減圧方式 単段式 ・ ニ段式 

調整能力     ㎏/h 

集 合 装 置 

集合管（口径） 

( 材 料 ） 

( 接 合 ） 

気 化 装 置 
型 式  認定番号  

能 力 ㎏/h×  基 気化方式  

備  考：設置・変更のいずれかを○で囲む。なお設置の場合は、※印欄は記入しない。 
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（記載例） 

特定供給設備の［設置・変更］明細書（容器３トン以上 10トン未満） 

※ 変更の内容、理由 A 

 

従前の許可番号 

 

特定供給設備の名称 B ○ ○ ○ 健康センター ℡ 

０５４-２ＸＸ-ＸＸＸＸ 

特定供給設備の設置場所C 
〒４２０－０００１ 

     ○○市○○３５－１ 

販売所及び所在地 D 

(名称)   

    △△ガス株式会社△△営業所 

〒430-0002 

  △△市△△１１２ 

℡ 

０５４-２ＸＸ-ＸＸＸＸ 

販 売 所 か ら の 距 離 
( 到 着 時 間 )E 

直線距離  ２０ ｋｍ（ ４０ 分） 供給メーター個数  ２ 個 

 
※変更前の販売業者名 
及 び 所 在 地 F 

(名称)  

(住所)  
    

℡ 

 

保 安 機 関 名 
( 緊 急 時 対 応 ) G 

(名称) 

   ○○保安センター㈱○○営業所 

(認定番号)  

22A4321VA-(1) 

(住所) 
○○市○○９－６ 

℡ 

０５４-２ＸＸ-ＸＸＸＸ 

距離・到着時間 （    ７  km）・（     １５   分） 

ガ ス の 種 類 H プロパン（Ｐ） ・ ブタンミックス（ＰＢ） ・ ブタン（ＢＢ） 

貯 蔵 能 力 I ５０ ㎏× ７０ 本＝  ３，５００ ㎏ 

※変更前の貯蔵能力 J ㎏×    本＝        ㎏ 

施 
 
設 
 
距 
 
離 

保 安 距 離K 

第１種保安物件名 第２種保安物件名 

○ ○ ○ 健康センター  鈴木 次郎宅 

法定距離 16.97ｍ 水平距離 20ｍ 法定距離 11.31ｍ 水平距離 10 ｍ 

保安物件に対する緩和措置 不要・必要 (障壁・埋設・構造壁） 

仰 角 内 対 象 物 有・無 緩和措置の方法（          ） 

火気を取り扱う 
施設 との距離 L 

(施設名)  厨房用給湯器 

法 定 距 離 ８ｍ 水平距離   ７ ｍ 

緩 和 措 置 有・無 
緩和措置の方法（   障  壁   ） 

迂 回 距 離      １０  ｍ 
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容

器

収

納

施

設 

面 積 M 

（ 芯・芯 ） ９．３５ｍ × ３．１５ｍ ＝ ２９．４５㎡ 

（ 内・内 ） ９．２０ｍ × ３．００ｍ ＝ ２７．６０㎡ 

構 造 N 

屋根 繊維強化セメント板 

床 コンクリート 

壁 

コンクリートブロック 

(モルタルを充てん) 
造 高さ ２００㎝ 厚さ  １５ ㎝ 

（補強筋）  １０ mmφ （間隔）縦 ４０ ㎝ 横 ４０ ㎝ 

扉 

型  式 片引戸 ・ 両引戸 

寸  法 高さ１９０㎝ 幅１２０㎝ 厚さ３．２㎜ 

補強間隔 縦 ３８㎝ 横 ４０㎝ 
30×30 ㎜以上の
等辺山形鋼 

滞留防 止措置 O 

高さ ２０ ㎝ 幅 ４０ ㎝ 設置場所 １２ 箇所 位置･方向４ 方 

全換気口面積 ９，６００ ㎝2 (必要面積 ８，２８０ ㎝2 ) 

転落、転倒防止 
措 置 P 

容器２本毎に転倒防止鎖を取付け 

消 火 設 備 Q 
消火器能力   Ａ－４    Ｂ－１０   Ｃ 

法定本数     ４ 本 設置本数       ４ 本 

表 示 ・ 警 戒 標 R バルブ開閉表示 有 流れ方向表示 有 警 戒 標 有 

対震自動ガス遮断装置 S 形  式 落 球 式 遮断部設置位置 一次調整器出口 

ガ

ス

発

生

設

備 

切 替 装 置 T 有 ・ 無 系 統 液 相 ・ 気 相 

調 整 器 U 
供給圧力 ２．８ ｋPa 減圧方式 単段式 ・ ニ段式 

調整能力 １００  ㎏/h 

集 合 装 置 V 

集合管（口径） ２５Ａ 

( 材 料 ） 圧力配管用炭素鋼鋼管  

( 接 合 ） フランジ及び溶接 

気 化 装 置 W 
型 式 VP-Ｓ100EC 認定番号 ５－１１１ 

能 力 100 ㎏/h×１ 基 気化方式 電熱温水式 

備  考：設置・変更のいずれかを○で囲む。なお設置の場合は、※印欄は記入しない。 

基  準：A～Wの詳細は、P172「特定供給設備の基準（容器 3トン以上 10トン未満）」を参照 
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特定供給設備の基準（容器 3トン以上 10トン未満） 

項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

1 

２ 

３ 

４ 

 

貯蔵施設等設置許可申請書 

貯蔵施設等変更許可申請書 

委任状 

特定供給設備の明細書 

 

P134参照 

P134参照 

P134参照 

P168参照 

Ａ   

～   

Ｊ   

Ｋ 保安距離 

貯蔵施設(次の表に掲げる

ものを除く)は、その外面か

ら第 1 種保安物件に対し

16.97ｍ以上、第 2 種保安物

件に対し、11.31ｍ以上の距

離を有すること。 

規則第 53条第 1号イ 

 

  

貯蔵設備の区分 

貯蔵設備の外面から最

も近い第 1 種保安物件ま

での距離 

貯蔵設備の外面から最

も近い第 2 種保安物件ま

での距離 

(イ) 貯蔵能力が 1 万

㎏未満の貯蔵設備 
13.58ｍ以上 9.05ｍ以上 11.31ｍ未満 

(ロ)同上 13.58ｍ以上 16.97ｍ未満 9.05ｍ以上 

 

上記の表に掲げる貯蔵施設

(イ)及び(ロ)には、16.97ｍ以内

にある第 1種保安物件又は 11.31

ｍ以内にある第 2 種保安物件に

対し、鉄筋コンクリート障壁等を

設けること 

規則第 53条第 1号ロ 

障壁は P154参照 
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施 設 基 準 運用及び解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 種及び第 2 種保安物件に対する保安距離は原則と

して所有地、または借地権等により確保すること。なお、

距離の測定は水平距離によって行う。 

 

通達（規則関係）第 53条 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵能力 

集合管に未使用の根元バルブが

装着されている場合は貯蔵量に

合算する。 

 

 

  

3ｔ以上 10ｔ未満 

設置不可 

設置不可 

設置不可 設置不可 設置不可 

13.58m 16.97m 

11.31m 

9.05m 

第 1 種施設距離 

第
２
種
施
設
距
離 

障壁なし 
で設置可 

(イ) 

(ロ) 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

Ｌ 

 

火気を取り扱う施設との距

離貯蔵施設は、その外面から火

気(当該貯蔵設備に附属する気

化装置内のものを除く)を取り

扱う施設に対し 8ｍ以上の距

離を有し、又は当該貯蔵設備と

火気を取り扱う施設との間に

当該貯蔵設備から漏えいした

液化石油ガスが当該火気を取

り扱う施設に流動することを

防止するための施設を設ける

こと。 

規則第 53条第 1号ハ 

 

漏えいした液化石油ガスが火気を取り扱う施

設に流動することを防止するための施設は、高さ

2ｍ以上の耐火性の壁類とし、これを貯蔵設備と

火気を使用する施設との間の迂回水平距離が 8ｍ

(3000㎏未満のものは 5ｍ)以上となるように設け

ることとする。 

例示基準 16 

Ｍ 面積 

 

説明省略 

Ｎ 構造 

貯蔵設備には、不燃性又は

難燃性の材料を使用した軽

量な屋根又は遮へい板を設

けること。 

規則第 53条第 1号チ 

  

貯蔵設備(販売所内に設置さ

れているものを除く)には、さ

く、へい等を設けること。 

規則第 53条第 1号ホ 

材料については、例示基準 3.もしくは第 1章の

P56参照 

 

 

 

 

 

さく、へい等とは、さく、へいの他、コンクリ

ートブロックで建てられたいわゆる貯蔵設備の

壁を含む。 
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施 設 基 準 運用及び解釈 

 

電気設備(蛍光灯等)を設置する場合には防爆型電気設

備を用いること。 

 

（１）貯蔵設備の壁は、保安物件との距離により必要に

応じて障壁構造とする。 

（２）漏えいしたガスが滞留しない構造とするため有効

な換気のための措置を講ずる。 

（３）屋根の骨組みは不燃性又は難燃性の軽量な屋根を

設けること。 

（４）扉は鋼板製障壁構造として次の各号の基準を満た

すこと。 

① 建物内側の引戸又は内開き戸とし、各扉の左右

は建物出入口と 4㎝超、上下は建物出入口と 5㎝

以上重なること、又は各扉の四辺すべてが建物出

入口と 3㎝以上重なることとする。ただし、二枚

扉の場合は、各扉の三辺が 3 ㎝以上重なればよ

い。 

② 開閉の容易な構造とすること。 

③ 扉の高さは 1.8ｍ以上とすること。 

（５）床面は平らなコンクリート造り等で、地盤面以上

の高さとする。 

 

 

 

 

 

貯蔵設備は、関係者以外が立ち

入らないように、扉には施錠等

をすること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

Ｏ 滞留防止措置 

貯蔵設備は、当該ガスが漏

えいしたとき滞留しないよ

うな構造とすること。 

規則第 53条第 1号ニ 

 

 

漏えいした液化石油ガスが滞留しないような

構造又は措置は、次の基準のいずれかに適合する

ものとする。 

（１）床面に接し、かつ、外気に面して設けられ

た換気口の通風可能面積の合計が床面積 1㎡

につき 300㎝2（金網等を取り付けた場合は、

その太さによって減少する面積を引いた面

積とする）の割合で計算した面積以上（１箇

所の換気口の面積は 2,400 ㎝ 2以下とする）

であること。この場合、四方を障壁等で囲ま

れている場合にあっては、換気口は 2方向以

上に分散して設けること。 

（２）次の基準に適合した強制換気装置を設ける

こと。 

① 通風能力が床面積 1 ㎡につき 0.5 ㎡

/min以上であること。 

② 吸入口を床面近くに設けること。 

③ 排気ガス放出口を地盤面上より 5ｍ以

上高い位置に設けること。 

例示基準４． 

 

Ｐ 転落、転倒防止措置 

充てん容器等(内容積が 5

リットル以下のものを除く)

には、転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止

する措置を講ずること。 

規則第 53条第 1号リ 

 

 

充てん容器等に講ずべき転落、転倒等による衝

撃及びバルブ等の損傷を防止する措置は、次に定

めるところによるものとする。 

（１）水平で、かつ、上から物が落ちる恐れのな

い場所に置くこと。 

（２）充てん量が 10kg 以上の容器については、鉄

鎖、ロープ等により、地震に際して転倒しな

いようにすること。 

例示基準９． 

 

  

176



第 2 編 第 4 章 

 

施 設 基 準 運用及び解釈 

 

 

 

 

換気口面積の算定は内法面積を基準とすること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

Ｑ 消火設備 

貯蔵設備には、消火設備を

設けること。 

規則第 53条第 1号ト 

 

消火能力は能力 A-4及び B-10以上(粉末 ABC消

火器 15型以上)の粉末消火器を、貯蔵される液化

石油ガスの最大貯蔵量 1トンにつき 1個以上設置

すること。 

例示基準 5． 

 

Ｒ 表示・警戒標 

貯蔵設備はその外部から

見やすいように警戒標を掲

げたものであること。 

規則第 53条第 1号へ 

 

警戒標は次の基準による。 

（１）警戒標を掲げる場所は、販売施設の出入口

又は販売施設等に近接又は、立ち入ることが

できる場所の周辺の外部から見やすい場所

とする。この場合近接又は立ち入ることがで

きる方向が数方向ある場合には、それぞれの

方向に掲げること。 

（２）警戒標の表示は次のとおりとする。(いずれ

もたて型でもよい。) 

① ＬＰガス特定供給設備 

② ○燃（赤色文字とする） 

③ 火気厳禁（赤色文字とする） 

④ 貯蔵施設等の管理者の氏名、住所 

⑤ 貯蔵施設等の管理者の電話番号 

例示基準 1. 

 

Ｓ 対震自動ガス遮断装置 

 P146 参照 
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施 設 基 準 運用及び解釈 

  

さく、へいのある場合は、さく、へい、貯蔵施設等外

部から見やすい場所の出入口付近に表示するものとす

る。 

 

 

 

 

（２）、⑤の次に「無断立入禁止」の標識を追加する

こと。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

Ｔ 切替装置 

貯蔵設備が容器である場

合は、一般消費者等への液化

石油ガスの供給を中断する

ことなく充てん容器等の交

換を行うことができる設備

をもうけること。 

規則第 53条第 3号 

 

 

一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断

することなく充てん容器等の交換を行うことが

できる設備は、次の基準のいずれかに適合するも

のとする。 

（１）自動切替調整器 

使用側の容器から供給される液化石油

ガスの圧力が 0.07MＰa 以上 0.1MＰa 未満

の範囲で自動的に予備側の容器から液化

石油ガスの供給が開始されるものである

こと。 

（２）継手金具付高圧ホース(チェック弁付のも

のに限る) 

例示基準 7． 

 

Ｕ ガス発生装置 説明省略 

～   

Ｗ   

5-1   P148～P158を参照 

～   

22 
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施 設 基 準 運用及び解釈 
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（３）容器による貯蔵施設（3トン以上 10トン未満） 

許可申請に必要な書類 

項目 書 類 

新規 
変
更 

備   考 頁 様式 法
人 

個
人 

1 貯蔵施設等設置許可申請書 ○ ○   P134 P187 

2 貯蔵施設等変更許可申請書   ○  P134 P188 

3 委任状 △  △ 
代理人（支店長等）が申請する場合
に限る 

P134 ― 

4 貯蔵施設の明細書 ○ ○ ○  ― P183 

5-1 消防の意見書交付申請書    
貯蔵施設等の所在地を所管する 
消防長等へ申請 

― P189 

5-2 消防の意見書 ○ ○ ○ 消防長が交付する書類 ― ― 

5-3 防火管理の計画書    
消防の意見書交付申請に必要な 
書類 

― P190 

6 案内図 ○ ○ ○ 設置場所より半径２㎞程度の図 P148 ― 

7 付近状況図 ○ ○ ○  P150 ― 

8 施設の構造図 ○ ○ △  P174 ― 

9 消火器カタログ ○ ○ △  P158 ― 

10 申請料 ○ ○ ○  P158 ― 

 ○：必要 △：必要あれば 

申請書の作成は、上記提出書類の順序に従って行うこと。 
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貯 蔵 施 設 の 明 細 書 

種  別  設置・変更（内容                    ） 

販

売

所 

名 称  

所 在 地  

業務主任者の氏名  

貯

蔵

施

設 

所 在 地  同一敷地内・外（販売所まで   ㎞） 

所 有 形 態 自己所有・占有（所有者名                  ） 

面 積 
（ 芯・芯 ）縦      ｍ×横       ｍ＝        ㎡ 

（ 内・内 ）縦      ｍ×横       ｍ＝        ㎡ 

施 設 距 離 ℓ1＝    ｍ ℓ2＝    ｍ ℓ3＝      ｍ ℓ4＝      ｍ 

貯 蔵 能 力 ５０㎏容器 ×       本＝          ㎏ 

保安物件に対する

距 離 

第 1 種保安物件（           ）水平距離      ｍ 

第 2 種保安物件（           ）水平距離      ｍ 

緩和措置  有・無  緩和措置の方法（             ） 

火 気 距 離 
施設名（             ）水平距離      ｍ 

緩和措置  有・無  緩和措置の方法（             ） 

構 造 

屋

根 
 床  

壁 
           造 高さ     ㎝ 厚さ     ㎝ 

(補強筋) ㎜ φ (間隔) 縦    ㎝ 横    ㎝ 

扉 

型 式 片引戸 ・ 両引戸 

寸 法 高さ       ㎝ 幅    ㎝ 厚さ    mm 

補強間隔 縦   ㎝ 横   ㎝  30×30 ㎜以上の等辺山形鋼 

滞 留 防 止 

措 置 

高さ   ㎝ 幅   ㎝ 設置場所   箇所 位置・方向    方 

全換気口面積        ㎝2 （必要面積         ㎝2 ） 

転 落 、 転 倒 

防 止 措 置 
 

消 火 設 備 消火器    本 能力 A－    ・B－      ・Ｃ 

警 戒 標 識 有 ・ 無 電気設備 有 (       )・ 無 

施設距離： 床面積は「芯・芯」とする。（小数点以下第 3 位を四捨五入） 

貯蔵能力： ５０㎏容器の最大貯蔵本数として次の計算式を用いる。 

      計算式 ５０㎏容器本数＝内法面積×８０％÷０.１６(50 ㎏容器設置面積) 
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（記載例）      貯 蔵 施 設 の 明 細 書 

種  別  設置・変更（内容                    ） 

販

売

所 

名 称  山川液化ガス㈱ 

所 在 地 静岡市清水区谷田○○－○   TEL０５４－３○○－○○○○ 

業務主任者の氏名  静岡 一郎   浜松 二郎 

貯

蔵

施

設 

所 在 地 静岡市清水区谷田○○－○ 同一敷地内・外（販売所まで   ㎞） 

所 有 形 態 自己所有・占有（所有者名                  ） 

面 積 
（ 芯・芯 ）縦 ５．５０ ｍ×横  ７．２０ ｍ＝  ３９．６０ ㎡ 

（ 内・内 ）縦 ５．３５ ｍ×横  ７．０５ ｍ＝  ３７．７２ ㎡ 

施 設 距 離 ℓ1＝２２．５ｍ ℓ2＝ １５ｍ ℓ3＝ １１．２５ｍ ℓ4＝ ７．５  ｍ 

貯 蔵 能 力 ５０㎏容器 ×  １８８  本＝    ９，４００  ㎏ 

保安物件に対する

距 離 

第 1 種保安物件（  若葉小学校     ）水平距離   ６０ ｍ 

第 2 種保安物件（  住宅「山田一郎宅」 ）水平距離   ８ ｍ 

緩和措置 有・無緩和措置の方法(保安物件の方向を障壁構造とした) 

火 気 距 離 
施設名（  焼 却 炉      ）水平距離  １０  ｍ 

緩和措置 有・無 緩和措置の方法（           ） 

構 造 

屋

根 
繊維強化セメント板 床  コンクリート 

壁 
コンクリートブロック(モルタルを充てん)造 高さ２００㎝ 厚さ１５㎝ 

(補強筋) １０㎜ φ (間隔) 縦 ４０ ㎝ 横 ４０ ㎝ 

扉 

型 式 片引戸 ・ 両引戸 

寸 法 高さ １９０ ㎝ 幅 １０５㎝ 厚さ ３．２mm 

補強間隔 縦３８㎝ 横３５㎝ 30×30㎜以上の等辺山形鋼 

滞 留 防 止 

措 置 

高さ ２０㎝ 幅 ４０㎝ 設置場所 １５箇所 位置・方向 ４方 

全換気口面積 １２，０００㎝2 （必要面積  １１，３１６ ㎝2 ） 

転 落 、 転 倒 

防 止 措 置 
壁にフックを取付け、鎖がけを行う 

消 火 設 備 消火器  ２ 本 能力 A－  ６ ・B－  １２  ・Ｃ 

警 戒 標 識 有 ・ 無 電気設備 有 (防爆電灯)・ 無 

施設距離： 床面積は「芯・芯」とする。（小数点以下第 3 位を四捨五入） 

貯蔵能力： ５０㎏容器の最大貯蔵本数として次の計算式を用いる。 

      計算式 ５０㎏容器本数＝内法面積×８０％÷０.１６(50 ㎏容器設置面積) 
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５．貯蔵施設等完成検査申請 

 完成検査に必要な書類 

項目 書   類 備   考 

特定供給設備 貯蔵 

バルク種類 
容器 容器 

地上 地下 

1 
貯蔵施設等完成検査 

申請書 
 ○ ○ ○ ○ 

2 委任状 代理人（支店長等）が申請する場合に限る ○ ○ ○ ○ 

3 配管フローシート 機器番号を記入したもの ○ ○ ○  

4 バルク貯槽 特定設備検査合格証か、特定設備基準適合証 ○ ○   

5 検査成績書 
調整器、高圧バルブ、安全弁等の高圧ガス設備試験等

成績証明書か認定試験者等成績書 
○ ○ ○  

6 配管ミルシート 配管記号表示が無塗装又は写真等で確認できるもの ○ ○ ○  

7 
ガス配管の 

耐圧･気密検査報告書 

高圧部 (耐圧 2.6MＰa 以上,気密 1.56MＰa 以上) 

中圧部 (耐圧 0.8MＰa 以上,気密 0.15MＰa 以上) 

（ 写真必要 ） 

○ ○ ○  

8-1 写真等 
アース棒の設置状況 

（絶縁抵抗値の測定は不要） 
○  ○  

8-2 〃 

鉄筋を配筋した状態でメジャーを該当箇所に置き基

準に合致していることが判明できるもの(構造壁、障

壁等がある場合） 

○ ○ ○ ○ 

8-3 〃 

砂の状況、絶縁アンカーボルトの設置状況と絶縁抵

抗値１kΩ 以上のわかるもの（浮き上がり防止措置）、

貯槽の搬入状況 

 ○   

8-4 〃 

ガス検知用の孔あき管と設置状況 

（貯槽と 10ｃｍ以内の距離） 

貯槽底部より深い位置がわかるもの(埋込寸法) 

 ○   

8-5 〃 

Ｍｇ（マグネシウム）防食設置の状況、 

基準電位（－1.0Ｖ以下）と対地電位 

（－850ｍＶ以下）の報告書 

 ○   

8-6 〃 
基礎の縦、横、高さのわかるもの 

（メジャー等をつけて） 
○ ○   

9 申請料 
完成検査申請料 1 件につき  （新規）31,000 円 

（変更許可）24,000 円 
○ ○ ○ ○ 

※ 申請書の作成は、上記提出書類の順序に従って行うこと。 

※ 検査当日準備するもの 

① メジャー  

② 漏えい検知液  

③ 検査用窒素（高圧部 1.56ＭＰa以上、中圧部 0.15ＭＰa以上） 

④ ガス漏れ検知器のテスト用器具（監視センターとの確認ができるようにすること） 
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６．貯蔵施設等変更届 (液石法第 37 条の 2、規則第 57 条) 
（１）届出が必要となる変更 

以下の項目１～５に該当する変更 

項目 変 更 の 内 容 
届出区分 

備 考 
バルク 容器 

１ 貯蔵施設の撤去  ○ 撤去した貯蔵施設に係る許可証、完成検査証 

２ 
貯蔵施設等の消火設備の
変更 

○ ○ 
消火能力を証する書面等(カタログ、写真、
納品書等) 

３ 
貯蔵施設等に係る換気孔
の増設 

 ○ 換気孔の位置、構造図 

４ 
特定供給設備及び貯蔵施
設の廃止 

○ ○ 許可証、完成検査証 

５ 特定供給設備の名称変更 ○ ○ 許可証の写し 

（２）届出書類 

① 貯蔵施設等変更届出書（P193 様式第 30） 

② 添付書類 

（３）提出先 

所管行政庁 
 

７．許可及び届出の不要な工事 
（１） 警戒標の付けかえ 

（２） 同一材料での屋根のふきかえ 

（３） 同一製造事業者による同一型式の調整器、気化装置等の交換（左記の「調整器、気化

装置等」にバルク貯槽は含まない） 

（４） 高圧部以外の配管の変更 
 

８．その他 
（１）譲 渡 

① 第三者が所有している貯蔵施設または特定供給設備を譲り受けた場合 

▸ 設置の許可が必要。 

なお、第三者から譲り受けた場合であって、当該貯蔵施設または特定供給設備に

何の変更も加えないときは、新たに完成検査を受ける必要はない。 

② 液化石油ガス販売事業者が販売事業承継届を提出した場合 

▸ 新たに「設置」の許可を受ける必要はない。ただし、当該貯蔵施設または特定供給

設備の変更があるときは、変更の許可が必要である。 

（２）廃 止 

▸ 貯蔵量の変更により、特定供給設備の廃止をした場合、貯蔵施設等変更届出書を提

出するとともに設備工事届等の届出を提出する必要がある。 

▸ バルク貯槽を廃止移送する場合は、KHKのＬＰガスバルク貯槽移送基準（KHKS0740）

による。 

186



第 2 編 第 4 章 

様式第 28（第 51 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 許 可 番 号  

 

貯蔵施設等設置許可申請書 

       年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 36 条の 1 項の規定により許可を

受けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 貯蔵施設又は特定供給設備を設置しようとする販売所の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

2 設置しようとする貯蔵施設又は特定供給設備の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 29（第 56 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 許 可 番 号  

 

貯蔵施設等変更許可申請書 

       年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 2 第 1 項の規定により許

可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 貯蔵施設又は特定供給設備を設置しようとする販売所の名称及び所在地 

 

 

 

2 設置しようとする貯蔵施設又は特定供給設備の所在地 

 

 

 

3 貯蔵施設又は特定供給設備の変更の内容 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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× 整 理 番 号  

× 受理年月日  

× 交付年月日     年  月  日 

× 交 付 番 号  

 

意 見 書 交 付 申 請 書 

 

       年   月   日 

        様 

 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和 42 年法律第 149 号)に定める

ところにより、貯蔵施設等の許可を受けたいので、同法第 36 条第 2 項又は同法施行規則第 56 条

第 2項に定める意見書を交付されたく、別添関係書類を添えて申請いたします。 
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防 火 管 理 の 計 画 

名 称 

所 在 地 
 

責 任 者 

職 氏 名 
 

業 務 主 任 者 

職 氏 名 
 

防 火 担 当 者 

職 氏 名 
 

生 年 月 日  生 年 月 日  

販 売 施 設 
敷地面積 建物構造・棟数 建物階数 建面積・延面積 

    

最大貯蔵数量 

 従

業

員 

男   名 

 女   名 

 計   名 

消火設備等 

種  別 数 量 種  別 数 量 

    

    

各種測定器具類 

    

    

    

    

自主点検の方法  

消防訓練の方法  
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防 災 教 育 の 

方 法 

 

 

発 災 時 に お け る 措 置 

任務分担 

担当別 氏  名 担当別 氏  名 

    

    

    

活動の方法  

 

付近図                              Ｎ 

 添付図面の通り 
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様式第 31（第 59 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 検 査 番 号  

 

貯蔵施設等完成検査申請書 

       年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 3 第 1 項本文の検査を受

けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 検査を受けようとする貯蔵施設又は特定供給設備の許可の年月日及び許可番号 

 

 

 

2 検査を受けようとする貯蔵施設又は特定供給設備の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 30（第 58 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

貯蔵施設等変更届書 

       年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －       － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 2 第 2 項の規定により次

のとおり届け出ます。 

 

1 変更の内容 

 

 

 

2 変更の年月日 

 

 

 

3 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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資   料 

〈 バルク供給に係る供給設備について 〉 

(１) バルク貯槽・バルク容器は、その貯蔵能力・充てん方法に応じて定められている保安距

離を確保すること。 

規則第 19条 72条 バルク供給・充てん設備告示第 2条 

 

貯蔵能力 1000㎏未満のバルク貯槽の技術上の基準（規則第 19条 3） 

（１）保安距離 

バルク貯槽・バルク容器の保安距離は、貯蔵能力によって次表の保安距離が必要となる。 

貯蔵能力 

(Q：トン) 
貯蔵形態 

保 安 距 離 等(注 1) 

ｄ1 ｄ2 ｄ3 ｄ4 

Ｑ＜１ 
バルク貯槽 

地上設置 
(注 2) 

1.5ｍ→構造壁:0 

(注 2) 

1.0ｍ→構造壁:0 
2ｍ超 ― 

地下設置 
(注 2) 

0 

(注 2) 

0 
2ｍ超 ― 

バルク容器 ― ― 2ｍ超 ― 

（注１）ｄ1：第 1種保安物件との保安距離 

ｄ2：第 2種保安物件との保安距離 

ｄ3：火気との距離 

ｄ4：火気取扱施設との距離 

（注２）構造壁を設けた場合、バルク貯槽を地下に設置した場合は保安距離を短縮でき

る。 

▸ 厚さ 12㎝以上の鉄筋コンクリート造り又は同等以上の強度を有する障壁を設けた場合、

バルク貯槽を地下に設置した場合は保安距離を短縮できる。 

▸ 学校、病院等の施設には、校庭、病院の庭等が含まれる。（ただし、当該学校、病院等に

ＬＰガスを供給するための貯蔵設備に適用する場合を除く。なお、当該学校、病院の庭等

に貯蔵設備を設置する場合には、当該施設を利用する者が通常通行しない場所に設置する

等、保安の確保に努めること。） 

 

（２）構造壁等（構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁）の設置方法 

① 構造壁の目的 

貯蔵能力が 1000 ㎏未満のバルク貯槽を地上設置する場合は、第一種保安物件及び第

二種保安物件に対して保安距離を設ける必要がある。この保安距離は、火災等の影響

のおそれの無い距離として設定したものである。 

保安距離を緩和するためには、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性

能を有する壁をバルク貯槽と保安物件の間に設置する。構造壁等は、保安物件を火災等

から防護するために設置することを目的としている。 
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② 建築物の外壁の条件 

ＬＰガスの供給を受ける消費設備が設置されている建築物の外壁が、 JIS 

A1304(1994)（建築構造部分の耐火試験方法）に規定される 30分加熱試験に合格するも

のと同等以上の性能を有する場合にあたっては、当該外壁を構造壁とみなすことがで

きる。ＡＬＣパネル、強化石膏ボード等に、30 分加熱試験に合格するものと同等以上

の性能を有する壁に該当するものがある。（詳細については材料メーカーに確認する。） 

 

バルクローリーの保安距離（規則第 72条） 

バルクローリーの保安距離は、バルク貯槽及びバルク容器にＬＰガスを充てんするバルク

ローリーの種類に応じて下表の保安距離が必要となる。 

充てん設備 第 1種保安物件 第 2種保安物件 

新型バルクローリー (民生用バルクローリー) 1.5ｍ 1.0ｍ 

従来型バルクローリー（工業用バルクローリー） 15.0ｍ 10.0ｍ 

（注１）保安距離は充てん設備の外面（充てん口を含む）から確保できる。 

（注２）構造壁等を設けた場合は、保安距離を短縮できる。 
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バルク貯槽等の告示検査の合理化及び効率化について 

（１）作業計画の作成及び作業責任者の指名等（規則第 16 条第 22 号の 2） 
バルク貯槽の告示検査は、次のイからヘまでに掲げる基準により保安上支障のない状態

で行うこと。 
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、

修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。 
ロ 修理等をするときは、あらかじめ、その内部の液化石油ガスを液化石油ガスと反応

しにくい不燃性のガス又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講ずること。 
ハ 修理等のため作業員が貯槽等内に入るときは、ロの規定による置換に使用されたガ

ス又は液体を空気で再置換すること。 
ニ 貯槽等を開放して修理等をするときは、当該貯槽等に他の部分から液化石油ガスが

漏えいすることのないよう当該貯槽等の前後のバルブを閉止するとともに、仕切板を

施す等の措置を講ずること。 
ホ ニの規定により閉止されたバルブ（操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合

にあっては、当該操作ボタン等）又は仕切板には、誤操作を防止するため、操作して

はならない旨を表示するとともに施錠をする等の措置を講ずること。 
ヘ 修理等が終了したときは、当該貯槽等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認

した後でなければ使用しないこと。 
 
（２）検査時における仮設供給設備の貯蔵能力の特例（規則第 21 条第 2 項） 

貯蔵能力 1,000kg 未満のバルク貯槽に仮設供給設備を連結した場合、合計の貯蔵能力が

1,000kg 以上になれば、特定供給設備の許可及び完成検査が必要となるが、次の①②の条

件を満たせば、当該バルク貯槽に現に貯蔵されているＬＰガスの数量を、貯蔵能力とみな

す。 
 

① 当該バルク貯槽にＬＰガスを充てんしてはならない旨の表示をすること。 
② ＬＰガスを充てんできないように封印すること。 

 
 

→ 貯槽等に現に貯蔵されているＬＰガス量に（1,000kg－現在の貯蔵量）未満の仮設供給

設備を連結した場合は、貯蔵能力 1,000kg未満とみなし、特定供給設備の許可及び完成検

査を免除する。 
 

 
（２）仮設供給設備による液化石油ガス設備工事届における貯蔵能力の特例(規則第 87 条第 2 項) 

貯蔵能力 500kg 以下のバルク貯槽に仮設供給設備を連結した場合、合計の貯蔵能力が

500kg 以上になれば、液化石油ガス設備工事の届出義務が課せられるが、次の①②の条件

を満たせば、液化石油ガス設備工事の届出が免除される。 
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① 当該バルク貯槽にＬＰガスを充てんしてはならない旨の表示をすること。 
② ＬＰガスを充てんできないように封印すること。 

 
（３）告示検査の記録及びその保存(規則第 131 条第 1 項の表、第 4 項) 

告示検査の適切な実施を立入検査で確認できるようにするため、バルク貯槽または附属

機器等の告示検査を行った場合、次の項目を販売所ごとに帳簿に記載し、２年間保存する。 
バルク貯槽の告示検査 
① バルク貯槽の種類及びその製造事業者の名称 
② 特定設備検査合格証（保安法第 56 条の 4 第 1 項）または、 

特定設備基準適合証（保安法第 56 条の 6 の 14 第 2 項）の番号及び発行年月日 
③ 検査を行った年月日 
④ 検査を行った者の氏名または氏名及び住所 
⑤ 検査の結果 

附属機器等の告示検査 
① 附属機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称 
② 検査を行った年月日 
③ 検査を行った者の氏名または氏名及び住所 
④ 検査の結果 

 
（４）内面での非破壊検査(バルク告示第 1 条第 1 項第 2 号イ(1)) 

バルク貯槽のうち、その内部において作業が可能な場合には、外面に代えて内面につい

て非破壊検査を行うことができる。 
 
（５）告示検査に合格したバルク貯槽又は附属機器の表示(バルク告示第 1 条第 1 項第 3 号、第 2

項第 3 号) 
告示検査に合格したものと告示検査を行っていないものを区別するため、告示検査に合

格したバルク貯槽又は附属機器等に、次のイ、ロを表示すること。 
イ 検査を行った者の名称又は記号 
ロ 検査を行った年月 

 
（６）附属機器等の告示検査期間の延長(バルク告示第 1 条第 2 項第 1 号) 

附属機器の検査期限経過後１年以内にバルク貯槽が検査期限に到達する場合は、附属機

器の検査を延長し、バルク貯槽等の検査に合わせて行うことができる。 
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充てん設備の許可申請等（バルクローリー）  



充てん設備の許可申請等の手続き一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許  可 

充 て ん 設 備 

完成検査申請 

変更許可申請 

▸ 同一形式の設備の取替 

▸ シャーシの取替 

▸ 充てん設備の廃止 

Ｐ202 

充てん設備の許可と、高圧ガス保安法の

移動式製造設備の許可又は変更許可を、同

一の行政庁に対し同時に申請する場合であ

って、添付すべき書類の内容が重複すると

きは、いずれか一の許可申請書を除き、当

該書類を添付することを要しない。 

変  更 設  置 

軽微な変更 

変更届 

保安検査申請 

保安検査 

使用開始 

Ｐ203 

工業用、農業用等消費者の設備に充て

んするときは、高圧ガス保安法の移動式

製造設備の許可又は変更許可も必要 

Ｐ201 

完成検査証受領後使用開始 

許可申請 

完成検査 

使用再開 容器再検査 

充てん設備１台ごとに所管行政

庁に充てん設備許可申請が必要 

充てん事業者報告 

完成検査前に車両検査登録を完了して

いることが必要 

完成検査前証又は前回

の保安検査証交付日から

11 月を超えない日までに

保安検査申請書を提出 

保安検査証受領後使用開始 

事業年度経過後 3 カ月

以内に、所管行政庁に報

告書を提出 

容器再検査合格年月日又は

容器再検査合格年月日の前日

から起算して 5 年以内 

内容積が 4,000ℓ以上の

容器で製造後の経過年

数が 20 年未満の場合 Ｐ204 

Ｐ204 
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１．充てん設備（バルクローリー）の規制概要 

 

充てん設備(液石法) 移動式製造設備（保安法） 移動の 

基準 技術上の基準 充てん作業 技術上の基準 製造の方法 

新
型
バ
ル
ク
ロ
ー
リ
ー 

規則 

第64条第1項 

規則第72条 

第1号及び 

第 2号 

規則第64条 

第1項 

＋ 

保安法液石則 

第9条第1項 

第5号 

規則第72条 

第1号及び 

保安法液石則 

第9条第2項 

第2号 
保安法 
液石則 
第 48条 

従
来
型
バ
ル
ク
ロ
ー
リ
ー 

保安法液石則 

第 9条第 1項 

規則第72条 

第3号 

保安法液石則 

第 9条第 1項 

保安法液石則 

第 9条第 2項 

   

（１）液石法でいう充てん設備は、保安法では移動式製造設備と呼ぶ。 

また、充てん設備を設置する場合、液石法では 1 台ごとに新規の許可となるが、保安法で

は事業所ごとの許可が必要になる。 

（２）充てん作業者は、協会が行う充てん作業者再講習を 5 年ごとに受講する。また移動式製

造設備であって、充てん設備の許可を受けている保安係員にあっては、協会が行う充てん

作業者講習を 5年ごとに受講する。（規則第 74条） 
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２．申請手続きの手順 

（１）充てん設備許可申請書（液石法第 37条の４第 1項） 

（下線が引いてあるものは、申請者がするもの） 

 
 

 

※ 許可を受ける必要がある者 

① 静岡県内に充てん設備を新たに設置しようとする者 

② 静岡県内に充てん設備を譲り受けようとする者 

 

  

充てん設備許可申請書 

申 請 受 理 

審 査 

工 事 着 工 

許 可 （所管行政庁による許可証の交付） 

工 事 完 成 

充てん設備完成検査申請書 

完 成 検 査 

充てん設備完成検査証交付 

充てん設備使用開始 

技術基準に適合しない場合は不合格となり、 
工事のやり直し後もう一度検査を受けなけれ

ばならない 
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（２）充てん設備変更許可申請書（液石法第 37条の 4 第 3項） 

（下線が引いてあるものは、申請者がするもの） 

 
※ 変更許可を受ける必要がある者 

所管行政庁に充てん設備の許可を受けている者で、充てん設備の使用の本拠の所在地、構

造、設備又は装置を変更しようとする者。 

ただし、P203に掲げる充てん設備の場合は充てん設備変更届となる。 

なお、充てん設備の使用の本拠の所在地のみの変更で、同時に保安法の移動式製造設備と

して新規許可又は変更許可を受けた場合は、液石法の充てん設備変更届書を提出するだけで

よい。（新型バルクローリーについては、所管行政庁が変更される場合、許可が必要となる。） 

 

 

（３）申請料の支払い方法 

静岡県危機管理部消防保安課  静岡県収入証紙 

静岡市消防局 消防部 予防課 現金・納付書・キャッシュレス決済 

浜松市消防局 予防課     オンライン申請（ペイジー） 

 

充てん設備変更許可申請

申 請 受 理 

審    査 

工 事 着 工 

変 更 許 可 （所管行政庁による変更許可証の交付） 

工 事 完 成 

充てん設備完成検査申請書 

完 成 検 査 

充てん設備完成検査証交付 

充てん設備使用開始 

技術基準に適合しない場合は不合格となり、 
工事のやり直し後もう一度検査を受けなけれ

ばならない 
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３．充てん設備許可申請書 

許可申請等に必要な書類等 

項

目 
書  類 

対応 

法令 

備  考 頁 様式 保

安

法 

液

石

法 

１ 
充てん設備許可申請書 

 ○  ― 
P236 

(充てん設備変更許可申請書等） P237 

２ 
高圧ガス製造許可申請書 

○  
液化石油ガス製造許可申請

等について(赤本)参照 
― 

P244 

(高圧ガス製造施設等変更許可申請等) P245 

３ 委任状 ○  
代理人(支店長等)が申請す

る場合に限る 
― ― 

４ 案内図 ○ ○ 
設置場所から半径 2 ㎞程度

の図 
― ― 

５ 付近の状況を示す図面 ○ ○ 

縮尺・車庫の構造、容器置場

から第 1種、第 2種保安物件

までの距離 

― ― 

６ 製造計画書 ○  
変更許可申請の場合、変更明

細書 
― P246 

７ 
充てん設備・移動式製造設備の技

術上の基準の対応状況 
○ ○  P209 ― 

８ 容器置場の基準 ○   P226 P224 

９ 移動基準の対応状況 ○ ○  P222 ― 

10 バルクローリー明細書 ○ ○  ― P205 

11 機器等一覧表 ○ ○  ― P207 

12 フローシート ○ ○  ― ― 

13 処理設備の性能 ○ ○  ― ― 

14 高圧ガス設備の強度計算書 ○ ○  ― ― 

15 申請料 ○ ○ 
液石法と保安法で申請手数

料が異なる 
― ― 

 

201



第 2 編 第 5 章 

４．充てん設備完成検査申請書（液石法第 37条の 4第 4項 規則第 68条） 

許可を受けた充てん設備については、完成検査を受けなければならない。 

 

完成検査に必要な書類等 

項目 書  類 備   考 

１ 充てん設備完成検査申請書  

２ 高圧ガス製造施設完成検査申請書  

３ フローシート 機器番号を入れる 

４ 容  器 容器検査成績書 

５ 附属品 附属品検査成績書 

６ 検査成績書 

高圧ガス設備試験等成績証明書 

認定試験者試験等成績書 

工業品検査所工業試験所等の証明書又は原材料メ

ーカーのミルシート 

７ 写真等 
容器置場の基準に合致していることを判明できる

もの 

８ 車検証 使用の本拠地 

９ 充てん作業者講習修了証  

１０ 申請料 完成検査申請料 

項目 3～6、8に添付される書類について、液石法と保安法の両方の許可を受けた場合は、い

ずれかの完成検査申請書に添付する。 

 

※ 検査当日準備するもの 

① メジャー 

② 漏えい検知液 

③ 検査用窒素（2.1ＭＰa以上） 

④ ガス漏れ検知器のテスト用器具 
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５．充てん設備変更届(液石法第 37条の 4 第 3 項) 

（１）届出が必要となる変更 

以下の項目１～３に該当する変更（液石法規則第 66条） 

 

項

目 
変更の内容 備   考 

１ 
液化石油ガスの通る部分の取替え 

（同種・同型式のものに限る） 
変更前、変更後の内容がわかる図面等 

２ 

液化石油ガスが通る部分の充てん設備に係

る設備の取替えであって、当該設備の処理

能力の変更を伴わないもの 

変更前、変更後の内容がわかる図面等 

３ 
液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備

に係る設備の取替え 
変更前、変更後の内容がわかる図面等 

４ 充てん設備の撤去 
撤去した充てん設備に係る許可証、 

完成検査証 

 

（２）届出書類 

① 充てん設備変更届書（P238 様式第 37） 

② 添付書類 

 

６．充てん設備の分解点検・整備の周期 

移動式製造設備であって、充てん設備の許可を受けている充てん設備にあっては、分解点

検・整備の周期はメーカーごとの推奨交換時期（※）または、使用時間・使用状況・日常点

検等を参考に事業者が定める。ただし、次の場合は周期に拘わらず実施する。 

 

（１）外観検査を行って、配管、継手等に割れ、腐食、異常変形、その他欠陥が認められ、非

破壊試験又は改修を行う必要があると判断したとき。 

（２）漏洩検査を行って、配管、継手等の溶接部分に漏洩が認められ、分解点検・整備を行う

必要があると判断したとき。 

（３）耐圧試験を行い、変形、異常膨張、漏洩が認められ配管を補修する必要があると判断し

たとき。 

※ 交換時期については、各メーカーに問い合わせること。 
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７．保安検査 

保安法と液石法の両方の許可を受けているバルクローリーは、液石法の保安検査を受検す

れば、保安法の保安検査は不要になる。 
保安法の他の製造設備の保安検査手数料については、全体の処理能力から当該バルクロー

リーの処理能力を除外して算定する。 
なお、液石法では１台ごとに保安検査手数料が必要である。 

 

８．充てん事業報告(規則第 132 条) 

充てん事業者は、毎事業年度経過後３月以内に、その事業年度末における充てんに係る一般

消費者等の数及び充てんの作業に従事している作業者の数を所管行政庁に報告しなければな

らない。 ※ 報告先の詳細は４ページ～「第１編 ４．書類提出先」を参照 
（静岡県においては毎年３月３１日時点の状況を報告する。１部） 

 

９．その他 

第三者が所有している設備を譲り受けた場合には、新規の許可が必要である。なお、当該充

てん設備に何の変更も加えないときは、新たに完成検査を受ける必要はない。 
また、保安法の許可を受けた場合は、次の手続きが別途必要である。 
▸ 危害予防規程の制定（変更）、届出 
▸ 保安統括者等の選任、届出 

（原則として、液石法のみの新型バルクローリーの場合は不要） 
▸ 製造の開始の届出 

（新規許可申請の場合） 
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新型バルクローリー明細書 

（規則第 64 条第 1 項の技術上の基準に対応する事項） 
号 項  目 対 応 事 項 関連資料番号 配管系統№ 
 配管系統図    
１ 貯蔵設備    
２ 耐圧試験    
３ 気密試験    
４ 肉厚強度    
５ 充てんの為のポンプ    
６ 発電機    
７ 充てんホース    
８ 安全継手    
９ カップリング用 

液流出防止装置 
   

10 

均圧ホース    
均圧ホース用安全継手    
均圧ホース用 
脱着用カップリング 

   

11 緊急遮断装置    
12 液封防止    
13 液面計    
14 温度計    
15 圧力計    
16 誤発進防止装置    
17 緊急停止スイッチ    
18 自動停止装置    
18
イ 

ガス検知    

18
ロ 

衝撃検知    

18
ハ 

扉開閉検知    

充てん設備については規則第 64 条第 1 項の基準を遵守します。 
充てん作業については、規則第 72 条第 1 号及び第 2 号の基準を遵守します。 
移動については、保安法液石則第 48 条の基準を遵守します。 
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記入例       新型バルクローリー明細書 
（規則第 64 条第 1 項の技術上の基準に対応する事項）  

号 項  目 対 応 事 項 関連資料番号 配管系統№ 
 配管系統図 検索分表示 3-6 ― 
１ 貯蔵設備 KHK 容器検査合格品 3-2,3 ― 
２ 耐圧試験 認定品・設備品は省略 

他は強度計算書又は別途 4 倍
耐圧計算書添付 

強度計算書 
2-1～9 
組立図 3-8～
20 

12-16,20・ 
28-32 
36-39 

３ 気密試験 
４ 肉厚強度 

５ 充てんの為のポンプ 
軸シールレス 3-7 11 
遠隔操作スイッチ 3-6 88 

６ 発電機 火花を発しない構造 なし(不使用) なし(不使用) 

７ 充てんホース JIS/ｋ/6347 鋼線編組式 
ホース 3-4,5,11,12 12･15 

８ 安全継手 
LPG に侵されないもの 3-15 

14･15 
ホース先端より 60cm 以下 3-4,5 

９ カップリング用 
液流出防止装置 

LPG に侵されないもの 
3-4,5,17 16 

使用中移動中の耐振動 

10 

均圧ホース JIS/ｋ/6347 鋼線編組式 
ホース 3-4,5,13,14 29,31 

均圧ホース用安全継手 
LPG に侵されないもの 3-16 

30 
ホース先端より 60cm 以下 3-4,5 

均圧ホース用 
脱着用カップリング 

LPG に侵されないもの 
3-4,5,18 32 

使用中移動中の耐振動 
11 緊急遮断装置 ローリー用緊急遮断弁 3-4,5 3,4,5 
12 液封防止 液封を防止する機構 4-1 3,4,5 
13 液面計 フロート式 3-2,3 2 
14 温度計 温度計の設置 3-4,5 20 
15 圧力計 ブルドン管式 3-4,5 17,18 
16 誤発進防止装置 総輪ブレーキ式 3-6 64,81,84,85 
17 緊急停止スイッチ 緊急停止スイッチの設置 11 87,88 

18 自動停止装置 警報を発し又は表示 3-6 (操作盤
にて作動) 81,54,61,62 

18
イ ガス検知 接触燃焼方式 3-1,21 82 

18
ロ 衝撃検知 加速度検知式 3-1,22 83 

18
ハ 扉開閉検知 リミットスイッチ 3-1,23 84,85 

充てん設備については規則第 64 条第 1 項の基準を遵守します。 
充てん作業については、規則第 72 条第 1 号及び第 2 号の基準を遵守します。 
移動については、保安法液石則第 48 条の基準を遵守します。 

インデックスを

添付すること 
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保安法第 8 条第 1 号の経産省令で定める基準に対する保安法液石則第 9 条第 3 項の移動式製造設

備（液石法第 37 条の 4第 1項の充てん設備）の規則第 64条第 1項に対する適合状況一覧（例） 

号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

１ 貯蔵設備 容器であること。 KHK 容器検査合格品とします。 

 

強度計算書 

組立図 

2-1 

3-2、3 

２ 液化石油ガス

の通る部分 

高圧ガス設備試

験に合格したもの

又は大臣認定品又

は告示で定めると

ころにより行う耐

圧試験に合格した

ものであること。 

① 高圧ガス設備試験合格品又は

大臣認定品又は左記の耐圧試験

に合格したものとみなします。 

② 常用の圧力の 1.5 倍以上の圧

力で水を使用し行い、膨らみ、伸

び、漏洩などの異常が無いこと

を確認します。 

③ 当該設備が脆性破壊を起こす

おそれの無い温度で行います。 

④ 図面及び成績書又は別途 4 倍

耐圧成績書を添付します。 

強度計算書 

組立図 

2-1～22 

3-8～40 

３ 気密試験 高圧ガス設備

試験に合格した

もの又は大臣認

定品又は告示の

定めるところに

より行う気密試

験に合格したも

のであること。 

① 高圧ガス設備試験合格品又は

大臣認定品は左記の気密試験に

合格したものとみなします。 

② 常用の圧力以上の圧力で空気

その他の危険性の無い気体を使

用して行い、規定圧力を 10 分間

以上保持し漏洩の無いことを確

認します。 

③ 当該設備が脆性破壊を起こす

おそれの無い温度で行います。 

④ 図面及び成績書を添付しま

す。 

 

強度計算書 

組立図 

2-1～22 

3-8～40 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

４ 肉厚強度 高圧ガス設備試

験に合格したもの

又は大臣認定品又

は告示に定める肉

厚を有するもので

あること。 

① 高圧ガス設備試験合格品又は

大臣認定品は左記の肉厚を有す

るものとみなします。 

② 液化石油ガスの通る部分の肉

厚の算定は特定設備検査規則第

12 条例示基準特定設備の技術

上の基準の解釈第 6 条を準用し

ます。 

③ ②の算定方法が適用できない

ものにあっては水圧による加圧

試験により常用の圧力の 4 倍の

圧力に常用の温度における材料

の許容引張応力に対する加圧試

験の温度における材料の許容引

張応力の比を乗じて得られる値

以上の圧力で破壊を生じないも

のを使用します。 

強度計算書 

組立図 

2-1～22 

3-8～40 

５ 充てんのための

ポンプ又は圧縮

機 

ポンプ又は圧

縮機の起動及び

停止のスイッチ

は遠隔操作がで

きるものである

こと。 

軸シール部の無い構造のポンプ

を使用し、起動及び停止の起動及

び停止のスイッチは遠隔操作がで

きる構造とします。 

強度計算書 

組立図 

2-14 

3-8 

６ 発電機 発電機は、火花

を発しない構造で

あること。 

該当しません ― ― 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

７ 充てんホース JIS K6347(1995)

に規定した鋼線編

組式ホースとする

こと。 

JIS K6347(1995)と同等以上の鋼

線編組式ホースを使用します。 

組立図 3-6、12 

13 

８ 安全継手 告示で定めると

ころにより安全継

手を設ける。 

以下の条件を満たす安全継手を

設けます。 

① 充てん設備内にある液化石油

ガスに侵されないもの。 

② 引張試験を行い、当該安全継

手を 0PA として、530N の引張荷

重を加えたときに自動的に分離

し、かつ瞬時に液化石油ガスを

遮断するもの 

③ 充てんホースの先端から 60㎝

以内の位置に設置する。 

強度計算書 

組立図 

2-15 

3-6、13 

16 

９ カップリング

用液流出防止

装置 

告示で定めると

ころによりカップ

リング用液流出防

止装置を設けるこ

と。 

以下の条件を満たすカップリン

グ用液流出防止装置を設けます。 

① 充てん設備内にある液化石油

ガスに侵されないものとしま

す。 

② 容易に切り離すことができる

ものとします。 

③ 型式ごとに 1 万回以上の接続

及び切り離しに耐えることがで

きるものとします。 

④ 型式ごとに着脱漏れ試験を行

い、接続及び切り離しを 10 回繰

り返したときの液化石油ガスの

漏れの総量が、液体状態に換算

して 50 ㎝3 以下であることとし

ます。 

 

強度計算書 

組立図 

型式試験成

績書 

2-8 

3-6、18 

6-5 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

   ⑤ 型式ごとにキャップを装着し

て、バルブを装着し、１m の高さ

からコンクリート面に自然落下

させたときに漏れが無く、かつ

着脱性能に影響が生じないも

の。 

⑥ 使用中及び輸送中に加えられ

る振動に耐えうるもの。 

⑦ 見やすい箇所に 

１）製造事業者の名称又は記号 

２）製造番号 

３）製造年月 

４）呼び径 

を容易に消えることが無

いように表示する。 

  

10 均圧ホース JIS K6347(1995)

に規定した鋼線

編組式ホースと

すること。 

JIS K6347(1995)と同等以上の鋼

線編組式ホースを使用します。 

組立図 3-6、14 

15 

均圧ホース用

安全継手 

告示に定める

ところにより安

全継手及び均圧

カップリングを

設ける。 

以下の条件を満たす安全継手を

設けます。 

① 充てん設備内にある液化石油

ガスに侵されないもの。 

② 引張試験を行い、当該安全継

手の内圧を０PA として、530Nの

引張荷重を加えたときに自動的

に分離し、かつ瞬時に液化石油

ガスを遮断するもの。 

③ 均圧ホースの先端から、60 ㎝

以内の位置に設置する。 

 

強度計算書 

組立図 

型式試験成

績書 

2-18、19 

3-6、15 

17、19 

6-6 

  

212



第 2 編 第 5 章 
 

 

 

号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

 均圧ホース用

脱着用カップ

リング 

 以下の条件を満たす脱着用のカ

ップリングを設けます。 

① 充てん設備内にある液化石油

ガスに侵されないもの。 

② 容易に切り離すことができる

もの。 

③ 型式ごとの作動試験を行い、1

万回以上の接続及び切り離しに

耐えることができるもの。 

④ 型式ごとの着脱漏れ試験を行

い、接続及び切り離しを 10 回繰

り返したときの液化石油ガスの

漏れの総量が気体状態で 12ℓ以

下であるもの。 

⑤ 型式ごとに１m の高さからコ

ンクリート面に自然落下させた

ときに漏れが無く、かつ着脱性

能に影響を生じないもの。 

⑥ 使用中及び輸送中に加わる振

動に耐えるもの。 

⑦ 見やすい箇所に 

１）製造事業者の名称又は記号 

２）製造番号 

３）製造年月 

４）呼び径 

を容易に消えることが無い

ように表示する。 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

11 緊急遮断装置 容器に取り付

けられた配管に

設けること。（容

器に設けられて

いる場合はこの

限りではない。） 

容器胴部にローリー用油圧式緊

急遮断弁を設けます。 

強度計算書 

組立図 

2-11 

3-4、5 

28、29 

12 緊急遮断装置

の液封防止措

置 

液封による配

管又は充てんホ

ースの破損を防

止する機能を有

する構造である

こと。 

但し、液封が生

じる恐れのある

配管又は充てん

ホースに逃し弁

を設置した場合

はこの限りでは

ない。 

緊急遮断弁内部に液封防止措置

を内蔵したものを使用します。 

なお、配管部に取り付いている

容器元弁は常時「開」と銘板により

表示します。 

 

説明書 6-1 

13 液面計 告示で定める

ところにより液

面計を設ける。 

 

以下の条件を満たすフロート式

液面計を設けます。 

① 充てん設備内にある液化石油

ガスに侵されないもの。 

② 耐圧部分であるガイドパイプ

部に SUS304 を使用し、かつ液面

を測定する際、液化石油ガスを

放出しないもの。(フロート式液

面計) 

③ JIS D1601(1995)自動車部品振

動試験に合格するもの。 

組立図 3-2、3 

34 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

14 温度計 告示で定めると

ころにより温度計

を設ける。 

以下の条件を満たす温度計を設

けます。 

① 液化石油ガスの液相部を検知

することができるものである。 

② 当該液化石油ガスの温度を適

切に測定できるものであり、かつ

最高目盛と最低目盛の範囲が

100℃である。 

組立図 3-4、5 

32 

15 圧力計 告示で定めると

ころにより圧力計

を設ける。 

以下の条件を満たすブルドン管

式圧力計を設けます。 

① 液化石油ガスの通る部分のう

ち、通気配管部と液配管部（ポン

プ出口）の２ヶ所に設置する。 

② JIS B7505‐1(2017)アネロイ

ド型圧力計―第一部：ブルドン管

式圧力計で、測定範囲が当該区分

の常用の圧力を適切に測定でき

るもの。 

組立図 3-4、5 

34 

16 誤発進防止装

置 

告示で定めると

ころにより誤発進

防止装置を設け

る。 

以下の機能を有するブレーキロ

ック式誤発進防止装置を設けます。 

① ホース金具（カップリング受）

に取り付いたリミットスイッチ

によりホースの取り外しを検出

し、車両全輪のブレーキを作動さ

せ、誤発進を防止する。 

② 操作箱に取り付いたリミット

スイッチにより扉が閉じ、かつ充

てんホースを確実にホース金具

（カップリング受）に収納したこ

とを検出しなければ①を解除し

ない。 

 

配管系統図 

組立図 

防爆型式 

検定合格証 

3-7 

3-1、25 

5-3 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

17 緊急停止スイ

ッチ 

告示で定める

ところにより緊

急停止スイッチ

を設ける。 

1 個は車両後部に固定したもの、

もう 1 個は遠隔操作可能かつ携帯

式とします。（リモコンタイプ） 

緊急遮断の閉止、車両のエンジ

ンの停止、ポンプの停止と同時に

行うものとします。 

運転席内にブザーを鳴らし、液

晶画面にて表示します。 

組立図 3-1 

18 インターロッ

ク機能 

充てん作業中

に次の（１）～（３）

の異状を検出し

た場合、緊急遮断

弁の閉止、車両の

エンジン停止、ポ

ンプ又は圧縮機

の停止及び発電

機を使用してい

るものにあって

は発電機の停止

を行う機能を有

すること。 

その場合に警

報を発し又は表

示する装置を設

ける。 

充てん作業中に次の（１）～（３）

の異状を検出した場合、緊急遮断

弁の閉止、車両のエンジンの停止、

ポンプの停止を同時に行う機能を

有します。 

その場合、警報として運転席内

にブザーを鳴らし、同時に液晶画

面が点滅表示します。 

配管系統図 3-7 

(操作盤) 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

 （１）ガス検知 操作箱内に設

置された設備で

あって告示で定

める機能を有す

るものによりガ

ス漏れを検知し

た場合。 

操作箱内のガス漏れを、下記条

件を満たすガス漏れ検知器にて検

知します。 

① 接触燃焼方式により検知エレ

メントの変化を電気的機構によ

り伝達し、イソブタン（LP ガス）

常温において 0.45％(25%LEL)に

設定した濃度において自動的に

警報を発するもの。 

② 警報精度は警報設定値に±

25％とし、電源の電圧等が 10％

変動した場合でも警報精度は低

下しないもの。 

③ 検知から発信に至るまでの遅

れは、警報設定値の 1.6 倍の濃

度において、30 秒以内とする。 

④ ブザーは液化石油ガスの濃度

が低下しても、充てん作業者が

その確認を行い、リセット操作

を行うまで鳴り続けるものとす

る。 

⑤ 材質は ADC－12（ダイカスト用

アルミ合金）とし、十分な強度、

耐久力を有し、液化石油ガスに

接触する部分の耐食性も十分な

ものとする。 

⑥ 労働安全衛生法第 44条による

検定に合格する防爆性を有する

もの。 

⑦ JIS D1601(1995)自動車部品振

動試験に合格するもの。 

組立図 

振動試験成

績書 

防爆型式検

定合格証 

3-1、23 

4-2 

5-2 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

  操作箱内に設

置された設備で

あって告示で定

める機能を有す

るものによりガ

ス漏れを検知し

た場合。 

① 警報として運転席内にブザー

を鳴らし、同時に液晶画面が点

滅表示するもの。 

② 検出部は操作箱内に 1 個設置

する。 

組立図 

振動試験成

績書 

防爆型式検

定合格証 

3-1、23 

4-2 

5-2 

（２）衝撃検知 自動車の衝突

など異常な衝撃

を告示で定める

機器により検知

した場合。 

自動車の衝突など異常な衝撃を

以下の条件を満たす振動検知器に

て検知します。 

① 100m/s２以上の振動加速度を

検知したときに作動するもの。 

② 車両後部左側、リヤバンパ内に

1 個設置する。 

③ JIS D1601(1995)自動車部品振

動試験に合格するもの。 

組立図 

防爆型式検

定合格証 

3-1、25 

5-3 

（３）扉開閉検知 

 

充てん中に操

作箱の扉が開い

た場合。 

防爆構造(ｄ2G4)を有する検知

機器（リミットスイッチ）により充

てん作業中に操作箱が開かれたこ

とを検知します。 

組立図 

防爆型式検

定合格証 

3-1、25 

5-3 
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号 項  目 内  容 対 応 状 況 添付書類 № 

19 (充てん設備の使用の本拠の所在地) 

14 条第 1 号 充てん設備の使

用の本拠の所在

地の明示 

白線などで明示し、外部より見

やすいように警戒標を掲げます。 

敷地図面 添付書類 

14 条第 2 号 第 1 種、第 2 種 

施設距離 

第 1 種保安物件に対して第 1 種施

設距離以上、 

第 2 種保安物件に対して第 2 種施

設距離以上を確保する。 

第 1 種施設距離(ℓ1)＝22.5ｍ 

第 2 種施設距離(ℓ2)＝15.0ｍ 

最寄りの保安物件 

第 1 種：物件名 若葉小学校 

   約 360  m 

第 2 種：物件名 ｢山田一郎宅｣ 

   約  45 m 

敷地図面 添付書類 

14 条の 3 号 障壁 保安物件が距離内にない為に設

けません。 

  

14 条の 5 号 ＬＰガスが滞留し

ない構造 

4 方向開放。   
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充てん作業の技術上の基準 

保安法第 8条第 2号の経産省令に定める基準に対する保安法液石則第 9条第 4項の基準に対する

事項【例】 

（液石法第 37条の 5第 2項、規則第 72条の技術上の基準に対する事項） 

号 項   目 対 応 状 況 

1  充てん設備により、バルク容器又はバルク貯槽へ充てんする場合 

イ． 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、バルク貯槽内が不活性ガスで置換され

ていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること。 

並びにバルク容器又はバルク貯槽に係わる気密試験並びに液面計及び過充てん防

止装置の作動試験が行われていることを確認します。 

ロ． 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む)の外面から第 1 種

保安物件に対し、1.5ｍ以上、第 2 種保安物件に対し 1m 以上の距離があることを確

認します。 

ハ． 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備とバルク容器又はバルク貯槽との接続

部分において液化石油ガスの漏えいが無いことを確認します。 

二． 充てんホースの上を車両が通過しないようにします。 

ホ． 充てん作業中は、充てん設備の周囲から見やすい場所に、充てん作業中及び火気厳

禁の標識を掲げます。 

へ． 充てん作業中は、駐車ブレーキをかけ、非常点滅表示灯を点灯します。 

ト． 充てん作業中は、車止めを設けること等により車両を固定します。 

チ． 充てん作業中は、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量

がバルク容器又はバルク貯槽の容積 85％（地盤面下に埋設されたバルク容器又はバ

ルク貯槽であって、内容積が 2 千リットル以上のものにあっては 90％）を超えない

ようにします。 

リ． 充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すとき

は、ブリーダ弁を開いてから行います。 

ヌ． 充てん作業終了後は、カップリング用液流出防止装置から液化石油ガスの漏えい

のないことを確認した後、キャップを装着し、ブリーダ弁を閉じます。 

ル． バルク容器の液取入バルブ又はバルク貯槽の液取入弁は、液封を防止するため常

時開放しておきます。 

ヲ． 充てんするときは、あらかじめ、バルク容器が基礎に確実に設置され、安全な充て

んが可能であることを確認します。 
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規則第 72条の技術上の基準に対する事項（例） 

号 項   目 対 応 状 況 

 ワ． 充てん設備の使用の本拠の所在地の周囲 2m 以内には、火気又は引火性若しくは発

火性の物を置きません。 

2  充てん設備により容器（バルク容器を除く）又は貯槽に充てんする場合 

イ． 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、バルク貯槽内が不活性ガスで置換され

ていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること 

並びにバルク容器又はバルク貯槽に係わる気密試験並びに液面計及び過充てん防

止装置の作動試験が行われていることを確認します。 

ロ． 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備（充てん口を含む）の外面から第 1 種

保安物件に対し 15m 以上、第 2 種保安物件に対し 10m 以上の距離があることを確認

します。 

ハ． 内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てん

を受ける容器又は貯槽に液面計又は過充てん防止装置が設けられていることを確認

します。 

二． 内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを

受ける容器又は貯槽に液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認し

ます。 

ホ． 貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガ

スの容量が貯槽の内容積の 90％を超えないようにします。 

ヘ． 充てん設備と容器又は貯槽との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないこと

を確認します。 

ト． 充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すとき

は、ブリーダ弁を開いてから行います。 

チ．      前頁 1 号ニを参照 

前頁 1 号ホを参照 

前頁 1 号ヘを参照 

前頁 1 号トを参照 

上記 1 号ワを参照 
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保安法液石則第 48条の基準に対する事項（例） 

号 項  目 対 応 状 況 資  料 

1 警戒標 ▸ 車両の前後に高圧ガス標示板を掲げます。 別添資料 

移動式製造設備の構造図 

2 温度計等 ▸ 充塡容器等はその温度を常に 40℃以下に保ちま

す。 

▸ 容器内温度を管理するため目盛範囲－30℃～＋

70℃の温度計 1 ヶ常備します。 

別添資料 

配管系統図 

3 防波板 ▸ タンク本体内部に 3 枚設けます。 別添資料 

移動式製造設備の構造図 

4 高さ検知棒 ▸ 運転台の屋根上に１本常備します。 別添資料 

5 容器後面と後バン

パーとの距離 

▸ 弁取付位置が該当せず。  

6 容器後面と後バン

パーとの距離 

▸ 容器の後面と車両の後バンパー後面との水平距離

は 30 ㎝以上とします。 

実際寸法： 101 ㎝ 

別添資料 

移動式製造設備の構造図 

7 操作箱と後バンパ

ーとの距離 

▸ 車両左側へ常備し、後バンパー後面との水平距離

は 20cm 以上とします。 

実際寸法： 388cm 

別添資料 

移動式製造設備の構造図 

8 附属品の損傷防止 ▸ 固定式プロテクタ－（材質 SS400,厚さ９㎜）を設

けます。 

別添資料 

タンク本体組立図 

9 液面計 ▸ フロート式液面計を常備します。 別添資料 

移動式製造設備の構造図 

10 開閉表示 ▸ 開閉表示板を常備します。  

11 点検 ▸ 移動開始、終了時にガスの漏えい等の異常の有無

を点検し、異常のある時は補修その他の危険を防

止するための措置をします。 

 

12 資材・工具等 ▸ 粉末消火器及び防災工具を常備します。 別添資料 

移動式製造設備の構造図 

13 駐車 ▸ 駐車する場合にあっては、充塡容器等に液化石油

ガスを受け入れ送り出すときを除き第 1 種保安物

件の近辺及び第 2 種保安物件が密集する地域を避

け、かつ交通量が少ない安全な場所を選びます。

また、運転者は食事その他やむを得ない場合を除

き、当該車両を離れません。 

 

 

 

222



第 2 編 第 5 章 
 

号 項  目 対 応 状 況 資  料 

14 移動監視者 ▸ 移動の監視者は、丙種化学責任者免状所持者を乗

務員とします。 

 

15 免状の携帯 ▸ 移動するときは免状を携帯します。  

16 危険時の措置 ▸ 車両に固定した容器により、質量 3000 ㎏以上の液

化石油ガスを移動するときは、あらかじめ当該高

圧ガスの移動中充塡容器等が危険な状態となった

場合、又は当該容器等に係わる事故が発生した場

合における荷送人へ確実に連絡するための措置、

荷送人又は移動経路の近辺に所在する第一種製造

者、販売業者その他、高圧ガスを取り扱う者から

応援を受けるための措置、その他の災害発生又は

拡大防止のために必要な措置をします。 

 

17 繁華街及び二人乗

車 

▸ 移動するときは繁華街又は人ごみを避けます。 

▸ 下記の場合は、車両 1 台について運転者を 2 人充

てます 

（イ）連続運転時間が 4 時間を超える場合 

（ロ）運転時間が、1 日当たり 9 時間を超える場合 

 

18 イエロー・カード ▸ 移動するときは、運転者が移動中の災害防止のた

めに必要な注意事項を記載した書面（イエロー・ 

カード）を常に携帯させ、注意事項を遵守します。 

 

 

※ 容器置場 

ＬＰガスバルクロ－リーは、基準通りに設置した容器置場に駐車します。 

   

  誤発進防止装置 

ＬＰガスバルクタンクローリーには、充塡作業終了後ホースを完全に格納し、バルブ類操作箱のドアを、確

実に閉じなければ発進できない誤発進防止装置を装備します。 
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容 器 置 場 の 基 準 

 

(保安法液石則第 9条第 1項第 5号<<保安法液石則第 6条第 1項第 35号(ホ)を除く>>の技術上の

基準に対応する事項) 

号 項   目 対 応 事 項 

5 

容

器

置

場 

警 戒 標  

 

 

 

第 1種置場距離及び 

第 2 種置場距離 

 

 

 

 

 

面 積      ㎡ 

置場距離 
ℓ1＝      ｍ ℓ2＝      ｍ 

ℓ3＝      ｍ ℓ4＝      ｍ 

第 1種保安物件名 

(物件名                  ) 

水平距離           ｍ 

第 2種保安物件名 

(物件名                   ) 

水平距離           ｍ 

障 壁  

ガスが滞留しない

構 造      
 

消 火 設 備     

（保安法液石則第 9条第 2項の第 2号<<保安法液石則第 6条第 2項の第 7号(ハ)>>の技術上

の基準に対応する事項） 

火 気 と の 距 離 

 

 

 

施設名 

法定距離    ２ｍ 水平距離       ｍ 

緩和措置 有 ・ 無 

緩和措置の方法(     ) 

迂回距離       ｍ 
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【記入例】     容 器 置 場 の 基 準 

 

(保安法液石則第 9条第 1項第 5号<<保安法液石則第 6条第 1項第 35号(ホ)を除く>>の技術上の

基準に対応する事項) 

号 項   目 対 応 事 項 

5 

容

器

置

場 

警 戒 標 A       ・ＬＰガス容器置場   ・○燃火気厳禁       

 

 

 

第 1種置場距離及び 

第 2 種置場距離 

 

 

 

 

B 

面 積 ３０．００  ㎡ 

置場距離 
ℓ1＝ ２２．５ ｍ ℓ2＝ １５．０ ｍ 

ℓ3＝ １１．２５ｍ ℓ4＝  ７．５ ｍ 

第 1種保安物件名 

(物件名      若葉小学校       ) 

水平距離     ３６０   ｍ 

第 2種保安物件名 

(物件名     「山田 一郎宅」     ) 

水平距離      ４５   ｍ 

障    壁 C   保安物件が距離内にない為に設けません 

ガスが滞留しない

構 造 D      
 ４方向開放 

消 火 設 備 E     ＡＢＣ消火器 ２０型 × ２本 

（保安法液石則第 9条第 2項の第 2号<<保安法液石則第 6条第 2項の第 7号(ハ)>>の技術上

の基準に対応する事項） 

火 気 と の 距 離 

 

 

F 

施設名   焼 却 炉 

法定距離    ２ｍ 水平距離  １０   ｍ 

緩和措置 有 ・ 無 

緩和措置の方法(     ) 

迂回距離       ｍ 

基  準：A～Fの詳細は、P226「容器置場の基準」を参照 
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容器置場の基準 

項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

Ａ 

 

警戒標 

容器置場は、明示され、か

つその外部から見やすいよ

うに警戒標を掲げたもので

あること。 

保安法液石則第 6条第 1項 

第 35号イ 

 

 

警戒標は次の基準による。 

（１）警戒標を掲げる場所は、販売施設の出入口又は

販売施設等に近接又は、立ち入ることができる場

所の周辺の外部から見やすい場所とする。この場

合近接又は立ち入ることができる方向が数方向

ある場合には、それぞれの方向に掲げること。 

（２）警戒標の表示は次のとおりとする。（いずれも

たて型でもよい。） 

① ＬＰガス容器置場 

② ○燃 （赤色文字とする。） 

③ 火気厳禁（赤色文字とする。） 

④ 貯蔵施設等の管理者の氏名、住所 

⑤ 貯蔵施設等の管理者の電話番号 

保安法例示基準１． 
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施 設 基 準 備 考 

 

 

さく、へいのある場合は、さく、へい、貯蔵施設等外

部から見やすい場所の出入口付近に表示するものとす

る。 

 

 

（２）、⑤の次に「無断立入禁止」の標識を追加すること。 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

Ｂ 

 

容器置場の施設距離 

容器置場は、2階建以下と

する 

保安法液石則第 6条第１項 

第 35号ロ 

容器置場(貯蔵設備であるも

のを除く。)であって、次の表に

掲げるもの以外のものは、その

外面から、第 1種保安物件に対

し第 1 種施設距離以上の距離

を、第 2種保安物件に対し第 2

種施設距離以上の距離を有す

ること。 

保安法液石則第 6条第 1項 

第 35号ハ 

 

 

 

 

 

 

自社敷地内で第 2種施設距離は確保すること。 

液石法通達（規則関係）第 14条 2． 

  

 

容器置場の区分 
貯蔵施設の外面から最も近い

第 1種保安物件までの距離 

貯蔵施設の外面から最も近い第 2

種保安物件までの距離 

（イ） ℓ1以上 ℓ4以上 ℓ2未満 

（ロ） ℓ3以上  ℓ1未満 ℓ4以上 

 

                             (単位： ｍ) 

 0≦Ｘ＜8 8≦X＜25 25≦X 備    考 

ℓ1 9√2 (12.73) 4.5 √X 22.5  第 1種施設距離 

ℓ2 6√2 (8.49) 3  √Ｘ 15  第 2種施設距離 

ℓ3 ０ 2.25 √Ｘ 11.25 障壁構造時の第 1種施設距離 

ℓ4 ０ 1.5 √Ⅹ 7.5 障壁構造時の第 2種施設距離 

Ｘは、容器置場の面積を表す。 
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施 設 基 準 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

ℓ2 

ℓ4 

第
２
種
施
設
距
離 

 
設置不可 

設置不可 

設置不可 設置不可 設置不可 

(ロ) 

(イ) 

障壁なし 
で設置可 
 

 

ℓ3 ℓ1 

第 1 種施設距離 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

 

Ｃ 

 

障壁 

規則 6条第 35 号第 1 項ハ

の表に掲げる容器置場には、

第 1種施設距離内にある第 1

種保安物件又は第 2 種施設

距離内にある第 2 種保安物

件に対し厚さ 12 ㎝以上の鉄

筋コンクリート造り又はこ

れと同等以上の強度を有す

る構造の障壁を設けること。 

保安法液石則第 6条第 1項 

第 35号ニ 

 

 

障壁構造とは次の各号に掲げるものであって、高さ

1.8ｍ以上の堅固な基礎の上に構築され対象物を有効

に保護できるものであること。 

（１）鉄筋コンクリート造り 

厚さ 12 ㎝以上のコンクリート造りで、直径 9

㎜以上の鉄筋を縦横 40 ㎝以下の間隔に配筋した

ものであること。 

（２）コンクリートブロック造り 

厚さ 15cm 以上のコンクリートブロック造り

で、直径 9 ㎜以上の鉄筋を縦横 40 ㎝以下の間隔

に配筋し、特に隅部の鉄筋を確実に結束し、かつ、

ブロック空洞部にコンクリートモルタルを充塡

したものであること。 

保安物件に対する障壁は仰角を考慮するこ

と。 

（３）鋼板製障壁 

① 厚さ 3.2㎜以上の鋼板に、縦横 40㎝以下

の間隔に 30×30㎜以上の等辺山形鋼を溶接

で取り付けて補強したものであること。 

② 厚さ 6㎜以上の鋼板に、縦横 1.8ｍ以下の

間隔に 30×30㎜以上の等辺山形鋼を溶接で

取り付けて補強したものであること。 

保安法例示基準２． 
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施 設 基 準 備 考 
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項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

Ｄ ガスが滞留しない構造 

容器置場は当該ガスが漏

えいしたとき滞留しないよ

うな構造とすること。 

保安法液石則第 6条第 1項 

第 35号へ 

 

漏えいした液化石油ガスが滞留しないような構造

又は措置は、次の基準のいずれかに適合するものとす

る。 

（１）床面に接し、かつ、外気に面して設けられた換

気口の通風可能面積の合計が床面積１ｍ2 につき

300 ㎝2(金網等を取り付けた場合は、その大きさ

によって減少する面積を差引いた面積とする。)

の割合で計算した面積以上(１箇所の換気口の面

積は 2400 ㎝2以下とする。)であること。この場

合、四方を障壁等で囲まれている場合にあっても

は、換気口は 2方向以上に分散して設けること。 

（２）次の基準に適合した強制換気装置を設けるこ

と。 

① 通風能力が床面積１ｍ2 につき 0.5ｍ3／

min以上であること。 

② 吸入口を床面近くに設けること。 

③ 排気ガス放出口を地盤面上より5ｍ以上高

い位置に設けること。 

保安法例示基準 11． 

 

Ｅ 消火設備 

容器置場には、その規模に

応じ、適切な消火設備を適切

な箇所に設けること。 

保安法液石則第 6条第 1項 

第 35号チ 

 

貯槽以外の貯蔵設備(容器置場を含む。)、処理設備

又は消費設備の中にある液化石油ガスの停滞量 10ｔ

につき能力Ｂ‐10 の粉末消火器 1 個相当以上のもの

を設置すること。この場合、最少設置数量は、能力単

位Ｂ‐10 の消火器 3 個(容器置場にあっては 2 個)相

当であること。 

保安法例示基準 26． 
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施 設 基 準 備 考 

 

 

 

  

233



第 2 編 第 5 章 
 

 

項目 提出書類及び関係法令 基準・通達等 

   

Ｆ 火気との距離 

貯蔵施設の周囲 2ｍ以内に

は、火気又は引火性若しくは

発火性の物を置かないこと。

ただし、貯蔵施設に厚さ 9㎝

以上の鉄筋コンクリート造

り又はこれと同等以上の強

度を有する障壁を設けた場

合は、この限りでない。 

保安法液石則第 6条第 2項 

第 7号のハ 

 

防火上有効な障壁とは次の各号に掲げるものとす

る。 

（１）鉄筋コンクリート 

厚さ 9㎝以上の鉄筋コンクリート造りで、直

径 9㎜以上の鉄筋を縦横 40㎝以下の間隔に配

筋したものであり、高さ 1.8ｍ以上で火気又は

引火性若しくは発火性の物を隔離できるもの

とする。 

（２）コンクリートブロック造り 

厚さ 12㎝以上のコンクリートブロック造り

で、直径 9㎜以上の鉄筋を縦横 40㎝以下の間

隔に配筋し、特に隅部は確実に結束し、高さ

1.8ｍ以上のもので、火気又は引火性若しくは

発火性の物を隔離できるものであること。 

 

   

 貯蔵施設には、携帯電灯以外

の灯火を携えて立ち入らない

こと。 

保安法液石則第 6条第 2項 

第 7号のへ 
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施 設 基 準 備 考 

 

貯蔵施設の換気口と当該火気との間の迂回水平距離は

2ｍを超えること。 

電気設備を設ける場合は防爆構造の器具を用い、電動

機等必要な箇所には 100Ω以下のアースをとること。 

 

火気とは一般に火をいい、ライタ

ー・マッチの火、煙草の火、焚火、ス

トーブの火、ボイラーの火、自動車の

エンジンの火花等も含まれる。 

また、電灯類(防爆構造を除く)ス

イッチ、浄化槽用モーター(密閉式地

下埋設型を除く)、空調設備のモータ

ー等も含む。 

貯蔵施設の換気口から 2ｍ以内に

火気又は引火性若しくは発火性の物

を置かないこと。 

 

 

 

携帯電灯は防爆構造とする。 
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様式第 35（第 63 条関係） 

 

 

充てん設備許可申請書 

     年   月   日 

       様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －      － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 4 第 1 項の規定により許

可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地 

 

 

 

2 充てん設備の貯蔵設備の記号及び番号並びに貯蔵能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 許 可 番 号  
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様式第 36（第 65 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 許 可 番 号  

 

充てん設備変更許可申請書 

     年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －      － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 4 第 3 項で準用する同法

第 37条の 2第 1項の規定により許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 変更しようとする充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地 

 

 

 

2 充てん設備の変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 37（第 67 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

充てん設備変更届書 

     年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －      － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 4 第 3 項で準用する同法

第 37条の 2第 2項の規定により、次のとおり届出します。 

 

1 変更の内容 

 

 

 

2 変更の年月日 

 

 

３ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 38（第 68 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 検 査 番 号  

 

充てん設備完成検査申請書 

     年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －      － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 4 第 4 項で準用する同法

第 37条の 3第 1項本文の検査を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 検査を受けようとする充てん設備の許可の年月日及び許可番号 

 

 

 

 

2 検査を受けようとする充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 44（第 81 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 検 査 番 号  

 

充てん設備保安検査申請書 

     年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －      － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 6 第 1 項本文の検査を受

けたいので、次のとおり申請します。 

 

1 充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地 

 

 

 

2 充てん設備の許可の年月日及び許可番号 

 

 

 

３ 前回の保安検査の検査年月日及び充てん設備保安検査証の検査番号 

 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 46（第 82 条関係） 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 

 

充てん設備保安検査受検届書 

     年   月   日 

        様 

        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           

        住          所 〒 

        連 絡 担 当 者 名 

        電          話        －      － 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37 条の 6 第 1 項ただし書きの規

定により、次のとおり届け出します。 

 

1 検査を受けた充てん設備の許可の年月日及び許可番号 

 

 

 

2 検査を受けた充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地 

 

 

 

３ 検査実施者の名称及び検査年月日 

 

 

 

４ 充てん設備保安検査証の検査番号 

 

 

 

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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充てん事業報告 
    年  月  日 

        様 

 

氏名又は名称及び法人に 
あってはその代表者の氏名                   

〒 
住        所                    
 

連 絡 担 当 者 
 

電         話        －      － 

 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第 132条の規定により

報告します。 

 

１ 報告する事業年度の期間 

    年  月  日から    年  月  日 

 

２ 充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地 

 

 

 

３ 充てんに係る一般消費者等の数 

１） 充てん設備数           件数（許可設備数） 

２） 供給設備数           件数 

３） 消費者戸数           戸数（メーター数） 

 

４ 充てんの作業に従事している充てん作業者の数 

 

                       人 

 

※ ２ の消費者とはバルク供給を受けている消費者数。工業用消費者は除く。 
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【記入例】            充てん事業報告 
○○××年 ５月２０日 

        様 

 

氏名又は名称及び法人に  静岡プロパン株式会社 
あってはその代表者の氏名  静岡 一郎            

〒420-0064 
住        所  静岡市葵区本通 6丁目１－１０   
 

連 絡 担 当 者  清水 太郎 
 

電         話  ０５４－２５５－２４５１ 

 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第 132条の規定により

報告します。 

 

１ 報告する事業年度の期間 

○○××年 ×月 ×日から○○××年 ×月××日 

 

２ 充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地 

静岡プロパン株式会社 静岡営業所 

静岡市駿河区○○×丁目×－×× 

 

３ 充てんに係る一般消費者等の数 

１） 充てん設備数         １ 件数（許可設備数） 

２） 供給設備数        ５０ 件数 

３） 消費者戸数       ３００ 戸数（メーター数） 

 

４ 充てんの作業に従事している充てん作業者の数 

 

                     ２ 人 

 

※ ２ の消費者とはバルク供給を受けている消費者数。工業用消費者は除く。 

提出先別に記入。第１編４．書類提出先（P4～）参照 
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様式第 1 （第 3条関係） 

高圧ガス製造許可申請書 

 

液 

 

 

石 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 許 可 番 号  

名 称(事業所の名称を含む) 
 

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地 
〒 

事 業 所 所 在 地 
〒 

 

 

 

 

 

欠格事由に 

関する事項 

1  高圧ガス保安法第 38条第 1項の規定に 

より許可を取り消され、取消の日から 2年 

を経過しない者 

 

2  この法律又はこの法律に基づく命令の 

規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、 

その執行を終わり、又は執行を受けること 

がなくなった日から 2年を経過しない者 

 

3  成 年 被 後 見 人  

4  法人であって、その業務を行なう役員の 

 うちに前３号のいずれかに該当する者が 

あるもの 

 

 

        年   月   日 

                 名   称 

                 代表者氏名             

         様 

 

備考 ×印の項は記載しないこと。 

 

担当者 所属              氏 名 

                    T E L 
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様式第 4（第 15条関係） 

高 圧 ガ ス 製 造 施 設 等 

変 更 許 可 申 請 書 

液 

 

 

 

 

石 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 許 可 番 号  

名 称（事業所の名称を含む） 
 

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地 
〒 

事 業 所 所 在 地 
〒 

変 更 の 種 類 
 

 

    年   月   日 

 

名   称 

代表者氏名               

 

        様 

 

 

 

備考 1 ×印の項は記載しないこと。 

   2 二以上の変更の許可申請を同時に行う場合には、「変更の種類」の欄に一括

申請である旨を記載すること。 

 

 

担当者 所属          氏 名 

 

                ＴＥＬ 
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製 造 計 画 書 
変 更 明 細 書 

１ 製造の目的 

 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

３ 処理設備の処理能力 

既設、増設 処 理 設 備 処理能力（㎥／日） 

   

   

   

   

   

合  計   

 

Ｑ＝Ｌ×ρ×22.4／M×60×24 

 

Ｑ： ＬＰガス(プロパン)の 1日当りの処理能力 （㎥／日） 

Ｌ： ポンプの能力              （ℓ／min） 

ρ： ＬＰ(プロパン)ガスの液密度(０℃)     0.53（㎏／ℓ） 

Ｍ： ＬＰ(プロパン)ガスの分子量        44 

 

Ｑ＝            （ℓ／min）×0.53×22.4／44×60×24 

＝            （㎥／日） （小数点以下切捨て） 
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４ 貯蔵設備の貯蔵能力 

既設、増設 貯 蔵 設 備 貯 蔵 能 力 （ ㎏ ） 

   

   

   

   

   

合  計   

 

Ｗ＝Ⅴ／Ｃ 

 

W： ＬＰガス(プロパン)の貯蔵能力      （㎏） 

Ⅴ： 容器の内容積              （ℓ ） 

Ｃ： 容器保安規則第 22条に定める値      2.33 

 

Ｗ＝           （ℓ） ／2.33 

＝           （㎏） （バルクローリーのみ 10kg未満は切捨て） 
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【記入例】 

製 造 計 画 書 
変 更 明 細 書 

１ 製造の目的 

  移動式製造設備を設置し、工業用消費先の貯蔵設備にＬＰガスを移充塡する。 

 

 

２ 変更の内容 

  既設のＬＰガス充塡所に、移動式製造設備を 1台増車する。 

 

 

 

３ 処理設備の処理能力 

既設、増設 処 理 設 備 処理能力（㎥／日） 

既  設 プロパンポンプ ９３，０３８ 

既  設 ブタンポンプ ８３，３０３ 

既  設 ガスコンプレッサー ４，８７７ 

増  設 移動式製造設備 ７７，７０８ 

   

合  計  ２５８，９２６ 

 

Ｑ＝Ｌ×ρ×22.4／M×60×24 

 

Ｑ： ＬＰガス(プロパン)の 1日当りの処理能力（㎥／日） 

Ｌ： ポンプの能力             （ℓ／min） 

ρ： ＬＰガス(プロパン)の液密度(０℃)    0.53（㎏／ℓ） 

Ｍ： ＬＰガス(プロパン)の分子量       44 

 

Ｑ＝    ２００    （ℓ／min）×0.53×22.4／44×60×24 

＝   ７７，７０７  （㎥／日） （小数点以下切捨て） 
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４ 貯蔵設備の貯蔵能力 

既設、増設 貯 蔵 設 備 貯 蔵 能 力 （ ㎏ ） 

既  設 ２０トンタンク（プロパン） １９，９００ 

既  設 ２０トンタンク（ブタン） ２２，４００ 

増  設 移動式製造設備 ７，４００ 

   

   

合  計  ４９，７００ 

 

Ｗ＝Ⅴ／Ｃ 

 

W： ＬＰガス(プロパン)の貯蔵能力     （㎏） 

Ⅴ： 容器の内容積             （ℓ ） 

Ｃ： 容器保安規則第 22条に定める値 2.33 

 

Ｗ＝   １７，２４２   （ℓ） ／2.33 

＝    ７，４００   （㎏） （バルクローリーのみ 10kg 未満は切捨て） 
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従来型バルクローリー明細書 
 

(保安法液石則第 9条第 1項の技術上の基準に対応する事項) 

号 項 目 対  応  事  項 

１ 
引火性又は発火性 

物 質 
 

２ 警 戒 標  

３ 

高圧ガス設備の耐圧

試 験 
 

高圧ガス設備の気密

試 験 
 

高圧ガス強度肉厚  

４ 消 火 設 備  

５ 

容
器
置
場 

警 戒 標  

第 1種置場距離

及び 

第 2種置場距離 

面 積 ㎡      

置 場 距 離 
ℓ1＝     m ℓ2＝      ｍ 

ℓ3＝     m ℓ4＝      ｍ 

第 1種保安物件（物件名              ） 

水平距離           ｍ 

第 2種保安物件（物件名              ） 

水平距離           ｍ 

障 壁  

ガ ス が 滞 留 

し な い 構 造 
 

消 火 設 備  

規則第 16条の第 7号に対応する事項 

火 気 と の 距 離 

施設名 

法定距離    ２ ｍ 水平距離       ｍ 

緩和措置 有 ・ 無 
緩和措置の方法(     ) 

迂回距離       ｍ 

製造の方法については、保安法液石則第 9条第 2項の基準を遵守します。 

充てん作業については、規則第 72条第 3号の基準を遵守します。    

移動については、保安法液石則第 48 条の基準を遵守します。      

250



第 2 編 第 5 章 
 

【記入例】         従来型バルクローリー明細書 
 

(保安法液石則第 9条第 1項の技術上の基準に対応する事項) 

号 項 目 対  応  事  項 

１ 
引火性又は発火性 

物 質 
なし 

２ 警 戒 標 あり 

３ 

高圧ガス設備の耐圧

試 験 
検査試験成績書による（追って提出） 

高圧ガス設備の気密

試 験 
検査試験成績書による（追って提出） 

高圧ガス強度肉厚 機器等一覧表、強度計算参照 

４ 消 火 設 備 能力単位Ａ－５・Ｂ－１２・Ｃ 粉末消火器 3個取付 

５ 

容
器
置
場 

警 戒 標 あり 

第 1種置場距離

及び 

第 2種置場距離 

面 積 ４００   ㎡      

置 場 距 離 
ℓ1＝ 22.5  m ℓ2＝  15   ｍ 

ℓ3＝     m ℓ4＝      ｍ 

第 1種保安物件（物件名  若葉小学校    ） 

水平距離    100     ｍ 

第 2種保安物件（物件名  住宅「山田一郎宅」  ） 

水平距離     50     ｍ 

障 壁 なし 

ガ ス が 滞 留 

し な い 構 造 
図面参照 

消 火 設 備 能力単位Ａ－５・Ｂ－１２・Ｃ 粉末消火器２個取付 

規則第 16条の第 7号に対応する事項 

火 気 と の 距 離 

施設名 

法定距離    ２ ｍ 水平距離       ｍ 

緩和措置 有 ・ 無 
緩和措置の方法(     ) 

迂回距離       ｍ 

製造の方法については、保安法液石則第 9条第 2項の基準を遵守します。 

充てん作業については、規則第 72条第 3号の基準を遵守します。    

移動については、保安法液石則第 48 条の基準を遵守します。      
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移動式製造設備による製造の技術上の基準【例】 

保安法第 8条第 2号の経産省令で定める基準に対する保安法液石則第 9条第 2項の基準に対す

る事項 

号 項   目 対 応 状 況 

1  イ． 車両に固定された容器（当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充塡する

ためのものに限る。)には充塡しません。 

ロ． 充塡するときは、あらかじめ、製造設備の外面から第 1 種保安物件に対し 15ｍ以上、

第 2 種保安物件に対し、10ｍ以上の距離があることを確認します。 

ハ． 内容積千リットルを超える容器または貯槽に充塡するときは、液面計もしくは過充

塡防止装置が設けられていることを確認します。 

ニ． 内容積千リットル以下の容器または貯槽に充塡するときは、液面計及び過充塡防止

装置が設けられていることを確認します。 

ホ． 貯槽に充塡するときは、液化石油ガスの容量が貯槽の内容積の 

９０％を超えないようにします。 

へ． 充塡するときは、移動式製造設備の原動機から火花の放出を防止する措置を講じま

す。 

ト． 製造設備の配管と貯槽または容器との接続部分において液化石油ガスの漏えいがな

いことを確認します。 

チ． 充塡するときは、製造設備に生じる静電気を除去する措置を講じます。 

リ． 車両に固定した容器（内容積が 4 千リットル以上のものに限る）に  液化石油ガ

スを送り出しまたは受け入れるときは、車止めを設けること等により、車両を固定し

ます。 

2 貯蔵設備である充塡容器等及び容器置場の基準 

イ． 充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置きます。 

ロ． 計量器等作業に必要なもの以外のものを置きません。 

ハ． 容器置場の周囲 2ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性もしくは発火

性のものを置きません。 

ホ． 充塡容器等（内容積が 5 千リットル以下のものを除く）には転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取扱いはしません。 

へ． 容器置場には、携帯電灯以外の燈火を携えて立ち入りません。 
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従来型バルクローリー充てん作業の技術上の基準【例】 

液石法第 37 条の 4第 1項の充てん設備が、保安法液石則第 2条第 9号に定める移動式製造設

備である場合 

条項 項   目 対 応 状 況 

規則 

第 72 条 

第 3 号 

イ． 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、容器、貯槽またはバルク貯槽内が不

活性ガスで置換されていること、または残留空気による爆発等のおそれのないよ

うに措置されていること。 

並びに容器、貯槽またはバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん

防止装置の作動試験が行われていることを確認します。 

ロ． 充てん設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所

で、液化石油ガスを供給する者または供給を受ける者の所有または占有する土地

とします。 

ハ． 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備（充てん口を含む）の外面から第

1 種保安物件に対し 15ｍ以上、第 2 種保安物件に対し 10ｍ以上の距離があること

を確認します。 

ニ． 内容積千リットルを超える容器または貯槽に充てんするときは、あらかじめ、

充てんを受ける容器または貯槽に液面計または過充てん防止装置が設けられて

いることを確認します。 

ホ． 内容積千リットル以下の容器または貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充

てんを受ける容器または貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられている

ことを確認します。 

ヘ． 貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石

油ガスの容量が貯槽の内容積の 90％を超えないようにします。 

ト． 充てんするときは、充てん設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講

じます。 

チ． 充てんするときは、充てん設備に生じる静電気を除去する措置を講じます。 
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様式第 5（第 16 条関係） 

高 圧 ガ ス 製 造 施 設 

軽 微 変 更 届 書 

 

液 

 

石 

× 整 理 番 号 
 

× 受理年月日     年  月  日 

名 称（事業所の名称を含む） 

 

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地 

〒 

事 業 所 所 在 地 

〒 

変 更 の 種 類 

 

    年   月   日 

 

名   称 

代表者氏名                

 

        様 

 

 

 

 

備考 ×印の項は記載しないこと。 

 

   担当者 所属            氏 名 

                   ＴＥＬ 
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様式第 13（第 32 条関係） 

製 造 施 設 完 成 検 査 

申 請 書 

液 

 

石 

× 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受理年月日     年  月  日 

× 許 可 番 号  

名 称（事業所の名称を含む）  

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地 

〒 

事 業 所 所 在 地 

〒 

許 可 年 月 日         年    月    日 

許 可 番 号   防消防 第   号 の 

完 成 年 月 日         年    月    日 

  

    年   月   日 

名   称 

代表者氏名                

様 

備考 ×印の項は記載しないこと。 

 

   担当者 所属          氏 名 

                   ＴＥＬ 
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様式第 31（第 61 条関係） 

危 害 予 防 規 程 届 書 

液 

 

石 

(制定) 

 

(変更) 

×整 理 番 号  

×受理年月日    年  月  日 

名 称(事業所の名称を含む) 

 

事 務 所 (本 社 )所 在 地 

〒 

事 業 所 所 在 地 

〒 

 

     年   月   日 

 

名   称 

 

代表者氏名                

 

 

        様 

 

 

 

備考 ×印の項は記載しないこと。 

   変更の場合は、新旧対照表及び変更明細書を添付すること。 

 

 

 

   担当者 所属         氏 名 

 

                  ＴＥＬ 
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様式第 32（第 65 条関係） 

高 圧 ガ ス 保 安 

統 括 者 届 書 

液 

 

石 

(選任) 

 

(解任) 

×整 理 番 号  

×受理年月日    年  月  日 

名 称(事業所の名称を含む) 
 

事 務 所 (本 社 )所 在 地 
〒 

事 業 所 所 在 地 
〒 

保 安 統 括 者 等 の 区 分 
 

製 造 施 設 の 区 分 
 

選 

任 

製 造 保 安 責 任 者 

免 状 の 種 類 

 

保安統括者等の氏名 
 

解 

任 

製 造 保 安 責 任 者 

免 状 の 種 類 

 

保安統括者等の氏名 
 

 

  年  月  日 

 

解 任 の 理 由 
 

     年   月   日 

名   称 

代表者氏名                

        様 

備考 ×印の項は記載しないこと。 

選 任 
解 任 
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様式第 36（第 76 条関係） 

高圧ガス保安統括者 

代 理 者 届 書 

液 

 

石 

(選任) 

 

(解任) 

×整 理 番 号  

×受理年月日    年  月  日 

名 称(事業所の名称を含む) 
 

事 務 所 (本 社 )所 在 地 
〒 

事 業 所 所 在 地 
〒 

保安統括者等代理者の区分 
 

製 造 施 設 の 区 分 
 

選 

任 

製 造 保 安 責 任 者 

免 状 の 種 類 
 

代 表 者 等 の 氏 名  

解 

任 

製 造 保 安 責 任 者 

免 状 の 種 類 
 

代 理 者 の 氏 名  

      

年  月  日 

 

解 任 の 理 由 
 

     年   月   日 

名   称 

代表者氏名                

        様 
備考 ×印の項は記載しないこと。 

選 任 
解 任 
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高圧ガス製造保安統括者（代理者）証明書 

 

 

 

事業所の名称 

 

 

事業所所在地 

 

 

氏  名 

 

 

役 職 名 

 

 

 上記の者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する者であることを証

明します。 

 

上記の者は、保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であることを

証明します。 

 

 

 

    年    月     日 

 

 

 

代表者氏名                       
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様式第 32の 2、33（第 65・69条関係） 

高圧ガス保安主任者 

高 圧 ガ ス 保 安 係 員 

高圧ガス保安技術管理者 

高圧ガス保安企画推進員 

 

液 

 

石 

× 整 理 番 号 

 

× 受理年月日    年  月  日 

名 称(事業所の名称を含む) 

 

事 務 所 (本 社 )所 在 地 

〒 

事 業 所 所 在 地 

〒 

選 任 又 は 解 任 の 状 況 別紙のとおり 

     年   月   日 

名   称 

代表者氏名                

        様 

備考 1．×印の項は記載しないこと。 

   2．選任または解任の状況については、別紙に記載すること。 

 

届書 
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保安技術管理者、保安係員等の選任・解任リスト 

製造保安責任者の種類（保安技術管理者,保安係員,保安主任者,保安企画推進員） 

選解任 

年月日 
選任者氏名 解任者氏名 

選 任 者 の 

免状の種類 

選 任 者 の 

部署・役職 
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製 造 保 安 責 任 者 経 歴 書 

 

Ⅰ 製造保安責任者免状 
 

  別紙写のとおり（免状写を添付のこと） 

 

 

 

 

Ⅱ 経 歴 書 

 
      住  所 

 

 

      氏  名              年   月   日生 

   

 

学 歴（最終学歴） 

 

 

 

職 歴（高圧ガス製造の作業又は消費の経験年数） 

 

 

 

 

 

賞 罰 

 

 

 

   上記のとおり相違ありません。 
 

       年  月  日 

 

   職 名           氏 名             
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製 造 保 安 責 任 者 承 諾 書 

 

私は、高圧ガス製造施設の                     

 

に選任されたことを承諾します。 

 

 

 

      年   月   日 

 

 

 

住  所 

 

氏  名                     

 

事業所長               様 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 注意事項 

保安責任者の選任あたっては、被選任者から本承諾書を得ること。 
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様式第 22（第 42条関係） 

高圧ガス製造開始届書 

液 

 

石 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日    年  月  日 

名 称（事業所の名称を含む） 

 

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地 

〒 

事 業 所 所 在 地 

〒 

製 造 開 始 年 月 日         年    月    日 

     年   月   日 

名   称 

代表者氏名                

 

        様 

 

備考 ×印の項は記載しないこと。 

 

 

   担当者 所属       氏 名 

 

                ＴＥＬ 
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液化石油ガス設備工事  



液化石油ガス設備工事の手続き一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮アセチレン等

の貯蔵・取扱い 

特定液化石油ガス

設 備 工 事 事 業 

Ｐ279 

変  更 廃  止 

開始届 

開始（廃止）届 

記録の保存 
Ｐ266 

Ｐ266 

Ｐ274 

廃止届 

施工後の表示 

特定液化石油ガス設備の事業を行う

者は、事業所ごとに、事業開始の日か

ら 30 日以内に所管行政庁に届出 

貯蔵能力 300kg 以上 

Ｐ267 Ｐ267 

変更届 

開  始 

開  始 廃  止 

Ｐ267 

液化石油ガス 

設 備 工 事 

Ｐ267 

工事届 

規則第 86 条施設 

貯蔵能力 500kg 以上 

設置工事 変更工事 

炉、かまど、ボイラー 

乾燥設備、火花を生ず

る設備設置 
設置届書 

Ｐ281 
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１．液化石油ガス設備工事に関する法規制 

 設備士でなければ  設備工事の作業に関する制限（液石法 38 条の 7）   設備工事の作業（規則 108 条） 
 できない作業    …特別の知識及び技能を必要とし、かつ、     1．硬質管の寸法取り又はねじ切り 
            災害の発生の防止上重要な作業                2．硬質管相互の接続（溶接接続を除く）若しく 

は硬質管の取り外し（切断を含む） 
                                                                    3．器具等と硬質管の接続（器具…気化装置、 
                                                                        調整器、ガスメーター、自動ガスしゃ断器、 
                                    バルブ、ガス栓） 
                                                                    4．埋設硬質管の腐しょく防止（電気防しょくを 
                                    除く） 

5．気密試験 
 
    届 出 の 義 務 

    工事事業者       1．特定液化石油ガス設備工事事業の届出 
                             （事業開始届）（液石法 38 条の 10） 
               省令で定める工事を行う事業者 
               …事業所ごとに事業開始の日から 30 日以 
               内に所管行政庁に届出 
 
 
 
 
 
 
             2．液化石油ガス設備工事の届出（液石法 

38 条の 3）省令で定める施設、建築物 
                
 
 
 

 
              省令で定める工事をしたとき 
              …工事後遅滞なく知事(静岡県 

では各消防本部)に届出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定液化石油ガス設備工事（規則 111 条） 
1．硬質管相互の接続（溶接接続を除く）若し 

くは硬質管の取り外し（切断を含む） 
2．器具等と硬質管の接続（器具…上記） 

施設又は建築物の指定（規則 86 条） 
 1．劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これ 
  らに類する施設 
 2．キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他 
  これらに類する施設 
 3．貸席及び料理飲食店 
 4．百貨店及びマーケット 
 5．旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 
  （共同住宅とは、アパート、マンション等 
  の集合住宅であって、同一建築物内に 3 世 
    帯以上入居する構造のもの） 
6．病院、診療所、助産所 

 7．小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、 
大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚 

  園及び各種学校 
 8．図書館、博物館及び美術館 
 9．公衆浴場 
10．駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗 
  降又は待合いの用に供する建築物に限る。） 
11．神社、寺院、教会その他にこれらに類する

施設 
12．床面積の合計が 1,000 ㎡以上である事務所 
 (1～11 に掲げるものに該当するものを除く。) 

液化石油ガス設備工事（規則 87 条） 
貯蔵能力が 500kg を超える次の工事（特定供給 
設備を除く） 
 1．設置の工事 
 2．供給管の延長を伴う工事 
 3．貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加 
  を伴う工事 
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    工事施工上の義務 

       設 備 士    1．技術上の基準に適合した工事の施工 
                            （液石法 38 条の 2、液石法 38 条の 8） 
               供給設備の技術上の基準（規則 18 条・19 条） 
               特定供給設備の技術上の基準（規則 53 条・54 条） 
               消費設備の技術上の基準（規則 44 条） 
             2．設備士免状の携帯（液石法 38 条の 8） 
 
 
    工事施工後の義務 

  工事事業者     1．液化石油ガス設備工事の届出（上記「届 
              出の義務」） 
         2．施工後の表示（液石法 38 条の 11）…別紙のとおり                おり 

             省令で定める特定液化石油ガス設備工事 
            をしたとき 
               表示すべき事項 
 
 
 
          3．記録の保存（液石法 38 条の 12） 
            省令で定める事項に関する記録の作成、 
            保存 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    そ の 他 の 義 務 

       設 備 士    1．設備士講習の受講 （液石法 38 条の 9） 
                                              （規則 109 条） 
             2．設備士免状の書き換え （液石法 38 条の 4） 
                            免状の記載事項に変更を生じたとき 
               （規則 98 条） 
               …住所、氏名 
 

工事事業者      器具の備付け（液石法 38 条の 13） 
              気密試験用器具及び自記圧力計 

施行後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事

（規則 115 条） 
1．2 以上の消費設備にガスを供給するための 
   供給設備の設置又は変更（供給管の変更を 
  伴うものに限る） 
2．ガスメーターと一の末端ガス栓の間の配管 
   の長さが屋内において 4m 以上となる消費 
  設備の設置又は変更（配管の変更を伴うも 
  のに限り、上記 1．に該当するものを除く） 

表示すべき事項（規則 117 条） 
1．特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名 
  又は名称 
2．施工年月日又は工事番号 
3．連絡先(住所及び電話番号) 

記録すべき事項、保存（規則 118 条、119 条） 
1．注文者の氏名又は名称及び住所 
2．工事の内容、施工場所及び施工年月日 
3．工事に従事した設備士の氏名 
4．施工後の気密試験結果 
   …記録及び配管図面を工事した事業所に 

 5 年間保存 
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貯蔵し、又は取り扱う者
．．．．．．．．．．．

が届出 

２．液化石油ガス設備工事等の届出 

区    分 左 に 該 当 す る 内 容 提出先 様式 

設

備

工

事

関

係 

液化石油ガス設備

工事届書 

▸ 規則第 86 条に定める施設に当該供給設備に係る貯蔵

設備の貯蔵能力が 500kg を超える液化石油ガス供給

設備の設置又は変更の工事をしたとき 
（特定供給設備を除く） 

当該工事の所

在地を管轄す

る消防本部 
P270 

特定液化石油ガス 
設備工事事業開始

届書 

▸ 特定液化石油ガス設備工事事業を開始したとき 
▸ 特定液化石油ガス設備工事事業を行う事業所を新設し

たとき 
▸ 個人から法人へ組織変更したとき 

所管行政庁 P271 

特定液化石油ガス 
設備工事事業変更

届書 

▸ 特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称及び

住所並びに法人の場合は代表者を変更したとき 
▸ 事業所の名称又は所在地を変更したとき 
▸ 記録及び配管図面の保存の場所を変更したとき 
▸ 記録及び配管図面の分類の方法を変更したとき 
▸ 事業所の液化石油ガス設備士に変更があったとき 
▸ 自記圧力計の数を変更したとき 

所管行政庁 P272 

特定液化石油ガス 
設備工事事業廃止

届書 

▸ 特定液化石油ガス設備工事事業を廃止したとき 
所管行政庁 P273 

※ 提出部数は 2 部 

 
（１） 液化石油ガス設備工事届  

 
                  工事をした者が届出

．．．．．．．．．
 

液化石油ガス設備工事届書  （水道工事業者、建築業者等にも適用） 
（液石法第 38 条の 3） 
▸ 液化石油ガスの貯蔵能力    500kg 超 

 
 

圧縮アセチレンガス等の貯蔵 
又は取扱いの開始（廃止）届出書 
（消防法第 9 条の 2） 
▸ 液化石油ガスの貯蔵能力    300kg 以上 

 

特定供給設備を除く 

市町消防本部消防長 
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学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設（規則第 86 条に定める施設又は建築

物）について液化石油ガス設備工事（下記に該当する場合に限る。）をした者は遅滞なくその旨

を当該施設又は建築物の所在地を管轄する各消防本部に届け出なければならない。 
 
届出を必要とする液化石油ガス設備工事は特定供給設備以外の供給設備の設置又は変更の工

事で、下記に該当する場合である。 
 

① 貯蔵能力が 500kg 超 
② 規則第 86 条に定める施設又は建築物であること。 
③ 変更の工事の場合は、下記一、二のいずれかに該当するもの。(規則 87 条) 

一 供給管の延長を伴う工事 
二 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事 

 
 

▸ 書類の提出方法 
供給設備の工事を施工した設備工事事業者が届け出る。 
設備工事事業者が 2 以上の場合、下記配管図に工事の区分を明示し、区分ごとにそれぞ

れの事業者名、工事を行った設備士名及び免状番号を記載すること。 

 

 
<<添付書類>> 

① 案内図 

② 容器設置場所の状況図（容器設置場所、供給設備とその材質、くさりがけの方法、換気口等

を含む） 

③ 設備工事施工後の配管図又はアイソメ図（容器設置場所から消費設備まで） 

④ 当該設備工事記録台帳の写し及び気密試験結果（チャート紙等）の写し 

⑤ バルク貯槽にあっては、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しが必要な場合

があるので、事前に確認すること。 
   

なお、配管等は赤色で明示し、太さ・材質・埋設等を明瞭に記入するとともに上記の図面

内に警報器設置場所を記入すること。 
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（２）特定液化石油ガス設備工事事業開始届書 
 

液化石油ガス設備工事として、次の①、②に掲げる作業を行う者は、事業開始の日から 30 日

以内に、特定液化石油ガス設備工事事業開始届書を所管行政庁に提出しなければならない。（専

ら工事を受注し、それを他の特定液化石油ガス設備工事事業者に発注する者は含まない） 
 
① 硬質管相互の接続に係る工事（アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るもの

を除く。） 
② 次に掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事（ａからｄまでに掲げる器具等と硬質管

の接続に係る工事であっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。） 
 ａ．気化装置    ｂ．調整器    ｃ．ガスメーター    
 ｄ．自動ガスしゃ断器 ｅ．バルブ         ｆ．ガス栓 

 
下記の事項に該当する場合、開始届書を提出すること。 
▸ 新たに事業を開始した場合（事業所ごと） 
▸ 法人化した場合（個人事業者の廃止届書も必要） 
▸ 個人事業者の代表者が変更になった場合（旧代表者による廃止届書も必要） 
（注）法人代表者変更の場合は変更届書が必要 

 
<<添付書類>> 
次の事項を記載した書面 
▸ 液化石油ガス設備士の氏名及び液化石油ガス設備士免状の写し 
▸ 自記圧力計の数 

 
（３）特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 
 

下記の事項に変更が生じたときは変更届書を提出しなければならない。 
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
② 事業所の名称及び所在地 
③ 記録及び配管図面の保存の場所 
④ 記録及び配管図面の分類方法 
⑤ 液化石油ガス設備士の免状番号 
⑥ 自記圧力計の数 

 
<<添付書類>> 
液化石油ガス設備士の変更の場合次の事項を記載した書面 
▸ 液化石油ガス設備士の氏名及び液化石油ガス設備士免状の写し 

 
（４）特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書 
 

下記の事項に該当する場合、廃止届書を提出すること。 
① 特定液化石油ガス設備工事事業を廃止した場合 
② 法人化した場合 
③ 個人事業者の代表者が変更になった場合 
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様式第 48（第 88 条関係） 

液化石油ガス設備工事届書

  年   月   日

様

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住 所 〒

連 絡 担 当 者 名

電          話   － －

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 3 の規定により、次のとおり届

け出ます。

工 事 に 係 る 供 給 設 備

又は消費設備の所在地

当該設備の所有者又は

占有者の氏名又は名称

当 該 設 備 の 使 用 目 的

貯 蔵 設 備 の 貯 蔵 能 力

工 事 の 内 容

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 
2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号

× 受理年月日 年  月  日
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様式第 56（第 112 条関係） 
 
 
 

 

 
特定液化石油ガス設備工事事業開始届書 

 
     年   月   日 

 

       様 
 
        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           
        住          所 〒 
 
        連 絡 担 当 者 名 
        電          話        －       － 
 
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 10 第 1 項の規定により、次のと

おり届け出ます。 
 
１．事業所の名称 
 
 
 
２．事業所の所在地 
 
 
 
３．記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法 
 （１）保存の場所 
    イ 事業所の戸棚 
     

ロ その他（                         ） 
 
 （２）分類の方法 
    イ アイウエオ順 
     

ロ その他（                         ） 
 
（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  
× 受理年月日     年  月  日 
× 事業所番号  
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様式第 57（第 114 条関係） 
 
 
 
 
 

特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 
 

     年   月   日 
 

       様 
 
        氏名又は名称及び法人に 

あってはその代表者の氏名                           
        住          所 〒 

 
事 業 所 番 号 

        連 絡 担 当 者 名 
        電          話        －       － 
 
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 10 第 2 項の規定により、次のと

おり届け出ます。 
 
１．事業開始の届出の年月日 
            

        年     月     日 
 
２．変更の内容 
 
 
 
 
 
３．変更の理由 
 
 
 
 
 
 
 
（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号  

× 受理年月日     年  月  日 
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様式第 58（第 114 条関係） 

特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書

  年   月   日

様

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住 所 〒

事 業 所 番 号

連 絡 担 当 者 名

電          話   － －

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 10 第 2 項の規定により、次

のとおり届け出ます。

事業開始の届出の年月日

 昭和 ・   年     月   日

（備考）1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。 
2 ×印の項は記載しないこと。 

× 整 理 番 号

× 受理年月日 年  月  日

273



第 2 編 第 6 章 

施工後の表示

（供給管又は配管に取り付ける場合）……針金等で固定して取り付ける。

6 センチメートル 
5 センチメートル 

（障壁等平面な箇所に取り付ける場合）……釘打ち又はハンダ付け等で固定する。

12 センチメートル 
10 センチメートル 

 
 
 
 

（備考）表示の文字は、明瞭かつ消えないように記載すること。

液化石油ガス法による施工後の表示

工事事業者の

氏名又は名称

連 絡 先

施工年月日又は

工 事 番 号

液化石油ガス法による施工後の表示

工事事業者の

氏名又は名称

連 絡 先

施行年月日又は

工 事 番 号

８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
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＜ 参 考 ＞ 

貯蔵能力が 300 ㎏以上の貯蔵設備を設置する場合は、あらかじめ、供給事業者から該当設備

を管轄する消防署に届け出ること。 

消防法第 9条の 3 危険物の規制に関する政令第１条の 10 

危険物の規制に関する規則 第 1条の 5 

消防署への届出は、内容証明郵便等の届出の証明が可能な方法により行うことができる。 

危険物の貯蔵または取り扱いの開始等の届出書 

 

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出書

年  月  日 

様

届出者   

住 所      （℡ ） 

氏名 

事 業 所 の 所 在 地

及 び 名 称

所 在 地

名 称

貯蔵し、又は取扱う
倉庫、施設等の名称

貯蔵し、又は取り扱う
倉庫、施設等の構造等
の 概 要

貯蔵し、又は取り扱
う 物 質 の 名 称

最大貯蔵数量又は
最大取扱数量（㎏） 

消火設備の
概 要

物質に対する処理剤

の種類及び保有量

種類 保有量 対象物質

貯蔵又は取扱開始

（廃止）予定年月日

緊 急 時 の 連 絡 先

昼間   （℡    ）

夜間・休日   （℡    ）

その他必要な事項

※ 受 付 欄 ※経過欄

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
３ 「処理剤」とは、消石灰等の化学処理剤及び乾燥砂等の吸着剤をいう。
４ ※印の欄は記入しないこと。
５ 貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯
蔵又は取扱場所を示す見取図を添付すること。

様式第１ （第 1 条の 5 関係） 
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第 2 編 第 6 章 

炉、かまど、ボイラー、乾燥設備、火花を生ずる設備設置の届出につい

て（消防法関係） 

１．届出の手続 

（１）届出を要する設備 

熱風炉 風道を使用しない熱風炉にあっては、劇場等及びキャ

バレー等に設けるものに限る。 

炉 

かまど 

多量の可燃性ガス又は蒸気を発生するもののほか、据

付面積２㎡以上のもの（個人の住居に設けるものを除

く）。 

ボイラー 

給湯湯沸設備 

（入力７０ｋｗ毎時以上のも

の） 

個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令

（昭和４７年政令第３１８号）第１条第３号に定めるも

のを除く。 

乾燥設備 全部 

火花を生ずる設備 全部 

（２）届出者 

当該設備を設置しようとする者 

（３）届出時期 

設置に先だって、あらかじめ届け出る。 

（４）届出先 

当該設備を設置する所轄の消防長又は消防署長（消防本部を置かない市町村においては、

市町村長）とする。 

（５）届出方法 

条例別記様式によって届け出る。 

（６）添付書類 

当該設備の設計図書 
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第 2 編 第 6 章 

届出は、各市町火災予防条例に基づいて行うこと（消防法第９条） 

静岡市火災予防条例抜粋 

（火を使用する設備等の設置の届出） 

第６３条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に

掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければ

ならない。 

（１） 熱風炉 

（２） 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 

（３） 前号に掲げるもののほか、据付面積２平方メートル以上の炉（個人の住居に設

けるものを除く。） 

（４） 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が３５

０キロワット以上の厨房設備 

（５） 入力７０キロワット以上の温風暖房機（風道を使用しないものにあっては、劇

場等及びキャバレー等に設けるものに限る。） 

（６） ボイラー又は入力７０キロワット以上の給湯湯沸設備（個人の住居に設けるも

の又は労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第１条第３号に定め

るものを除く。） 

（７） 乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

（８） サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

（９） 入力７０キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 

（10） 火花を生ずる設備 

（11） 放電加工機 

（12） 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

（13） 燃料電池発電設備（第１２条の２第２項又は第４項に定めるものを除く。） 

（14） 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの 

（第１８条第４項に定めるものを除く。） 

（15） 蓄電池設備 

（16） 設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備 

（17） 水素ガスを充塡する気球 

※ １２号以降は別様式にて届出 
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第 2 編 第 6 章 

２．届出書の作成要領 

① 用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。

② 届出先は、当該設備を設置する所轄の消防長又は消防署長名を記入する。

（例）○○市消防長、○○市○○消防署長 

③ 届出者の住所・氏名は、当該設備を設置しようとする者の住所・氏名とすること。

④ 防火対象物の欄の所在地、電話・名称・主要用途の欄は、当該設備を設置する防火対象

物について記入する。 

⑤ 設置場所の欄の用途、構造・床面積・階層の欄は、当該設備を設置する場所について、

それぞれ記入（階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」とする。）し、消防用

設備等の欄は、当該設備に設置した消防用設備等の種類（設備個数等）を記入する。 

（例）粉末消火器（１０型）５本 

⑥ 届出設備の欄のうち

ⅰ．設備の種類の欄は、設置しようとする設備名等を記入する。

（例）鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、多衆調理用かまど、蒸気式乾燥設備等とする。 

ⅱ．着工・施工（予定）年月日の欄は、それぞれの予定年月日を記入する。 

ⅲ．設備の概要の欄は、当該設備の位置、構造等について、具体的に記入する（書き込

めない事項は、別紙に記載して添付すること）。 

（例）ア．乾燥設備（蒸気式乾燥設備）の場合 

キャビネットは鉄板製（幅 1,500 ㎜、奥行 3,000mm、高さ 1,500mm）で、

保温板として石綿を被覆する。 

乾燥台は、鋼板製とし、スチール蒸気管を台の下に設ける。 

最高温度は７５℃とし、空気通気口を底部に設ける。 

排気筒は専用とし、屋外に直接排出する。 

イ．炉（暖房用熱風炉）の場合 

キャビネットは鋼板製（幅 1,100 ㎜、奥行 500mm、高さ 1,800mm） 

発生熱量は、25,000kcal/h 

熱交換器はステンレススチール 

送風機は 600w 

空気吸気口は、キャビネットの全面で、背面はダクトに接続 

ウ．かまど（調理用かまど）の場合 

かまどは煉瓦造とし、幅 4,000 ㎜、奥行 2,500mm、高さ 1,500mm とす
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第 2 編 第 6 章 

る。 

ガスバーナー４つを設ける。 

天蓋（4,500㎜×2,300mm）はトタン製で天井に取り付け、屋外に直通

（ファン付）する排気筒に連結する。 

エ．ボイラー（温水用ボイラー）の場合 

ボイラーは横型多缶式（径 1,500 ㎜、高さ 1,000mm）でコンク 

リート基礎に設置し、缶の表面はガラスウールで被覆。 

伝熱面積は 38 ㎡、火床面積は 1.5 ㎡、発熱量は 380,000kcal/h とす

る。 

オ．火花を生ずる設備（グラビア印刷機）の場合 

凸版用自動印刷機 

インクタンクは鋼板製 18ℓ容器とする。 

乾燥装置は、タイル方式のもので、赤外線ヒーター（6kw）を使用

する。 

ⅳ．熱源の欄の種類の欄は、それぞれ設備に使用する熱源を記入し、使用量は一日又は

一時間当たりの使用量を記入すること。 

（例）種 類：プロパンガス 

使用量：5㎏/h 

ⅴ．保安装置の欄は、当該設備に設置された保安（安全）装置を記入する。 

（例）ア．温水用ボイラーの場合 

内圧力調整器及び安全弁を設ける。 

イ．調理かまどの場合 

ガス漏れ警報器・自動熱源停止装置 
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（静岡市様式例） 

炉・厨
ちゆう

房設備・温風暖房機・ボイラー・

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設

備 ・ ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機 ・ 

火 花 を 生 ず る 設 備 ・ 放 電 加 工 機 

設置届出書 

年 月 日 

（あて先） 

住所 

届出者 氏名 

電話 

防火

対象

物 

所在地 静岡市 （電話  ） 

名 称 主用用途 

設置

場所 

用 途 床面積 m2 
消防用設備等 

構 造 階 層 

届

出

設

備

設備の種類 

着工（予定）

年 月 日 
年  月  日 

竣工（予定）

年 月 日 
年  月  日 

設備の概要 

使 用 す る

燃 料 ・ 熱

源 ･ 加工液 

種 類 使 用 量 

安 全 装 置 

取扱責任者の職氏名 

工事施工者 
住 所 （電話  ） 

氏 名 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

 (注) 

  １ 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。 

  ２ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨
ちゆう

房設備等と記入してください。 

  ３ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。 

  ４ ※印の欄は、記入しないでください。 

  ５ 当該設備の設計図書を添付してください。 
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炉・厨
ちゆう

房設備・温風暖房機・ボイラー・

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設

備 ・ ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機 ・ 

火 花 を 生 ず る 設 備 ・ 放 電 加 工 機 

設置届出書 

年  月  日 

（あて先）静岡市○○消防署長 様 

住所 静岡市葵区本通○－○○ 

届出者 氏名 社会福祉法人 ○○○○ 

電話 ０５４―○○○―△△△△ 

防火

対象

物 

所在地 静岡市葵区本通○－○○ （電話０５４―○○○―△△△△） 

名 称 介護施設 ○○○○ 主用用途 福祉施設 

設置

場所 
用 途 給湯 床面積 ○○.○m2 

消防用設備等 
ABC 粉末消火器

（10 型）1 本 構 造 鉄筋３Ｆ 階 層 屋外 

届

出

設

備

設備の種類 業務用給湯設備 

着工（予定）

年 月 日 
平成○○年○月○日 

俊工（予定）

年 月 日 
平成△△年△月△日 

設備の概要 ガス給湯器 ○○○－△△××（メーカー名） 

使 用 す る

燃 料 ・ 熱

源 ･ 加工液 

種 類 使 用 量 

プロパンガス 70Kw/h 

安 全 装 置 フレームロッド方式 

取扱責任者の職氏名 事務長 静岡 太郎 

工事施工者 
住 所 静岡市葵区国吉田○－○（電話０５４―○○○―△△△△） 

氏 名 ㈱○○プロパン 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

 (注) 

  １ 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。 

  ２ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨
ちゆう

房設備等と記入してください。 

  ３ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。 

  ４ ※印の欄は、記入しないでください。 

  ５ 当該設備の設計図書を添付してください。 

記入例 

④ 

⑤ 

⑥ ⅰ． 

ⅱ． 

ⅲ． 

ⅳ． 

ⅴ． 

② 
③ 

※①Ａ４規格
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第 2 編 第 7 章 

１．事故届 （保安法６１条、保安法６３条） 

１）保安法 63条 

第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液石法に定める販売事業者、高圧ガスを貯蔵

し又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者、その他高圧ガス又は容器を取り

扱う者は、次に揚げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なけ

ればならない。 

一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき 

二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪出し、又は盗まれたとき 

(届出：様式 57 による届出) 

２）保安法 液石則９３条の２ 

液化石油ガス販売事業者は「特定消費設備」（ガスメーターと末端ガス栓の間の、配管・

その他の設備を除く消費設備）について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直

ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又

は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファク

シミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部に報告

しなければならない。 

一 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故 

二 特定消費設備から漏洩したガスに引火することにより発生した負傷又は物損 

  事故 

  （速報：別紙様式例によるファクシミリ等） 

  （届出：様式 57 の 2 による届出） 

３）液石法 規則第 133条 

保安機関は、自ら行なっている保安業務の範囲内において、当該一般消費者等の供給設

備又は消費設備に災害が発生した時には遅滞なくその旨を警察官に届け出なければなら

ない。 

（１）事故の定義 

本章の適用となる事故とは、保安法の適用をうけるもの並びに 液石法が適用される一般

消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、以下に該当するものをいう。 

保 安 法 

１）所有又は占有する高圧ガスについて漏えい、火災等が発生したとき 

２）所有又は占有する高圧ガス又は容器を喪出し、又は盗まれたとき 
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液石法 

１）ＬＰガス事故 

① 漏えい ＬＰガスが漏えいしたものであって、引火に至らず、かつ中毒・酸

欠等による人的被害のなかったものに限る。 

② 漏えい爆発  ＬＰガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発により

火災に至ったもの。 

イ．漏えい爆発（漏えいガスによる爆発のみの場合） 

ロ．漏えい爆発・火災（漏えいガスによる爆発後火災の場合） 

③ 漏えい火災  ＬＰガスが漏えいしたことにより火災（消防が火災と認知したもの

とは限らない）に至ったもの。（上記②は除く） 

なお、ＬＰガスの漏えいがない状態でＬＰガス燃焼器具（これらに

付帯するものを含む）の過熱し、又は故障したことによる火災及びコ

ンロ、グリル等の炎が周囲の物に燃え移った事による火災はＬＰガス

事故に該当しない。 

④ 中毒・酸欠  ＬＰガス消費設備の不完全燃焼又はＬＰガス若しくは排気筒等から

の排気ガスの漏えいにより、一酸化炭素中毒又は酸素欠乏症の人的被

害のあったもの。 

２）ＬＰガス事故に該当しない事故 

① 自殺、故意、いたずら、盗難等が原因による事故

② 自然災害による事故

例） 地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故

例） 洪水・土砂崩れによる設備の破損等の事故

ただし、自然災害による事故のうち、事故発生原因が地震時の転倒防止措

置の不備、落雪等の防止対策（雪囲いや保護板の設置等）の不備等保安対策

の実施不十分等に係るものについてはＬＰガス事故とする。 

③ カセットコンロ及びカセットコンロ用容器に係る事故

④ その他上記 １）に掲げるＬＰガス事故に該当しない事故

例） 自動車の飛び込みによる事故
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（２－１）届出書類

（特定消費設備での事故で、死亡、中毒、酸欠事故、漏えい引火による負傷、又は物損事故） 

項目 書  類 備    考 様式 

1 事故報告（速報） 

直ちに関東東北産業保安監督部保安課へ報告（電話・ＦＡ

Ｘ等） 

加えて、静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故につ

いては、静岡県危機管理部消防保安課へ、静岡市、浜松市で

発生した事故については、それぞれ静岡市消防局消防部予防

課、浜松市消防局予防課へ報告（電話・ＦＡＸ等） 

発生日時・場所・概要・原因・当該事故に係る特定消費設備

の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月、その

他参考となる事項を報告 

不明である事項は不明と明記すること 

例

P297 

2 追加報告 

当初報告時点で不明で、その後明らかになった事項 

事故発生９日以内：関東東北産業保安監督部保安課へ報告

（ＦＡＸ等） 

加えて、静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故につ

いては、静岡県危機管理部消防保安課へ、静岡市、浜松市で

発生した事故については、それぞれ静岡市消防局消防部予防

課、浜松市消防局予防課へ報告（ＦＡＸ等） 

事故発生１０日以上：静岡県内の静岡市、浜松市以外で起き

た事故については、静岡県危機管理部消防保安課へ、静岡市、

浜松市で発生した事故については、それぞれ静岡市消防局消

防部予防課、浜松市消防局予防課へ報告（ＦＡＸ等） 

－ 

3 
事故届書 

（様式５７の２） 

遅滞なく届出ること 

静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故：静岡県危機

管理部消防保安課・協会支部 

静岡市内の事故：静岡市消防局消防部予防課・協会支部 

浜松市内の事故：浜松市消防局予防課・協会支部 

発生時間は２４時間呼称による 

特定消費設備の名称及び機種は別表による 

P296 

4 事故状況報告書 
発生原因、被害の程度等記載すること 

その他 には警報器、安全装置の有無等記載 
P295 

5 現場図面 － 

6 写真 － 

7 案内図 住宅地図等 － 

8 
特定消費設備に 

関する資料 

カタログ・仕様書・取扱説明書  

（上記資料が無ければ特定消費設備の写真） 
－ 
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（２－２）届出書類 

（２－１以外の事故） 

項目 書  類 備    考 様式 

1 
事故届書 

（様式５７） 

遅滞なく届出すること 

発生時間は２４時間呼称による 
P294 

2 事故状況報告書 
発生原因、被害の程度等記載すること 

その他 には警報器、安全装置の有無等記載 
P295 

3 現場図面   － 

4 写真  － 

5 案内図 住宅地図等 － 

 

（３）連絡と届出 

事故については、遅滞なく所管行政庁へ事故の概要を電話連絡すると共に、事故届を、静

岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故については、静岡県危機管理部消防保安課及び協

会支部へ、静岡市、浜松市で発生した事故については、それぞれ静岡市消防局消防部予防課、

浜松市消防局予防課及び協会支部へ提出すること。 

 

（４）事故の分類 

事故が発生したとき、その内容により次のとおり分類する。 

１）Ａ級事故 

次の各号に該当するものをいう。 

① 死者５名以上のもの 

② 死者及び重傷者が合計して１０名以上のものであって、①以外のもの 

③ 死者及び負傷者（軽傷者を含む）が合計して３０名以上のものであって、 

①及び②以外のもの 

④ 甚大な物的被害（直接被害総額約２億円以上）が生じたもの 

⑤ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様（第三者が多数含まれている場合等）、

テレビ、新聞等の取扱い等により社会的影響が著しく大きいと認められるもの 

２）Ｂ級事故 

   Ａ級事故以外で次の各号に該当するものをいう。 

① 死者１名以上４名以下のもの 
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② 重傷者２名以上９名以下のもの

③ 負傷者（軽傷者を含む）６名以上２９名以下のものであって、②以外のもの

④ 多大な物的被害（直接被害総額約４千万円以上２億円未満）を生じたもの

⑤ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様、テレビ、新聞等の取扱い等により

社会的影響が大きいと認められるもの 

３）Ｃ級事故 

Ａ級事故及びＢ級事故以外の事故 

※ 人的被害の分類 

被害の程度により次のとおり分類する。 

死者 ：事故発生後、事故調査報告書作成時点までに死亡が確認された者 

重傷者：事故発生時に全治 1ヶ月以上の負傷をした者 

軽傷者：事故発生時に全治 1ヶ月未満の負傷をした者 

292



第 2 編 第 7 章 

（５）事故届 届出先  

    ○経済産業省 関東東北産業保安監督部  保安課 

      住 所：埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ 

      電 話 番 号：０４８－６００－０１４８ 

ＦＡＸ番号：０４８－６０１－１３１７ 
 

    ○静岡県危機管理部消防保安課 

      住 所：静岡市葵区追手町９－６ 

      電 話 番 号：０５４－２２１－２０７６ 

      ＦＡＸ番号：０５４－２２１－３３２７ 

 e - m a i l：shoubo@pref.shizuoka.lg.jp 
 

    ○静岡市消防局 消防部 予防課 

      住 所：静岡市駿河区南八幡町１０－３０ 

      電 話 番 号：０５４－２８０－０１９４ 

      ＦＡＸ番号：０５４－２８０－０１８２ 

 e - m a i l：shobou-yobo@city.shizuoka.lg.jp 
 

    ○浜松市消防局 予防課 

      住 所：浜松市中央区下池川町１９－１ 

      電 話 番 号：０５３－４７５－７５４２ 

      ＦＡＸ番号：０５０－３５３７－８９５６ 

 e - m a i l：hfdyobo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 

    ○（一社）静岡県ＬＰガス協会 

      住 所：静岡市葵区本通６－１－１０ 

      電 話 番 号：０５４－２５５－２４５１ 

      ＦＡＸ番号：０５４－２５５－２４７４ 

▸ 東部支部 

住   所：沼津市高島本町４－１ 

           電 話 番 号：０５５－９２３－１０７０ 

           ＦＡＸ番号：０５５－９２３－１０６９ 

▸ 中部支部 

住   所：静岡市葵区本通６－１－１０ 

           電 話 番 号：０５４－２５５－２４５１ 

           ＦＡＸ番号：０５４－２５５－２４７４ 

▸ 西部支部 

住   所：浜松市中央区茄子町３５１－２ 

           電 話 番 号：０５３－４６５－１１７８ 

           ＦＡＸ番号：０５３－４６５－７６２６  
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様式第 57（第 96 条関係） 

事 故 届 書 液石 

× 整 理 番 号 

×整理年月日 年    月    日 

氏 名 又 は 名 称 

（事業所の名称叉は販

売所の名称を含む） 

住所又は事務所（本社） 

所 在 地 

〒 

事 業 所 所 在 地 

〒 

事 故 発 生 年 月 日  年   月   日   時   分頃 

事 故 発 生 場 所 

事 故 の 状 況 別 紙 の と お り 

 年   月   日 

代 表 者 氏 名

連 絡 担 当 者 名 

電          話 － － 

様 

備考  1 ×印の項は記載しないこと。 

2 事故の状況については、別紙にできるだけ詳細に記載すること。 
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事 故 の 状 況 報 告 書

事故の種類

（該当するものに○印）

A．爆発 B．火災 C．中毒 

D．漏洩 E．その他 

1．製造事業所  2．充塡所 3．スタンド 

4．移動中( )  5．消費先 6．容器検査所 

7．貯蔵所 8．その他( ) 

事故の発生施設の概要

事 故 の 状 況

被 害 状 況

人  的 物  的

応 急 措 置

原 因   

対 策

＊添付図面

(1) 事故現場の施設配置図面 
(2) 事故発生箇所の詳細図
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様式第５７の２(第９６条関係）                                                   

事 故 届 書 
液石 ×整 理 番 号                         

×受理年月 日        年  月  日 

氏 名 又 は 名 称 

（事業者の名称又は販売所の名称

を含む。） 

                                             

              

住所又は事務所（本社）所在地                                              

事 業 所 所 在 地                                              

事 故 発 生 年 月 日                                              

事 故 発 生 場 所  

事 故 の 状 況 別紙のとおり 

事 故 発 生 の 

特 定 消 費 設 備 

   

 

名    称  

機    種  

型    式  

製 造 年 月           年     月 

   特定ガス消

費機器の設

置工事の監

督に関する

法律第６条

の規定によ

る表示 

工事業者の氏

名又は名称及

び連絡先 

 

監督者の氏名  

資格証の番号  

施工内容及び

施工年月日 

 

 

      年  月  日 

                    代表者 氏名            

            様 

 

   備考 １ ×印の項は記載しないこと。 

         ２ 事故の状況については、別紙にできるだけ詳細に記載すること。 
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（別紙様式例） 

特定消費設備による事故発生報告（速報）
会 社 名 

電   話 

報告者氏名 

１．事故発生日時（時間は２４時間呼称による。） 

年   月   日（  ） 時   分頃 

２．事故発生場所 

３．事故の概要 

  (1) 事故の概要 

  (2) 原因 

  (3) 特定消費設備 

①名称

②特定消費設備の製造者又輸入者の名称

③機種 ④型式 ⑤製造年月

４．被害の状況 

(1)人的  死 者   名 （うち、第三者  名） 

重傷者    名 （うち、第三者  名） 

軽傷者    名 （うち、第三者  名） 

(2)物的（内容） 

５．その他参考となる事項 

６．液化石油ガス販売事業者 

 登録番号 

 事業者名   営業所名 

 電  話 
注１ 特定消費設備とは、消費設備でガスメーターと末端ガス栓との間の配管その他の設備を除いた設備 

（「特定消費設備の名称及び機種」は、別表を参考にして記載のこと。） 
注２ 都県の担当課の他に、直接、関東東北産業保安監督部保安課にも事故発生届を行う事故とは、 

①特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故、

②特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

注３ 特定消費設備による事故発生報告の報告先 
関東東北産業保安監督部 保安課 電話：０４８－６００－０１４８ ＦＡＸ：０４８－６０１－１３１７ 
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特定消費設備の名称及び機種 

名 称 機    種 

燃焼器具 瞬間湯沸器 その他湯沸器 

ガスストーブ 風呂釜 

家庭用こんろ 家庭用オーブン 

家庭用炊飯器 その他家庭用 

業務用こんろ 業務用オーブン 

業務用レンジ 業務用フライヤー 

業務用炊飯器 業務用グリドル 

業務用酒かん器 業務用おでん鍋 

業務用蒸し器 業務用焼き物器 

業務用食器消毒保管庫 業務用煮沸消毒器 

業務用湯せん器 業務用めんゆで器 

業務用煮炊釜 業務用中華レンジ 

業務用食器洗浄機 業務用その他 

硬質管 金属管 金属フレキシブルホース 

低圧ホース 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース 低圧ホース（その他） 

ゴム管等 ゴム管（両端迅速継手あり） ゴム管その他 

塩化ビニールホース（両端迅速継手あ

り） 

塩化ビニールホース（両端ゴム継手付） 

末端ガス栓 ガス栓（ホースエンド） ガス栓（迅速継手） 

ガス栓（フレキガス栓） ガス栓（その他） 

その他 その他 

「瞬間湯沸器」、「その他湯沸器」、「ガスストーブ」又は「風呂釜」の場合は、給排気方式

として、「開放式」、「自然排気式」、「強制排気式」、「バランス外壁式」、「バランスチャ

ンバ式」、「バランスダクト式」、「強制給排気式」又は「屋外式」の別を記入すること。 

「その他家庭用」、「業務用その他」、「ガス栓（その他）」又は「その他」の場合は、具体

的に名称を記入すること。 

ガス栓には、過流出安全機構及び検査孔の有無を併記すること。その他、過流出安全機構を

内臓していないガス栓の場合、接続具として安全アダプター（外挿式に限る。）の有無を併記

すること。 

別表 
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液化石油ガス事故の報告方法等

液化石油ガス事故

事故の種類

ＬＰガス販売事業者は直ちに関東東北
産業保安監督部保安課及び静岡県危機
管理部消防保安課に事故報告（速報）
（保安法第６１条第１項）
（液石則第９３条の２）

（ガス事業者、ガス消費機器メーカー
にも同様に義務付け）

左以外の事故

第一種製造者、第二種製造者、販売
業者等は遅滞なく、県知事又は警察官
に届出
（保安法第６３条：事故届）

協会支部（本部）

事故調査委員会

特定消費設備での事故で、
次のいずれかの事故
－ 死亡、中毒、酸欠事故
－ 漏えい引火による負傷、

又は物損事故

届出様式
（液石則第９６条）
－ 特定消費設備に係る事故の届出様式

・様式第５７の２
－ その他の事故の届出様式

・様式第５７

事故発生から
の経過

報告方法：電話、ＦＡＸ等
報告内容：日時、場所、概要、原因、当該

事故に係る特定消費設備の製造
者又は輸入者の名称、機種、型
式、製造年月、その他参考事項

関東東北産業保安監督部保安課
電 話：０４８－６００－０１４８
Ｆ Ａ Ｘ：０４８－６０１－１３１７

静岡県危機管理部消防保安課
電 話：０５４－２２１－２０７６
Ｆ Ａ Ｘ：０５４－２２１－３３２７

ＬＰガス販売事業者は産業保安監督部及び
静岡県危機管理部消防保安課に追加報告
－ 当初報告時点で不明で、その後明

らかになった事項
（Ｈ１８．１２．２７経済産業省通知）

９日以内

１０日以上

ＬＰガス販売事業者は知事に追加報告
－ 当初報告時点で不明で、その後明

らかになった事項
（Ｈ１８．１２．２７経済産業省通知）

知事は産業保安監督部に報告
（保安法第７４条第４項）

報告様式
（液石則第９６条の２）
－ 特定消費設備に係る事故の届出様式

・様式第５８の２
－ その他の事故の届出様式

・様式第５８

（報告）

静岡市及び浜松市で発生した事故については、静岡市消防局 消防部
予防課及び浜松市消防局 予防課に報告・届出を行うこと。

静岡市消防局 消防部 予防課
電 話：０５４－２８０－０１９４
F A X：０５４－２８０－０１８２

浜松市消防局 予防課
電 話：０５３－４７５－７５４２
F A X：０５０－３５３７－８９５６
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第 3 編 

１．届  出 

保安法に基づき、液化石油ガスの販売を行う場合の主な手続きは次のとおりである。 

区    分 備    考 様式 

高 圧 ガ ス 販 売 事 業 届 書 

▸ 販売事業を始めるとき（新規） 

▸ 個人から法人へ組織変更するとき(廃止届書も

必要) 

▸ 販売所を新設するとき 

▸ 販売所を移転するとき 

（廃止届書も必要） 

P304 

高 圧 ガ ス 販 売 事 業 廃 止 届 書 ▸ 販売事業を廃止したとき P309 

高 圧 ガ ス 販 売 主 任 者 届 書 ▸ 販売主任者を選任又は解任したとき P310 

高 圧 ガ ス 販 売 変 更 届 
▸ 販売の方法を変更又は追加するとき 

▸ 貯蔵施設を変更するとき 
P312 

名称変更・住居表示変更届書 
▸ 名称変更したとき 

▸ 販売所所在地の住居表示が変更されたとき 
P313 

高 圧 ガ ス 販 売 事 業 承 継 届 書 

▸ 法人間において、合併があったとき 

▸ 個人において、相続があったとき 

▸ 事業の全部の譲り渡しがあったとき 

（個人・法人） 

P314 

事 故 届 書 第 2編 第 7章参照 ― 

※ 提出部数は 2部 
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２．高圧ガス販売事業届 

保安法では販売所ごとに事業開始の 20日前までに、下記書類を所管行政庁に届け出なけ

ればならない。 

項目 書    類 備    考 様式 

１ 高 圧 ガ ス 販 売 事 業 届 書 P304 

２ 高 圧 ガ ス 販 売 事 業 計 画 書 P305 

３ 消 費 先 保 安 台 帳 様式は任意とするが一例を別紙に示す。 P306 

４ 案 内 図 
最寄りの鉄道の駅等からの道順がわか

るもの 
― 

５ 

容 器 置 場 の 位 置 

及 び 構 造 並 び に 付 近 の 

状 況 を 示 す 図 面 

容器置場を有する場合 

第 2編 

第 1章 

P64～P67 

【備 考】 

「消費先保安台帳」には少なくとも、次に揚げる事項を記載すること。 

① 引渡先の名称及び所在地

② 引渡し先に対する販売上の保安責任者（できるだけ販売主任者免状又は製造保安

責任者免状を所有する者が望ましい。）の氏名

③ 引渡した容器の種類及び数量

④ 消費者に直接販売する販売事業者にあっては、引き渡した容器から消費者におけ

る最初の閉止弁までの配置図又は、配管の配置状況及び漏れ試験の結果並びに引

き渡した容器を配管に接続したか否か及び接続しない場合はその理由

⑤ 卸売業者にあっては、引渡先の届出年月日

⑥ 高圧ガス販売事業届と同時に、高圧ガス販売主任者届を提出する。
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３．その他の届出 

 

 （１）高圧ガス販売事業廃止届書 

<添付書類> 

なし 

 （２）高圧ガス販売主任者届書 

販売業者は、販売所ごとに、製造保安責任者免状又は、高圧ガス販売責任者免状を有

し、液化石油ガスの製造又は販売に関する 6ヶ月以上の経験を有する者を高圧ガス販売

主任者に選任して、高圧ガス販売主任者届書（解任の場合も含む）を所管行政庁に提出

しなければならない。 

液化石油ガスの高圧ガス

販売主任者 

 

第二種販売主任者免状所有 

甲種化学製造保安責任者免状所有 

甲種機械製造保安責任者免状所有 

乙種化学製造保安責任者免状所有 

乙種機械製造保安責任者免状所有 

丙種化学製造保安責任者免状（特別試

験科目のもの［丙化特別］を除く。）

所有 

液化石油ガスの販売又

は製造に関する 6 ヶ月

以上の経験 

<添付書類> 

▸ 免状の写し 

▸ 経歴書 

【備 考】 

① 業務主任者と兼任は可とする。（ただし、第二種販売主任者免状所有者のみ） 

② 保安係員との兼務は可とする。（ただし充てん設備であって移動式製造設備に

限る） 

③ 選解任を同時に行う場合は同一届書に記載のこと。 

④ 販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。（販売主任

者の職務については、第４編を参照） 

（３）販売変更届 

① 販売の方法の変更又は追加する場合。 

‹添付書類› 

▸ 高圧ガス販売事業計画書。（高圧ガス販売事業届を参照） 

② 貯蔵施設を変更する場合。 

<<添付書類>> 

▸ 容器置場の位置及び構造並びに付近の状況図 
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（４）名称変更・住居表示変更届書 

<添付書類> 

住居表示変更の場合は市町村が発行する証明書の写し 

（５）高圧ガス販売事業承継届書 

① 個人の場合 

事業の全部を譲り受けた場合もしくは、届け出をしていた者が死亡し、その相続

をした者。（相続人が 2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき

相続人を選定したときは、その者。） 

② 法人の場合 

分割（その事業の全部を承継するものに限る）の場合もしくは、他の法人と合併

した場合、分割によりその事業の全部を承継した法人もしくは、合併後存続する法

人や合併により設立された法人。 

<添付書類> ……液石法、承継届第 2編第 1章 P16参照 

事業の全部を譲渡し、又は相続若しくは、合併の事実を証する書面（相続の場合

であって、相続人が 2 以上であるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同

意書） 
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様式第 21（第 38 条関係） 

高 圧ガス販売事業届書 液 石 

× 整 理 番 号 

×受理年月日 年   月   日 

名 称 

(販売所の名称を含む。) 

事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地 

〒 

販 売 所 所 在 地 

〒 

 年    月    日 

代表者氏名 

連絡担当者  

電   話   －   － 

様 

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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高圧ガス販売事業計画書 

１ 販売の目的 

販 売 の 目 的 

販 売 区 域 

事 業 所 数 

２ 販売の方法（該当するものを○で囲む） 

販売の形態 

小売  卸売 

伝票販売 

容器による販売   その他（   ） 

３ 販売をする高圧ガスの種類 

高圧ガス区分 高圧ガス種類（ガス名） 

液化石油ガス Ｐ  ・  ＰＢ  ・  Ｂ 

４ 販売の技術上の基準に対する事項 

液化石油ガス保安規則第 41条に規定する技術上の基準を順守します。 

５ 保安台帳 

保安台帳の様式 別紙のとおり（P306参照） 

305



第 3 編 

（小売業者用） 

№ 消費先保安台帳（例） 

消 費 先 名 称  

住 所 
ＴＥＬ 

容器      ㎏×      本  

貯槽 

自動 

切替装置    手動 

無 

 

設置場所 

 

収納覆  有   無 

屋 外 

上部覆  有   無 

 

配管工事者氏名  保安責任者名  

用途 

 

配管 

直結 

※容器－調整器 

高圧管 

 

ガス管     ㎝ 

調整器－閉止弁 

その他     ㎝ 

または配管図 

※ その他(金属フレキ、フレキ配管、継ぎ手金具付ホース等) 

  

Ａ 
Ｂ 
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（卸売業者用） 

№ 販売先保安台帳（例） 

消費先名称 
住所 

ＴＥＬ 

販売先届出年月日  

販売先販売主任者 

氏 名 及 び 資 格 

氏名 資格 

販売先兼業内容  

販 売 先 業 種 卸売      小売 

  

容器設置略図 

面積：㎡ 
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容 器 授 受 簿 

（小売業者用） 

発  送 点検結果 帰  着 

年月日 記号番号 質 量 

引渡された容器が全部

消費設備に連結したか

しなかった場合はその

理由 

配 達 

確認印 
年月日 記号番号 残 量 

        

 

気密試験結果 

（小売業者用） 

高圧側 低圧側 

年月日 方法 結果 
初圧 

kPa 

終圧 

kPa 
方法 結果 検査者 

        

 

調整器検査記録 

（小売業者用） 

年 月 日 入 口 圧 出 口 圧 検 査 者  
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様式第 25（第 44 条関係） 

高 圧 ガ ス 販 売 

事 業 廃 止 届 書 
液 石 

× 整 理 番 号 

×受理年月日    年   月   日 

名 称 

(販売所の名称を含む。 ) 

事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地 

〒 

販 売 所 所 在 地 

〒 

販 売 事 業 廃 止 年 月 日   年 月  日 

販 売 事 業 廃 止 の 理 由 

 年    月    日 

代表者氏名 

連絡担当者  

電   話   －   － 

様 

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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様式第 34（第 72 条関係） 

高 圧 ガ ス 販 売 主 任 者 届 書 液 石 
（選任） 

（解任） 

× 整 理 番 号  

×受理年月日   年  月  日 

名 称 

( 販 売 所 の 名 称 を 含 む 。 ) 
 

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地 
〒 

販 売 所 所 在 地 
〒 

選 
 

任 

製造保安責任者免状又は 

販売主任者免状の種類 

 

販 売 主 任 者 の 氏 名 
 

解 
 

任 

製造保安責任者免状又は 

販売主任者免状の種類 
 

販 売 主 任 者 の 氏 名  

選  任 

解  任 
年  月  日  

解 任 の 理 由  

 

     年    月    日 

 

代表者氏名 

連絡担当者                       

電   話       －         － 

 

        様 
 
備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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高圧ガス販売主任者経歴書 

Ⅰ 資格免状 

  別紙のとおり(免状写を添付のこと) 

Ⅱ 経 歴 書 

 住所 

 氏名  年   月   日生 

   学 歴（最終学歴） 

   職 歴（高圧ガスの製造又は販売に関する経験年数） 

   賞 罰 

  上記のとおり相違ありません。 

  年  月  日 

   職名   氏名  ㊞ 

311



第 3 編 

販 売 変 更 届 液 石 

× 整 理 番 号 

×受理年月日 年   月   日 

名 称 

(販売所の名称を含む。) 

事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地 

〒 

販 売 所 所 在 地 

〒 

変 更 の 内 容 

 年    月    日 

代表者氏名 

連絡担当者  

電   話   －   － 

様 

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 
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名 称 変 更 

住 居 表 示 変 更 
届 出 液 石 

× 整 理 番 号 

×受理年月日 年   月   日 

名 称 

(販売所の名称を含む。 ) 

事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地 
〒 

販 売 所 所 在 地 
〒 

届 出 年 月 日   年    月    日 

届 出 番 号 

旧 の 名 称 

旧 の 販 売 所 所 在 地 

変 更 年 月 日 年 月   日 

 年    月    日 

代表者氏名 

連絡担当者  

電   話   －   － 

様 

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

3 該当項目を○で囲み記入する。 
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様式第 21の 2（第 38 条の 2関係） 

高圧ガス販売事業承継届書 液 石 

× 整 理 番 号 

×受理年月日 年   月   日 

承継された販売事業者の名称 

承継された事業所所在地 
〒 

承 継 後 の 名 称 

(事業所の名称を含む。 ) 

事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地 
〒 

承継された事業所の届出 

年 月 日 及 び 届 出 番 号 

 年    月    日 

代表者氏名 

連絡担当者  

電   話   －   － 

様 

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4 とすること。 

2 ×印の項は記載しないこと。 

314





 

 

 

第４編  

 

業務主任者等の職務 

 

  





第 4 編 

１．業務主任者等の職務

（１）販売事業者の登録内容の変更を監督する 

販売所の貯蔵施設（容器置き場）の位置及び構造、保安業務を行うものの氏名又は名称

及びその所在地、賠償責任保険の契約内容について、変更が生じた場合に遅滞なく届け出

るように監督する事。 

（２）法第 14条書面を作成し、又は作成を指導する 

書面交付に関して責任を持って実施し、又は実施するよう指導する事。 

▸ 「液石法」第 14条 （書面の交付） 

液化石油ガス販売事業者は、消費者と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、

遅滞なく、次の事項を記載した書面を交付しなければならない。記載した事項を変更

したときは、変更した部分についても、同様に交付しなければならない。 

① 液化石油ガスの種類の明記

種 類 プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 

「い号」 80％以上 

「ろ号」 60％以上 80％未満 

「は号」 60％未満 

② 液化石油ガスの引き渡しの方法

計画的な容器の交換・バルク供給設備への充てんにより、消費者の継続的消費

に支障を生じないよう、遅滞なく配管等に確実に接続して引き渡すこと。ただし、

調整器を接続した 8リットル（充てん量 3kg）以下の容器を引き渡す場合、または

屋外で移動して消費する設備（屋台など）の場合には接続義務はありません。ガ

スメーターによる体積販売の場合、ガスメーターの出口を引き渡し箇所としてい

る。 

③ 供給設備及び消費設備の管理の方法

供給設備は販売事業者に維持管理義務があり、法定期限内の点検、容器交換時

の点検により管理されていることを明記する。消費設備は販売事業者（保安機関）

が法定期限内の調査を行ない保安の確保に努めるが、維持管理責任は消費者にあ

る。 

消費設備については、周知文書や保安啓蒙用のパンフレットなどを参考に、消

費者自身に責任を持って管理していただく。 

④ 消費設備の調査の方法及び周知の方法

供給開始時とその後法定期限内に販売事業者（保安機関）が消費設備の調査を

行い、基準に適合しない場合は通知する。 

災害の発生の防止に関し、必要な事項を周知する。 

⑤ 交付する消費者について保安業務を行う認定保安機関の氏名又は名称

「交付する消費者について・・・」の表記に注意。一人一人の消費者ごとに、保安
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機関名が正確に通知されていなければならない。地区が異なれば２号業務や６号

業務の実施者が変わることもある。容器による配送とバルク供給でも保安機関が

異なることもある。消費者が「うちはどこの保安機関が対応してくれるの？」と

の質問に対して明確な返答が求められる。 

⑥ その他経済産業省令で定める事項

（書面の記載事項） 

１）一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び

保安機関の責任に関する事項 

２）液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項 

３）液化石油ガスの計量の方法 

４）質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取りの方法 

５）液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎とな

る項目についての内容の説明 

６）供給設備及び消費設備の所有関係 

７）供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方

法 

８）液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合

において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法（当該消費設

備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。） 

９）消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガ

ス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法

（当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。） 

１０）保安機関の名称、住所及び連絡方法 

（３）ＬＰガスの販売方法が基準に適合するよう監督する 

質量販売の方法、需要家先の充てん容器の設置基準適合、また容器・貯槽の再検査状況、

ＬＰガスの引渡しの方法、契約解除に係わる適正な対処など、基準に適合するよう監督す

る事。 

▸ 「液石法」第１６条第２項（基準適合義務） 

液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従って液化石油ガスの販売

をしなければならない。 

▸ 充てん容器 

接続にあたっては、外面に異常なく、かつ、漏えいのないものを用いる。 

充てん期間が明示され、充てん期限を 6ヶ月以上経過していないこと。 

次の場合以外は、必ず配管等に接続すること。 

① 屋外で移動して消費される質量販売の場合

② 調整器が接続された内容積 8リットル以下（3kg以下）の容器を使用する場合

③ カップリング付容器バルブを備えた内容積 25 リットル以下（10kg 以下）の容

器を使用する場合 

316



第 4 編 

容器の交換はＬＰガスの供給を中断することなく行うこと。ただし、中断する場合は、

使用中の燃焼器からガスが漏えいすることがないよう、末端ガス栓を閉止する等の措置

を講じてすること。（消費設備が 1である場合に限る） 

▸ 貯蔵施設（ボンベ庫） 

充てん容器、残ガス容器はそれぞれ区分して保管する。必要なもの以外は置かない。 

貯蔵施設の周囲 2ｍ以内に火気、または引火性・発火性の物を置かない。 

容器は常に 40℃以下に保つ。 

転落・転倒防止及びバルブの損傷防止措置を講じ、粗暴な取扱いをしない。 

携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らない。 

▸ 供給設備・消費設備の所有区分 

（消費設備の所有権が販売事業者にある場合） 

供給開始時までに当該消費設備が販売事業者の所有する設備であることを消費者に確

認すること。 

販売契約の解除の申し出があった場合、消費設備であって販売事業者が所有するもの

については、適正な対価で消費者に所有権を移転すること。 

消費者宅に他の販売事業者の供給設備が既に設置されている場合、販売契約の解除の

申し出があっても「相当期間（基準として 1週間）」が経過するまで供給設備を撤去しな

いこと。ただし、撤去することについて販売事業者の同意を得ているときはこの限りで

はない。 

消費者から販売契約の解除の申し出があった場合、販売事業者は消費者の要求に応じ、

自らが所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、設備の撤去が困難な場合や

その他の正当な事由が認められる場合は除かれる。例えば、バルク貯槽により供給され、

撤去に時間を要する場合が「撤去が困難な場合」に該当し、販売契約条項に「販売契約

の解除については、売掛金等がある場合、供給設備の撤去はその清算と同時に履行する・・」

といった内容が記されている場合が「その他正当な事由」にあたる。 

▸ 販売方法 

液化石油ガスは、計量法に規定する法定計量単位による体積（㎥）により、ガスメー

ターを通して販売する。ただし次の場合は質量販売できる。 

① 内容積 20リットル以下（8kg以下）の容器により販売する場合 

② 屋外で移動して消費される質量販売の場合 

③ 調整器が接続された内容積 8リットル以下（3kg以下）の容器を使用する場合 

④ カップリング付容器バルブを備えた内容積 25 リットル以下（10kg 以下）の容器

を使用する場合 

⑤ その他特別な事情により認められた場合 

質量販売された液化石油ガスで消費されないものは、消費者立会いの下に計量し、適

正な価格で引き取る。 

液化石油ガスの引渡しは消費者の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。 

取り外した容器は、バルブを確実に閉止し、かつ安全な場所に移すこと。 
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▸ 貯槽・バルク貯槽 

販売所内に設置されている貯槽・バルク貯槽の周囲 2ｍ以内に、火気、引火性・発火性

の物を置かない。（消費先の供給設備との扱いの違いに注意）貯槽・バルク貯槽の修理・

清掃にあたっては基準（液石法規則第 16条第１9号イ～へ）に則り、保安上支障のない

状態で行う。 

3ｔ以上の貯槽・バルク貯槽は沈下状況を測定し、沈下の程度に応じて適切な措置を講

ずる。 

貯槽・バルク貯槽のバルブ操作は過大な力を加えないこと。 

バルク貯槽及び付属機器は告示で定めるところにより検査を行う。 

バルク容器に設ける機器類は告示で定めるところにより検査を行う。 

▸ 供給管・配管、集合装置の修理 

修理のため液化石油ガスを遮断する場合は、基準（下記）に従って、保安上支障のな

い状態で行う。「液石法」規則第 16条第 19号の２ イ、ロ 

イ 修理の計画を定め、作業責任者の監督のもとで行う。 

ロ 修理後は漏えいの無いことを確認するまで使用してはいけない。 

（４）貯蔵施設が基準に適合するよう監督する 

貯蔵施設に関して、保安距離や構造など技術上の基準に適合し、又は維持されるよう監

督する事。 

（５）供給設備が基準に適合するよう監督する 

供給設備に関して、容器・貯槽の設置状況や調整器等の状況が技術上の基準に適合し、

又は維持されるよう監督する事。（点検等の結果不備があれば、交換・改善を指示し、改善

の完了まで監督すること） 

（６）保安教育を計画、立案実施し、又はその監督を行う 

従業員に対し保安教育を実施し、記録を作成し保存する事。 

（７）７つの保安業務の実施内容と結果を確認する 

① 供給開始時点検調査

② 容器交換時等供給設備点検

③ 定期供給設備点検

④ 定期消費設備調査

⑤ 周知

⑥ 緊急時対応

⑦ 緊急時連絡

以上 7 つの保安業務に関して、自らが実施する場合また、他の保安機関に委託した場合に

おいてもその実施内容及び実施結果について確認し、不適合がある場合は然るべき改善及び

改善指示を実施する事。（調査・点検の結果不備があった場合や、緊急時連絡など保安機関か

ら連絡があった場合、保安機関に対して対応を指示すること） 
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（８）許可を必要とする貯蔵施設・特定供給設備の基準適合状況を監督する 

1t以上のバルク貯槽、又は容器 3t以上の特定供給設備や貯蔵施設が許可なく変更され、

また完成検査を受けずに使用されることがないよう監督する事。 

（９）充てん設備に関する基準適合状況を監督する 

民生用バルクローリーが許可なく変更され、また完成検査・保安検査を受けずに使用さ

れる事がないよう監督する事。 

（10）帳簿の記載及び報告の内容について監督する 

保安業務の委託先名簿、緊急時受付簿、保安台帳等の備えなければならない帳票、また

液化石油ガス販売事業報告（様式第 2編 第 1章 P42）に関して、その実施状況を監督す

る事。（保安業務の実施に関しても帳簿として記載されるべき事項が正しく記載されるよう

監督する） 

規則 131 条に規定する販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売事業者ごとに以下の

とおり 

記載すべき場合 記載すべき事項

１． 液化石油ガスを体積により一

般消費者等に販売した場合

① 充てん容器の種類及び数

② 販売開始の年月日

③ 販売先

④ 充てん容器を交換した年月日及び充てん容器の種類又は数に変更の

あった場合においてはその内容

２． 液化石油ガスを質量により一

般消費者等に販売した場合

① 充てん容器の種類及び数

② 販売の年月日

③ 販売先

３． 販売した液化石油ガスであっ

て消費されないものを一般消

費者から引き取った場合

① 引き取った液化石油ガスに係る充てん容器の種類及び数

② 引取の年月日

③ 引取元

４． 液石法第 14 条第 1 項の書面交

付を行った場合

① 書面交付に係る一般消費者の氏名又は名称及び住所

② 書面交付をした者の氏名

③ 書面交付の年月日

④ 書面の内容

５

｜

１． 

販売事業者が自ら行った場合 

１ 供給開始時点検・調査を行っ

た場合

① 供給開始時点検･調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所

② 供給開始時点検･調査を行った者の氏名

③ 供給開始時点検･調査の結果

④ 供給開始時点検･調査の実施又は法第 27 条第 1 項第 1 号又は第 2 号

の通知をした場合は､その内容 

販売店 Ｂ 

販売事業者 保安機関 

販売店Ｂの 

業務主任者 

販売店 Ａ 

保安機関 

販売店Ａの 

業務主任者 

Ｂ社に保安業務を委託 

保安業務の実施結果をＡ社に報告 

保安業務実施内容の監督 
保安機関の保安業務実施内容

を監督する。 

※ 保安業務を委託した先

の保安機関＋自社が保安

機関として実施したもの。 

販売事業者 
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⑤ 供給開始時点検･調査又は通知の年月日 

⑥ 供給開始時調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 

⑦ 供給開始時調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 

２ 容器交換時等供給設備点検

を行った場合 
① 容器交換時等供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び

住所 

② 容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名 

③ 容器交換時等供給設備点検の結果 

④ 容器交換時等供給設備点検の実施又は法第 27 条第 1 項第 1 号の通知

をした場合は、その内容 

⑤ 容器交換時等供給設備点検又は通知の年月日 

３ 定期供給設備点検を行った

場合 
① 定期供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 定期供給設備点検を行った者の氏名 

③ 定期供給設備点検の結果 

④ 定期供給設備点検の実施又は法第 27 条第 1 項第 1 号の通知をした場

合は、その内容 

⑤ 定期供給設備点検又は通知の年月日 

３ 
｜ 
２ 

定期供給設備点検を拒否さ

れた場合 
① 法第 34 条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等

の氏名又は名称及び住所 

② 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 

③ 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた年月日 

４ 定期消費設備調査を行った

場合 
① 定期消費設備調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 定期消費設備調査を行った者の氏名 

③ 定期消費設備調査の結果 

④ 定期消費設備調査の実施又は法第 27 条第 1 項第 2 号の通知をした場

合は、その内容 

⑤ 定期消費設備調査又は通知の年月日 

⑥ 定期消費設備調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 

⑦ 定期消費設備調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 

４ 
｜ 
２ 

定期消費設備調査を拒否さ

れた場合 
① 法第 34 条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等

の氏名又は名称及び住所 

② 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 

③ 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた年月日 

５ 周知を行った場合 ① 周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 周知を行った者の氏名 

③ 周知の内容 

④ 周知の年月日 

６ 緊急時対応を行った場合 ① 緊急時対応に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 緊急時対応を行った者の氏名 

③ 緊急時対応の内容及び結果 

④ 緊急時対応を行った年月日 

７ 緊急時連絡を行った場合 ① 緊急時連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 緊急時連絡を行った者の氏名 

③ 緊急時連絡の内容及び結果 

⑤ 緊急時連絡を行った年月日 

５ 
｜ 
２． 

液石法第 29 条の認定を受けた

保安機関に液石法第 27 条第 1

項各号の業務委託した場合 

① 委託に係る一般消費者の氏名又は名称及び住所 

② 委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地 

③ 保安業務の結果 

④ 供給設備が液石法第 16 条の 2 第 1 項の技術上の基準に適合しないも

のであった場合は、それに対して講じた措置の内容 

⑤ 消費設備が液石法第 35 条 5 の技術上の基準に適合しないものであっ

た場合は、その消費設備の所有者又は占有者に通知した内容 

⑥ 液石法第 27 条第 1 項第 4号に基づき実施した措置の内容 

⑦ 保安業務を行った年月日 

６． 貯蔵施設又は特定供給設備に

異常があった場合 
① 異常の内容 

② 異常に対して講じた措置 

③ 異常があった年月日及び措置をした年月日 
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液石法に規定されている事 

※ 業務主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 

※ 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基く命令の

実施を確保するためにする指示に従わなくてはならない。 

業務主任者は、ＬＰガス販売事業者が実施すべき保安活動を具体的に実施または管理・監督

する義務を負っている。 

液石法を遵守し、自主保安を確立するためには、業務主任者が責任を持って職務にあたり、

第一線でリーダーシップを発揮する事。 

業務主任者の代理者は、業務主任者が職務を行えない場合、その職務を代行する。 

 

２．保安機関の職務 

保安機関は、保安業務区分ごとに保安業務の実施の方法及び結果報告について保安業務規

程に定め、規程に基づく保安業務の的確かつ円滑な遂行を図る。 

（１）保安業務規程の作成と変更・認可を受けること 

（２）保安業務計画書の作成 

一般消費者数の増加認可申請及び減少届出の作成 

（３）保安業務計画書に基づいた保安業務資格者の確保 

（４）保安業務計画書に基づいた保安業務機器の維持管理 

（５）保安業務実施状況報告の作成と関係機関への提出（第 2編第 2章 P105参照） 

（６）保安業務の実施結果の販売事業者への通知 

（７）保安業務の再委託禁止の遵守 

（８）帳簿の記載及び報告の内容についての監督 

規則 131 条に規定する保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販売事業に係る保安

業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては委託を受けた販売事業者ご

とに、以下のとおり。  
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記載すべき場合 記載すべき事項 
１． 供給開始時点検・調査を行った

場合 
① 供給開始時点検･調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 供給開始時点検･調査を行った者の氏名 

③ 供給開始時点検･調査の結果 

④ 供給開始時点検･調査の実施又は法第 27条第 1項第 1号又は第 2号

の通知をした場合は､その内容 

⑤ 供給開始時点検･調査又は通知の年月日 

⑥ 供給開始時調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 

⑦ 供給開始時調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 

２． 容器交換時等供給設備点検を

行った場合 
① 容器交換時等供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及

び住所 

② 容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名 

③ 容器交換時等供給設備点検の結果 

④ 容器交換時等供給設備点検の実施又は法第 27 条第 1 項第 1 号の通

知をした場合は、その内容 

⑤ 容器交換時等供給設備点検又は通知の年月日 

３． 定期供給設備点検を行った場

合 
① 定期供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 定期供給設備点検を行った者の氏名 

③ 定期供給設備点検の結果 

④ 定期供給設備点検の実施又は法第 27 条第 1 項第 1 号の通知をした

場合は、その内容 

⑤ 定期供給設備点検又は通知の年月日 

３ 
｜ 
２． 

定期供給設備点検を拒否され

た場合 
① 法第 34 条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者

等の氏名又は名称及び住所 

② 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 

③ 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた年月日 

４． 定期消費設備調査を行った場

合 
① 定期消費設備調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 定期消費設備調査を行った者の氏名 

③ 定期消費設備調査の結果 

④ 定期消費設備調査の実施又は法第 27 条第 1 項第 2 号の通知をした

場合は、その内容 

⑤ 定期消費設備調査又は通知の年月日 

⑥ 定期消費設備調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 

⑦ 定期消費設備調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 

４ 
｜ 
２． 

定期消費設備調査を拒否され

た場合 
① 法第 34 条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者

等の氏名又は名称及び住所 

② 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 

③ 法第 34 条ただし書中の承諾を求めた年月日 

５． 周知を行った場合 ① 周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 周知を行った者の氏名 

③ 周知の内容 

④ 周知の年月日 

６． 緊急時対応を行った場合 ① 緊急時対応に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 緊急時対応を行った者の氏名 

③ 緊急時対応の内容及び結果 

④ 緊急時対応を行った年月日 

７． 緊急時連絡を行った場合 ① 緊急時連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 緊急時連絡を行った者の氏名 

③ 緊急時連絡の内容及び結果 

⑤ 緊急時連絡を行った年月日 
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３．充てん事業者の職務 

（１）充てん設備を設置する場合、県の許可と完成検査を受け、充てん設備の技術上の基準に適

合させること。 

（２）充てん作業者に、技術上の基準に従って充てん作業を行わせること。 

（３）充てん作業者に、保安上の教育を受けさせ、充てん作業者の再講習を受講させること。 

（４）充てん事業報告を県に提出すること。 

（５）保安検査を受検し、合格させること。 

（６）移動式製造の許可を受けている充てん設備にあっては、危害予防規程の制定・届出を行う

こと。 

（７）移動式製造の許可を受けている充てん設備にあっては、保安統括者等の選任・届出を行う

こと。 

（８）移動式製造の許可を受けている充てん設備にあっては、製造の開始の届出を行うこと。（新

規許可の場合） 

（９）充てん事業者は、必要な帳簿を整理・作成すること。 

規則 131条に規定する充てん事業者が、帳簿に記載すべき事項は以下のとおり。 

記載すべき場合 記載すべき事項

１． 充てんした場合 ① 充てんに係る貯蔵設備の貯蔵能力並びにその貯蔵設備から液化石

油ガスの供給を受けている一般消費者等の氏名又は名称及び住所 

② 充てんした年月日

③ 充てんした液化石油ガスの量

④ 充てんに係る充てん設備

２． 充てん設備の保安検査を受けた

場合

① 保安検査を受けた充てん設備

② 保安検査を行った者の氏名又は名称及び住所

③ 保安検査の結果

④ 充てん設備が法第 37条の 4第 2項の技術上の基準に適合していな

い場合は、それに対して講じた措置の内容 

⑤ 保安検査又は措置をした年月日

３． 充てん設備に異常があった場合 ① その内容

② それに対して講じた措置

③ 異常があった年月日及び措置を講じた年月日

（10）保安機関である充てん事業者が、保安業務の委託を受けた場合、委託先販売事業者へ保安

業務の実施通知を行うこと。 
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４．販売主任者の職務

販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。（保安法第 32条第 7項） 

（１）高圧ガスの移動の基準の維持（保安法第 23条・液石則 48、49条） 

（２）販売事業者等に係る技術上の基準の維持（保安法 20条の 6第 1項・液石則第 41条） 

（３）消費先保安台帳の整備（小売業者用）・販売先保安台帳の整備（卸売業者用） 

（４）容器授受簿の管理（小売業者用） 

（５）気密試験結果記録・調整器検査記録の整備（小売業者用） 

（６）事故届の作成（液石則 96 条） 

【備 考】 

液石則第 48 条 車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等（移動式製造設

備）※ 第 2編 5章 P222、P223参照 

液石則第 49 条 その他の場合における移動に係わる技術上の基準等（シリンダー配

送）※ P325参照 

324



第 4 編 

保安法液石則第 49 条の基準に対する事項(その他の場合における移動にかかる技術上の基準等) 
号 項  目 内     容 備   考 

1 警戒標 車両の前後に高圧ガス標示板を掲げ

る。 

内容積が 25 リットル以下のみ

の積載車両であって合計内容

積が 50 リットル以下の場合は

除外。 

2 温度 充塡容器等はその温度を常に 40℃以

下に保つ。 

 

3 バルブの保護 突出したバルブのある充塡容器等に

は、固定式プロテクター又はキャップ

を施す。 

 

4 衝撃及び損傷の

防止 

転落転倒等による衝撃、損傷を防止す

る措置を講じ、かつ、粗暴な取扱をし

ないこと。 

一段積み 10㎏以下を除く。 

横積み禁止。 

5 消火設備 P327（例示基準）参照 内容積が 25 リットル以下のみ

の積載車両であって合計内容

積が 50 リットル以下の場合は

除外。 

応急処置用資材工

具 

6 混載の禁止 消防法第 2 条第 7 項に規定する危険物

を同一の車両に積載移動の禁止。 

内容積 120 リットル未満の充

塡容器等と消防法別表第一に

掲げる第四類の危険物は除外 

※ 消防法第 2条第 7項（別表

第一 第四類【抜粋】）参照 

7 駐車 駐車する場合にあっては、充塡容器等

の積み卸しを行うときを除き、第一種

保安物件の近辺及び第二種保安物件が

密集する地域を避け、かつ交通量が少

ない安全な場所を選ぶこと。また、運

転者は食事その他やむを得ない場合を

除き、当該車両を離れないこと。 

内容積が 25 リットル以下のみ

の積載車両であって合計内容

積が 50 リットル以下の場合は

除外。 

8 質量 3000 ㎏以上

の移動 

48条 14 号から 48条 18号を参照  

9 質量 3000 ㎏以下

の移動 

48条 18 号を参照 内容積が 25 リットル以下（液

化石油ガス移動時の注意事項

を示したラベルが貼付されて

いるものに限る。）のみの積載

車両であって合計内容積が 50

リットル以下の場合は除外。 
 

※ 消防法第 2条第 7項（別表第一 第四類【抜粋】） 
類 別 性   質 品   名 

第四類 引火性液体 

一 特殊引火物 
二 第一石油類 
三 アルコール類 
四 第二石油類 
五 第三石油類 
六 第四石油類 
七 動植物油類 

→ 上記品名の内容については、消防法別表第一 備考 十～十七を参照 
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保安法液石則第 49 条第 1 項第 8 号の基準に対する事項（バラ積み 3t 以上の移動） 
※ 48 条第 1 項各号の基準を準用 

号 項  目 内     容 備   考 

14 移動監視者 移動の監視者は、丙種化学責任者免状

等所持者を乗務員とする。 

質量 3000㎏以上の液化石油ガス

の移動 

15 免状の携帯 移動するときは免状を携帯する。 質量 3000㎏以上の液化石油ガス

の移動 

16 危険時の措置 充塡容器等を積載した車両により、質

量 3000 ㎏以上の液化石油ガスを移動

するときは、あらかじめ当該高圧ガス

の移動中充塡容器等が危険な状態と

なった場合、又は当該容器等に係わる

事故が発生した場合における荷送人

へ確実に連絡するための措置、荷送人

又は移動経路の近辺に所在する第一

種製造者、販売業者その他、高圧ガス

を取り扱う者から応援を受けるため

の措置、その他の災害発生又は拡大防

止のために必要な措置をする。 

質量 3000㎏以上の液化石油ガス

の移動 

17 繁華街及び二人

乗車 

移動するときは繁華街又は人ごみを

避けること。 

下記の場合は、車両 1台について運転

者を 2人充てること。 

(イ)連続運転時間が 4 時間を超える

場合 

(ロ)運転時間が、1日当たり 9時間を

超える場合 

質量 3000㎏以上の液化石油ガス

の移動 

18 イエロー・カード 移動するときは、運転者が移動中の災

害防止のために必要な注意事項を記

載した書面（イエロー・カード）を常

に携帯させ、注意事項を遵守するこ

と。 

 

※ 充塡容器等の保管については貯蔵施設で行い、車両上での保管を禁止する。 
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例示基準 

53．充塡容器等の移動時に携行する消火設備並びに資材 
 

規則関係条項 第 48条第 12号、第 49 条第 5号 
 

充塡容器等を移動するときに携行する消火設備並びに必要な資材及び工具は、次の各号に定め

るものとする。 
これらの携行する用具、資材等は 1 月に 1 回以上点検し、常に正常な状態に維持するものとする。 

 

１．消火設備 

1．1 車両に固定した容器により移動する場合に携行する消火設備は次の表に掲げる消火器

とし、速やかに使用できる位置取り付けたものであること。 
 

消火器の種類 
備付け個数 

消火薬剤の種類 能力単位 
粉末消火剤 B-10 以上 車両の左右にそれぞれ 1 個以上 
備考 能力単位は、「消火器の技術上の規格を定める省令」（昭和 39 年自治省令第 27 号）

に基づき定められたものをいう。（以下同じ。） 
 

1．2 充塡容器等を車両に積載して移動する場合（質量 5 ㎏以下の高圧ガスを移動する場合

を除く。）に携行する消火設備は、次の表に掲げる消火器とし、速やかに使用できる位置

に取り付けたものであること。 
 

移動によるガス量による区分 消火器の種類 
備付け個数 

消火薬剤の種類 能力単位 
1,000 ㎏を超える場合 粉末消火剤 B-10 以上 2 個以上 
150 ㎏を超え 
1,000 ㎏以下の場合 粉末消火剤 B-10 以上 1 個以上 

150 ㎏以下の場合 粉末消火剤 B-3 以上 1 個以上 

備考 一つの消火器の消火能力が所定の能力単位に満たない場合にあっては、追加して取

付ける他の消火器との合算能力が所定の能力単位に相当した能力以上であればその所

定の能力単位の消火器を取付けたとみなすことができる。 
 

２．資材及び工具等 

品   名 仕   様 備   考 
赤旗   
赤色合図灯又は懐中電灯 車両備付け品でよい。  
メガホン   

ロープ 長さ 15ｍ以上のもので 2 本

以上  

漏洩検知剤   
車輪止め 2 個以上  

容器バルブ開閉用ハンドル 移動する容器に適合したも

の 

車両に固定した容器及び容

器にバルブ開閉用ハンドル

が装着されている場合を除

く。 
容器バルブグランドスパナ 
又はモンキースパナ 

移動する容器に適合したも

の 
車両に固定した容器の場合

を除く。 
革手袋   
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54．移動中の災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置 
 

規則関係条項 第 48条第 16号ハ、第 49条第 8号 
 

液化石油ガスの移動中、災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置は、次の各号に掲げる

事項について講ずるものとする。 
 

１．出発前に車両に固定した容器又は積載した容器、附属品等及び保護具、資材、工具等の携

行品の整備並びにガス漏えいの有無の確認 
 

２．移動中の事故が発生した場合は、次の事項 

2.1 ガスの漏えいがあった場合は、その箇所の確認及び修理 

2.2 ガスの漏えい箇所の修理ができなかった場合 

(1) 状況に応じ安全な場所に移動 

(2) 付近の火気の管理 

(3) 着火したときは、容器破裂等の危険のない場合は消火 

(4) 付近の人に対する退避及び通行人に対する交通遮断の指示 

(5) 援助を依頼する相手に対する連絡 

(6) 状況に応じ安全な場所へ退避 

 

55．充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置（移動） 
 

規則関係条項 第 49条第 4号 
 

充塡容器等の移動に係る転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置は、次の各

号の基準によるものとする。 
 

１．充塡容器等を車両に積載し、若しくは車両から荷卸し、又は地盤面上を移動させる場合

は、次の各号の基準により行うものとする。 

1.1 充塡容器等を車両に積載し、又は車両から荷卸しするときは、ゴム製マットその他衝撃

を緩和するものの上で行うこと等により、当該充塡容器等が衝撃を受けないような措置を

講ずること。 

1.2 充塡容器等の胴部と車両との間に布製マットをはさむこと等により、摩擦を防止し、か

つ、当該充塡容器等にきず、へこみ等が生じないような措置を講ずること。 

1.3 プロテクターのない容器にあっては、キャップを施して行うこと。 

1.4 地盤面上を手により移動するときは、充塡容器等の胴部が地盤面に接しないようにして

行うこと。 
 

２．充塡容器等を車両に積載して移動する場合は、次の各号の基準により行うものとする。 

2.1 車両の最大積載量を超えて積載しないこと。 

2.2 充塡容器等の積載は、次の方法により行うこと。 

(1) 充塡容器等（500 ㎏入りのもの等本来立積み又は斜め積みとする構造を有していない

ものを除く。）は、立積み又は斜め積みとし、10㎏入り以下のものを除き 1段積みとす

ること。ただし、斜め積みの場合には安全弁の放出口を上に向け、充塡容器等の側面と

車両の荷台との角度は 20度以上とし、かつ、その角度を保持することができる措置を講

ずること。 

(2) 充塡容器等は、荷崩れ、転落、転倒、車両の追突等による衝撃及びバルブの損傷等を

防止するため、車両の荷台の前方に荷ずれが生ずるおそれのないことが明らかな場合を

除き、車両の荷台の前方に寄せるか、又は木枠、止め木若しくは歯止めを設ける等によ

る荷ずれを防止するための措置を講じ、充塡容器等同士の隙間をできる限り小さくする

ように整然と緊密に積み付けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずること。 

イ．ロープ、ワイヤロープ、ベルトラッシングの荷締機、ネット等（以下「ロープ等」と

いう｡）を使用して充塡容器等を確実に車両の荷台に固縛し、かつ、当該充塡容器等の
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後面と車両の後バンパの後面（後バンパのない場合には車両の後面とする。以下同

じ｡）との水平距離が約 30cm 以上であること。 

ロ．ロープ等を使用して充塡容器等を確実に車両の荷台に固縛し、かつ、車両の後部に厚

さ５ｍｍ以上、幅 100ｍｍ以上のバンパ（SS400を使用したものであること。以下同

じ｡）を設けること。 

ハ．ロープ等を使用して充塡容器等を確実に車両の荷台に固縛し、かつ、積載した充塡容

器等の後面と車両の後部の側板との間に厚さ 100ｍｍ以上の緩衝材（自動車用タイヤ、

毛布、フェルト、シート等）を挿入すること。 

ニ．車両の側板の高さ（側板の上部に補助枠又は補助板を設けた場合はこれを含めた高さ

とする。以下同じ。）が積載した充塡容器等の高さ（例えば、充塡容器等を２段に積み

重ねた場合は、最上段にある２段目のものの高さをいう。以下同じ。）の 2/3以上とな

る場合（図参照）であって、木枠、角材等を使用して充塡容器等を確実に車両の荷台に

固定し、かつ、当該充塡容器等の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が約 30cm

以上であること。 

図 充塡容器等を２段に積み重ねた場合の側板の高さ（概念図） 

ホ．車両の側板の高さが積載した充塡容器等の高さの 2/3以上となる場合であって、木

枠、角材等を使用して充塡容器等を確実に車両の荷台に固定し、かつ、車両の後部に厚

さ５ｍｍ以上、幅 100ｍｍ以上のバンパを設けること。 

へ．車両の側板の高さが積載した充塡容器等の高さの 2/3以上となる場合であって、木

枠、角材等を使用して充塡容器等を確実に車両の荷台に固定し、かつ、積載した充塡容

器等の後面と車両の後部の側板との間に厚さ 100ｍｍ以上の緩衝材（自動車用タイヤ、

毛布、フェルト、シート等）を挿入すること。 

備考 (1) ロープ等、木枠、止め木、歯止め、角材等は、積載する充塡容器等の数量・積付け方

法、走行ルートも考慮した発進時・走行中（特に旋回時）・停止時に充塡容器等に生じ得

る慣性力、固縛・固定の方法等に応じて十分な強度を有するものを使用する必要があ

る。 

(2) 固縛・固定は、上記（1）を使用し、緩み等が生じないよう確実に行わなければなら

ず、大小の充塡容器等を混載する場合にあっては、特に急停止時に小型のものが抜けて

飛び出すことのないよう注意が必要である。なお、走行状況や道路状況等に応じて、移

動途中、適宜、その状態が維持されていることを確認することも重要である。 

(3) 立積みにした充塡容器等の高さについては、合理的に、かつ、客観的に反証のない限

り、容器の底部からキャップ、プロテクター等を含めた充塡容器等の頂点までの高さと

する。なお、車両の荷台の床面にマット等を敷き、その上に充塡容器等を置く場合にあ

っては、マット等の厚さ分だけ側板の高さを高くすることが必要となる。 

(4) 積載した充塡容器等の後部と車両の後部の側板との間へ緩衝材を挿入する場合、当該

緩衝材が走行時に外れたり、変形したり、ずれたりするなどして、後方から衝撃が発生

した際に、その衝撃を吸収することができない状態とならないよう確実に行う必要があ

る。 

３．車両に積載したときは、当該車両の側板は正常な状態に閉じた上確実に止金をかけること。 
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【ＬＰガス容器の固定方法の例】 

 
 

【ＬＰガス容器の配送車の例】 

 
 

参 照：日団協技術資料 Ｄ他－0012023 

「液化石油ガスの移動（運搬）における高圧ガス事故防止の注意事項」より抜粋 

 

固定ミスの具体的な注意事項 

ＬＰガス容器を移動する場合、固定は注意すべき基本的事項であり、容器の積み下ろし等を行

う都度、十分な確認を行うこと。 

① ロープ、ベルト、荷締め器、金具などの固定器具の健全性および確実に固定されていること

の確認。 

② 車両積載量に対して過積載になっていないことを確認。 

③ アオリ板、ゲート、止め具、フックなどの固定が容器の 2/3 以上および確実になされてい

ることの確認。 

④ キャスター付きの高圧ガス容器の場合は、キャスターではなく、高圧ガス容器を固定 

⑤ 容器の配置は千鳥配置がより安定。 

⑥ 走行中の振動で、高圧ガス容器周辺に積載された荷物が、バルブに当たり、バルブが開いて

漏えいし、可燃性ガスの場合には火災となる可能性があるので注意が必要。 

⑦ 容器運搬用の手押し車等、容器以外の積載物に関しても、落下防止措置が講じられているか

確認。 
 

参 照：日団協技術資料 Ｄ他－0012023 

「液化石油ガスの移動（運搬）における高圧ガス事故防止の注意事項」より抜粋 
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消火器（加圧式・蓄圧式）のチェック項目 

 種 類 点検項目 点検方法 判定方法 

1 共 通 本体容器 目視 
消火薬剤の漏れ・変形・損傷・著しい腐食など

がないこと 

2 共 通 安全栓の封 目視 
ａ 損傷又は脱落がないこと。 

ｂ 確実に取り付けられていること 

3 共 通 安全栓 目視 

ａ 安全栓が外れていないこと 

ｂ 操作に支障がある変形や損傷がないこと 

ｃ 確実に装着されていること 

4 加圧式 使用済みの表示装置 目視 変形・損傷・脱落がなく、作動していないこと 

5 共 通 
押し金具及びレバー 

などの操作装置 
目視 

変形や損傷などがなく、確実にセットされてい

ること 

6 共 通 キャップ 
目視・手で締め

付けて確認 

ａ 強度上支障のある変形や損傷などがないこと 

ｂ 容器に緊結されていること。 

7 共 通 ホース 
目視・手で締め

付けて確認 

ａ 変形・損傷・老朽化などがなく、内部に詰ま

りがないこと 

ｂ 容器に緊結されていること 

8 

ａ～ｃ 

共 通 

ｄ 

畜圧式 

ノズル、ホーン及び 

ノズル栓 

目視・手で締め

付けて確認 

ａ 変形・損傷・老朽化などがなく、内部に詰ま

りがないこと 

ｂ ホースに緊結されていること 

ｃ ノズル栓が外れていないこと 

ｄ ホーン握り（二酸化炭素消火器に限る。）が脱

落していないこと 

9 畜圧式 指示圧力計 目視 
ａ 変形・損傷などがないこと 

ｂ 指示圧力値が緑色範囲にあること 

 
消火器の使用期限 

使用期限（業務用消火器はおおむね 10 年）を過ぎた消火器は速やかに更新すること。 
 

参 照：一般社団法人日本消火器工業会「消火器読本（2016）」より引用 

 

５．移動中の災害防止のために必要な注意事項（イエローカード） 
 

（１）品名 

（２）事故発生時の応急措置 

（３）緊急通報 

（４）緊急連絡 

（５）災害拡大防止処置 

① 漏洩・飛散したときの処置 

② 周辺火災のときの処置 

③ 着火したときの処置 

（６）救急措置 

① 火傷の処置 

② 凍傷の処置 

③ 酸欠の処置 

（７）特記事項 

① ガスの特性 

（８）防災事業所（332ページ参照） 
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防災事業所一覧 
 

【東部地区】 

事業所名 所在地 電 話 責任者 

杉本工業㈱ 下田市 0558-22-3153 工場長 

㈱鈴与ガスあんしんネット 西伊豆営業所 西伊豆町 0558-52-0303 課長代理 

エネジン㈱ 伊東支店 伊東市 0557-51-1151 支店長 

㈱ザ・トーカイ 熱海支店 熱海市 0557-68-3271 支店長 

㈱カジマヤ 御殿場市 0550-88-0111 ＬＰガス事業部長 

㈱鈴与ガスあんしんネット 三島事業所 沼津市 055-972-8866 統括部長 

㈱ザ・トーカイ 沼津支店 沼津市 055-921-5390 支店長 

日本ガス興業㈱ 沼津市 055-966-1101 保安係員 

富士ツバメ㈱ 沼津支店 沼津市 055-966-5321 支店長 

㈱鈴与ガスあんしんネット 富士事業所 富士市 0545-35-3573 部 長 

㈱ザ・トーカイ 富士支店 富士市 0545-61-4025 支店長 
 

【中部地区】 
事業所名 所在地 電 話 責任者 

イワタニ首都圏㈱ 静岡支店 静岡市清水区 054-346-2341 支店長 

富士ツバメ㈱ 静清支店 静岡市清水区 054-345-0195 支店長 

㈱ザ・トーカイ 静岡支店 静岡市駿河区 054-237-3661 支店長 

㈱サイサン 中部支店 牧之原営業所 牧之原市 0548-52-0141 所 長 

㈱ザ・トーカイ 榛原支店 吉田町 0548-32-1155 支店長 
 

【西部地区】 
事業所名 所在地 電 話 責任者 

㈱ザ・トーカイ 中遠支店 磐田市 0538-34-6025 支店長 

サーラエナジー㈱ 浜松支社 浜松市中央区 053-462-9325 ガス業務Ｇ保安計画チームリーダー 

㈱鈴与ガスあんしんネット 浜松事業所 浜松市中央区 053-421-0372 課 長 

㈱ザ・トーカイ 浜松支店 浜松市中央区 053-461-9171 支店長 

富士ツバメ㈱ 浜松支店 浜松市中央区 053-434-3031 支店長 

三愛オブリガス東日本㈱ 東海支店 浜松市浜名区 053-585-5931 配送課長 
 

【連 絡 先】 

静岡県危機管理部消防保安課   054-221-2076 

静岡市消防局消防部予防課    054-280-0194 

浜松市消防局予防課       053-475-7542 

（一社）静岡県ＬＰガス協会   054-255-2451 

東部支部  055-923-1070 

中部支部  054-255-2451 

西部支部  053-465-1178 
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６．トラックでの荷役作業時の安全対策（労働安全衛生法） 

トラックでの荷役作業時における安全対策強化のため、労働安全衛生規則により、「テール

ゲートリフターの操作に係る特別教育」、「昇降設備の設置」「保護帽の着用」が義務付けられ

る。 

（１）テールゲートリフター特別教育の実施義務 

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作の業務（荷役作業を伴うものに

限る）に就かせる労働者に対し、事業者が特別教育を実施することが義務化されている。 

① 特別教育の内容

種 類 科 目 範 囲 時 間 

学科教育 

テールゲートリフターに

関する知識 

テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 

テールゲートリフターの点検及び整備の方法 
1.5 時間 

テールゲートリフターに

よる作業に関する知識 

荷の種類及び取扱い方法 

台車の種類、構造及び取扱い方法 

保護具の着用 

災害防止 

2 時間 

関係法令 労働安全衛生法令中の関係条項 0.5 時間 

実技教育 テールゲートリフターの操作の方法 2 時間 

② 特別教育の科目の省略

施行の日（2024 年２月１日）時点において、6 月以上の業務従事歴を有する者は、次の

とおり教育時間を省略できる。 

▸ テールゲートリフターに関する知識（1.5 時間）  → 45分以上 

▸ テールゲートリフターの操作に関する実技教育（2 時間）  → 60分以上 

③ 特別教育の実施

１）自社で行う 

テールゲートリフター特別教育の講師は、特に資格要件はないが、学科及び実技の

科目について十分な知識、経験を有する者が実施すること。 

２）外部機関が行う特別教育を受講する 

地域の労働基準協会や自動車学校等が行う特別教育を受講することができる。 

【参 考】陸上貨物運送事業労働災害防止協会（陸災防） 

荷役労働災害防止対策 テールゲートリフター特別教育関連情報 

https://rikusai.or.jp/measures/niyakuboushi/ 

④ 記録の保存

事業者が特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、

３年間保存すること。 

（２）昇降設備、保護帽の設置義務 

① 昇降設備の設置

最大積載量 2 トン以上の貨物自動車は、荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の

設置が義務づけられている。 

② 保護帽の着用

荷を積み卸す作業を行うときに、貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のも

のに加え、次の項目に該当する場合、事業者が労働者に保護帽を着用させる義務の対象

となる。 

なお、保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用すること。 

１）最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放

されているもの又は構造上開閉できるもの（平ボディ車、ウイング車等）。 

２）最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが
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設置されているもの（テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の

場合は適用されない）。 
 

（３）運転位置から離れる場合の措置 

走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転

する場合において、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、

原動機の停止義務の適用が除外される。 

なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き続き義

務付けられることにご留意すること。 

また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止すること。 
 

７．リスクアセスメント（労働安全衛生法） 
 

リスクアセスメントとは化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労

働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討する

ことをいう。 

2016 年 6 月 1 日改正の労働安全衛生法では、一定の危険有害性のある化学物質について、

事業所におけるリスクアセスメントが義務付けられた。 

この法改正により、ＬＰガス中の「ブタン」及び「ペンタン」は、危険・有害性のある化学

物質に指定され、また 2017 年 3 月 1 日より「エチレン」、「プロピレン」、「ブチレン」も当該

物質に指定された。 

さらに、2023 年 9月 29日の法改正で、2026 年 4月 1日より「プロパン」も当該物質に指定

されることとなり、これらを１wt%（重量パーセント）以上含有しているＬＰガスを取り扱う

事業所では、リスクアセスメントを行い従業員などに火災・爆発等の危険、暴露・吸引による

健康障害などが生じないように配慮する必要がある。 
 

（１）適用される事業所 

ＬＰガスを取扱うすべての事業所が対象 

① 取扱事業所 

危険・有害物質の暴露吸引リスクがある事業所 

→ リスクアセスメント及び化学物質管理者の選任が必要 

▸ 輸入基地 (製油所を除く） 

▸ 二次基地 

▸ 容器充填所 

▸ オートガスタンド 

▸ 工業用・農業用消費者 

▸ 業務用消費者（個人除く） 

▸ 容器配送事業者（バルブ操作を行う） 

▸ バルクローリ運送事業者 

▸ タンクローリ運送事業者 

▸ 容器再検査事業者 

▸ バルク貯槽くず化事業者 

▸ プラント工事／検査会社 
 

② 譲渡提供事業所 

従業員が危険・有害物質に触れることない事業所 

→ 化学物質管理者の選任が必要（リスクアセスメントは不要） 

▸ ＬＰガス販売事業所（伝票等の取引のみを行う） 
 

③ その他 

→ リスクアセスメント及び化学物質管理者の選任不要 

▸ 個人の業務用消費者 

▸ バルブ操作を行わない容器配送事業者 
 

（２）化学物質管理者の選任 

取扱事業所、譲渡提供事業所ともに化学物質管理者を選任する。ただし、一般消費者の生

活の用に供される製品のみを取り扱う事業所は除外する。（「取扱事業所」で、業務用や工業

用の顧客がなく、従業員がいない場合や、「譲渡提供事業所」で業務用や工業用の顧客がない

場合が該当） 
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① 選任者の要件 

必須要件はないが、化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者。

特に次の者から選任することが望ましい。 

▸ 化学物質管理者講習修了者 

▸ 化学物質管理者講習修了者と同等の能力を有すると認められる者 

▸ 化学物質管理者講習に準ずる講習を受講している者 
 

② 選任者の周知 

選任に伴う届出等は不要だが、化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示す

ること等により関係労働者に周知しなければならない。 

周知の方法は、前述の他、化学物質管理者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させ

る、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等による。 

 
 

③ 化学物質管理者の職務 

取扱事業所 

１）ラベル表示及び安全データシート（ＳＤＳ）通知 

２）リスクアセメントの実施 

３）リスクアセメントの結果に基づく暴露防止措置内容及び実施 

４）リスクアセメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応 

５）リスクアセスメントの結果等の記録の作成及び保存並びに労働者への周知 
 

譲渡提供事業所 

１）ラベル表示及び安全データシート（ＳＤＳ）通知 
 

※ ＳＤＳ（安全データシート）とは 

▸ 化学物質を適正に使用・管理するためには、自分が取り扱っている化学物質や製品

に関して、その成分や性質、取扱方法を調べ、リスクを把握する必要がある。 

ＳＤＳとは製造・販売業者などの事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する

際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報を提供するために作成される

文書のこと。 

 

（３）リスクアセスメントの実施時期 

次の場合に実施する。 

① 法的義務 

１）ＬＰガスを原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき 

→ 容器充填所やオートガススタンドを新規に開設した場合や、工業用・農業用や業務

用で新たにＬＰガスを供給する場合など。 
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２）ＬＰガスを製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を新規に採用し変更

したりするとき 

→ 容器充填所で新たにバルクローリ出荷設備を設置した、機械式充填機を電子式充填

機に更新した場合など。 

３）対象物に危険性または有害性などに変化が生じたか、生じるおそれがあるとき 

→ ＬＰガスの新たな危険有害性がＳＤＳ（労働安全衛生法による安全データシート）

などにより提供された場合など。 

② 指針による努力義務 

１）労働災害発生時 

２）過去のリスクアセスメント以降、リスクの状況に変化があったとき 

３）過去にリスクアセスメントを実施したことがないとき 

※ 事業所への労働基準監督署の立入調査の際、指針による努力義務が実施されていない

場合は、改善指導の対象となる。 

 

（４）リスクアセスメントの実施時期 

リスクアセスメントは、次の流れで実施する。 

① ＬＰガスの危険性または有害性の特定 

▸ ＳＤＳなどを用い、危険性や有害性を特定する。 

 
② 特定された危険性または有害性によるリスクの見積り 

▸ 危険性：リスクマトリクス法によりリスクを見積る。 

▸ 有害性：暴露濃度を測定する。 

 
③ リスクの見積りに基づくリスク低減措置内容の検討 

▸ 発生確率を下げる、あるいは事が起きた際の重篤度を低減させる方法を検討する。 

 
④ リスク低減措置の実施 

▸ 設備、装置の改造や手順変更、教育訓練による対応を実施する。 

 
⑤ リスクアセスメント実施結果の関係者への周知 

▸ リスクアセスメント実施結果を作業場へ掲示、書面交付、研修会などで関係者に周知す

る。 

 

※ リスクアセスメントの実施や、実施結果等の記録の作成及び保存並びに労働者への周知

の詳細等については、日本ＬＰガス団体協議会ＨＰの技術指針を参照のこと。 

 

 

【参 考】日本ＬＰガス団体協議会 

保安関連情報 

２．技術指針（Ｇ） 

Ｇ労-001 ＬＰガス取扱事業者のリスクアセスメント対応指針 

https://www.nichidankyo.gr.jp/technology/ 
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日本ＬＰガス団体協議会ＨＰ（https://www.nichidankyo.gr.jp/technology/） 
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付 録

販売事業者が整備すべき帳簿等

整 備 す べ き 項 目 運 用 及 び 解 釈

液化石油ガス販売事業者が備えなければな

らない帳簿とは、規則第 131 条に規定する記

載事項が正確に記録されており、かつ、必要に

応じ直ちに記載事項の確認ができる状態にあ

るものであれば、その一部を磁気テープ等で記

録しても差し支えないこととする。

液石法に基づく販売事業者は、下記の帳簿等

を整理しておくこと。

１．保安管理台帳

以下の項目について記載があり消費者管

理が一覧でわかるもの。

（１）ガスメーター管理記録

（２）ガス漏れ警報器管理記録

（３）末端ガス栓接続方法等管理記録

（４）周知記録

（５）書面交付記録

（６）消費設備調査記録

２．販売先台帳

消費者別に検針時ごとの体積及びその販

売価格等を記載した帳簿

３．消費設備再検査・改善記録簿

委託先より送付される再検査管理表に講

じた措置等を記録する。

自店調査の場合も同様に記録しておくこ

と。

４．苦情処理簿

５．設備工事記録台帳

設備工事を委託している販売事業者も、

規則第 131 条の二及び電磁的方法保存基準

告示を参照のこと。

電算管理が自社で行われており、直ちに必要

事項の確認ができる場合は、帳簿として打ち出

しておかなくてもよい。

電算管理が自社で行われていない場合は、四

半期ごと又は月 1 回以上、打ち出し結果の送付

を受け、帳簿として管理しておくこと。

一覧表になっていれば、各々の項目について

別々の帳簿でもよい。

売上伝票等でも消費者別に綴ってあればよ

いものとする。

保安業務区分以外の受付記録 

通達第 131条関係 

貯蔵設備から消費者における燃焼機器又 
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施 設 基 準 運 用 及 び 解 釈

全ての販売先について整備しておくこと。

６．圧力計定期比較検査記録

７．埋設管管理台帳

埋設管を有する全ての施設について管理

台帳を作成しておくこと。

は燃焼器のないばあいには末端ガス栓までの

配置図または供給管及び配管等の状況を記載

するものとする。 

自記圧力計は、6ヶ月に 1回以上、最低圧力

が 2.0kPa以上、最高圧力が 8.4kPa以上 10kPa

以下の範囲の圧力で最小目盛単位が 0.02kPa

以下のマノメーター又は、これと同等以上の

精度を有する圧力計と比較検査を行い、これ

に合格したものであること。 

この場合、0.2kPaを超える誤差のあるものは

不合格とし、0.2kPa以下の誤差のあるものは、

その補正値を用いることによって使用するこ

とができるものとする。 

電気式ダイヤフラム式自記圧力計は 12 ヶ月に

1回以上の検査を行うこと。この場合、0.03kPa

を超える誤差のあるものは不合格とし、

0.03kPa以下の誤差のあるものは、その補正値

を用いることによって使用することができる

ものとする。比較は、8.4～10.0kPa の間、

6.0kPa、2.0kPa前後の 3点で行うこと。 

※個人情報保護法の抜粋

法第 20 条 
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、減失又はき損の防止その他の個

人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

法第 21 条 
個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ

ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければ

ならない。

法第 22 条 
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い

を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適

切な監督を行わなければならない。
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付 録

自記圧力計補正値記録表及び修理経歴表

検査年月日

測定点

測定値

8.4kＰa 6.0kＰa 2.0kＰa 調整・修理・記録
検査

員印

水圧計値

記録計値

補正値

指示計値 ( ) ( ) ( ) 

水圧計値

記録計値

補正値

指示計値 ( ) ( ) ( ) 

水圧計値

記録計値

補正値

指示計値 ( ) ( ) ( ) 

水圧計値

記録計値

補正値

指示計値 ( ) ( ) ( ) 

水圧計値

記録計値

補正値

指示計値 ( ) ( ) ( ) 

水圧計値

記録計値

補正値

指示計値 ( ) ( ) ( ) 

計器№

機械式自記圧力計は 6 ヶ月、電気式ダイヤフラム式自記圧力計は 12 ヶ月に 1 回以上検査し、記

録すること。
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付 録

白ガス管等の埋設管漏えい試験（規則） 

○ 白ガス管又は白ガス管に防しょくテープを施したものは、1 年に 1 回以上漏えい試験を行う

こと。

供給設備 規則第 36 条第 1 号 
〃 

〃

〃

イ（２）

ロ（２）

ハ（２）

ニ（２）

消費設備 規則第 37 条第 1 号 
〃

イ（１）

ロ（２）

地盤面下に埋設した供給管又は配管（亜鉛メッキを施したもの又は亜鉛メッキを施した

供給管に防しょくテープを施したものに限る。以下この節において「供給管等」という。）

の漏えい試験を 1 年に 1 回以上、次のいずれかの方法（腐食測定による抵抗値が１０Ω以

上の場合は 4 年に 1 回以上（1）に定める方法）により行い、その結果、異常がある場合は、

適切に当該供給管等の改善を行うこと。

（１）例示基準第 29 節で定める方法による漏えい試験 
（２）埋設管腐食測定器（供給管等に直流電流を流し、抵抗を測定し、腐食の進行状況を

診断できるものであって、高圧ガス保安協会基準Ｓ0739 液石法施行規則関係技術基準

埋設管腐食測定器に適合するものをいう。）による腐食測定

例示基準 41 
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付 録 

保安機関認定更新に関するＱ＆Ａ 

１．保安機関の認定有効期間について 

Ｑ１：液石法第 32 条に認定更新は 5 年以上 10 年以内において政令で定める期間ごとに、

その更新を受けなければ効力を失うとありますが、それは何年ですか？ 

Ａ：（施行令第 6条） 

政令で 5年と定められています。 

Ｑ２：ある保安業務区分の認定を受けた後、その他の保安業務区分の認定を追加して受け

た場合の有効期間はどうなりますか？ 

Ａ：認定は保安業務区分ごとに行われるので、各々の保安業務区分について認定を受けた

日から起算して 5年です。 

しかし、静岡県の場合直近に来る認定更新に合わせて、全ての保安業務区分の認定日

を統一して更新するよう指導されております。 

Ｑ３：保安機関の承継があった場合、認定の有効期間はどうなりますか？ 

Ａ：行政庁への承継手続きを完了しておくことが前提となります。 

承継（相続・合併・事業の全部譲渡）に係る保安機関が、それぞれ従前属していた保安

機関に対応する保安業務区分を承継しますが、更新は古い保安機関の認定更新日に合わ

せて、全ての事業所を更新してください。 

【例】Ａ保安機関とＢ保安機関が合併し、Ｃ保安機関を設立した場合 

Ａ保安機関   Ｃ保安機関 

承継後更新 

Ｂ保安機関 

ａ事業所

ｂ事業所

認定 2017.04.01

更新 2022.04.01 

ｃ事業所

認定 2024.04.01

ｄ事業所

ａ事業所

ｂ事業所

ｃ事業所

ｄ事業所

2027.04.01 

認定更新

合わせ更新

347



付 録 

２．保安機関の認定更新方法について 

Ｑ４：認定更新申請の手続きはいつまでにするのですか？ 

Ａ：(規則第 34条) 

認定の満了する 30日前までに申請書を提出しなければなりません。認定更新時が重な

るため窓口が混雑することが予想されます。静岡県では 3ヶ月位前から相談に応じます。 

詳細は、所管行政庁に相談してください。 

Ｑ５：認定更新手数料はいくらかかりますか？ 

Ａ：手数料条例 

１４，０００円＋（６，９００円×更新する保安業務区分数） 

Ａ：同時の認定更新はできます。5年未満で認定更新してもかまいません。 

静岡県では、直近の起算日に合わせるよう指導しています。 

ただし、残存期間があっても持ち越すことはできず、今回認定更新を受けた年月日か

ら 5年間となります。 

Ｑ７：認定更新時に、今後とも実施しない一部の保安業務区分を更新しないことはできま

すか？ 

Ａ：できます。一般消費者等の数の減少届書を認定更新申請書を提出する以前に提出して

下さい。認定更新申請書には更新しない保安業務区分を除いた保安業務計画書を添付し

て下さい。 

なおこの場合、保安業務規程変更認可申請書も別途提出する必要があります。 

Ｑ６：保安業務区分のうち、直近に認定更新を迎える保安業務区分に合わせ追加認定した

他の保安業務区分も同時に認定更新できますか？ 

有効期間は 5年と定められていますが、5年未満でも認定更新ができるのですか？ 
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付 録 

Ｑ８：認定更新申請で、今後実施する予定の保安業務区分の追加はできますか？ 

Ａ：できません。保安業務区分を追加する場合には、別途保安機関認定申請が必要です。

なおその場合、保安業務規程変更認可申請も別途提出する必要があります。 

Ｑ９：認定更新申請で、今後保安業務を実施する一般消費者等の数に変更が予定される場

合、増減はできますか？ 

Ａ：(液石法第 33条)(保安業務告示第 2条・第 3条) 

できません。一般消費者等の数を増加する場合は、一般消費者等の数の増加認可申請

を、減少する場合は一般消費者等の数の減少届書が必要です。 

また、更新前に、現に認定を受けた一般消費者等の数を実際の消費者が上回る場合は

違法状態にありますので、至急所管行政庁と相談をして下さい。 

（違法状態にありますので、認定更新申請で処理することはできません。） 

Ｑ10：認定更新で、保安業務を実施する予定の事業所の追加はできますか？ 

Ａ：できません。新しい事業所に係る一般消費者等の数の増加認可申請が必要です。 

Ｑ11：認定更新申請で、事業所名称の変更の場合どうしたら良いでしょうか？ 

Ａ：事業所の名称変更については、別途保安機関変更届書を提出して下さい。 

Ｑ12：認定更新時にＢ県登録のＢ県販売事業者が供給するＢ県内の消費者に関する保安業

務をＡ県認定のＡ保安機関が今後受託しようとする場合、どのような手続きが必要で

すか？ 

Ａ：（液石法第 29条・第 35条の四で準用する液石法第 6条） 

認定更新でなく、Ａ保安機関は、認定行政庁を変更する必要があります。 

Ａ保安機関は、Ａ・Ｂ両県が同一経済産業局管内の場合は、所管経済産業局長の新規

認定申請が、所管経済局を異にする場合は経済産業大臣の新規認定申請が必要になりま

す。 

認定後は、従前の認定をしたＡ県に認定行政庁の変更届が必要です。 

なお、この場合、新規の認定ですから認定更新は認定日から 5年後になります。 
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付 録 

３．保安機関の認定更新時に必要な書類 

Ｑ13：更新時にはどのような書類が必要ですか？ 

Ａ：（規則第 34条・規則第 30条第 2項） 

保安機関認定更新申請書と規則第 30条第 2項各号に定める書類が必要です。 

Ｑ14：最初に認定を受けたときから変更のない書類まで提出する必要がありますか？ 

Ａ：必要です。 

Ｑ15：保安機関の変更届で既に提出した添付書類も提出する必要がありますか？ 

Ａ：必要です。 

Ｑ16：毎事業年度終了後報告している事項も書類を提出する必要がありますか？ 

例えば、法人の役員及び構成員の変更に関する種類など 

Ａ：必要です。 

Ｑ17：認定更新時の保安業務資格者数に変更がありますが、認定更新手続きはどうすれば

良いですか？ 

Ａ：認定更新申請の保安業務計画において技術的能力計算書に基づく必要資格者数を記載

して申請して下さい。（資格者については数の規制があります） 

Ｑ18：認定申請時の資格者名簿のうち、退職者がいますが、どうすれば良いですか？ 

Ａ：必要資格者数を満足していれば問題はなく、また、保安業務資格者の氏名の変更は手

続きする必要はありません。 

必要資格者数が不足する場合は法令違反となりますので、不足分の資格者数を補充して

下さい。なお、補充できない場合は、保安業務を実施する一般消費者等の数の減少の届出

が必要になります。 
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Ｑ19：役員が交代したが、認定更新時に何か手続きが必要ですか？ 

Ａ：認定更新時の役員及び構成員の構成を説明した書面が必要です。 

なお、代表者を変更した場合は、保安機関変更届書を提出して下さい。 

Ｑ20：緊急時対応の緊急出動範囲を、認定更新時に変更できますか？ 

現状 30分で到着できる範囲より狭く申請しているので、実際に到着できる範囲に拡

大したいのですが。 

Ａ：できます。ただし、実際に到着できることの具体的説明が必要でしょう。 

例えば、高速道路の開通、道路の新設などです。 

Ｑ21：｢容器交換時等供給設備点検｣｢定期供給設備点検｣｢定期消費設備調査｣の 3 保安業務

区分の認定を受けると『供給開始時点検・調査』は認定を受けなくても保安業務を行

うことができるとのことですが、現在これら 4 区分全ての認定を受けている場合『供

給開始時点検・調査』の認定更新をしなくても保安業務ができるのですか？ 

Ａ：（規則の運用及び解釈通達 第 29条関係第 1項） 

できます。 

この場合は、一般消費者等の数の減少届及び保安業務規程変更認可申請書を提出して

下さい。 

ただし、｢容器交換時等供給設備点検｣、｢定期供給設備点検｣、｢定期消費設備調査｣の

保安業務区分のうち最も少ない一般消費者の数を超えて受託する場合は、｢供給開始時点

検・調査｣保安業務区分について、追加で保安機関の認定申請が別途必要になります。 

Ｑ22：｢緊急時対応｣を実施している一般消費者等の数が、認定を受けた一般消費者等の数

よりも少ない場合、認定を受けた一般消費者等の数までは、認定を受けずに「緊急時連

絡」の保安業務をできるとのことですが、現在これら 2区分の認定を受けている場合、

「緊急時連絡」の認定更新をしなくても業務ができるのですか？ 

Ａ：（規則の運用及び解釈通達 第 29条関係第 3項） 

できます。 

この場合は、一般消費者等の減少届書及び保安業務規程変更認可申請書を提出して下

さい。 

ただし、｢緊急時対応｣の保安業務区分の一般消費者等の数を超えて「緊急時対応」の

保安業務を受託する場合は、｢緊急時連絡｣保安業務区分について追加で保安機関の認定

申請が別途必要になります。 
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Ｑ23：保安業務資格者の算定式はどのようになりますか？ 

 

Ａ：（保安業務告示第 2条第 1号表中ロ・ハ、附則 H11.9.30付省令第 88号第 2条） 

 

保安機関の保安業務資格者数 

①供給開始時点検・調査の算定式 

             １ 
 消費者戸数 ×  
          ２０，０００ 

 

②容器交換時等供給設備点検の算定式 

            １ 
 消費者戸数×           － 調査員数 －充てん作業者数  
        100×月間実働日数 

 

③定期供給設備点検の算定式 

           １      １ 
 消費者戸数×          ×― － 充てん作業者数 
       30×年間実働日数   ４ 

 

④定期消費設備調査の算定式 

             １       １ 
 消費者戸数 ×           × ― 
         25×年間実働日数    ４ 

※ 補助員を伴って調査を行う場合は２５を３分の４倍にする。 

 

定期供給設備点検と定期消費設備調査を行うため認定を受ける保安機関の場合 
           １        １ 
 消費者戸数 ×          × ― 

         20×年間実働日数    ４ 

 

⑤周知の算定式 

             １ 
 消費者戸数 ×  
          ２０，０００ 

 

容器交換時等供給設備点検、定期供給設備点検、定期消費設備調査のうち１
又は 2以上の保安業務と周知の実施を保安業務とする保安機関の場合 

             １ 
 消費者戸数 ×  
          ４０，０００ 
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⑥緊急時対応の算定式 

             １ 
 消費者戸数 ×  

          ２０，０００ 

(事業所ごとに常時算定数以上の保安業務資格者を配慮すること。) 

※ 消費先に 30 分以内には到着し所要の措置を行う体制を確保すること。 

 

⑦緊急時連絡の算定式 

a. 事業所ごとの消費者戸数が 2万戸以下の場合 

             １ 
 消費者戸数 ×  
          ２０，０００ 

 

ｂ. 事業所ごとの消費者戸数が２万戸を越える場合 

                        １ 
 １＋（消費者戸数－２０，０００） ×  
                     ８０，０００ 

 

Ｑ24：損害賠償の支払能力を証する書面は何を提出するのですか？ 

また、保険は認定された一般消費者等の数で加入するのですか、それとも実際に保

安業務を行う一般消費者等の数で加入するのですか？ 

 

Ａ：① 販売事業者が自社の一般消費者等の保安業務を実施する保安機関の場合、ＬＰ

ガス業者賠償責任保険で保安業務も担保されるので、認定更新日が該当する保険

年度のＬＰガス業者賠償責任保険付保証明書を提出して下さい。 

ただし、販売事業者が他の販売事業者の保安業務を受託する場合で、受託消費

戸数が 100 戸以上となるとき、別途ＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保険への

加入が必要です。 

② 販売事業者以外の保安機関の場合は、認定更新日が該当する保険年度のＬＰガ

ス受託認定保安機関賠償責任保険の付保証明書を添付して下さい。 

③ 保険の加入戸数は、実際に受託している一般消費者等の数でよく、認定された

数と異なっても構いません。 

受託一般消費者等の数が 100戸未満の保安業務は 100戸で付保して下さい。 

 

Ｑ25：構成員の構成を説明する書面で、株式会社は株主名簿を用いますが、株式保有率ど

のくらいまで記載が必要ですか？ 

 

Ａ：主要株主を記載して下さい。 

役員及び主要株主が記載されている会社案内等で代替えできます。 
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Ｑ26：認定更新時の現地確認の際、配送車、保安点検車等に積載して移動している保安業

務用機器については現物確認ができないため、写真を貼付した設備台帳等で代替でき

ますか？ 

Ａ：代替できます。(台帳等で確認できれば結構です。) 
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保安業務の運用に関するＱ＆Ａ 
 

１．保安機関に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１：緊急出動「原則 30分」とはどういうことですか？ 

 

Ａ：緊急出動は、消費者等からの連絡を受けた保安機関が、災害の発生する恐れ又は災害

の発生に対し、災害防止又は災害の拡大防止のための措置を行う業務です。 

「原則 30分以内（およそ 20㎞程度）」とは、通常の交通状況で 30分以内に到着できる

ことをいいます。 

 

Ｑ２：緊急出動「原則 30分」を地図に書くとき、円とアメーバとどちらが良いですか？ 

 

Ａ：原則 30 分以内であれば、幹線道路沿いはアメーバ状で明示されても良いでしょう。 

 

Ｑ３：充てん作業者ができる保安業務は何ですか？ 

 

Ａ：バルク関係の「充てん作業者」資格保有者は保安業務のうち、供給開始時点検（消費

設備調査を除く）、容器交換時等供給設備点検及び定期供給設備点検ができます。 

 

Ｑ４：ガス臭いとのことで出動するが、どのような手順で実施したら良いですか？ 

 

Ａ：緊急出動の場合、高圧ガス保安協会で発行している、保安業務ガイド「緊急時対応」

に基づき実施して下さい。 

なお、日常の保安教育を行うことが重要です。 

 

Ｑ５：保安業務は保安機関の認定を受けている販売事業者が実施し、保安機関である配送

センターが配送のみ受託している場合、保安機関としての受託にあたるのですか？ 

 

Ａ：配送だけの内容であれば、保安機関の受託にはなりません。 

しかし、配送の際、｢容器交換時等供給設備点検｣の保安業務も行うと保安業務の受託に

なります。 
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Ｑ６：緊急出動(対応)は夜間従業員が自宅から出動しますが良いですか？ 

Ａ：良いです。ただし、事業所から当該自宅まで 10分以内の従業員に限ります。 

なお、夜間以外も同様の措置が認められます。 

Ｑ７：供給開始時の点検で否があった改善は誰がするのですか？ 

Ａ：販売事業者が供給設備の技術上の基準について、維持管理する責任があります。 

Ｑ８：無資格者に保安業務を行わせることができますか？ 

Ａ：資格者しか実施できない保安業務と資格者の指導監督の基に無資格者が実施できる保

安業務に分けられます。 

点検・調査業務を無資格者が行うことはできません。 

無資格者ができる業務としては｢周知」｢緊急時対応｣｢緊急時連絡｣があります。ただ

し、無資格者であっても、保安教育等により一定以上の知識、技術力を養成しているこ

とが重要です。 

※ 緊急時対応の保安機関が行う保安業務範囲は現場状況に応じた｢応急措置」を適確

に行うことであり、出動者は保安業務資格者又は保安業務資格者の監督の下に適確に

行う能力を有するものが行うこと。 

（設備の修理等の業務は、販売事業者等の設備士が行うことになります。） 

高圧ガス保安協会発行の保安業務ガイド「緊急時対応」を参照してください。 

Ｑ９：保安機関は全ての保安業務について 30 分以内の範囲でしか業務ができないのです

か？ 

Ａ：原則 30 分以内は、｢緊急時対応｣の場合です。他の保安業務は保安機関として管理で

きる範囲であれば問題はありません。 

Ｑ10：法定期間内に点検調査が終了しません。どうしたら良いでしょうか？ 

Ａ：保安機関は、法定機関内に点検調査しなければなりません。点検調査実施計画を見直

し、法定期間内に実施して下さい。 

留守宅等の場合は、消費者に訪問日時並びに次回訪問予定等を通知し、その記録を残

して下さい。 
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Ｑ11：マイコンメーターで 2 ヶ月 1 回漏えいの有無を確認しているので、配管の漏えい試

験を省略して良いでしょうか？ 

 

Ａ：マイコンⅡは、メーター下流の漏えい試験です。マイコンＳは、上流の監視機能が働

いていることを確認していれば、上下流の漏えい試験を代替できます。 

調整器の機能試験にも代替できる項目があります。 

詳細は高圧ガス保安協会発行の保安業務ガイド｢定期供給設備点検・定期消費設備調

査｣を参照して下さい。 

 

Ｑ12：消費設備の調査を行う保安機関において、燃焼器具の「給気口」「排気筒」の設置状

況の調査はどのように実施したら良いでしょうか？ 

 

Ａ：保安機関に課せられている給気口、排気筒の調査は、消費設備の設置基準に定められ

ている項目の一部です。又、隠ぺい部等目視で調査できない箇所もあります。どこまで

の範囲を調査したのか、消費者・販売事業者に明らかにしておいて下さい。詳細は、高

圧ガス保安協会発行の保安業務ガイド「定期供給設備点検・定期消費設備調査」を参照

して下さい。 

 

Ｑ13：燃焼器具のＬＰガス適合性とは何ですか？ 

 

Ａ：ＬＰガス用の燃焼器具、ＬＰガス用検定マークのある燃焼器具などの表記をさします。

調査では、ＬＰガス用検定マークの確認、不用な場合の燃焼確認をいいます。 

 

Ｑ14：20㎏容器の供給設備への接続にゴム管を使用しているが良いですか？ 

 

Ａ：使用できません。 

 

Ｑ15：緊急出動車として赤色灯を載せられないですか？ 

 

Ａ：ガス事業法の事業者には、赤色灯（サイレン）が認められますが、液石法及び保安法

事業者では困難です。（黄色灯も同様です。） 
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Ｑ16：緊急出動の際、ヘルメットや安全靴は必要ですか？ 

 

Ａ：ヘルメットや安全靴は保安業務用機器として規定されていませんが、災害防止と安全

の確保上着用が望ましいでしょう。 

 

Ｑ17：緊急時連絡業務の連絡先に携帯電話は認められますか？ 

 

Ａ：保安業務の遂行できる体制構築を前提に固定電話等から携帯電話への転送措置が認め

られています。 

 

Ｑ18：保安業務員は再講習を受けなければなりませんか？ 

 

Ａ：保安業務員の資格者に関する再講習の法規制はありません。 

 

Ｑ19：保安業務用機器としての自記圧力計は、比較検査の必要がありますか？ 

又、電気式ダイヤフラム式自記圧力計はどうですか？ 

 

Ａ：自記圧力計は、6 ヶ月に 1 回以上、最低圧力が 2.0kPa以上、最高圧力が 8.4kPa以上

10kPa 以下の範囲の圧力で最小目盛単位が 0.02kPa 以下のマノメーター又は、これと

同等以上の精度を有する圧力計と比較検査を行い、これに合格する必要があります。 
この場合、0.2kPaを超える誤差のあるものは不合格とし、0.2kPa以下の誤差のある

ものは、その補正値を用いることによって使用することができるものとします。 
電気式ダイヤフラム式自記圧力計は、12 ヶ月に 1 回以上の検査を行います。この場

合、0.03kPaを超える誤差のあるものは不合格とし、0.03kPa以下の誤差のあるものは

その補正値を用いることによって使用することができるものとします。比較は、8.4～

10.0kPa の間、6.0kＰa、2.0kPa前後の 3点で行います。 
 

Ｑ20：保安業務用機器が、故障して修理中の場合、必要個数はどうなりますか？ 

 

Ａ：保安業務遂行に支障がある場合は、予備を確保するか代替品を借りるなどして下さい。 

 

Ｑ21：ＣＯ測定器は定期的に点検するのですか？ 

 

Ａ：精密機械ですので、検知部等が劣化します。検知方式により劣化の状況が異なります

ので、メーカ仕様書等に従ってメンテナンスをすると共に定期補修を受けて下さい。 
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Ｑ22：腐食診断測定器は、保安業務用機器ですか？ 

Ａ：保安業務用機器には含まれておりません。 

Ｑ23：緊急工具類とは具体的に何ですか？ 

Ａ：緊急工具の具体的内容の規定はありません。緊急出動の対象となる災害を想定し、各

保安機関で整備して下さい。保安法の移動の基準に基づいた工具を参考にして下さい。 

Ｑ24：㎜ H2O目盛りの自記圧力計、マノメーターは使用できるのですか？ 

Ａ：消費者に渡す調査票等への記載（証明する場合）は、ＳＩ単位(kＰa)の表示が必要で

す。換算表により、ＳＩ単位(kＰa)で表示すれば構いません。 

ただし、換算も間違いを起こしやすいので、ＳＩ単位を表示する機器の使用を勧めま

す。 

Ｑ25：自記圧力計、マノメーターをＳＩ単位表示の機器に交換しました。保安機関変更届

出書は必要ですか？ 

A ： 変更届書を提出する必要はありません。 

Ｑ26：受託した一般消費者等に埋設管がなく、ボーリングバーを使う必要はありませんが、

具備しなければなりませんか？ 

Ａ：保安業務用機器として必要個数を最低限常備してください。 

Ｑ27：認定を受けた保安機関の事業所が本社だけですが、保安機関でない他の事業所に保

安業務用機器を分散して保有しております。集約すれば必要個数を満足しますが良い

ですか？ 

Ａ：保安業務用機器は、保安機関の認定を受けた事業所に常備することになっております。 
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Ｑ28：保安業務用機器は、事務所に置くのですか？車に積んで置くのかどちらが良いです

か？ 

Ａ：常時出動が決まっている場合は、車載が良いでしょう。 

出動車両が決まっていない場合は、事務所内等の所定の場所に保管してください。 

Ｑ29：保険を付保する一般消費者等の数は、認定時の一般消費者等の数ですか？それとも

現に受託している一般消費者等の数ですか？ 

Ａ：現に受託している一般消費者等の数です。 

Ｑ30：保安機関に関する保険は保安共済事業団以外でも良いですか？ 

Ａ：規則第 32 条・保安業務告示第 4 条を満たしていれば、保安共済事業団以外でも構い

ません。 

Ｑ31：保安業務規程の中で、保安業務の実施結果に関する販売事業者への連絡期限を変更

したいのですが？ 

Ａ：保安業務規程の変更認可が必要です。 

Ｑ32：保安業務規程の内容では詳細な実務内容が記載されておりません。どうしたら良い

ですか？ 

Ａ：保安業務規程の実施細則を事業者として別に定めて下さい。 

この場合、保安業務規程の変更認可の申請の必要はありません。 

Ｑ33：緊急時連絡保安機関において、一般消費者等より「ガス欠・ガスが出ない」との電

話受付をした場合はそのように対処したら良いでしょうか？ 

Ａ：ガス切れは、保安業務として考えた場合は、緊急時にあたりません。ただし、消費者

にとっては急を要することなどで迅速に対処することが必要です。 

この場合、ガス切れの原因を必ず確認して下さい。 

※ 高圧ガス保安協会発行の保安業務ガイド「緊急時連絡」における緊急情報に対する連

絡方法を参照して下さい。 
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付 録 

Ｑ34：緊急時連絡保安機関において緊急時連絡の受信記録に｢マイコンメーター作動｣とあ

った場合はどうするのですか？ 

 

Ａ：マイコンメーターによるガス遮断は、何らかの原因があります。その原因を究明し、

解決することが重要ですから緊急時対応の保安機関への連絡等の措置をして下さい。 

 

Ｑ35：保安教育はどのようにするのですか？ 

 

Ａ：保安教育に関する計画を定め、その計画に沿って実施し、その記録を保存して下さい。 

 

Ｑ36：保安教育の教材としては、どのようなものがありますか？ 

 

Ａ：保安業務として実施する内容、一般消費者等にＬＰガスを正しく使用していただくこ

とを考えて教育すれば良いと思います。 
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２．販売事業者に関するＱ＆Ａ 

 

 

Ｑ１：保安機関を取得していない販売事業者が、14 条書面に保安業務に係る連絡先を自

社にしても良いのですか？ 

 

Ａ：できません。保安機関を取得していない販売事業者は、保安業務に関係する連絡先を

委託先の保安機関にして下さい。 

 

Ｑ２：容器交換時等供給設備点検を行う配送センターを卸業者Ａ社からＢ社に変えまし

た。保安業務はＡ社で良いですか？ 

 

Ａ：卸業者Ｂ社が保安機関でこれまでＡ社に委託していた保安業務をＢ社が受託する場合

はＢ社と契約しなければなりません。 

又、法第 8条に基づく液化石油ガス販売所等変更届出書を提出して下さい。 

 

Ｑ３：保安機関が廃止され困っています。どうしたら良いですか？ 

 

Ａ：直ちに他の保安機関に委託するとともに、法第 8条に基づく液化石油ガス販売施設等

変更届書を提出して下さい。 

委託する保安機関がない場合は、自ら保安機関の認定を受けて下さい。 

 

Ｑ４：保安機関を販売事業者として管理することができないがどうしたら良いですか？ 

 

Ａ：業務主任者は、委託先の保安機関が保安業務を適正に実施しているか確認、管理する

必要があります。保安機関を管理することができる人材を確保して下さい。 

 

Ｑ５：保安機関からの点検調査票の報告が遅いので困っています。 

 

Ａ：保安業務規程で委託先への報告（一覧表作成）日数が決まっております。 

委託した保安機関が規定どおりに報告するよう催促して下さい。 
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Ｑ６：保安業務の実施先が変更になりましたが、14 条書面の再交付をする必要がありま

すか？ 

Ａ：保安業務を行う保安機関が変更になった場合、販売事業者は一般消費者に対し新たに

保安業務を実施する保安機関を通知しなければなりません。 

この場合、変更に係る通知のみで良く、14条書面の再交付の必要はありません。 

Ｑ７：販売事業者が保安機関である場合、受託する一般消費者等の保険の付保はどのよう

にしたら良いですか？ 

Ａ：ＬＰガス保安共済事業団では販売事業者の直販の一般消費者等は、ＬＰガス販売事業

者賠償責任保険で担保できます。 

受託分（100 戸以上）はＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保険に加入して下さい。 
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